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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○事務局長（藤田敏明君） 予算特別委員会に先立

ち、議長並びに町長から御挨拶をいただきます。 

 初めに、議長からお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから予算委員会が始まるということで、ま

た改めて平成２６年度の予算についてそれぞれ皆さ

んに御審議いただくわけでありますけれども、新し

い事業もありますけれども、目立って大きな新規な

事業もないと、大きな事業としては昨年から続いて

おります上富良野町小学校の継続事業ということで

ありますけれども、皆さん御存じのとおり予算につ

いての着眼点ということで、それぞれ議員必携にそ

れぞれ書いてあるわけでありますけれども、ぜひと

も、もう一度思い出していただいて、予算審議に大

いに活用していただければありがたいかなと思って

おります。 

 それぞれ歳入歳出あわせて、それから政策的なも

の、あるいは予算のあり方等について述べられてい

るわけでありますけれども、ぜひともよろしくお願

い申し上げたいと思います。４日間にわたりますけ

れども、よろしくお願い申し上げます。 

 大変、御苦労さまでございます。 

○事務局長（藤田敏明君） 次に、町長、お願いい

たします。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 本日から４日間にわたりまして予算特別委員会を

開催させていただくことになりまして、感謝申し上

げる次第でございます。 

 ただいま議長のほうからも御挨拶いただきました

ように、私どもといたしまして執行方針でも私、申

し上げましたけれども、予算編成に当たりましては

過去の歴史からしっかりと学びまして、現実を見き

わめ、さらに将来を見据えた予算編成とさせていた

だいたところでございます。 

 限りある財源の中で、効率的に、しかも町民の皆

さん方に役に立てるような、そういう思いを持って

編成させていただきました。 

 そして、この予算委員会を通じて皆様方から御意

見を賜り、さらにこの予算につきましてしっかりと

肉づけをいたしまして、新年度に向けてスタートさ

せていただきたいという思いでいっぱいでございま

す。 

 どうか、慎重な御審議をいただきました中で、御

議決賜りますことを心からお願い申し上げまして、

御挨拶とさせていただきたいと思います。 

 何とぞ、よろしくどうぞお願い申し上げます。 

○事務局長（藤田敏明君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、３月５日の定例会において、議長除く

１３名の委員をもって予算特別委員会を構成してお

りますので、正副委員長の選出につきましては議長

からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営等に関する先例により、委員長に副議

長、副委員長に総務産建常任委員長を選出すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本予算特別委員会の委員長には長谷川徳

行君、副委員長には岡本康裕君と決しました。 

○事務局長（藤田敏明君） それでは、長谷川委員

長、委員長席へお願いいたします。 

 それでは、長谷川委員長から御挨拶をいただきま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 予算特別委員長就任に当たりまして、一言、御挨

拶申し上げます。 

 本第１回定例会第２日目に上程されました、議案

第１号平成２６年度上富良野町一般会計予算から議

案第９号の平成２６年度上富良野町町立病院事業会

計予算までの９議案を予算委員会に付託されまし

た。 

 また、その９議案がさらなる審議が必要と予算特

別委員会が設置され、委員会に付託されました。本

予算は、一般会計で７０億８,６００万円、前年度

比７億４,０００万円増と大きく増額予算となって

いるところであります。 

 御案内のとおり、町の財政は自主財源が乏しく脆

弱な構造であり、交付税に頼るところが多々あると

ころが見受けられます。町民の皆様が安心して住み

続けられるまちづくりを念頭に大変、御苦労され、

編成された予算と理事者には敬意を申し上げます。 

 上程された予算が町民の皆さんの福祉とＱＯＬの

向上に十分つながるのか、また最小の財源で最大の

効果を得られることができる予算になっているの

か、委員会の権能を十分生かして審議をしていただ

きたいと思います。 

 ４日間の委員会でございますが、委員各位並びに

理事者、説明員の皆様方の御協力をいただくことを

お願い申し上げ、挨拶といたします。よろしくお願

いいたします。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会を開会

します。 
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 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の審査日程等について、事務局長から説

明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 平成２６年第１回定例

会において本委員会に付託された案件は、議案第１

号平成２６年度上富良野町一般会計予算、議案第２

号平成２６年度上富良野町国民健康保険特別会計予

算、議案第３号平成２６年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計予算、議案第４号平成２６年度上富良

野町介護保険特別会計予算、議案第５号平成２６年

度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、

議案第６号平成２６年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、議案第７号平成２６年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算、議案第８号平成２６年

度上富良野町水道事業会計予算、議案第９号平成２

６年度上富良野町病院事業会計予算の９件でありま

す。 

 本委員会の審査日程につきましては、お手元の日

程のとおり、会期は本日より３月１８日までの６日

間とし、審査は４日間といたします。 

 なお、事前の要求資料及び第５次上富良野町総合

計画実施計画書については、３月１１日配付したと

ころであり、予算審査に十分反映されますようお願

い申し上げます。 

 本委員会の説明員は、町長を初め理事者、関係す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりといたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 なお、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは

委員長の許可といたします。 

 分科会の設置及び各分科長の選出についてお諮り

します。 

 分科会は、会議規則第７０条の規定により設置

し、その構成は、第１分科会が議席番号１番から６

番まで、第２分科会が議席番号７番から１２番ま

で、各６名の委員といたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議がありませんの

で、各会計予算の審査のため分科会を設置します。 

 各分科長は、委員長の指名により選出したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議がございません

ので、委員長において、第１分科会の分科長に村上

委員、第２分科会の分科長に谷委員を指名いたしま

す。 

 これより、議案第１号平成２６年度上富良野町一

般会計予算を審査します。 

 初めに、既に配付しました附属資料、第５次上富

良野町総合計画実施計画書について説明の申し出が

ありますので、これを許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） 予算特別委員会の事前

配付資料につきまして、簡単に御説明申し上げま

す。 

 まず、第５次上富良野町総合計画の実施計画でご

ざいます。 

 これまでと同様に、３カ年間の実施計画としてま

とめたものでありまして、毎年、ローリング方式に

よりその内容を見直しながら取り進めてまいりま

す。 

 １ページから２ページは実施計画の総括表で、現

時点における総合計画１０カ年間の全体事業におけ

ます平成２６年度から平成２８年度までの３カ年分

の予定事業費と、その財源内訳を掲載しておりま

す。 

 ３ページから５ページは、３カ年間の予定事業費

を想定した年度別の収支見込みを資金計画として示

したものであります。 

 ６ページは、平成１９年度からの本町の代表的な

財政指標の推移と資金計画に基づき平成２８年度ま

での将来推計を示したものであります。 

 平成２６年度におきましては、厳しい経済状況を

反映して、地方交付税を初め主要な一般財源は減少

する見込みでありますが、クリーンセンターや国営

しろがね地区土地改良事業の公債費償還が終了した

ことあわせまして、補償金免除等による繰り上げ償

還の効果もあり財政指標につきましては改善するこ

とが予想されるところであり、今後においても徐々

に数値の改善が予測されるところであります。 

 ８ページ以降が３カ年間の予定事業の内容となっ

ておりますまで、御参照をお願いいたします。 

 そのほか、予算特別委員会の要求資料につきまし

ても配付をいたしましたので、委員会の審議の参考

としていただきたいと思います。 

 以上、このたびの予算特別委員会におきまして、

審議の参考としていただく資料内容につきまして御

説明申し上げました。 
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○委員長（長谷川徳行君） 以上で、資料の説明を

終わります。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の質疑は、一問一答としたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の質疑は、一問一答とすること

に決しました。 

 委員並びに説明員に、あらかじめお願い申し上げ

ます。 

 質疑、答弁は要点を明確にし、簡潔に自席で発言

願います。 

 質疑は１問ごと、予算書の款別に行いますので、

十分に納得が得られるようお願い申し上げるととも

に、聞き漏らしなどないように御留意ください。 

 質疑のある場合は挙手の上、自席番号を告げ、委

員長の許可を得た後に自席で起立し発言されるよう

お願い申し上げます。また、説明員は挙手の上、職

名を告げ、委員長の許可を得た後に説明員席で起立

の上、説明願います。 

 これより、附属資料の説明に対する質疑を行いま

す。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、附属資料の

質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 これより、議案第１号平成２６年度上富良野町一

般会計予算の１ページから７ページまでの質疑を行

います。 

 質疑の際は、ページ数と質疑の案件を告げて発言

願います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、一般会計予

算の１ページから７ページまでの質疑を終了しま

す。 

 次に、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の歳

入、１款町税の３４ページから１１款交通安全対策

特別交付金の４１ページまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２款の３８ページ、国有提

供施設等所在市町村の助成交付金、ここのところ

二、三年前に約４割近く下がったと思うのです。 

 それで、７割は対象資産の価格で案分して、あと

の３割は資産の種類によって土地は大幅に変更はな

いのだけれども、建物が建ちませんとなかなか、毎

年下落するというところの説明があったと思うので

すけれども、この交付金というのは毎年、減ってい

くものなのでしょうか、今回、３００万円減になっ

ていますけれどもちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の国有提

供施設等所在市町村助成交付金の御質問であります

けれども、これにつきましては委員、御発言のとお

り、交付金の額が１０分の７につきましては国有財

産の価格に応じて、また１０分の３につきましては

国有財産の種類、用途及び市町村の財政状況を考慮

して配分されるということでありまして、これにつ

きましては自衛隊が使用する演習場の土地や建物、

それから工作物に対しての交付されるものでありま

して、以前も申し上げたとおり会計検査の指摘によ

りまして価格の算定が毎年、５年に１回されていた

ものが２３年度から毎年ということで、その土地の

評価、建物の評価、工作物の評価等がありまして、

土地はそのときの評価額で増減しますけれども、建

物、工作物については新たにつくらない限りは減価

償却していくということで、毎年のように下がって

いくと。 

 一時的に大きく下がったら、その台帳価格が毎年

ではなく、何年に１回という、５年に１回というこ

とで行っておりますので、大きく下がった経緯はあ

りますけれども、最近につきましては毎年というこ

とで新たなものがつくられない限りは、その建物、

工作物の部分については少しずつ台帳価格が下がっ

ていくということになることから、少しずつ下がっ

てきている傾向にあるということであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ５.３％下がっているので

すよね、５,５７０万円に対して。 

 そうすると、毎年この５.３％ずつ下がっていく

ということですか、そこら辺。この決め方というの

は、この下がりの評価という、普通の評価とは違う

と思うのです、そこのところちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の毎年下

がるのかということでありますけれども、先ほど申

し上げたとおり、演習場、それから射撃場等々の部

分についての土地、建物、工作物ということであり

まして、土地の価格が上昇すれば当然、上がります

けれども、近年の状況では土地はそんなに上昇傾向
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ではなくて下落傾向にあるということも既に御承知

のことだと思いますし、また建物の工作物について

も新たな建築がなければそのまま減価償却していく

ので、台帳価格等は下がっていくものと考えており

ます。 

 今、率のお話でありますけれども、昨年の部分に

ついて、こちらのほうで知り得ている情報として

は、土地については横ばいより若干、一、二％の価

格では上昇しておりますが、建物、工作物が６％減

額になっているというのもありますので、その部分

については平均して５.３％ということであります

けれども、その率でずっといくということではない

と。先ほど言いましたように土地の価格等も影響し

てきますので、率的なものはこのまま継続されると

いうものではないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） いきなり５年から会計検査

院の指摘があったということですけれども、二、三

年ぐらいはと思うのですけれども、どうしても毎

年、いきなり５年だったのが毎年に変更になったと

いうことなのですが、これは普通の固定資産税など

の考えとはまた評価は違うと思うのですけれども、

もう５年から３年ぐらいなのかなと思うのですけれ

ども、毎年、やはり評価しなければいけないものな

のですか、もうそれは会計検査院の指導によるもの

ですから仕方がない部分なのですが、だから毎年

減っていくということなのですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の質問に

お答えしたいと思います。 

 今、申し上げたとおり、会計検査の指摘もあった

ということで当然、法改正もされたわけですから、

その法制度に基づきまして台帳、３月３１日現在の

台帳を整えるということになっておりますので、そ

れに基づきまして算定されますことから台帳価格の

変動により交付額も変わってくるということであり

ますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４０ページの地方交付税に

ついてお伺いいたします。 

 今回、国においては景気を底上げするという形の

各種の政策を打ち出しました。賃上げが行われる、

あるいは業績がよくなって、法人税等が上がるとい

うようなうたい文句で、あわせて消費税もこの４月

から率が３％引き上げられるということになってお

ります。 

 そうしますと、地方にいたっては執行方針等にも

書かれておりますが、なかなかその地方の景気の上

向きが見られない中での、この地方交付税、いわゆ

る自主財源、こういう依存財源も含めた財源を確保

するという点では非常に厳しい状況にあるのかなと

いうふうに思います。 

 今回、この地方交付税を見ましても前年度対比で

約６,７００万円当たり減額になっているかという

ふうに思いますが、この減額の要素はどういうふう

な状況の中で生まれたのか、この点、まず伺ってお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の地方交

付税にかかわります減額の要因についてであります

けれども、これにつきましてはまず、１点目に上げ

ますのがことしの春というか、先日、閉校式を迎え

ました東中中学校の閉校に伴うもの、また、中央保

育所の民間移譲をすることに伴う削減等もありまし

て、これにつきましても今年度の算定額で参入され

ている額としましては４,５５０万円程度あります

ので、そのほか包括的な経費の部分でも４,５００

万円程度落ちている、また個別の算定積み上げにお

いても個別に少しずつ下がってきているという傾向

もあるということから、総じまして普通交付税では

７,７００万円の減額ということで見込んだところ

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろな要素があるかと

いうふうに思います。 

 近年、これにかかわる収入の確保という形では決

して法人税も伸びの要素がないと、消費税等につい

てもさほど１,０００万円か８００万円ぐらいで

しょうか、伸びがないという状況の中で、この減額

要素にかかわって地方自治体が上富良野町において

は別な財源で補填されている部分というのはあるの

かどうか、この点、お伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の減収分

にかかわる財源補填ということでございますけれど

も、執行方針の中でも申し上げておりましたけれど

も、地方消費税分の地方に回ってくる部分につきま

しては、引き上げは４月１日からでありますけれど

も、その納入、それから配分等につきましては時間

差が生じることから全額が地方のほうに配分されな

いということもありまして、今年度につきましては

財政調整基金を一部取り崩しまして財源の調整を

図ったところでありますので、御理解いただきたい

と思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 総体的に見ましたら、やは

りこの地方交付税等も含めた消費税、あるいはまた

それにかかわっての物件費等も消費税の導入によっ

て引き上がってきているという状況になってきてい

るのかなというふうに思います。 

 そういう意味では実質、これを見ましてもやはり

２億円ぐらいの交付税、全体で言えばマイナス要因

になっているのかなというふうに、この指標を見て

話しているのですが、なっているのかなというふう

に思います。 

 要素として消費税も４月１日からという形で導入

はされますが、入ってくる時期が当然ずれるという

意味で、それを全て反映した内容にはなっていない

という状況になります。 

 そうしますと、やはりこの地方交付税のやはりき

ちんとした確保というのが基本にあって、そのほか

の大切な要素もありますけれども、やはり上富良野

町のように自主財源がなかなか乏しいという自治体

にとっては、やはり財源のやり繰りが大変になって

くる状況はあるかというふうに思います。 

 確かに当初のこの実施計画の説明にありました

が、いろいろな繰り上げ償還分、あるいは支払いが

終わった分等があって、財政指標は変わりつつあり

ますが、依然として依存財源にやはり占める割合

が、収入の割合が高いという状況があると思います

が、この点は間違いないでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の御質問

にお答えしたと思いますけれども、町の財政状況に

つきましては、先ほどの指標の部分については少し

ずつ改善されている傾向にあると申し上げましたけ

れども、この景気状況等も踏まえまして地方におい

ては、なかなか影響がなかなか来ないということで

財政を運営する上でも大変、厳しい状況であるとい

ことについては変わりないと考えているところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ほかに。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 御質問をさせていただき

たいと思います。 

 先ほど減額になった要素が東中中学校、それから

中央保育所ということでありましたが、また平成２

６年度には江幌小学校が１０４年の歴史を閉じると

いうようなことが予定されているということであり

ます。 

 それらの影響額、もしわかればお教えをいただき

たいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の交付

税にかかわりましての御質問にお答えしたいと思い

ます。 

 江幌小学校の閉校に伴う影響額でありますけれど

も、これにつきましては来年度末をもって閉校の予

定だということでお伺いしておりますが、この部分

の算定につきましては過去５年の状況から４校が３

校になると、激変緩和の措置によりまして影響が出

てくるのは３年後の２９年度からということで見込

んでいるところであります。 

 なお、東中中学校については、即翌年度からとい

うことでありますが、この部分につきましては中学

校２校から１校になるということで削減割合が大き

いということで、その旨、そのことから２６年から

影響が出ているということでありますので、御理解

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １０番中澤委員

からありました、東中中学校と江幌小学校に伴いま

す交付税上の影響額ということになりますが、交付

税算定上、各学校施設ごとの費用というふうには

なっておりませんので、江幌を含めた分、東中中学

校を含めた分と含めなかった部分の差額という形で

数字を算出させていただいておりますので、御了解

をいただきたいというふうに思っております。 

 東中中学校につきましては、交付税として入って

いるのは１,６７０万円ということで押さえている

ところであります。 

 あと、江幌小学校の部分でいきますと、交付税参

入上は１,３０８万５,０００円ということで押さえ

ているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ちょっと話はかわります

けれども、平成２５年度に限って東日本大震災復興

財源の確保ということで、国は国家公務員の給与の

削減を行いました。 

 それに伴って地方公務員もということで給与の削

減の要請があって、本町にも１０月から削減に取り

組んだところでありますが、その当時の資料により

ますと地方交付税にも影響が及ぶというようなこと

で、受けとめておりました。 

 その中で、先日もちょっと新聞報道で見たわけで

ありますが、総務省の談話では給与削減の自治体を

優遇するのだと、そんな報道も目にしたところであ

りますが、我が町の平成２６年度に対する予算で、
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これらはどのように加味したのか、また加味してい

ないのか、そこら辺をお伺いをいたしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の交付

税にかかわりまして、職員の給与削減にかかわる算

定の積み上げについての御質問だと思いますけれど

も、国が７.８％を実施した折りに、地方について

もそれに準じて行いなさいということの中身であり

ましたが、当町におきましても昨年、７月から実施

すべく提案をさせていただいていたところでありま

すけれども、まず２５年度につきましてはこれまで

の職員の削減、ラスパイレス指数により参入されて

おりますが、２６年度からは算定項目の部分につき

まして地域の元気創造事業費ということで３,５０

０億円の枠が設けられたところであります。その部

分につきまして、算定に当たりまして昨年の７月１

日現在において国の要請に基づいてやっている自治

体については交付税で加算をするよということであ

りましたけれども、情報によりますと７月以降に実

施した自治体においても何らかの措置は講ずる必要

があるだろうと、当町においても１０月１日という

ことで、その時点からはおくれているわけですけれ

ども、その部分についても過去の実績、それから１

０月から実施したという経緯もありまして、その部

分につきましては算定方法等についてはまだ明らか

にされておりませんが、ある程度の見込みはできる

ということで一応、算入させていただいているとこ

ろでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 最後のほうでもう１回、

確認したいと思いますが、ある程度は算定している

という受けとめでよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の御質

問に答えますが、一応、算定しているということで

御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ３７ページの一番下の入

湯税ですけれども、昨年に比べて３万円ほど上がっ

ております。内容を見ると日帰りが非常にアップす

るだろうと見積もっておられます。 

 どういった施設でどのように見積もっておられる

のか、わかれば教えていただきたいというふうに思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（眞鍋一洋君） １１番今村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 委員御指摘のように、当初予算比較では３万円の

増加ということですが、２５年度実績見込みといた

しましては先般３月の補正によりまして８２０万円

ということで計上させていただきました。 

 本年度、２５年度２月までの税額ベースでは２４

年度との前年比較では３.２％減となっておりま

す。 

 要因といたしましては、天候不順なども一つの要

因かと思われますが、２６年度につきましてはこれ

までの客数等を勘案しまして２９年度実績見込み費

の３％減で算定いたしました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ちょっとまだ答弁が足り

なかったので再確認しますけれども、確認している

のですよ、私もわかりますけれども、どういう施設

から集めているのですか、それをもうちょっと確認

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（眞鍋一洋君） １１番今村委員の質

問にお答えさせていただきます。 

 現在、町内に五つの特別徴収義務者ということで

入湯税の対象施設がございます。 

 以上です。 

 ただいまの質問の具体的な名称ですけれども、カ

ミホロ荘、バーデンかみふらの、凌雲閣、フラヌイ

温泉、吹上保養センター、以上五つでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 入湯税というのは目的税

であり、地方税であるということで、地方で条例を

要するにうちであれば町長が条例を定めていて、特

別徴収義務者、通常、鉱泉浴場の経営者などという

ふうになっていると思いますが、その人がその条例

に基づいて税を集めて払うと、大体１カ月に一遍で

すけれども、そのようになっていると思います。 

 要は、町の条例に基づいて目的税であり、地方税

であるからそのようになっているということでござ

います。 

 余り深く突っ込みたくはないのですけれども、

昔、２００４年、平成１６年に温泉偽装事件という

のがありまして、一連の温泉偽装問題というのが

あって、長野県の白骨温泉から始まって週刊ポスト

がたたいて、一連のずっといきまして、そういった

ことなどから私が心配をしているところが若干ある

のですけれども、税の収集とかそういうものは私が

今言った要領でよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 税の徴収につきましては、先ほどうちの主幹が申
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したとおり五つの特別徴収者から毎月末に納めてい

ただいておりますので、それは今も変わっておりま

せんという、以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ということは、平成２５

年度も、そしてこの２６年度の予算も何ら変わらな

く温泉の泉質なんかも変わっていないと、湯量も変

わっていないという前提に基づいてこの入湯税を集

めているということでございますよね。 

 私はなぜ先ほど温泉偽装問題のお話をしたかとい

いますと、そういうことの事例に陥ったらいけない

なと思っておりますので、確認してください。 

 町の施設は何ら変わりないと、だからことしも２

６年度も同じように集めるというように認識してよ

ろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 町のほうとしましては、特別徴収義務者として指

定していただいた五つの温泉施設のほうから、その

都度、入湯税をお客様からいただいたものを納めて

いただいておりますので、それが特に何もなくいる

ところでございますので、２５年度と同様、２６年

度についても現在のところは同じ取り扱いというふ

うに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 先ほどちょっと入湯税の

話、入湯税というのは鉱泉、要するに２５度以上の

温泉とあとは冷泉ですよね、含めて鉱泉と言ってい

ます。それらに対して入湯税をかけると。１００円

未満でもこれだけは別扱いで徴収できるようになっ

ていますよね。 

 その入湯税というのは鉱泉施設にかけるというこ

とでございますので、各先ほど言った五つあると

言っていましたが、それらの施設の温泉の泉質とか

湯量だとか、そういったものは確認されているので

すか、いないのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今、委員が言われました各施設の温泉の成分とか

湯量とか、そういうものについてはそれぞれの施設

が保健所さんの許可などをいただきまして運営して

おります。その変更等があるという部分については

私ども承知置きしてございません。ですから、状態

的に変わっていないというふうに認識してございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 先ほど申し上げた温泉偽

装問題でどういうものが問題になったかということ

を言いますと、白骨温泉がもともと乳白色の温泉

だったのが、一部の温泉でだんだん透明になってき

たということで要するに乳白色の色をつけるものを

こっそり入れたのです。それが発覚しまして大騒ぎ

になったのですけれども、これは法律的には問題が

ないそうです。ただ、風評として大騒ぎになったと

いうことが問題なのです。 

 それが発端として、要はもう温泉でないのに、鉱

泉でないのに水道水なんかを使って、温泉と偽って

やっていると、これが温泉でないのに税は徴収でき

ませんから、入湯税を徴収しているということは違

法なるわけ。 

 あるいはポンプ、要するに吸い上げるポンプが故

障する、あるいは送湯管が破裂する等で一時的に温

泉を利用できないという問題もありました。 

 ただ、これは張り紙等をして今、実はうちの温泉

はこういう状況なのだとすればよかったのですが、

その張り紙がなかった、そういう問題があります。 

 あるいは、もう一つは温泉は微々たるものはまだ

若干、現在も出ると、昔はどぼどぼ出ていたのだけ

れど現在も出ると。ただ、その水で割る、水道水と

か地下水で割る量が圧倒的に多いということも問題

になりました。いろいろな問題があのとき出てきた

のです。 

 やはり、入湯税を徴収する町としては、その五つ

の施設は絶えず五つの施設の近況値も絶えず把握し

てどうなのかというのは調べながら入湯税というの

は徴収しなければいけないというふうに思っており

ます。 

 今、私が申し上げたようなところで本当に心配し

ております。そういったところは町はどこまで把握

しておらえるのか確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきますが、温泉の管

理、そういう温泉源なりの管理というものについて

は、地方自治体にその管理権能があるわけではござ

いません。 

 よって、その状態につきましてはそれぞれの事業

者において適切な対応がとられるべきものだという

ふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 言われることはわかりま

す。若干、受動的だと思うのです。 

 先ほど私がなぜ言うのかというと、要するに町の

条例に基づいて経営者が徴収責任を負って集めてい
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るわけです。始め条例があるから集めているわけ

で、町には一番の責任があるわけです。そこをまず

しっかり理解していただいて、町内のどこかそうい

う施設があれば早急に調査して手を打ってもらいた

いと私は思います。 

 １年ほど前から例えばそういう状態があるのだけ

れども、毎月、毎月、入湯税集めていますから、こ

れはしようがないところがあるのです。だけど、入

湯される、客に対してはうそ偽りを言って集めたこ

とになる可能性があるわけです。言っていることわ

かりますか副町長。 

 だから、ここはしっかり調べてやらなければいけ

ない。私が怖いのは、これらの２００４年のときの

風評が怖かった、風評が。上富良野町の温泉郷とは

こうだとなって風評なるのが一番怖い。だから、そ

こを押さえるためには、万が一そういうものがあっ

たとしたらの話です。先手を打ってこちらのほうか

ら例えば公表するとか、あるいは吸い上げる入湯の

施設、要するにポンプですね、ポンプ等が壊れてい

て例えば修理するお金がないのだと、借りてもどこ

も貸してくれないのであれば、町が保証人なり何な

りして直ちにポンプを直すとか、そういう手を打た

ないと私は大変なことになる可能性がどこかにある

のではないかなと思っているわけです。それらにつ

いて、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

に私のほうからお答えさていただきたいと思いま

す。 

 基本的な認識については、今、所属長が申し上げ

たとおりでありますが、まずちょっと整理をさせて

いただきたいのは、この入湯税をいただく、税をい

ただくことについては、基本は法律に基づいて地方

自治体が税額を決めることがまず条例に定めた要件

であります。 

 したがいまして、泉源がどういう状態なのかを調

査する権利も町には、地方自治体にはございませ

ん。平成１６年のあの事件を契機に御心配はよくお

わかり、理解もしたいと思いますが、入湯税自体は

温泉源を９割、例えば９割薄めたとしても、これは

温泉だというふうに定義されているわけでありま

す。 

 あの当時、事故、事件があった当時、５割を薄め

ているのか９割を薄めているのか、８割を薄めてい

るのかは別として、薄めていませんという表示を天

然温泉１００％というふうにしたらどうだというよ

うなことも法律で決まったわけではなくて、それぞ

れの事業者として私のところは半分ですよとか、１

００％天然ですよと、そういうふうな当時であった

かと思います。 

 繰り返しになって申しわけありませんが、町が注

目すべきところではもちろんありますが、全て温泉

成分を調査する権利は、権能は持ち合わせていない

ことを御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 言われることはわかりま

した。 

 ただ、私が言っているのはそれだけではないで

しょう、風評が怖いわけです。そこに何らかの町と

して手を打たなければ、私たちはこういう条例はつ

くったけれども、あとそういう温泉の成分がどうな

るか、そういったものは関知する権限はないのだと

いうこととか、あるいは先ほど言いましたようなそ

ういった内容で無関心を装ったらいけないと思うの

です。 

 これは、現実にそういうものがあれば何らかの手

を打たないと町の観光に大打撃を受ける可能性があ

るのではないかと思っています。 

 先ほど湯量の話も言いましたけれども、加水をし

た量が９０％以上加水しているという施設は問題に

なったのです。早急に私は調べてほしいです、本当

に出ていないらしいですよ、ちょろちょろは出てい

るみたい。 

 そこら辺をやるとやはり温泉ではないのではない

かと、温泉でないのになぜ入湯税を徴収しているの

だと、なぜ町は平成２５年度もらっているのだとい

う話になったらどうされるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

に再度、お答えをさせていただきたいと思います。 

 今、委員がおっしゃっている事例がどういうこと

なのか私どもわかりませんが、少なくても事業者の

モラルにおいて適切な方法がとられるものだという

ふうに思うところであります。 

 基本的にはこの入湯税は消費税と同様に預かり税

としとて町が徴収するべきものでありますので、事

業者さんが先ほども言いましたようにみずからのモ

ラルの中で温泉であれば温泉として、温泉の成分を

みずから表示すること、みずから調査することは事

業所としての責務でありますので、そういった部分

も含めて御理解をいただいておきたいと思います。 

 またさらに、指導がといいますか、事情の聴取が

必要な場面がありましたら、町として聞ける範囲で

事情を聴取することもあるかと思います。 

 そのようなことで御理解をいただきたいと思うと

ころであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 
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○５番（金子益三君） ちょっと同じ鉱泉で違うこ

となのですけれども、歳入で聞いていいのかちょっ

とわからないのですけれども、今の入湯税の部分で

山のほうのところなのですけれども、町長は常に観

光の部分においても非常に今、十勝岳エリアという

ものは上富良野町で宝の山であり、価値の高いとこ

ろであり、上富良野町特有のすばらしいものである

ということも多々おっしゃっておられるのですが、

せっかくあそこは税収としても上がるバックグラウ

ンドを持っているのですが、毎年この入湯税の部分

を見ると当然、受け皿のキャパというのも理解はで

きるのですけれども、他町村においては例えば近隣

の富良野市さんあたりについては民間の施設がボー

リングをして、もともとなかったところ、宿泊施設

が温泉施設ですけれども非常の多額の税収が上がる

ようになったりとか、比べる必要はないのですけれ

ども、非常に今の話ですと源泉１００％掛け流しの

温泉があったりとか、当然、緩和しながらも非常に

いい状況になっている。 

 また、近年においては東日本震災以降、若干減っ

ておりましたインバウンドも外国人観光客を含めた

方々が物すごく入山をされている関係で宿泊及び滞

在をされているという状況にある中において、観光

の面も含めてここの財源収入をふやすべき方策とい

うのは今まで一向にとられていないのですが、これ

は２６年度、今すぐやるかどうか別としても、執行

方針の中においても観光においてはその景観を

云々、それからこれまでの同僚議員の一般質問の中

においても十勝岳エリアの魅力というものの構築再

発見というものを多々おっしゃっているのですが、

こういったところに反映が全くされていないという

ところの整合性についてはいかがなのか教えてくだ

さい。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 委員おっしゃるとおり、秀峰十勝岳が大きな観光

資源としての財産でもあります。また、この近辺で

はああいうすばらしい山のふもとに温泉も一緒に出

ていると、非常に好条件のものだというのは委員の

おっしゃるとおりであります。 

 この間、町としても観光に大きくＰＲをかけて

やっている現状ではありますが、今、委員おっしゃ

るように特化して観光、特に十勝岳エリアに特化し

ての何か目立った動きがあるのかと御指摘いただき

ますと、これまでずっとそのような特化した施策と

いうのは特にありませんが、ただ昨年というか２５

年度策定をしてまいりました観光振興計画におい

て、これを着実に推進することでさまざまな町の魅

力を発信していけるものだというふうに理解をして

おりまして、決してなおざりにしていくつもりは決

してありませんし、これまで町長がここの議場で一

般質問を通じてさまざま議論を町長の思いも披露し

てまいりましたけれども、そのような観光振興計画

を中心として、それを確実に推進していくことをこ

れからも目指してまいりたいというふうに考えると

ころであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 翌日の７款の部分でもまた

詳しく、そちらの政策についてはそちらになるので

すけれども、やはりせっかくの宝の部分というもの

あるので、どこかでせっかく観光振興計画をつくっ

ていらっしゃるのなら、こういったものがきちんと

積み上げがされていきながら数字としてあらわれ

る。 

 実際、恐らく町長含め、副町長も皆さんも山の温

泉施設にはたくさん行かれていると思います。近

年、全国紙の雑誌にも取り上げられたりとかといこ

とで、非常にあのエリアというのは着目もされてお

りますので、やはりそういった政策をしっかり裏づ

けをして、少しでも自主財源として入るべきところ

というのは、伸ばすような政策をもっともっととる

べきと思いますがいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

再度お答えをさせていただきますが、税収、自主財

源を確保するという切り口で申しますと、今、十勝

岳地区のバーデンさんが今、休んでおりますが、

バーデンさんも含めて４施設のさまざまな事業所と

してのＰＲはもちろんでございますが、町として十

勝岳地区全体により多くの方々が来て楽しんでいた

だく政策については、これまでも、これからも引き

続きＰＲ活動中心にやっていくことはやっていくこ

ととしたいところでありますし、また観光協会を中

心にさまざまな町のオール上富良野町でさまざまな

関係機関と連携しながら、今後もそのような方策を

進めてまいりたいというふうに思うところでありま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 先ほどの地方交付税の点で

確認させていただきます。 

 行革を前提とした交付税の削減、やった地方自治

体については相当、それなりの交付税を増額する、

あるいは地域の元気創造事業において、それを置き
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かえて配分するという方法かなというふうに思いま

すが、ここで疑問だと思うのは、例えばイノベー

ションという形で今、国が音頭を取って交付税等を

財源を補うための一つの目玉政策やりつつありま

す。 

 例えば、地方においてそういった事業を仮に選定

した場合、やはり大きな消費者、あるいは消費地、

人口が多ければそれなりの企業の活性化につながっ

ているのでしますけれども、例えばこういう地方で

したら、なかなかそういっところに財源の確保と結

びつかないという問題が出てくるのだろうというふ

うに思いますが、そうしますと財源、地方交付税は

減ったけれども、その手当としてこの創造事業の財

源を地方は大いに使ってくださいということであり

ますが、しかし、地方にいたってはなかなかそこま

でその効果が見込めないというような悪循環、ある

いはそういうふうなことも考えられないのかどう

か、この点、どうでしょうか現場のサイドから見ま

して。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の交付税

にかかわっての地域の元気創造事業等にかかわって

の事業の町としての対応ではないかと思いますけれ

ども、この部分につきましてはそのメニューがどの

ようなもので、どのような方法で出てくるかという

ことが、まだそういうところも明確にはなっており

ませんが、今、御指摘のあるような部分も、想定も

されますけれども、できるだけそういう部分につい

ては研究を重ねて、できるだけ財源確保が叶うよう

な方法というものもやはり検討していかなければな

らないなと考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 国の指針を見ましたら、地

方が自立可能な地域として維持するための財源とし

てそういったものの一つの要素として充てるのだと

いうことで明記されております。 

 当然、いろいろな疑問点が、当然、今、指摘した

ような疑問点があります。やはり根本は行革をやっ

た、あるいはその地域政策をやったから云々かんぬ

んではなくて、地方がどんなことがあっても財政を

確保できて、そこに住んでいる人たちの環境を安定

的にやはり整理できたり、整えられたりだとか、そ

ういう目的で地方交付税というのがあるわけで、し

かしその精神からいったら、いわゆる行革をやった

ところには大きく財源もやらない、そういった別の

財源で補填するということになると、その根本的な

地方の上富良野町のように交付税等が依存財源の率

が高いという自治体にとっては、致命的なやはり問

題に発生するということになるのだと思います。 

 そういう意味では、やはりそういった行革をやっ

たからお金を配分するだとかというのではなくて、

やはり地方が維持できるための財源として、この地

方交付税というのは確保されなければなりません

し、またそれが地方にとっても大事なことだと思い

ますが、そういう問題点をはらんでいるというふう

に考えていますし、その点、やはりどういう認識な

のか、もう一度確認して、基本はやはりどんなこと

があっても行革云々かんぬん抜きとしても、無駄な

ものは省くということは大切かもしれませんけれど

も、財源を確保できる交付税のあり方をきちんと維

持できるような体制づくりを進めるべきだと思いま

すが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の交付税に

かかわります考え方についての御質問に私のほうか

らお答えをさせていただきます。 

 まず、国の２６年度の予算の特徴はアベノミクス

を中心とした経済が少し回復をしてきています。 

 したがいまして、国の税収は５０兆円を超える税

収が確保できます。率にすると２.９％ほどの税金

がアップします。 

 一方、いわゆる地方も含めて自主財源が税収の

アップとして確保できるから、地方交付税について

は少しマイナスにします。全体で１％の減額という

ことであります。 

 まず、大企業がいる、あるいは人口が多い、そう

いう大都会においてはそういう効果をもう少し成就

できるかもしれませんが、特に上富良野町のように

委員がおっしゃるように地方交付税を中心とした依

存財源に頼らざるを得ない、町においては非常に厳

しい現状であります。 

 町においても、２６年度の地方交付税は先ほどあ

りましたが６,７００万円ほどの減額という内容で

ありますから、非常に厳しい状況であります。 

 今、委員が御発言のありましたように、まず交付

税自体はどこの日本中どこに住んでいても一定の行

政サービスを受けれるための財源として確保されて

いる性格からすると、そういう中での先ほど冒頭申

し上げましたそういう中での交付税の出し入れがそ

ういうふうにされることは非常に私たちも納得のい

くものではないかなというふうに思うところであり

ます。 

 特に今、御発言があった行革を実施をしているか

らとか、そういう実施をしていないからマイナスと

はなっていませんが、そのようなところでの調整弁

を使われることについても非常にじくじたる思いが

あるところであります。 
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 もちろん、機会を通じて地方６団体を中心にそう

いうこと、これまでも訴えてきたところであります

ので、機会を見て私たちもそういう要望活動、要請

活動に力を注いでいきたいというふうに思うところ

であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） ３６ページの町税のところ、

固定資産税のところでちょっとお聞きしたいのです

けれども、今、何回も発表されておりますけれども

上富良野で空き地だとか、空き店舗が５０戸以上あ

るというようなことで、商店街のところが特に歩い

てみると空き地が目立ちます。住宅街のところも結

構、失礼な話でも壊してもいいのではないかなとい

うような建物が建っているところも結構あります。 

 そのような中で今、冬期間ですから落雪の危険性

だとか、あるいはまた防火の面だとか、そういった

面で危険性がありますけれども、この固定資産税の

掛け方、ちょっとお聞きしたいのですけれども、例

えばバブル時代からずっと今まで同じような税率の

掛け方できていると思うのですけれども、例えば更

地になった場合と、当然、壊してもいいのではない

かなと思えるような建物が建っている場合、土地の

固定資産の税率、結構違うと思うのです。 

 それで、減免措置をされているのだと思いますけ

れども、その割合、例えば土地に建物を建っていれ

ばということであれば、建物建っていますから当

然、その固定資産税というのは低いのだろうと思う

のです。ない場合との差、どの程度ぐらいなってい

るのか、これ自治体によって違うのか、全国一律な

のか、その点ちょっと確認したいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（眞鍋一洋君） ８番谷委員の質問に

お答えさせていただきます。 

 固定資産税の土地の評価額につきましては、土

地、家屋につきまして３年に一度の評価がえという

ことで、次回は２７年度を予定しているところでご

ざいますが、まず宅地につきましては、宅地の上に

住宅を建ててありますと２００平米まで小規模住宅

用地ということで、６分の１の課税標準額となりま

す。２００平米を超える部分につきましては３分の

１ということで普通住宅用地ということで、通常の

更地で持っているよりかは、かなり実際の税額では

安くなるということになっています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 今、説明いただいてよくわ

かったのですけれども、そういった部分が足かせに

なって、例えば空き店舗だとかという住宅含めてで

すけれども、なかなか取り壊しが進まないというよ

うなことがあるのではなかろうかと、一方では、私

もそれがそうだとはいうことは言いませんけれど

も、そういったことがあるというふうに想像できる

わけです。 

 行政として税収確保と言ったらおかしいですけれ

ども、それは別にして、そういう危険性のあるもの

についての例えば指導だとか、そういった条例的な

ものを策定できるのかどうかお聞きしたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ８番谷委員の御質

問にお答えさせていただきたいと思います。 

 空き家住宅となっている部分の危険なそういう家

屋のものの取り壊しなどについては、ほかの自治体

においても対応するということで新聞報道の中でも

ございます。それぞれの自治体において、条例に基

づいて対応策が講じれるように今はなっておりま

す。 

 うちの町につきましても、そういう空き家などに

ついては建築の部分でそういうものの検討はされ、

取り壊しのための応援とか、そういうことではな

く、状況についての把握は行われているところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） そうすると、私、冒頭申し上

げた減免措置というか、そういった部分はなくせる

ということも可能なのですか。例えば、空き店舗条

例だとか制定したとしたら。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（眞鍋一洋君） ８番谷委員の質問に

お答えいたします。 

 先ほどの住宅用地の減免措置につきましては、こ

れは地方税法で定められておりまして、日本全国一

律の制度ですので、基本的に本町だけ除外するとい

うことは一応できないことになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） ちょっと消費税のところでお

聞きしたいのですけれども、３８ページ。 

 ４月から消費税が３％上がって８％になりますよ

ね。この消費税、結局、８％ですけれども国は６.

３％、地方が１.７％、まだこれで地方というの

は、私が言うのは都道府県のことを言っているので

すけれども、地方自治体でなくて都道府県に配分さ

れると、そこからまた行政に来るでしょう。 

 この部分というのは８％になったら変わらないの

か、変わるのかちょっと教えてほしい。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答
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弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ８番谷委員から

ありました消費税の関係ですが、これにつきまして

は予算書でいいますと地方消費税交付金の関係とい

うことでよろしいでしょうか。 

 消費税につきましてはことしの４月から８％に上

がるということになっておりまして、このうち、今

ありましたように地方分ということで現行１が１.

７になるということでなっております。 

 それにつきましては、都道府県が徴収をして各市

町村にそれぞれ人口等で配分をするという形になっ

ておりますので、消費税のかかる金額が全く変わら

なければ単純にいいますと消費税交付金は１.７倍

に最終的にはなるというふうになっています。 

 ただ、先ほどもありましたが消費税の納期につき

ましては、各決算が終わってから２カ月以内に消費

税が納められますので、ことしの４月からすぐその

部分が反映して町には入ってこないということで、

一定程度の分しか増として見ておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） ちょっと私飲み込み悪いから

わからない、すとんと落ちてこないところがあるの

だけれども、その１.７％というのは都道府県に来

るのでしょう、配分されるのでしょう。人口も何も

変わらなかったら地方自治体に来るのも、今は２５

年度と、５％のときと変わらないということ。金額

はもちろん変わるよ、査定の仕方が変わらないでい

るのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ８番谷委員の地方消費

税の関係でありますが、８％というのは含めて全

部、消費税となっているので、うち１.７％が地方

消費税ということで道税になっておりますので、そ

の部分は道に入ります。その２分の１について人口

等について、市町村のほうに配分されるという仕組

みになっておりますので、あくまでも道が徴収した

お金が各市町村に配分されるということで御理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前１０時２０分 休憩 

午前１０時２１分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩を解きます。審議

を続けたいと思います。 

 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ８番谷委員から

ありました消費税の配分の関係でありますが、単純

にいいますと１.７倍になるということで押さえて

いただいて結構です。前提条件が全く変わらなけれ

ばということなのですが、前提条件というのはいわ

ゆる人口がもし変わらない場合、それと仮に道で消

費税のかかるものが１０億円だとしますと、現行の

消費税でいきますと５％ですので５,０００万円、

消費税がかかります。そのうち、５％分の１％が地

方消費税なので、１,０００万円が道に入りますと

いうことです。１０億の売り上げに対して１,００

０万円、１％分の１,０００万円の地方消費税が道

に入ります。その１,０００万円を道と各市町村で

分けますよということなので、道は半分取りますの

で５００万円取りまして、残り５００万円を北海道

の道内の市町村で人口と就業人口割りというのもあ

りますので、それで割るのですけれども、各自治体

構成が変わらなければ同じ金額が、仮に上富良野町

がその５００万円のうちの５０万円をもらいました

よというふうになっているとします。これが４月１

日超えますと、同じように１０億円売り上げがあり

ました、納めるべき税金は本来１％が１.７％にな

りますので１,７００万円になります。３月は１,０

００万円、４月は１.７倍なので１,７００万円が北

海道のほうに入りますよと、そこで１.７倍という

数字が出てくると思います。 

 今度はそれをまた道が半分、市町村が半分ですの

で８５０万円、本当だと前は５００万円だったのが

８５０万円になりますので、そこでも１.７倍にな

りますよという計算で、ただ正直、ちょっとだけ変

わるのが先ほど言いました５％分、現行税率分のと

ころでいう１％につきましては、先ほど言ったよう

に人口割りと就業人口割というふうに割り振られる

のですけれども、今回、引き上げになる分、地方で

いきますと１が１.７になりますので０.７ですね、

先ほど言った分の引き上げた分については全額人口

割りで割るというふうになっておりますので、厳密

にいうと各町が１.７倍になるというふうにはなら

ないのですけれども、おおむね何も変わらなけれ

ば、消費量も変わらなければ、入ってくるお金は本

来１.７倍にならなければならないというふうに

思っております。 

 ただ、先ほど言ったようにそれが納められるのが

決算期を迎えてからですので、２６年度始まります

ので、実際は秋以降からその分が反映されてくるの

かなというふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） よほど頭悪いのかもしれない

けれどもぱっと飲み込めない。一回、お邪魔して詳

しくお聞きしたいのだけれども、例えば去年の１０

月１日から消費税が８％になるよと、こういう決定
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がされました。それは、要するに指定日、９月の末

日までは違ったでしょう。 

 正式に８％になるのはことしの４月１日ですね。

この期間、経過措置というのがあるでしょう、５カ

月間、３月末まで。これまたいだやつあるでしょ

う、このまたいだやつはどうなるのか。 

 例えば、ややこしいのだけれども、ちょっと関連

していないところあるのですが、よろしいですか。

先日の定例会があったときに、南部の流出工事のや

つあったでしょう、修正になったやつ。あの部分と

消費税というのは間接税ですよね、あなた方が給与

から天引きされて、所得で払う、あれは直接税なの

だけれども、こういう消費税というのは間接税で

す。 

 この間の契約と同じようなことで言えるね、例え

ば請負契約と随意契約は違うと思うのだけれども、

あれは請負契約でしょう。請負契約で前払いしたと

いうことになると、２６年の４月１日以前に払うで

しょう、契約したのはいつなの、これ。今の問題と

はちょっと違うのだけれども。あの問題と絡んでき

たら、この当初、執行方針の中にあった消費税の部

分については不確定の部分がたくさんあるというよ

うなことだから入ってくる要素がいつなるかわから

ないところがあるから、こういうものも盛り込んで

１億３,０００万円と盛り込んでいるのか、交付さ

れる、その辺はわかります。私の言っていることわ

かりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ８番谷委員から

消費税の関係なります。 

 今、御質問があった部分につきましては、現実問

題、地方消費税交付金、私どもの受ける部分の歳入

とは若干違う、国税のレベルになりますが、この

間、消費税の引き上げに関しまして町内でも対応策

を検討しておりますので、わかる範囲の中で御説明

をさせていただきたいというふうに思っております

が、今ありました請負契約の関係につきましては、

確かに３月３１日と４月１日で法律が変わりますの

で、年度超えるものはどうするのだと、契約が実際

に出てきます。これは対行政と民間の事業者、ある

いはそれぞれ民間事業者間でも契約１月でしたけれ

ども支払いは４月にするけれども、消費税はどうす

るのだとか、いわゆる建物、家を建てたときはどう

するのですかとかという部分がございますが、まず

この件に関しましては国税のほうの消費税の徴収の

ほうの経過措置の特例というのを持っております。 

 この特例の大原則は、いわゆる消費税を納める

人、実際に消費税を納めるのは消費者だというふう

に思われているのですが、現実問題、消費税の納税

義務を持っているのは物を売った人、収入を得た人

ですので事業者が消費税を納めることになります。 

 事業者の人は消費税を納めなければなりませんの

で、現実問題として価格に転換をして、購入する人

が払うというふうになっておりますが、そういうふ

うに事業者が売ったものに対しての消費税を国に支

払うという形になっておりまして、この段階で各事

業者が４月１日を超えてから決算を迎えて、自分の

ところで消費税を申告をする際に何もしなければ４

月１日以降にありました収入は全額８％で消費税を

もらったのですねという計算をしなければならなく

なりますので、そうなりますとちょっとおかしくな

るということになって、それで３月３１日で経過措

置をとれますよという制度になっています。 

 具体的に言います請負契約に関しましては、

ちょっと概要なのですけれども出来高で３月３１日

までにでき上がっている部分と４月以降にでき上

がっている分を分けてそれぞれ５％と８％を掛けま

すよというふうにするのが原則だというふうに思っ

ております。 

 あと、よくあるのが賃貸借、リース契約になりま

すが、リース契約も物としては４月１日以前に既に

現物が相手先にあります。その現物は貸すほうは消

費税５％で多分、購入をしてきて貸しているという

形になりますので、その物自体については消費税は

５％しかかかっていないので、そういうものは４月

１日以降も消費税５％で経過措置がとれるというこ

とになっております。 

 あと、もう一つ出てくるのが委託契約ですね。委

託契約につきましては物ではなくて、いわゆる役務

の提供に基づきます委託契約については完了時点の

消費税率で支払いをしなければならないというふう

になっておりますので、基本、役務の提供につきま

しては当初契約が去年の春とかでも終わるのがこと

しの１２月とかになれば、その時点ですので全額を

８％で掛けてやるというのが、この３パターンがお

おむねあるのかなというふうに思っております。 

 消費税の今回、計算におきましては地方消費税特

例交付金のほうは、そういう経過措置、うちの町の

契約自体と地方消費税の特例交付金というのは直接

連動しておりませんので、歳入のほうではそういう

特殊要因は見ておりません。 

 あと、歳出のほうにつきましては、特にリース関

係、使用契約の関係がありますので、そこら辺を年

度内に確認をさせていただいて、それぞれ経過措置

のある部分については消費税を５％として、経過措

置のない部分につきましては、普通どおり消費税を

８％として計算をして予算のほうを計上させていた
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だいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） わかったような、わからない

ような、こんがらがってきたのですけれども、先ほ

ど私が言いました経過措置という話をしました。９

月末以前に契約したものについては問題はないの。

その１０月１日から例えばことしの３月３１日ま

で、ここに契約をして、そして契約をしたらこれは

２６年度の４月１日以降になっても５％だというこ

とでしょう、簡単に言うと。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） 経過措置期間、

今ありました３月３１日までの部分は無条件で全部

が経過措置ではなくて、３月３１日までの分につい

ては５％でもいいですよと、４月１日以降の部分に

ついては８％で計算してくださいというふうになる

ので、事業が今ありました請負契約でいきますと、

契約をしました、事業開始が１月にスタートしまし

た、終わるのがことしの１２月になります……（発

言する者あり）着工した分の出来高で……（「……

２６年度にまたがっても消費税は５％でないのか」

と発言する者あり）そこをことしの３月３１日の時

点で分けてやる……。 

 済みません、この件に関しては実際問題、建設水

道課のほうが請負契約にはより正しい部分を持って

おりますので、後ほど整理をして…… 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ８番谷委員の御質

問にお答えいたします。 

 実際の支払いという形で御説明申し上げますけれ

ども、谷委員おっしゃるとおり昨年の９月３０日、

そして１０月１日、それからことしの３月３１日、

４月１日という分け目の点があります。昨年の９月

３０日までに契約した分については工期が、完了時

期がいつになろうと５％、そして１０月１日からこ

としの３月３１日までに完了した部分については５

％、そして超えた部分については８％という形にな

ります。 

 そして、完了部分についてどういう清算方式を

とっていくかという経過措置があるのですけれど

も、例えばいわゆる完成品を分割して完成品を確定

できるようなもの、契約にしても部分払いというよ

うな形で、この契約のうちのここの部分はもう完了

しましたよと、この部分の支払いを年内にします

と、それは５％という計算も可能になります。契約

は一つにしても。 

 ただ、最終の支払いが完了時期に、全部完了し

た、例えばことしの４月１日以降の１２月に完了し

ました、一括払いしますと、その場合については８

％という新基準が摘要されます。また、こういう工

事請負のほかに水道料金みたいな料金制度でまたが

る収入部分があります。下水道なんかも含めて、こ

れは２カ月収入が大体、計測ほとんどの町でとって

おりますけれども毎月計測でなくて２カ月分、それ

で３月と４月、２カ月にまたがってしまうような場

合が発生します。この場合は、運用の特例というこ

とで、またがってこの２カ月単位でまたがった最終

日が始まりの日と最終日の日の日数がたしか５０日

を超える場合と、ちょっと数字がはっきりしません

けれども超える場合と超えない場合、この５０日

だったかちょっと定かではないのですけれども、そ

の経過措置の取り方が変わってきます。 

 ですから不利益にならないように、安いほうに算

定できるように制度がなっています。これと同じよ

うにほかの扱い、先ほど委託料なども出ていました

けれども、それぞれ経過措置があります、結構複雑

な処理がなされておりまして、私ども先般の契約案

件のところでちょっと勘違いして御説明、上程した

関係もありまして、ちょっと迷う、我々も迷うとこ

ろがございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 事務所でなんかの複雑化した

ものなんかあるでしょう、経理や何かで。こういう

ものは例外措置として認められているのだけれど、

基本的にいうとサービスだとか予約して４月の今、

予約しても提供が、提供されたもの、私どもに返っ

てくるものが過ぎてしまうと、４月１日に執行にな

るとこれは８％になるのですよね、そういうふうに

理解している。 

 今、私の言っているのは、これはちょっと話が違

うのだけれども、そういう複雑化したものについて

は５％特別措置というのか、例外措置というのはあ

るのではないのか。 

 さっき、説明した部分というのは、そういうふう

にならないのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 谷委員のおっしゃ

るとおり原則論というのは、その３月３１日と４月

１日で５％と８％がきっちり分けるべきものなので

す。 

 ただ、成果品として一つのものがまたがって製造

されるような場合、これを分けて、半分に分けて計

算するということができませんので、運用上、納品

されて支払った時点、対価を支払った時点の税率を

摘要するという形になっています。 
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 ただ、その支払う税率摘要の特例を求めるために

昨年の９月３０日までに契約して納品が２６年４月

１日以降でも旧税率の摘要されるという……。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、歳入１款の

町税から１１款の交通安全対策特別交付金までの質

疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時５５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時４０分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に、１２款分担金及び負担金の４０ページから

１３款使用料及び手数料の４５ページまでの質疑に

入ります。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ４５ページの真ん中辺の

一般廃棄物処理手数料、この手数料というのはどう

いったものとどういったものが含まれているのか教

えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの１１

番今村委員の質問にお答えいたします。 

 これらに含まれている一般手数料につきまして

は、可燃ごみの容器ですとか不燃ごみの容器、それ

らの容器を売った収入として予算を計上してござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私が質問したのは、俗に

言うごみ袋の値段が上富は高いのではないかという

お話でございます。 

 先般、富良野市のごみ袋の値段を調べたら、容器

の大きさも若干違うのですけれども、同じような容

器を比べても１０円ぐらい違うやつもあります。平

均しても５倍ぐらい上富良野町は高いごみ袋です。

なぜもっと安くならないのかというお話でございま

す。なぜ、上富良野町のごみ袋はなぜこんなに高い

のか理由があれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの１１

番今村委員の質問にお答えいたします。 

 ごみの容器につきましては、ごみの収集始まって

から料金を設定してございまして、平成１８年にご

みの料金の見直しをやってもらっています。 

 全てのごみの処分費、その他人件費等吟味いたし

まして、９０リットル当たりの平均値、それと町が

負担する分、町民さんが負担する分を案分かけまし

て、ごみの料金を決定してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） もっと具体的に言ってほ

しかったのですけれども、聞くところによると富良

野市は例えば再生ごみというのですか、そういった

ところは業者が勝手にごみ袋持ってきてくれるから

安くできるのだというお話を聞きました、これは正

しいかどうか教えてください。 

 あるいは富良野市にはごみ焼却場がないから返っ

て安いのだというお話なんかも聞いたことがあるの

ですが、それでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 ごみの料金でございますけれども、町は資源ごみ

と非資源ごみという区分の仕方をしまして、資源に

なるごみにつきましては処理料については取らな

い、非資源ごみについては処理料を賦課させていた

だいている部分でございます。 

 隣の市さんの部分については、ちょっと済みませ

ん細かいところまで掌握してございませんけれど

も、隣町さんにつきましては全てリサイクルをして

資源化のほうに向かっている部分でございますの

で、そういう部分で差はあると思っております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 資源ごみとかという話で

すね。それはいいとして、その上富良野町にはク

リーンセンターございますよね、その焼却施設がど

うのこうの先ほど質問した答えがないのですけれど

も。焼却施設が富良野は逆にないから安くなってい

るという話は、これは本当なのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 富良野市さんもそれぞれリサイクル施設なりを

持ってございますので、施設の維持管理につきまし

ては私どもの町もクリーンセンターということでご

ざいます。 

 ただ、その処分の仕方が燃やすためということ

と、リサイクルするためということで、それぞれ処

分過程が違いますので、そういう差は生まれてくる
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とは思っております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） クリーンセンターがある

のは非常に私はいいことだと思っているのですけれ

ども、かえってそういうのがあれば高くなるのだと

いうのであればちょっと問題があるなと。 

 要は、ほかの市からも持ってきていますよね、ク

リーンセンターに、この質問のところではないので

すけれども、４,２００万円ぐらいのほかの町から

持ってくるやつの収入がありますよね、あれは歳出

のほうでは連絡協議会負担ということで１００万円

投入しますよね、これはもう仕方ないかなと私は

思っているのですけれども、こういったものをもう

ちょっと加味して、我々町民というのはごみを区分

して、このごみはいつ出すかという非常に義務を

負ってやっているわけでございます。それに対して

やはり応えてもらわなければいけないのかなと、そ

の応えるというのはやはりごみ袋をちょっと安くす

ることも一つの手段だろうと思っているわけです。 

 そういったところが可能なのかどうか、あるいは

上富良野町には資源ごみを集めるための業者が来て

勝手にごみ袋つくってくれて、安く配付してくれる

と、そういうことは可能性としてはないのかどう

か、そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 ごみ袋の料金でございますけれども、町のほうに

つきましては最終処分場と中間リサイクル、中間処

理施設等を設けて、ごみの処分について１０年前で

すか、そのときに方向を見定めてございます。 

 そのときに焼却をする部分ということで稼働させ

ていただいておりますので、そういう意味でいけ

ば、今現在、確かに町民の皆さん分別に御尽力いた

だいております。そういう部分ですけれども施設が

老朽化する部分もございますので、そういう施設に

対する設備投資をしていかないと、せっかくつくっ

たものも長く使うことはできなくなりますので、そ

ういう面でいけば当初より、そういう施設維持管理

経費、修理費ですか、そういうものが多くかかるよ

うになってきてございます。 

 よって、分別をして資源ごみ、非資源ごみという

ことで皆さんに御尽力はいただいてはいますけれど

も、そのごみ袋の袋の１枚当たりの値段を下げると

いう現状には今現在なっていないことを御理解いた

だきたいと思います。 

 もう一つございました、ごみ袋の件でございま

す。ごみ袋につきましては、資源ごみについては専

門の業者さんみずからがつくりまして、それぞれ各

商店で問屋から買うようになってございます。 

 ですから、町のほうは皆さん御存じのピンク色の

一般ごみ、それと黄色い不燃ごみの袋を当初予算に

計上させていただいて販売させていただいていると

ころでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員のごみの

処理料にかかわる質問に私のほうからちょっと補足

説明をさせていただきます。 

 まず、料金の徴収の方法については各自治体がそ

れぞれ自治体の持っている施設と方法に応じて処理

を設定をするところでありますが、上富良野町にお

いては１１年から焼却施設が稼働しているかと思い

ますが、当時、どういうふうに利用料金を定めよう

かという自治体との議論もありました。 

 今現在、あそこを維持するために、約１億二、三

千万円の費用がかかっているかと思いますが、当時

から議会とも議論を重ね、この料金をこの維持費の

約３分の１に、それを受益者の町民の方から負担し

ていただこうという、設定の中で利用料金が今、定

められているという内容でございまして、まずその

点だけ御理解をいただいておきたいと思います。 

 あと、富良野市の事例も御意見いただきました

が、富良野市においても焼却施設は持たないけれど

も、ペレットや何かにするための施設はたくさん

持っておりますから、その焼却部分をどの程度、市

民の方に求めているのか詳しくは承知をしておりま

せんが、上富良野町の利用料金の定めについてはそ

のようなことで議論を重ね、今、現在に至っている

という点もあわせて御理解をいただいておきたいと

思います。 

 済みません、答弁漏れておりました。 

 あと、町外から入ってくる、特にこの沿線との搬

入方法ですが、当時からそれぞれ５市町村で協議を

しながら、どの部分をそれぞれ市町村が持つか、全

部を一自治体が持つと大変、負担も重いというよう

なことから、それぞれの市町村でどういう役割を担

うか広域の中で、そういう議論の中で上富良野町は

たまたま衛生ごみと粗大ごみを受け持ちましょうと

いうような経過で今回、今日を迎えていると、そう

いうごみを中心にいただいた結果がきょうの追加の

資料にもありますような内容であります。 

 また、日新地区での地域振興策等の負担について

は、以前からここの議会でも議論をいただいており

ますが、いわゆる一般的に言います迷惑施設のあ

る、そういうところは望んで我が地区に積極的に受

け入れるものにはなりませんので、そういうものも

含めて地域の振興策にこれまでも、これからもそう
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いう部分を町として支出をしていくことについては

変わりありませんので、そこらも含めて御理解をい

ただいておきたいと思うところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今のごみの部分で内訳を

ちょっと今年度の場合、販売手数料という形で処理

手数料という形で一般ごみ、不燃ごみ等があると思

いますけれども、どういうような内訳、持ち込みも

含めてどのような収入構造になっているのか、この

点、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの御質

問にお答えします。 

 一般廃棄物の歳入でございますけれども、ごみの

持ち込み等につきましては、内訳についてでござい

ますけれども、昨年度の決算資料をもとにいたしま

して今回、ごみの一般処理手数料として見込んでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 一般廃棄物処理手数料の部分でございますが、ま

ず可燃ごみ、一般ごみ４５リットルでございます。

こちらにつきましては１４万２,０００枚でござい

ます。３０リットル一般ごみ、ピンク色の３０リッ

トルのほうは８万７,０００枚を販売予定でござい

ます。 

 また、黄色い不燃ごみにつきましては４５リット

ルのほうにつきましては２万２,０００枚、不燃ご

み同じ黄色い不燃ごみの３０リットルにつきまして

は２万枚、不燃ごみ、そうそう出るものでございま

せんの一般ごみとはかなり差を持ってございます。 

 残り、直接搬入されるのを７６３トン、年間で２

６年度は７６３トンを搬入予定ということで積算を

させていただいてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと大体、去年か

ら見てもそんなに量は変わりはないのかなというふ

うに思いますが、今年度も大体、搬入全般にわたっ

てそれぞれどのぐらいの処理、トン数が見込まれる

のか、あわせてこの点もお伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今年度、クリーンセンターのほうに入る処理でご

ざいますけれども、処分場のほうでは年間約２,８

００トン、これは富良野沿線も合わせてでございま

すが２,８００トン強のごみが入る予定になってご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １３款で４３ページと４５

ページにちょっと共通的にかかわるところがあるの

で、老人福祉使用料、清涼飲料水等自動販売機設

置、そしてその下にクリーンセンターのところも同

じ項目、それから社会教育使用料のところで公民館

使用料下のほうに同じような項目、それから４５

ページの社協センターのところでも同じような項目

があるので、ちょっと共通しているので一括して質

問してよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい。 

○７番（中村有秀君） それでは老人福祉使用料の

ところのかみんのところ、一応、２５年の予算書で

は２万６,０００円、今回は２６年度は２万４,００

０円、ところがクリーンセンターのところは１万

４,０００円で、これは前にも僕はあったような気

がするのだけれども、２５年度の予算書には掲示さ

れていないのです。それでどうなのか、新たにいろ

いろ課税客体、使用料の客体として出したのかどう

かという。 

 それから、もう一つは社会教育使用料の公民館の

使用料のところ、これが１万７,０００円が１万９,

０００円になっています。先ほど、かみのほうは２

万６,０００円が２万４,０００円で２,０００円下

がっていて、こちらは高くなっている。それからも

う一つ、４５ページの社協センターのところは、あ

そこは台数が多いのですけれども、２５年度の予算

が９万７,０００円、今回は１１万円ということな

ので、同じ清涼飲料水の設置ということで面積、そ

れから電気料等も含めて基準で算出されていて、片

やこういう上がる、下がるということはどういうこ

となのか、まず確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の今

の自動販売機の設置料に関する、まずかみんの関係

でありますけれども、昨年度から若干、減額の見込

みで予算を計上させていただきましたのは、昨年度

の年度途中、自販機で２台あるのですけれども、１

台入れかわって最新の新しい機械になっていますの

で、少し使用する面積が小さくなっていることと、

あと使用の電力、機械の使用電力量等によって計算
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する仕組みになっておりますので、機械が入れか

わったということで若干の予算の見積もりが変わっ

ているということで御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問にお答えさせていただきたと思います。 

 クリーンセンターに設置しております飲料水の機

械でございますが、平成２４年の８月から設置をさ

せていただきまして、２４年度の決算におきまして

は雑入で入れさせていただいてございます。２５年

度から、この使用料及び手数料の中に項目を出させ

ていただきまして、２５年度当初予算１万４,００

０円、今回も同額の１万４,０００円ということで

記述させていただいているところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の済

みません、中村委員のお答え足りなくて申しわけご

ざいません。中村委員の御質問にお答えさせていた

だきます。 

 金額につきましてはふえてございませんので、同

額ということで収入の部分を見出させていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの社協センターの使用料の関係でございま

す。 

 これにつきましては、２６年度から電気料の単価

アップということで予算額はアップの分を計上させ

ていただいております。公民館も同じでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問の中で、先ほどの私の答弁に間違いがございま

したので訂正させていただきたいと思います。 

 ２５年度当初予算に計上して、申しわけございま

せん、勘違いでございます。２６年度から１万４,

０００円を入れさせていただいております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、課長が再答弁したのだ

けれども、現実に２５年度の当初予算には載ってい

ないのです。 

 それで、僕はある面でよく副町長は課税客体だと

か、そういうことをできるだけ捜し求めると言った

らおかしいけれども、そういうことでこれがあった

のが改めて課税に、いや、僕は何回か行っているか

らあそこにあるのは知っていたのです。それなのに

何でということが思ったので、そうすると２５年度

の当初予算にもないのに今回、上がってきた。前に

もあった。 

 先ほど、雑入の中で２４年度の８月からの分につ

いては入れたということだから、ある面で理解はで

きますけれども、そういう点でやはり雑入でなく

て、やはり使用料ということで、２４年度の雑入の

ところにちゃんと入れておけば、２５年度もきちん

と計上できたのかなという気がするのです。 

 そういう点で今後、取り扱いを行っていただきた

いと思います。終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１２款の分

担金及び負担金から１３款の使用料及び手数料まで

の質疑を終了いたします。 

 次に、１４款国庫支出金の４４ページから１５款

道支出金の５３ページまでの質疑に入ります。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 保育所の運営費なのです

が、前年度から見て４４ページの３,７００万円か

ら５,９００万円とたしかふえているかというふう

に思います。 

 これに関連して道の支出金等もふえているのかな

というふうに思いますが、この点はいわゆる民間等

のかかわりなのか、いわゆるそこら辺は要素として

はどういう要素があったのかお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 保育所運営費が昨年度の３,７００万円から本年

度５,９００万円程度を予算計上しておりますの

は、中央保育所がこの春から民間移譲されますの

で、そういうことでこれまで直接、経費からそうい

う形にかわるということで、そういう内容になりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ４７ページの特定防衛施設

の周辺整備事業交付金というところで、給食セン

ターの調理器具等の整備というようなことで、この

内容についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 内訳ですか。調理機器

等整備の内訳ですか。 

 教育振興課長、答弁。 
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○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の給

食センターの調理機器等の整備の歳入の部分でござ

いますが、調理機器ということで給食用のコンテナ

等を今回、購入する部分の調整交付金の財源でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 機器整備となっているから

機械かなと思うのですけれども、この辺はどうなの

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 岩崎委員のただい

まの御質問でございますが、これについては機器と

いうことで、機械も含めてそれら備品の購入費を防

衛省の調整交付金を充てるものでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 機器といっても多岐にわた

るので、もう少し何にどういうように使うものか、

その辺を御説明願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の今

の内容の件でございますね、給食センターの備品と

いうことで先ほど言いましたように給食用コンテ

ナ、子どもたちに給食を配送する場合、各クラスご

とに給食コンテナをもってそれぞれ各学校に届け

る、その大きなコンテナということで内容は以上で

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） では今回は給食センター内

の器具とかボイラーみたいなのとかいろいろありま

すよね。そういったものに手をつけているというわ

けではなくて、コンテナということで理解してよろ

しいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えしますが、今、申しました配送用コン

テナということで、各学校の教室に運ぶコンテナ、

これが一番大きなものでございまして、それ以外に

もう二つということで球根皮むき器、それと大型の

冷凍の冷蔵庫、これらあわせて今回、調整交付金の

事業ということで財源を既に充てているものでござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１４款の国

庫支出金から１５款の道支出金までの質疑を終了い

たします。 

 次に、１６款財産収入の５２ページから２１款町

債６１ページまでの質疑に入ります。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ５７ページの雑入の下か

ら３番目にあります特定相談支援事業給付金の関係

についてお聞きをしたいと思います。 

 これにつきましては、障害者自立支援法の改正に

よって相談支援、障がい者だとか、障がい児への相

談支援にかかわる給付金ということで受けとめてお

りますけれども、これ雑入として今のところ受け

て、この雑入につきましてはどこから入ってきて、

どこへ支出するのか。また、申しわけないのです

が、歳出において歳出はこの歳入とどこで絡んでい

るのか、ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） １０番中澤委員の

特定相談支援事業の給付費の雑入の関係でお答えい

たします。 

 答弁が順不同になるかもしれませんけれども、ま

ず、この事業につきましては今、委員が質問の中で

ありましたように２７年度から義務化されます障が

い者、障がい児の介護と同じようにケアプランをつ

くってしっかりと計画に基づいたサービスを提供し

ていくという内容でプランを作成する経費、それか

ら継続的にモニタリングしていく費用をそれぞれ計

画については１件当たり１万６,０００円、モニタ

リング費用については１件１万３,０００円という

ことで給付費が入ってくるものであります。 

 歳出において障がい者の自立支援費の中の介護給

付費に２億７,０００万円ぐらいの予算が計上され

ていると思うのですけれども、歳出の１１１ページ

に障害者自立支援費の予算が計上されています。そ

の中の扶助費の介護給付費の２億７,３１１万６,０

００円、この中に入れると就労支援の事業ですと

か、いろいろな事業の費用が含まされておりますけ

れども、その中に計画相談の部分が入っておりま

す。そちらのほうに支出をするようなものになりま

す。 

 障がい者の自立支援費ですので、同じように国と

……歳入についてはそれぞれ国と市町村と町がそれ

ぞれ他の事業と同じような形で負担割合の中で入っ

てくるものであります。 

 雑入は町から入るものであります。答えが変です

ね、市町村から相談支援事業所を経営しているのも

町長になりますので、町から相談支援事業所の上富

良野町に入ってくるというものであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 相談事業所というのは、

保健福祉課内にあるということで受けとめてよろし

いですか。 
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○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 委員、御発言のよ

うに昨年の２月にかみんの中に相談支援事業所を設

置してございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ５７ページの他町村の一般

廃棄物処理料の負担のところですが、４,２４８万

９,０００円と、昨年と比べまして２１４万７,００

０円減となっておりますが、これは２５年度までの

広域処理の資料をいただいておりますが、衛生ごみ

の関係かなと思うのですが、何か２６年度は約１０

０トンをリサイクルするためにクリーンセンターの

搬入が少なくなる、その分かなと思うのですけれど

も、そういったことでしょうか。ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の他

市町村の一般廃棄物処理料負担金の減でございます

が、今、委員言われるとおり富良野市さんから入っ

てきます衛生ごみが約１００トン程度、２６年度

入ってこないということで富良野市さんのほうから

情報をいただいておりますので、その影響額でござ

います、主にはそうでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、衛生ごみのリサイクル

事業、富良野市、中富良野町、南富良野町、占冠村

と、この４市町村で取り組んでおりますけれども、

我が町もどうなのでしょうか、やはり何かこういっ

た新しいリサイクル事業、こういうのも考えてみて

はどうかと思うのですけれども、そこら辺のお考え

というか、そういったことはどうなのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の上

富良野町のリサイクルについてでございますが、町

といたしましては今現在、１１種類の分別をお願い

しまして、町民の皆様それぞれが出されるときに本

当に御苦労いただいております。 

 それをまた新たなリサイクルということで、分別

の数をふやすということは、また混乱を招きかねま

せんので、今現在、私どもが考えてございますのは

分別がしっかりまだできていないと思われるプラス

チックごみのほうにこれからも力を入れてリサイク

ルに努めていきたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、同僚委員の関係で関連

なのですけれども、その５７ページの雑入の関係の

他市町村一般廃棄物負担ということでございます。 

 今年度の予算４,２４８万９,０００円、２５年度

の予算４,１６３万６,０００円ということで、今年

度のほうの予算が８５万３,０００円多いのです。 

 今、村上委員の答弁によると富良野で衛生ごみの

関係はやるということになると、富良野さんが２６

年度どの程度やるのかはっきりしませんけれども、

言うならば２５年度は４,１１７万１,０００円なの

です、衛生ごみ、粗大ごみ、可燃ごみ合わせて、そ

うすると今度はその衛生ごみは私ども資料の２５年

度の実績から２,６１０万３,０００円ということに

なると、言うならばこれらの関係が２６年度の対応

でどの程度、富良野市さんが今やっている事業展開

が具体的になるのかということをちょっとまず確認

をしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の富

良野市さんなどが取り組んでおります衛生ごみのリ

サイクルの部分でございますけれども、今、うちの

町も同じでございますけれども道総研さんと基本的

な協定を結びまして、そういう衛生ごみなどのリサ

イクルなどの、いわゆる試験研究に取り組んでいく

ことということで、２６年度から取り組みを始める

ことになってございます。 

 富良野市さんは、その民間企業が既に自社のほう

でリサイクルの機械をつくりまして試験的に２６年

度においては富良野市さんから上富良野に持ってき

ている衛生ごみ、約１００トン程度はその試験のた

めに活用する予定をしているのだと、それも年度末

になってみなければちょっとはっきりは相手方のほ

うもわからないですけれども、ただ今現在、衛生ご

みをペレットとしてつくるものについて、当然、つ

くった後は販売などをしなければなりませんので、

そういうものの研究ということでまだ検討が今現在

も引き続き新年度においても引き続きやられるとい

うことで聞いているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしますと８５万３,０

００円が増というのは、あくまで富良野市さんが持

ち込んできたものの、１００トンだけは予定として

は少なくなるという想定のもとでの予算書かどう

か、ちょっと確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今般、２６年度の当初予算につきましては、今言

いました富良野市さんの落ちる部分と相まって、富
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良野市さんが少なくなる部分でございますが、隣町

の中富良野町さんと南富良野町さんの搬入実績、２

５年度の搬入実績を鑑みまして、その部分が減る部

分とふえる部分、それを総体しまして今回の４,２

４８万９,０００円の雑入の積算というふうにさせ

ていただいているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） きょう、けさ配付された資

料を見ると南富良野町さんは衛生ごみは持ち込んで

いないでしょう。持ち込んでいるなら持ち込んだ実

績がどのぐらいかということで、我々に出た資料で

は富良野市さんと中富良野町さんで２,６１０万３,

０００円ということなのだけれども、そうしたら南

富さんも持ち込まれているのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の南

富良野町さんにおきましては可燃ごみとして、その

衛生ごみも含めましてクリーンセンターのほうに搬

入されているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、あくまで可燃

ごみということ、南富さんは１,７１１万２,０００

円の中に衛生ごみも入っているということで、推定

で衛生ごみはどのぐらいかということは出てこない

のですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の南

富良野町さんの可燃ごみの中に含まれている衛生ご

みというのは、ちょっと推計等は出てございませ

ん。また、見れる部分でございませんので御理解賜

りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ５３ページ、財産貸付収入

の関係でございます。 

 教職員の住宅貸付料ということで、４９４万４,

０００円計上されております。２５年度の予算で

は、６３８万６,０００円ということで、比較をす

ると１４４万２,０００円の減ということになって

おります。 

 もう一つは、その他の町有建物貸付料、８７万

８,０００円ですけれども、２５年度予算は１３８

万２,０００円ということ、これ５０万４,０００円

なのですね。ということで、確かに教職員住宅は空

いているよということでございますけれども、それ

が大きな要素なのかということを含めて確認したい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの教職員住宅の関係の貸付料でございます。 

 委員御発言のとおり、ことしの３月で東中中学校

が閉校になる部分ということで、この部分について

の４戸、それ以外においても教職員住宅から出られ

て一般に入居する方がおられるので、予算上は２５

戸分を計上した部分で、今回、結構な大きな数字の

減額要因となってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員のその他

町有建物貸付料の減額の部分でございますが、この

部分につきましては旧教職員住宅の部分の貸し付け

の部分でありますが、昨年については全ての住宅の

入居するという単価で全戸予算をしていて、昨年１

２月の補正のときにもその部分を減額させていただ

くということで御説明申し上げたところであります

が、今年度につきましては旧教職員住宅の部分、９

戸分とお試し暮らし住宅ということで２戸分という

ことでの予算を計上させていただいたところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 教職員住宅の関係、２５年

度６３８万６,０００円の戸数、２６年度は２５戸

分と言ったのだけれども、２５年度は６３８万６,

０００分は何戸分を見込んで、それから今度は東中

の部分は何戸減になるのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの御質問に対してお答えいたします。 

 ２５年度の６３８万６,０００円を予算計上した

ときは３８戸分を予算計上させてきました。 

 今回、先ほど言いましたように、ことしの３月で

東中中学校が閉校になるということから、この４戸

の部分がその中の要因ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしますと、２５年度は

３８戸で６３８万６,０００円、実際には東中が４

戸ということになると、３８引く４で３４戸なのだ

けれども、現実にそれぞれの先生方の事情もあって

ということで２５戸しか利用されていないというこ

とと理解をしているのですけれども、そうすると約

９戸分が当初予算より大幅に前年度の予算に対して

少ないということで理解をしますけれども、今後ふ

える可能性、先生方の異動等もあって利用する、利

用しないという関係があろうかと思いますけれど
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も、今、２５戸で予算計上していますけれども、２

５戸のうち満杯なのか、それともまだ空き教員住宅

として残っているのか確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの御質問の部分でございますが、２５戸分に

ついては現在入っている入居数をもとにして２５戸

が入っているということで、予定ということで計上

してございます。 

 なお、今、お話のように教職員住宅ですが４５戸

で２５年度所有戸数ありました。そこから４戸減り

ますので、４１戸の管理戸数ということで今現在、

把握しております。 

 なお、実際にこれだけ職員の異動等で場合によっ

てはふえることも想定して２５戸以外においても貸

して得られるというか、貸し付けできる住宅もそれ

以外に持っているということで、それは４１の中に

含まれているということで御理解ください。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ５９ページの雑入のとこ

ろでちょっとお伺いしたいのですけれども、まちづ

くり人づくり推進交付金ということで５７万何がし

載っていますが、２５年度にはなしということで、

これはどういったことに使われる交付金なのかお伺

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １２番岡本委員のまち

づくり人づくり推進交付金の関係でありますが、こ

れにつきましては全国自治協会が平成２５年４月１

日から一般財団法人に移行したことに伴いまして、

北海道町村会が支部として災害共済事業を行ってい

たものが新たに委託契約を締結して、従来どおりの

災害共済事業を行うこととなったと。 

 町村会のほうに対しまして、全国自治協会のほう

から事務委託料が支払われています。その辺につき

まして、町村会では事務委託料を地域の振興や活性

化に有効に活用するためということで交付される内

容となっているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） そういった５７万何がし

はどういったことに、事業に使われるのかどうかお

伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １２番岡本委員の歳出

科目の充当先でありますけれども、７款商工費の一

般管理費のほうにあります部分に財源充当させてい

ただいて、人材アカデミー事業の必要な経費という

ことで財源充当させていただいているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ５９ページ、２０款の諸収

入の関係でお尋ねします。 

 図書館禁帯出蔵書コピー代の４,０００円という

ことなのですけれども、私もあちこちの図書館を利

用しています。そうすると、富良野に行っても旭川

行っても必ず領収書が出るのです。ところが、うち

の図書館へ行くと住所と名前と書いて、自分で値段

を５０円だとか、それでもう終わってしまうので

す。 

 それで一つ、こうやって雑入の公金扱いになるに

は、これが適切かどうかということは非常に私、疑

問に思うのです。お客さんにも領収書は出さないと

いうことで、ほかのあれは一般的に券販売機みたい

に領収書がぱんぱんと出てくる形になっていて、そ

れまでまた金はかけなくてもいいけれども、あくま

でコピーをしてお金を出した人の領収書と、それか

らそちらに残るものと、同じものがきちんと残って

いかないと公金の扱いとしては適正ではないのでは

ないかと、私は行くたびに思うのですけれども、た

だあそこにいるのは臨時職員だから、言っても、職

員はおりますけれども、ただそういう点でずっとこ

ういう形態できているので、それが適切かどうかと

なると、私はやはり適切でないような気がするの

で、その点、今年度あたりはどう解消するのか、そ

のままでいくのか、その点、明らかにしていただき

たい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の今

の御質疑に対して、御発言の部分はごもっともとい

うことで、私のほうもきちんと現状実態をきちんと

踏まえた中でお客様というか、お金をいただいてい

るわけですから領収書を出すのが一般的な筋だと思

いますので、改善できる点についてはできるだけ早

い時点で改善するよう努めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 同じ雑入で、容器包装リサ

イクルペットボトル市町村配分金ということで、２

５年度は予算、当初予算１００万円を計上している

のです。今回、５０万円ということで、ある程度、

相場的ないろいろなものも当然、僕はあると理解を

しているのだけれども、半減ということになるとど

うなのかなという気がするので、その５０万にし
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た、計上した経緯等をちょっと説明をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの７番

の中村委員の御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、相場といいますか、全国

で集めてきまして、そのペットを破砕して商品化す

るわけですけれども、相場によりまして各市町村、

各メーカーもありますけれども、その負担金といい

ますか、その配分額が変わってきます。 

 ことしのちょっと業者も変わったりとかもしたの

ですけれども、それで単価がかなり下がってきてい

るということで、平成２５年度の予算につきまして

は５０万円という形で計上させていただきました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、一般会計歳

入歳出予算事項別明細書の歳入の件に対する質疑を

終了いたします。 

 昼食休憩といたします。 

 再開時間を午後１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時４８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の歳出、１款議

会費の６２ページから２款総務費の９９ページまで

の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ６７ページ、電算化推進

費、ここのところは３,７７１万２,０００円、昨年

と比べまして２４４万８,０００円増と見込んでお

ります。 

 それで、これから電算化どんどん進めていかなけ

ればいけませんし、また番号制が導入になると、ま

たこちらも進めていかなければいけなくなるのです

けれど、保守点検も大変みたいなことであります

が、それを扱っていらっしゃる職員の方も大事であ

ります。 

 それで、このインターネット、こういう扱いにつ

いてどのような指導をされているのか町民の方の御

意見ですが、勤務中にインターネットを操作してい

る、それとフェイスブック、こういったものを利用

していると、こういうような御指摘がありますけれ

ども、こういったことについて職員の方の指導など

はどのようにされているのか、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の職場に

おけるインターネットの利用についてであります

が、以前にもいろいろとそういう御指摘があり、職

員には十分な指導を、業務に使うことは当然のこと

ながら必要でありますので利用しておりますが、勤

務時間中における業務外の利用というのは、その部

分については指導しておりますので、ないものと理

解をしているところでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 町民の方にそのように写っ

たとすれば、職員の方も一生懸命インターネット利

用して、これはなくてはならないものでやってい

らっしゃるのに、ちょっと職員の方もこれは職に合

わないことで、町民にそのように写ってしまったと

いうところ、だからきちんとインターネットで仕

事、勤務中にフェイスブックなどもあれだと思うの

ですけれども、そういうものは目にはとまってい

らっしゃらないのですか、そこのところちょっとお

尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

〇企画財政班主幹（宮下正美君） ３番村上委員の

ほうからありましたコンピューター等の使用管理と

いうことでありますので、情報管理も企画財政班が

担当しておりますので私のほうからお答えさせてい

ただきたいと思います。 

 基本的に業務で全職員にパソコンを与えるという

ことで仕事していただいております。また、各種情

報収集もこれまでの経費の効率化の中でいわゆる

買っていた本等をやめましてかなり削減しながら、

この時代ですのでインターネットを活用して常に、

リアルに情報収集してくださいということで今、仕

事に使ってくださいというふうにしております。 

 御指摘いただきましたその勤務時間中のフェイス

ブックの関係なのですが、町民ポストのほうでも意

見をいただいております。ただ、私自身、その案件

自体をちょっと目にしたことがありませんけれど

も、ただ業務中に個人がフェイスブックをすること

は、いわゆる個人的なプライベートでフェイスブッ

クをすることはあってはならないと思うのですけれ

ども、こういう時代ですので、いわゆる関係機関で

フェイスブックで情報の共有をしているという部分

も今、民間ではかなり普及しておりますので、たま

にそういうものに対して業務で必要があって、フェ

イスブックを使うということも実際にはありますの
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で、それがいわゆる個人的なものでやっているとい

う捉えられたのか、あるいはどこかの民間の大きな

会社とやりとりしているときにフェイスブックを開

いているところを見られてやったのかというのは

ちょっとわからないのですけれども、いずれにしま

しても基本的にはあくまでも業務で使うために１人

１台のパソコンを臨時職員も含めて配付しておりま

すので、これからも事務の効率化を図るために使用

するよう指導していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 私たちもそのように理解い

たしております。 

 ところが、町民ポストの１４番目にもこういう御

意見が出ておりますので、本当に一生懸命やってい

らっしゃるのはわかっておりますので、そういうこ

とに写らないようによろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今の関連なのですけれど

も、他の市町村においてはフェイスブックを利用し

て情報発信するというのを行政の仕事としてきちん

と確立しているのをやっている自治体も道内にも道

外にも多々あるわけです。 

 ですから、やはり紛らわしく町民の方にとって公

私混同されないようにするためには、今、主幹おっ

しゃったように非常に例えばタイムリーな情報を町

内外で１カ所に集まらなくてもインターネットな

り、フェイスブックを活用することによって会議等

も開けるので、今後のあり方としてそういうのを町

できちんと確立させていくという方策のほうが大事

なのではないですか、この情報化社会の中におい

て、せっかく光も使えるようになるのですから。と

いうことなのですが、その辺いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の質問に

お答えしたいと思います。 

 今まさしくそのとおり、情報収集等についてはイ

ンターネット環境を使ったものというが非常に今、

進んできている時代ですので、今後の町においても

内容等を研究しながら何を導入する、何が難しいと

かというところも確認しながら推進を図っていきた

いなと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ６４ページの臨時職員等に

かわってでありますが、ここを見ましたら当然、社

会保険料かかっている部分と５.５時間未満等の職

員等がいると思いますが、現在、今年度予算等にお

いては何人ぐらいが対象になっているのか、まずそ

の点をお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） ４番米沢委員の臨

時職員の社会保険料等の人数についてお答えいたし

ます。 

 現在、町の臨時職員、非常勤職員におきまして

は、現在、非常勤職員で社会保険料かかっていらっ

しゃる方は２７名いらっしゃいます。 

 あと臨時職員になりますと、臨時職員は職員と同

じ７.７５時間働いていらっしゃる方が３４名い

らっしゃいますので、そちらの方も社会保険はか

かっております。 

 そのほかにパートとして雇用保険を掛けていらっ

しゃる方、いらっしゃらない方いるのですけれど

も、こちらは社会保険料は掛かっておりませんの

で、その方につきましては７３名いらっしゃいま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 非常に臨時職員と嘱託の職

員等によって全体の事務も運営されているという状

況になってきているのかなというふうに思います。 

 そこで、権利としてお伺いしたいのですが、今す

ぐどうのこうのという話ではなくて、将来、こうい

うこともあるだろうという形の話をさせていただき

たい、非常に大事な問題だと思いますので、例えば

この女性職員が臨時等、嘱託職員等で勤務された場

合、現行では上富良野町では産休だとか産後の育休

だとかという制度としては成り立っているのかどう

なのか、あるのかどうなのか、この点をお伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の臨時職

員等にかかわります産休、育休の制度の適用であり

ますが、現在、当町においてはその制度は適用して

いないところでありますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今、労働者、働いている人

たちの基本的な権利として当然、付与されるべきも

のかなというふうに思います。与えるられるものか

なというふうに思います。 

 こういった制度をやはり町においてもきちんと制

度化した中で、こういう人たちが働きやすいような
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環境づくりを整えるというのも行政の役割だという

ふうに思いますが、この点についてはどのようにお

考えなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の今、言

われた嘱託職員、臨時職員等の摘要を将来に向けて

検討すべきではないかというお話だと思いますけれ

ども、現在のところ、今現行の運用を継続していく

ということで考えていますので、その部分につきま

しても御理解をいただきたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 現行のその点については現

行ですから、将来どうするのかという点で、やはり

こういう環境に置かれて、やはり働いている以上、

どなたもそういった制度にやはり等しく受けられる

ような、そういう環境づくりというのは必要だとい

うふうに思います。 

 今後、検討する必要があると思いますが、この

点、現行はそういう人たちがいないにしても、現行

だけで判断するのではなくて、将来もあるかもしれ

ませんし、また働いている人たちの権利をやはり守

り育てるという点で、きちんと普段からこういった

ものに対しては整備されるのが普通だというふうに

思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の臨時職員

等の処遇に関する御質問に私のほうからもお答えを

させていただきたと思います。 

 以前も申し上げましたとおり、町の行政運営に当

たりましては、さまざまな職種、あるいはさまざま

な雇用形態に基づきまして、働いていただいている

ところであります。 

 基本的な労働条件については、しっかり最低賃金

も含めて、また最低といいますか、必要な休暇制

度、特別休暇も含めて、そういう部分については

しっかり制度化している半面、今、委員が御発言に

ありますように産休、育休においては、今後、国の

動向でそういう雇用をしっかりしなさいという法律

に基づいて、あるときには別ですが、今の現時点で

今、冒頭申し上げましたようにさまざまな雇用形態

で、また本人の例えばお父さんの扶養の範囲で働き

たいという方ももちろんおられるわけでございます

ので、そういうさまざまな雇用形態を今後も基本は

維持をしていきたいというふうに考えているところ

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 基本を維持するということ

はわかるのですけれども、国が考える考えないは別

としても、きちんとうたわれているわけですから、

それを尊重するかどうかということなのです、今。

その行政にしても、一般のところにしてもそうなの

ですけれども、やはりそういったところ、検討され

るかどうかお伺いいたします。今、早急にやれとか

という話ではありませんので、今後に向けて必要な

ものだというふうに受けとめられているかどうか、

まずそこを答弁お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

再度お答えをさせていただきますが、国の法律の変

更、あるいは制定になった時点ではあり得ますが、

現時点でその職員数を減らしてきた半面、さまざま

な臨時職員、あるいは非常勤、嘱託職員にその業務

の一部をお願いしながらやっていっている経過もあ

りますから、その思いといわゆるその制度とは必然

的に乖離があってもしようがないものだというふう

に思いますし、また全ての今、お話いたしました臨

時職員全てをそのような制度に保障したときの町の

行政運営の影響等も考えていかなければなりません

し、また一方でそれが法的に必要だという場面が来

ましたら、そのときにはしっかりそれを支えていく

という方針だということで再度お答えをさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ８７ページのスクールバ

スの運行費ですが、ことし健康の宣言もされました

よね、健康づくり推進の町宣言、あれはそういった

ことの関連もあるのですけれども、先月もこの中学

校のラベンダーにも書いてあるのですけれども部活

をよくやる方がおられるのですけれども、子どもさ

んたち、スクールバスの増便ということを非常に切

実にアンケート調査で訴えています。 

 ２６年度は、そういった要望に基づいて増便をさ

れているのかどうか、まずそこをお聞きしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員のス

クールバス運行のかかわる御質問にお答えしたいと

思いますが、ことしの予算につきましては同じペー

ジにあります予約型乗合タクシーの運行を土曜日運

行ということで御説明も申し上げているところであ

りますが、それに伴いましてスクールバスの混乗方

式により利用されているお客さまもまたそちらのほ

う、かなり移行されるだろうということで、それを

踏まえまして２６年度の中において予算は今現行、

２５年度と同じ体制での予算の組み立てをしている

ところでありますけれども、１０月以降にその現在
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の運行形態を見直ししてスクールバスに特化した形

での今、検討を進めようとしているところでありま

して、今、御発言があった中学校における部活動の

対応についても視野に入れながら検討を進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。なるべく

早くやったほうがいいかもしれない、補正予算は早

く組むとか、その中学校というのは本当に血気盛ん

なところで、成長過程にあるところで、体育系であ

ろうが文系であろうが、その健康増進に役立つと思

うのです、この部活というのは。文系関係ないだろ

うということはないです、吹奏楽なんかすごい肺活

量ですし、そういったところでなるべく早くやりた

い、やってほしいと思います。 

 校長先生はこう保護者アンケートに答えていま

す、スクールバスの増便について、学校としても部

活終了後の増便についてお願いをしているところで

すが、引き続き要望していきたいと考えていますと

いうことで、これはもう学校の切実な要求であろう

というふうに文面とられます、そのやろうとしてい

る、なるべく前倒しでやっていただきたいというふ

うに思います。ひとつよろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ８３ページにかかわります

自治会活動推進費の中の委託料の集会管理費、これ

は２１万計上されて昨年と同金額なのですけれど

も、会館の電気料金がこの冬から非常に高騰してお

りまして、恐らくその要因の一つとしては水洗トイ

レの凍結防止といいましょうか、そのためのヒー

ター等々入れているところが多いと思います。 

 会館の管理者においては非常に小まめに温度調整

しているのですが、ことし寒いということもあるの

ですけれども、恐らくことしの夏以降も電気料金の

値下げというのは当面、予定はないと思いますの

で、何年か前に実はこれは実態を調査して下げた経

緯があるのです。会館の電気使用料金を２年分ぐら

い統計を出しまして、たしか実情に合わせた金額で

下げていると思うのです。これ、今年度これで足り

ないのではないですか、どういう見積もりでやった

のか、電気料金また、多分、使用したときの灯油代

とかというのは使用料で賄えると思うのですけれど

も、その通常かかってくる部分に対しては恐らくか

なり厳しくなってくるのではないかなというふうに

思いますが、これは変えていませんよね、補助金に

対する委託料というのは、その辺どういうふうに積

算しましたか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ５番金子委員の会

館の委託料の関係でございますけれども、基本的に

は委員言われるとおり、昨年と同じ算出でございま

す。 

 委員から今、御発言がありました電気料の多い、

少ない、足りないとかというお話については私ども

のほうに、特に管理人さんからのほうからも承って

いないところでございますので、積算として従前ど

おり行わさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 上がったのはことしからな

のです。だから、ことしのうちに、これはまだ２６

年度の管理人に提示していないですよね、だからそ

れは出せるわけがないのです。だから、それを前

もってきちんとこちら側で積算しないと足りなくな

るのではないですかということを今言っているので

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ５番金子委員の今

の電気料の関係でございますけれども、委員言われ

るたしか電気料については直近で上がった部分でご

ざいますので、まず管理人さんとのそういうお話し

合いを持っているわけではございません。個々、そ

れぞれ会館の修理とか、年度計画の中でお話をさせ

ていただいていますので、今のお話についてはまた

積算の中で検討させていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ということは、実情に合わ

せて、例えば増額分に当たる部分というのは後日、

補正組むこととかというのは難しいのではないです

ねと思うのですが、どうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ５番金子委員の御

質問でございますが、言われるとおり積算の根拠、

いわゆる生い立ちの部分というのがございますの

で、それを精査した中で考えさせていただきたいと

いうふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかに。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ６９ページ、文書費、一

般管理費の中の備品購入費ということで、郵便料金

計器１１５万６,０００円ですか、１１５万６,００

０円の郵便料金計器というのは少し想像できないも

のであって、どういったものを購入予定なのかお聞

かせ願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １２番岡本委員の郵便

料金計器の購入にかかわる御質問でありますけれど
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も、現在、使用している郵便料金計器につきまして

は平成１３年に購入して、今年度末をもって丸１３

年がたつということで、故障したとき等の部品調達

もなかなか困難な状況であるということで、だまし

だまし使っているというのが現状であります。 

 ４月から消費税導入によりまして郵便料金が変わ

るということもありまして、その対応もできないと

いうことで、今回、３月４日の定例会におきまして

債務負担行為の補正をさせていただきまして、今

回、入札を実施したところでありまして、導入する

機械につきましては現行、使っているものの入れか

えということの更新でありまして、大きく内容が変

わるものではありませんので御理解いただきたと思

います。 

 今、あるものの実態もわからないと思うのですけ

れども、それぞれまず機械に計りがついていますけ

れども、そこに郵便の形態を入力することによって

自動的に単価があらわれます。それで、例えば１０

通、２０通とあるときも、その通数を入力すること

で封書等の印字が切手のかわりになる部分が印字さ

れて料金が全部、集計できるというシステムになっ

ておりまして、それを毎月、それを集計かけること

もできますし、一々料金分の切手を貼るということ

ではなくて、計器を通すことによってその事務の省

力化も図りたいと考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） よくわかりました。 

 これは１台分ということでの予算ということでよ

ろしいかどうか、お願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １２番岡本委員の質問

にお答えしますけれども、現在、総務課のところに

１台設置しておりまして、それの更新ということで

１台の更新でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ８７ページぐらいになり

ますか、昨年は防災アドバイザーというのが予算化

をされていたと思うのですが、今年度、２６年度は

防災アドバイザーがちょっと見えないのですが、こ

こら辺についての説明をお願いしたいなと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の防災

アドバイザーに関する御質問にお答えしますが、防

災アドバイザーについては、これまで消防を退職さ

れた方にお願いをしてこれまで自主防災組織を始め

とする業務について携わっていただいたところでご

ざいますが、今年度をもってその任務を終えたいと

いう申し出もありましたし、また今年度というか、

来年度から再任用制度が始まりますが、そこに４月

から職員を配置しまして、その行政で得た経験をも

とに防災にかかわる事務について携わっていただく

ということで、体制を整えたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） それでは、今、おおむね

今後の方向性が見えたのですが、防災アドバイザー

についは、今後は職員をもって行うというふうに理

解してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 アドバイザーということで防災を所管する担当職

員として、２６年度については再任用の職員を配置

したいと考えているところであります。 

 今後につきましても、そういう体制をとれるよう

に取り進めたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １０番中澤委員の御質問

に私のほうからもお答えさせていただきたいと思い

ますが、極めて重要なポスト、いわゆる防災のアド

バイスを地域の方々にできるような役割の方を実は

以前からも探しておりましたし、たまたま今、消防

の職員のＯＢが担っていていただいたと、ただ今

回、この３月で退職をしたいということもありまし

たので、まずその業務をまず担ってもらう体制をつ

くるために、２６年度は再任用職員を配置する予定

であります。 

 その配置する再任用の職員については、なるべく

早くに防災士の資格を取ってもらって、そういう知

識も持っていただくと。これから以降のことを聞い

ておられるかと思いますが、これからは例えばの例

ですが、例えば自衛官の退職者で危機管理の経験が

お持ちの方も含めて、そういう重要なポストに、業

務に担っていただける優秀な人材の方をこれからも

探していきたいと。 

 繰り返しになりますが、まず、そういう体制をあ

そこでしっかり、職員の体制を構築することをまず

優先をしたいというふうに思っているところであり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 再任用のことで、多分あ

の人だろうなと思って、私はこの防災アドバイザー

というのは、やはり課長、対策本部立ち上げた各部

長になりますけれども、同等かそれ以上の地位を与

えないとなかなかやれないのではないかなと、今、

総務課長が状況付与をやっておられますけれども、
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これは、でも防災アドバイザーが実際にやっていて

もいいのかなというふうに思います。 

 そのアドバイザーの日ごろの地位というのがどこ

ら辺に置く予定なのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

にお答えをさせていただきますが、まず事務分掌

上、組織上、防災の事務分掌ついては総務課が担っ

ていると、したがいまして命令権者といいますか、

部隊長は総務課長を中心とした組織体制ということ

であります。 

 その中の申し上げますと総務課の基地調整室がそ

の任務に当たります。そこには主幹がリーダーと

なって、その所属職員を指揮監督するという組織で

あります。その中の基地調整室の一職員として、職

員になるか、非常勤嘱託職員になるか今後あります

が、２６年でいいますとそこの職員として防災アド

バイザーが配置されているという命令系統になろう

かと思います。 

 防災アドバイザーの担う重要性は先ほど言いまし

たように変わりませんが、組織ですので、組織的な

役割の中にその防災アドバイザーが配置されている

という点、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ひとつよろしくお願いし

ます。 

 図上演習の件について、先ほど総務課長が言って

おりましたのは図上演習のことでありまして、こと

しの２月を含めまして３回、過去やりました。非常

にありがたいなと、すばらしいなという思う半面、

また改善していったらいいのではないかというもの

もいっぱいございます。 

 ただ、一つ言うと図上演習、机上演習というの

は、要するに実員を伴わない訓練でありますから、

指揮官クラスですよね。だから、実際の細部の問題

点というのはわからないと思うのです。そこら辺も

掘り下げていかないとわからない。 

 例えば、図上演習、先ほど自衛官の指揮官クラス

も将来ＯＢを考えていきたいというようなアドバイ

ザーの話で言われていましたけれども、まさしく組

織を伸ばすノウハウを経験しているというのは大事

だと思うのです。 

 そういった面からも考えますと、この図上訓練と

いうのは聞くまでもなく自分のほうでちょっと言い

ますと、目的はやはり町長、要するに対策本部長の

町長の基礎の徹底というのは一つあると思うので

す。私はこう考えているから、こうやりなさいと、

訓練やっていって違ったところがあったら、今回も

町長いろいろ間、間で自分のやりたいことを言って

おられました。ああいったことで私はいいと思うの

です。 

 もう一つは、各部長に状況付与して、各部長が言

いますよね、あそこのところをもっと掘り下げない

といけないと私は思っています。 

 要するに部下を実際に動かしていないですから、

実働訓練でありませんから、動かさないでわからな

い問題点がいっぱいあるわけです。実際にあそこで

そういう問題点を発見するというのは、いろいろ考

えてほしいと思うのです。１０人しかいない部下を

こっちにやったと、またこっちにやったと、全部

やったら２０人も使っていたと、２０人実際いない

のだから。 

 だから、そういったことをしっかり考えてやって

ほしい。一番大事なのは例えば何か言いますよね、

私はこう思う。実際にそれで動かしてみようという

ような訓練をやればいいのですよ、まず口頭で、口

頭でやっていけば非常にそれだけでも問題点がわか

るだろうと。 

 もっと言えば、各部長がそれを各課に持ち帰っ

て、実際に訓練やる暇がなかなかないというお話で

ございますけれども、動かしてみないとわからない

と思うのです。そこら辺をやらないとわかりませ

ん。実際に問題点がわからなかったら対策もとれな

いです。 

 もう一つは、去年、自衛隊のＯＢの方が研修に来

ていました、あれはなぜかというとことしひょっと

したら自衛隊のＯＢをあそこで、本部のほうで使う

のではないかという話がございまして研修に来てい

たわけです。ぜひ、自衛隊のＯＢもことしは使わな

かったけれども、来年度以降、２６年度以降、ぜひ

使っていってほしいなと、いろいろな使い勝手があ

ると思うのです。ひとつよろしくお願いしたいので

すが、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

にお答えをさせていただきますが、まず１点、御発

言にあった図上訓練、ことし３回目を経験しました

が、まず言葉に発すること、あるいは瞬時にしなけ

ればいけない課題と具体的に発想も含めて行動を起

こすこと含めて、図上訓練で多くを学ばしていただ

きましたし、また１１人の課長職も非常にために

なっているところであります。 

 これから、その図上訓練もこれからも行っていき

たいと思いますが、さらに今、御発言がありました

ように精度をどんどん高めていくということをぜひ

やっていきたいというふうに思いますし、また今、

防災アドバイザーを中心に自主防災組織の中で同じ
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ように図上訓練を取り入れた防災訓練を実はやって

おりまして、そういうことも含めて一番経験者は自

衛官でありますので、さらに町長も３年前、第２師

団やら、方面の図上訓練を見学して今回、このよう

に取り入れた経過もありますので、さらにそういう

先進事例に学んでレベルをアップしていきたいとい

うふうに思うところであります。 

 また、危機管理を担う職員、もしくは非常勤、嘱

託職員の人材確保の中で、先ほども私言いました

が、自衛官のＯＢも非常に重要な役割を担っていた

だけるかなというふうにも思いますので、適任者を

含めてこれからも探していきたいというふうに思う

ところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今のちょっと関連と確認

で、先ほどの１個前の質問に戻るのですけれども、

今回、防災アドバイザーということで予算は見てい

ない、たまたま再任用されるという方が適任者でい

られるということで、その方が何年やられるかどう

かというのは別な話になるのですけれども、その基

本的な防災の考えとして、３年前にこの防災アドバ

イザーを導入するということに至って、非常に消防

などで防災の経験者ということを、言葉はちょっと

適切ではないですけれども、低賃金において最大の

活躍を得られるということで、言ってみれば助走期

間のようなもので全町に防災士を含めるような政策

としてやりながら進めてきました。 

 それで、私が何を言いたいかというともったいな

と思うのが、たまたま今回はその適任者の人が再任

用でいられるような話が今、出ていましたけれど

も、本来であればその防災アドバイザーとして３年

間勤めていただいた人が、これから先延ばしとかで

はなくて、それをステップとして、もう少しちょっ

と高度なものにするような、そういう我々上富良野

町、十勝岳も有しておりますし、最近の風災害も含

めて、いろいろな想定外のものがあるというふうに

なるとしたらば、備えとしてであれば、もう少し先

ほど副町長がトップがいて、総務課長がいて、基地

調があって、その中の一部でということでおっ

しゃっていましたけれども、組織的なもので機構的

なものになると思うのですけれども、もう少し、

せっかく今、土台ができたのであれば、この防災の

対する部分というのは同僚議員も言ったと思うので

すけれども、もう少し確立するような機構をつくっ

て予算づけというのは本来、必要なのではないかな

というふうに私は考えるのですけれども、その辺

ちょっと同僚委員等々に対する答弁でもちょっとく

み取れなかったものですから、確認の意味でも教え

てください。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

ます。 

 まず、前段、この防災のかかる、いわゆる防災ア

ドバイザー、名称は別として、地域の自主防災組織

を活性化すること、また育成すること、あわせて今

の防災アドバイザーに期待する役割が非常に重要だ

ということの認識は同じだと思います。 

 その中で、今の防災アドバイザーについては、み

ずからの都合等もあって、年間７００時間程度の勤

務しかとれなかったということもあわせて、今回、

退職を希望されていると。 

 今、再任用、この時期ですからもう発表できるか

と思いますが、再任用職員として、いわゆる正規職

員の４分の３の勤務として、職員として配置をいた

しますから、過去の経験も含めて勤務時間の充足は

しっかりとれるかなという内容であります。 

 もちろん、防災の経験からすると、今現在いる方

よりもちょっと内容は経験は落ちますが、そういう

勤務、これからの２６年度の勤務の時間とすれば、

拘束時間とすればしっかり確保ができると。 

 それで、これを１００達成したと、もちろん思っ

ておりませんから、場合によってはそういう職員プ

ラス、また危機管理官を置く必要も含めて、これか

らしっかり、いきなり１００の体制がとれるかどう

か別として、しっかりそういう足下から固めつつ、

これからもしっかり防災の部分については担ってと

いうか、しっかり土台をつくって、体制を整えてい

きたいという思いでありますことを御理解をいただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） やはり大事なことだと思う

のです。再任用されて、その防災の職に就く職員が

いいとか悪いとかということの議論ではないです、

まずそこを確認してほしいですが、本来であれば

今、３年間勤めていらっしゃる方の個人的な理由、

事情であったり、これは退職されるのは、これはや

ぶさかでないと思います。 

 やはり、２６年度も８０万円がいいのか、１００

万円がいいのか、３００万円がいいのか別として

も、やはりきちんと防災アドバイザーというシステ

ムが今まで３年間構築してきたわけですから、やは

りもう一度ここで予算づけをしっかりして、人材を

確保した上で、その補佐的というか、保管をする意

味でも再任用でされる職員の人は補佐しているとい

うような方で、本来、今まで過去３年間やってきた

ことのブラッシュアップを図るような施策というの

はやはり防災としては、今、昨今求められているの
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ではないかなというふうに私は考えるのです。 

 ただ、その過渡期で今、ちょうどそういう人材の

たまたま見つからなかったと、たまたま偶然、再任

用を希望された方がそういうことに適しているとか

というので、本当はちょっと私は違うと思うので

す。もっと防災に対する町の危機管理というのは、

いわゆるクライシスマネジメントのあり方として、

２５年度まで３年間しっかり予算づけしていたもの

がぱたっとここで消えてしまうというのは、ちょっ

といささか残念なように私は今、感じるのですけれ

ども、それはどうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 まず、１点ここから防災アドバイザーの非常勤嘱

託職員の賃金がまず消えたと、その半面、防災を担

う再任用職員の人件費の給与費の中に先ほど言いま

した７００時間ではなくて、４分の３勤務ですか

ら、四、五百時間になるでしょうか、そういう体制

にまず移行することで、御理解をいただいておきた

いと思います。 

 ただ、今、御発言にあったのは、それプラス今

言った４分の３の再任用職員プラス、今まであった

７００時間程度の、そういうアドバイザーの賃金も

あるべきではないかという多分、御発言だったのだ

と思いますが……（発言する者あり） 

 プロを置きたい思いは私どもも実は同じでありま

して、今回の選択肢の中で危機管理を担っていただ

く経験者をぎりぎりまで実は調整をしてきた経過に

あまりす。 

 それは、私どもの希望としてもそぐわなかったこ

とがありますが、だからといって次のサブの者を入

れるのも短絡的かもしれませんが、人物評価をする

中で過去の防災経験も含めて、そこをしっかり担っ

ていただける期待は持っておりますので、戦力がダ

ウンしないことで選択肢はこのような選択肢を持っ

たと、プラス先ほども言っておりますように、いわ

ゆるプロをこれからもそういう形で探していきたい

というふうにも思っていますし、そうなったときに

いつの時点になるかわかりませんが、ここに防災ア

ドバイザーの人件費相当を計上することもありかな

というふうに思っておりますので、その点、ひとつ

御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今の防災アドバイザーの件

なのですが、いわゆる自衛官の就職先を求める程度

の、そういうものではないと私は思うのです。やは

り、これだけ全国的に自然災害等が多くなってき

て、その役割が求められる、質そのものが変わって

きているわけですから、やはりそのことを考えた

ら、やはりきちんとした職員を配置して、その下に

なおかつ足りなければそういった方々、消防か自衛

隊かわかりませんけれども、選択しながら配置する

というのが本来のあり方だというふうに思います。 

 町も防災計画そのものを今、見直しているわけで

すから、そういうことがあるにもかかわらず、た

だ、その時間がふえたからボリューム上がるような

ことを言ってらっしゃるけれども、決してそうでは

ないのだというふうに思います。 

 私はこういったところにこそ、きちんとした正職

員を配置し、防災アドバイザーの資格も取っても

らって、そして将来に備えるという体制づくりはど

うしてできないのかなというふうに思います。 

 今、聞いていたら小手先のことだけをやって、問

題を解決しようなんて虫の良い話なんてないですよ

と。やはり、職員をきちんと配置して、中で自然災

害に備えるという体制づくりをそれでも足りないと

は僕は思うのですが、やはり総力上げた中でやるべ

きだというふうに思いますが、この点、確認してお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 まず１点、職員の正規職員の配置は防災を中心と

した事務分掌で職員が配置され、また防災士の資格

も実は有している職員を配置しております。 

 また、それをカバーする形で今、申し上げまし

た、もちろん主幹も課長もおりますが、それをカ

バーする人材として今言った防災アドバイザーが配

置されているという内容であります。 

 防災に関しては非常に多岐にわたる地域づくりも

含めて、多岐にわたることでありまして、プロパー

職員を一から育て挙げることももちろん重要ではあ

りますが、今、金子委員とのやりとりの中でもあり

ましたように、他の経験者を３０数年、４０年近

く、そういう特化した業務の中で養った経験という

のは、申しわけないですが私どもにない経験であり

ますので、そういう方を即戦力としてさまざまな雇

用形態でお願いをすることはこれからも必要かなと

いうふうに思ってございます。 

 また、一方で今、米沢委員からも御指摘がありま

したように、職員を必要に応じて配置することはも

ちろんやぶさかではありません。あと、やはりいつ

も課題になるのは、私たちは毎年訓練をしてさまざ

まな経験をし、少しずつレベルアップをしています

が、一番主人公になりますのはやはり地域の住民の

方々ですので、御案内のように地域の防災士の養成

も含めて、地域の防災訓練、あと地域の方々の防災
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に対する意識の啓蒙を、そういうことをしっかり担

えるような行政体制を整えていきたいというふうに

思うところでありまして、ぜひその点も含めて御理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確かに防災士等が配置され

てはいます、職員のあそこを見たら。 

 だけど、自衛隊職員の天下り先ではなくて、就職

先ではなくて、消防職員だっているわけですから、

やはりきっちりとその対応をするか、あるいは職員

をやはりきっちりとやはり育て上げて、こういった

中で位置づけてやるということが大事だというふう

に思います。 

 今、聞いていたら、最初から聞き間違いだったら

失礼いたしますが、自衛隊職員を充てるということ

で、それがいいのだというような話ですけれども、

私は決してそうではない話だというふうに思います

し、やはりきっちりと財政措置もしながら、やはり

こういった災害に備える体制づくりをどう進めてい

くかということは皆さん、思いは同じですから、や

はりそこら辺を町の内部からきっちり育てるとい

う、その環境をぜひつくっていただいて、そこの

トップに職員を配置するだとかと、そういった体制

づくりをぜひやってほしいと思いますが、この点は

どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうから再度、お答えをさせていただきます。 

 私の答え方が少々誤解を招いていたとすれば、申

しわけなく思いますが、決して自衛官のＯＢしか対

象にしないということを申し上げていたわけではあ

りませんで、いわゆる経験者、プロの方々、その中

には今、防災アドバイザーになってきていただいて

おります消防の職員のＯＢも含めて、適任者をぜひ

配置をしたいという思いで申し上げたところであり

ます。 

 あと、先ほども繰り返しになりますが、職員を一

から育て挙げる一方、職員が３０年間、３５年間一

度も異動をしないというようなこともなかなかでき

ないということもありますので、しっかり配置され

たときの職員はそういう防災の重要性を鑑みてしっ

かり業務に励んでもらうことは一方、重要でありま

すが、またそれを応援する職員を再度送り込むこと

も、もちろん否定もしませんし、またあり得ること

だというふうに思いますが、何度も申し上げますよ

うに、一から育て挙げていく一方で、そういう経験

値を持つ方々にその職務を担っていただくこは、こ

れからも引き続き可能性を探っていきたいというふ

うに思うところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７３ページ、車両管理費の

ところの集中管理車、ことしも普通車を２台更新す

るということで５００万円、予算づけされておりま

すけれども、今、町では公用車が全体で７５台あり

ますけれども、これだけの台数はどうしても必要で

あるのかどうか、それとまた更新の基準ですね、ど

のように決めておられるのか、基準とかをつくって

いらっしゃるのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の公用車

に関する御質問にお答えしたいと思いますが、まず

公用車は全体の数量については先ほどおっしゃって

いたとおり７５台、これだけの台数が必要なのかと

いうことでありますが、町でもかなり車両台数を減

車してきた傾向にありまして、今、ある数字が当方

としては今、適正な台数になっているのかなという

ことで今、考えているところであります。 

 また、更新の基準でありますが、何年たったら、

何万キロ乗ったらという数値的なことは定めており

ませんが、車両を管理していく上で修理がかさむと

か、いろいろとそういう車の状況に応じながら判断

を加えまして、更新計画を立てているところでござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 乗用車は２３台あるわけで

して、それで昨年も２台買っているのです。更新し

ているのです。 

 それで、バスも今、２２年ぐらいたっているバ

ス、バスは全体で８台ありますけれども、そのうち

の１台が２２年、それから特殊車両については、こ

れは３８年もたっている５１年の年式のもあります

し、こういったことでどうなのでしょうか、この特

殊車両なんていうのはかなり古いのも２５年ぐらい

たっている年式のもありますし、こういうバスもど

うなのでしょうか、２２年たっていますが、そして

普通乗用車は昨年も２台更新しておりますし、また

ことしも普通乗用車は２台更新するのだと、こうい

うことですと、どうなのでしょうか。やはり乗用車

はどうしても２３台いると、そういうこと。いろい

ろと今までもやっていただいて、大分、見直しもさ

れてきたかと思うのですけれども、この更新の時期

というのはどうなのですか、この特殊車両とかバス

とかはどのように考えていらっしゃるのでしょう

か。 
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 乗用車ばかりですよ、これ。去年も２台で、こと

しも２台ですけれども、そこら辺はどのように考え

ていらっしゃるのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の車両に

かかわる再度の質問にお答えしたいと思いますが、

まず昭和５１年の車両でありますけれども、これに

つきましてはブルトーザーでありまして、それにつ

きましては本当に壊れない限り、結構長く使えると

いうことでありますので、その部分についてはその

状況を見ながらの更新にはなると思いますけれど

も、本当に特殊車両等でありますし、また耐用年数

もそれぞれあると思いますけれども、大きな故障も

なければ、そのまま使用する、更新することよりも

使い続けることが妥当だということで現在まで使い

続けているところであります。 

 また、バスにつきましても、その状況を見ながら

更新計画等に基づきまして計画しておりますので、

その部分につきましても御理解いただきたいなと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） やはり乗用車は２３台はど

うしても必要だということでしょうか。 

 私はまだまだ見直す余地はあるのではないかと思

うのですけれども、それと更新もいろいろと違って

いまして、これも町民の方で更新の時期が早いので

はないかというようなことも、たしか町民ポストか

議会報告会か何か御指摘いただいたのですけれど

も、そういったことで、やはりある程度、計画を見

ましても２６年の実施計画ですからあれですけれど

もも、２８年までということになっておりますけれ

ども、とにかくことしは２台更新で５００万円だ

と、こういうことになっておりまして、こちらのほ

うの計画も少し見通してやっていただきたいと思い

ますが、その更新の時期は、そのときそのときに

よって何か考えてやられているということですけれ

ども、ある程度、基準というか決めておいておかれ

たほうがいいのではないかと思うのですけれども、

いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の再度の

質問にお答えしたいと思いますけれども、車両の更

新につきましては先ほども申し上げたとおり、車両

の状況を見ながら、今、更新計画を立てています。

その中で、なかなか予算の関係もありまして、都合

により伸ばしている関係も逆にあります。その計画

を立てているといえども、車両の状況に応じてなる

べく長く使えるものは使うように判断しまして、更

新計画を立てておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ８９ページの自主防災組織

の関係でお尋ねをしたいと思います。 

 先ほどいろいろ論議をされて防災アドバイザーが

退任をされるということでございまして、ちょうど

防災アドバイザーができたときに私、住民会長やっ

ておりまして、そこで自主防災組織をつくったり、

規約をつくったり、それから災害弱者名簿をつくっ

たり、その現行維持ということで大変、苦労した

し、またいろいろ御指導いただいたということで、

大変、ありがたく思っております。 

 それで、昨年の３月６日の２５年の予特の関係の

ときに、自主防災組織が２５住民会のうち２１住民

会ができたということで報告なっています。それ

で、今、１年経過して、去年の３月６日の資料では

草分、緑町、南町、泉町が自主防災組織はできてい

ないという報告を受けたのですけれども、現在の自

主防災組織の組織状況についてお伺いをいたしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） 現在、掌握していると

ころでは２３自主防災組織ということで認識してお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２３というと、あと二つで

きていないなと。どこと、どこの住民会でしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の再度の

質問にお答えしますが、自主防災組織が今現在未組

織となっているところは緑町住民会、泉町住民会の

２住民会でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 緑町と南町がまだできてい

ないということですね。（「泉町です」と発言する

者あり）緑町と泉町ですか。 

 では、ここの組織はあくまで自主防災組織ですか

ら、自主的につくるということが大きな大目標だろ

うと思いますけれども、これらの動きについてはど

うなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 この２住民会につきましても防災アドバイザーを

中心に住民会役員と調整をしながら今、進めている

ところでありますけれども、現時点ではまだ組織化

されていないということでありますので、今後とも
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その部分につきましては町としてはやはり全地域に

自主防災組織があることが一番望ましい形だと考え

ておりますので、その部分につきましても十分に関

係住民会とも話し合い等々を進めていきたいなと考

えておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２住民会ができていないと

いうことでは、これは今後、指導していきたいとい

うことで一応、理解をしたいと思いますけれども、

ただ私は今回、自主防災組織の育成事業ということ

で、それぞれ段階的に予算を組んで、そうすると進

んでいるところと進んでいないところの格差が非常

に出てくるなという心配があるのです。 

 それともう一つ、地域によってはぜひつくらなけ

ればならないということで、一生懸命つくられたと

ころもあると思います。 

 したがって、できれば今、おくれているところに

ついても、ある面でいろいろな経験則を含めて支援

をする体制を今後、新たにできる防災担当の職員に

やはりそういう点を十分やっていかなければだんだ

ん格差が開いていくのかなという、私一番心配する

のです。 

 現実の問題、その他自主防災組織で訓練をした

り、それから名簿の災害弱者名簿の現行維持で努力

をされています。私のところも同じ住民会長のとき

にそれぞれ色分けをして、カラー印刷をしなけれ

ば、住民に十分徹底しない面もありましょうし、十

分、住民にわかるのではなくて、誰が誰を担当する

という形のものをやはりつくっていかないと、本来

の活動になっていきませんので、できればそういう

点で先ほど金子委員にもおっしゃったようにある面

で自主防災組織の弱者名簿の維持管理といいます

か、そういう点である面で予算をそろえていかなけ

ればならないのではないかなという気がいたします

けれども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の自主防

災組織にかかわる御質問にお答えしますけれども、

先ほどちらっと中村委員のほうからも話がありまし

たが自主防災組織の活動補助等もことしから組んで

いくということで、概略等につきましては以前、御

説明申し上げたとおりでありますが、その中におき

ましても自主防災組織のみならず、住民会も対象と

しておりますし、その中にその他ということで、今

言った部分についてもどうしても必要だということ

であれば、これから詳しい要綱等も整備していく考

えでありますので、その部分についても内容を検討

しながら対応できることは可能な範囲でやっていき

たいなと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私は先般の町長の執行方針

の中で、このことについてもちょっと聞きました。 

 僕は名簿を、弱者名簿を基本的に自主防災組織が

つくって、それは役場にもあるし、それぞれの住民

会にもある。住民会がそれぞれ町内会にまた分け

て、あなたのところはこうだという形になって、そ

れを機動的なってくる、それがまたいつの段階でや

はり現行を維持するか、引用いたとか、なくなった

とか、それから息子のところへ行ったとか、いろい

ろなケースがあると思います。 

 そういう点ではやはり、自主防災組織の住民会で

つくったものが役場に置いておくという形で、この

前、執行方針の中で町長さんのほうで町からいろい

ろな情報を出すというのではなくて、やはりそうい

う形のほうか僕は望ましいなという気がするものだ

から、そういう関係で自主防災組織に対してやはり

指導を強めてほしいという気がしていますので、そ

の点の見解をお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） 中村委員の再度の質問

にお答えします。 

 まさしく、その自主防災組織、町との情報共有は

いろいろな災害、有事の際には大変、重要なもので

あると思いますが、その部分については私どもも当

然、認識しておりますし、先ほども言いました新た

な担当がその部分につきましても十分、配慮しなが

ら対応していくように努めてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 次の点でよろしいでしょう

か。 

 災害弱者マップの関係なのですけれども、去年の

３月６日の段階では２５住民会のうち２１住民会あ

ると、ないのは日の出、宮町、南町、泉町というこ

とで資料としては報告を受けているのですけれど

も、今の段階で災害弱者マップを作成していないの

は、全部、作成しているかどうかを含めて。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の防災

マップにかかわる質問だと思いますけれども、現時

点でまだ作成されてないのは、４地区ございまし

て、昨年と変わっていないかと思うのですけれど

も、日の出、南町、宮町、泉町の４住民会において

作成されていないところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、日の出、宮
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町、南町、泉町ということで、昨年と同じというこ

とですね、はい、わかりました。 

 これ、つくるのは大変な町内会から福祉推進委員

から、老人会からいろいろなスタッフ集めてやらな

ければならないので、大変な作業だと思いますけれ

ども、一応、十勝岳の関係もありましょうし、水害

の関係もありましょうし、できればこれらも含めて

そういうことでのいうなれば自主防災組織をつくっ

てまたマップもつくるというようなことで、それぞ

それ住民会のいろいろなスタッフの中でまたやって

いただくように御指導をいただきたいと思います。 

 それで、委員長、次の項目に移ってよろしいです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） ちょっと待ってくださ

い。 

 関連で何かありませんか。 

 よろしいですよ。７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、防災士の習得の

関係でお尋ねいたします。 

 今回も６万５,０００円掛ける１３人で８４万５,

０００円ということで予算化されております。 

 したがって、これで全住民会に二人ずつ５０名が

養成されるということで確認してよろしいでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の防災士

の配置状況でありますけれども、当初において３カ

年で２５住民会、全住民会２人ずつで５０人という

ことでありましたけれども、住民会の規模にもより

まして、自分のところは１名でいいというところも

ございます。 

 その関係もありまして、全住民会が２名の配置と

いう状況にはなっていないところでありまして、人

数はこれまで３１名で、ことしが１３名ということ

で４４名になる、今、予定でございます。 

 また、５０名の想定の中でありますけれども、そ

れぞれの住民会で防災士を既に取得されている方も

いらっしゃるところでありまして、そこでは１人だ

けとかという養成というところもありますので、そ

の部分も含めますと３１プラス、既に持っている方

も何人かいらっしゃるということで、４４プラスア

ルファで５０人までには達しておりませんけれど

も、それに近い数字の配置となるところでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 当初計画は２５住民会で２

名ずつで、この３カ年で５０名という養成という、

確かに、例えば人口、去年の資料では３６名の日新

は２名ということでございますけれども、極端に言

えば旭住民会は１,２３９で２名と、それぞれ組織

のあれによっては運動形態、事業の進め方は違って

くるだろうし、日新、清富は場合によっては災害地

だということで、ある面で２名を置くことも僕は必

要ではないかなという感じをしておりますけれど

も、そうすると今、あとプラスアルファーでもって

いるところはどこの住民会で何名なのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の防災士

の消防の退職された方のいる住民会でありますけれ

ども、今、こちらのほうで掌握しているところでは

大町、南町、旭住民会、それから現職のいるところ

では本町、それから職員が持っているものもいます

ので宮町ということで、５名の防災士さんがいると

いうことで掌握しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 退職者の消防職員はいいで

すけれども、現職の人は万が一、やはり本来の業務

でやはり出動しなければならないから、退職者の中

でそうやって協力ができるという体制になっている

のか。 

 それから、この住民会の自治防災組織の中に入っ

てやっているのか、ただ、あの人が退職したらい

る、この人が退職したらいるというような捕まえ方

でなくて、きちんと協力体制で応援をしていただい

ているということになっているのか、ちょっと確認

したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員のＯＢの

防災士さんの関係については、その部分については

住民会と大きくかかわって対応していただいている

ところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 最終的に今、３１名あれし

て、今回１３名で４４名、それに消防の退職者等も

入れて５０何名になろうかもしれませんけれども、

そのとおり自主防災組織の中ということになると、

ある程度、アンバラがあるのではないかなと感じが

いたします。 

 それで、昨年の防災士取得一覧と活動状況という

ことで、自主防災組織での防災士の研修会というこ

とで何件かなっています。それで、去年の秋です

か、研修会をやっている看板を私も見ましたけれど

も、平成２５年度はこの防災士に対しての研修会は

何回されておりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の御質問

にお答えします。 

 防災士にかかわる講習会については昨年１２月に



― 36 ― 

一度させていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １２月に開催しているとい

うことでわかりましたけれども、そのときに有資格

者の参加率、出席率というのはいかがなものでした

か、何名中何名出席したか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の講習会

の出席人数の関係でありますけれども、昨年の取得

した方、１７名に対して行っておりまして、そのう

ち１１名の参加をいただいてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 昨年習得した人１７名中１

１名ということで、非常にある面で出席率はいいの

ですけれども、問題はその防災士習得して、そのま

まという状態で、できるだけレベルアップをする、

それから意見交換会やって、うちの住民会はこうい

うことをやって、そういうようなことも含めてやっ

ておられるだろうと思いますけれども、何とかこと

しの１３人の方が終わった段階で一応、この事業取

得は区切りということになるのかなと気がいたしま

すけれども、その段階でやはり全員網羅した形のや

はり意見交換会、研修会をやって上富良野町の防災

士としての意気込みといいますか、それから防災に

対してのレベルアップということを基本的に考えて

いると思いますけれども、その点、確認したいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） 中村委員の防災士の講

習等によるレベルアップということでございますけ

れども、今年度、１３名の方が受講される予定であ

りますので、その後、また講習会等も開催してまい

りたいと思っておりますし、本当に地域によっては

防災士さんが積極的に活動もしておられますし、２

月に実施しております十勝岳噴火火山防災訓練にお

きましても、こちらのほうから御案内いたしまし

て、その訓練状況等も見ていただきながらともに活

動もさせていただいておりますので、今後ともその

部分については継続してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、防災士の習得を

した人、一住民会１名か２名、これらの人方が住民

会の役員の位置づけにされているのか、あくまで自

主防災組織の委員の一人ということになっているの

か、というのは私、やはり防災士になったらやはり

ここは地域の防災、「何かいっちょうあったら」と

いう気持ちでおられるので、本町住民会は住民会の

役員として位置づけて、謝礼等も払って規約の中に

全部、入れているのです。ですから、そういうこと

も含めて、全町的に自主防災組織、今２３あります

けれども、そういうような形での規約の整備の中と

住民会と自主防災組織の関連で、どういう形で指導

が望ましいと思っているのか、その点、お伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の防災士

にかかわる位置づけでございますけれども、それぞ

れの住民会、自主防災組織で対応が異なっておりま

す。 

 今、おっしゃったように手当を出す、役員の位置

づけをして手当を出しているところもあれば、無報

酬のところもありますので、それぞれ取り扱いが多

様でございます。その部分について、手当の出して

いるところについては、その部分の一部助成等の希

望等も町のほうに上がってきているところも事実で

あります。 

 その部分につきましては、全てを統一するという

こともなかなか住民会、自主防災組織の形態等でも

違うと思いますので、それは、その住民会自主防災

組織の中でしっかりと組み立てをしていただきたい

なと思うところでございますけれども、ただ、今

言ったような要望のあったことに関しては、今後、

どのような方法がいいのかということにつきまして

も、検討してまいりたいと考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 自主防災組織についてなの

ですが、防災士として昨年、勉強もさせていただき

ました。 

 やはり、寄り添うという形のやはりアドバイザー

と防災士が寄り添いながらあの地域の課題をやはり

解決していくという、やはりそういう手法が大事だ

というふうに考えています。 

 機械的に物事はやはり進みませんし、そのやはり

自主防災組織の組織の事情もあるということも含め

て、当然、やはり運用の仕方だとか、いろいろ指

導、アドバイスの仕方というのも変わってくるだろ

うというふうに思いますので、その辺はきちんと寄

り添う形の中でやはり援助、支援するという相互の

信頼関係がなければ、こういったものというのは絶

対進まないというふうに思いますので、そこら辺を

注意しながら、この育成という立場からの援助、支

援というのが必要かというふうに思いますが、この

点、伺っておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の自主防

災組織にかかわる御質問でありますけれども、それ

ぞれ自主防災組織、住民会の組織については、いろ

いろな対応があると思います。 

 今、言ったように、当然、町としても指導、助言

等も手助け等もさせていただいているところであり

ますが、その実態に合わせた中で一緒に悩みを共有

した中で、組織立ても含めまして、運営も含めまし

て、その部分の助言なり、手助け等支援を進めてま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ７７ページになろうかと

思うのですか、というか全般にわたることになるか

もしれませんけれども、ここで基地調整員という方

の報酬が組まれています。基地調整員に限ることで

なくて、非常勤、嘱託職員の今後の見通しといいま

すか、そのようなことをお伺いしたいなと思いま

す。 

 非常勤嘱託職員については、基地調整員だとか、

施設の管理業務を行う方、それから学校教育アドバ

イザー、先ほど防災アドバイザーのことで、防災ア

ドバイザーも非常勤嘱託職員と聞いたのですが、

ちょっと私が見た段階では防災アドバイザーは非常

勤嘱託職員の要綱には入っていなかったと思ったの

ですが、位置づけはこの非常勤嘱託職員の位置づけ

ということで、それはちょっと度外視しますが、そ

のようなことでこの非常勤嘱託職員の取り扱いの関

係なのですが、第４条では６年に限って再任するこ

とができるということがうたわれています。 

 ただ、先ほど職員の中で再任用制度や何かをこれ

から取り入れていくのだと、かなり前にできた制度

だと思うのですが、運用については多分、２６年度

が初めてになるのかなと。 

 そうした場合、この非常勤嘱託職員や何かといい

ますか、高齢社会になって年金の問題だとか、そう

いうことで多分、再任用制度を適用しようというこ

とになっていると思うのですが、こちらのほうの非

常勤嘱託職員の取り扱い要綱、このまま６年を限度

としてやっていくのかどうか。 

 私の意見としては、もうこういう時代ですから、

そういうことも見直していくべきではないかなと、

ただ非常に難しいのは若い人方との働く職場を確保

するという半面もありますので、非常に難しい、悩

ましい問題だと思うのですが、町では今、どのよう

に考えているのかということをちょっとお伺いをい

たしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １０番中澤委員の非常

勤嘱託職員の６年に限りの嘱託職員の任用のあり

方、今後どのように考えているのかという御質問か

と思いますけれども、現行６年限りというものにつ

きましても、先ほど言いましたように年金をもらう

月が年々６１歳、６２歳と２年ずつ延びていくこと

になっております。そのことも受けまして、町でも

再任用制度を定めたところで、職員にかかる再任用

制度を定めましたが、それに準じましてこの６年限

度の属託職員につきましても、その町の退職する人

ととしては１年間とか、年金をもらえる年度に区

切っておりますけれども、この嘱託職員について

は、その年金のもらえる月の末日をもってというと

ころまで延長するように、それぞれ進めたいという

ことで、制度改正を行ったところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今、最後の結びの言葉に

ちょっと引っかかったものですから、制度改正を

行ったということで。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） 行ったというか、そう

いうふうに、失礼しました、言い方がまずかったの

で、４月１日から運用することで今、その制度改正

を進めているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７７ページの移住定住促進

のところですが、ここは促進するということなので

すけれども、ことし約１００万円ぐらい減らしてい

るのです。ここを減らすことはないのではないかと

思うのですけれども、そして相談件数、２５年度は

大変ふえてきておりまして、３８件相談件数がある

と、そして実数は５件ということで、ちょっと少な

いかなとは思うのですけれども、これはどうなので

しょうか、移住定住者の方が求めていられるものと

いうものにちょっと合わないのでしょうか、このお

試し住宅は２年間でしたか、家賃含めてやっており

ますけれども、そういった条件が家賃がどうとか、

そういうことがあるのでしょうか。 

 結構、件数は一番伸びてきて３８件になっており

ます。それで、何か条件的なものなのでしょうか、

ちょっと求めていらっしゃるものと合わないのかど

うか、そこら辺はどのように考えていらっしゃるの

かちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 
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○企画財政班主幹（宮下正美君） ３番村上委員か

らありました、定住移住の状況ということでありま

すが、まず予算のほうの１００万減額につきまして

は、移住準備住宅、塗装をやるということで２５年

度、残りの１棟をやりまして、２６年度はそれらあ

りませんので、皆減という形で大きく落ちているの

が予算の減額の部分になります。 

 あと、要求資料中の資料４に定住移住の状況とい

うことで、相談件数以下記載をさせていただいてお

ります。 

 このうち２５年度、相談件数、今現在ということ

ですが３８件ということでありまして、このうち２

０件につきましては昨年１１月に行きました移住

フェア、東京で行われておりますが、その分の件数

も含めております。移住フェアにつきましては、２

４年度から行っておりますので、２４、２５と相談

件数がふえているなというふうに押さえておりま

す。 

 あと、相談件数実際ふえておりまして、いろいろ

相談には来るのですが、どうしても仕事の関係でな

かなか上富良野町で仕事を探そうと思ってもないと

いう中でいくと、またほかのところにというのが一

つあるのかなというふうに考えておりますが、相談

に来られた方につきましてはいろいろな部分でぜひ

来ていただきたいということも含めて、これからも

相談に当たっていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今の定住移住の関係であ

ります。 

 以前に一般質問をさせていただきましたけれど

も、総合計画が見直しで後半戦に入っていくという

ことで、そのときもちょっと言いましたが目標人口

が１万１,９００を達成するためには、前半の４年

間では４０名ずつ、それの昨日いただきました資料

では５年間の実績は６５名というようなことで、率

にして３０％強ということになっているかと思いま

す。 

 ただ、非常に実績を捉えるのが難しいことがある

のかなとは思いますが、そのような水準の中で今

後、後半戦、町長のほうのお答えもいただいたわけ

ですが、移住定住でこの目標人口の大きな隙間を埋

めるのだと、そんな熱い思いをいただきました。 

 そして、知恵を絞って事業を推進して、一歩でも

１万１,９００人に近づけたいということでお話を

いただいておりました。 

 この平成２６年度で今、特に定住移住、先ほど

フェアや何かのお話もありましたが、どんなことに

今、取り組もうとしているのか、そこら辺をお聞か

せいただければなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １０番中澤委員の移住定

住に関する質問に私のほうからお答えさせていただ

きたいと思います。 

 今、御発言のありました総合計画の１万１,９０

０人だったと記憶しておりますが、その目標につい

ては、５年前の計画当時から１年間に４０人余りの

移住者、あるいは定住者を確保することで１０カ年

の平成３０年には１万１,９００人を確保するとい

う目標を掲げてこの間、来たところですが、御指摘

にありますように、もう既に今、１万１,５００人

余りの人口でありますから達成していないのではな

いかという御指摘もあろうかと思います。 

 この間、努力もしてまいりましたが、なかなか一

朝一夕でいきなり人口がふえるということになって

おりませんが、今、御発言がありましたように町長

においてはこれまでもトップセールスを中心とし

て、新規の企業が来てくれないだろうか、あるいは

今、いる企業さんが関連の事業としてここにさらに

拡大をするような要望も含めて、トップセールスを

かけている一方、今回の平成２６年の予算にもあり

ますように、いわゆる今、上富良野町に住んでいる

方々が少しでもほかに転入、転出をしないような仕

組みづくりを、生活弱者の生活支援も含めて、そう

いう上富良野町に今、住んでいる方々が産業の振興

も含めて、一人でも少なく転出者が少ないような努

力をこれまでもですが２６年度、特にそういう部分

についても配慮した予算だというふうに自負をして

いるところであります。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今の時代、少子高齢社会

で、非常に人口を確保するということは難しい局面

だと思います。 

 そんな中で、やはり今、回答がありましたように

産業とか、それから企業振興、それから出ていく人

を食いとめる、でもやはり待っていてはなかなか達

成はできないのかなと、やはりこれからどんどん積

極的な姿勢が必要なのかなというふうに考えるとこ

ろです。 

 そのようなことで、ぜひ積極的な取り組みをお願

いしたいというふうに考えます。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁要りますか。 

 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １０番中澤委員の御質問

に再度、お答えをさせていただきます。 
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 今、委員御発言のとおり、待っているつもりは決

してございませんし、これまでも受けの姿勢でした

つもりではございません。 

 ２３年度、２４年度から実施をしております移住

定住促進計画、推進計画に基づき、さらに総合計

画、さまざまな観光振興計画も含めて、さまざまな

個別の計画を推進する中で、しっかり攻めの姿勢で

これからも移住定住者を確保するべく、さまざまな

施策を打っていきたいというふうに思ってございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 移住定住だの、具体的な支

援策という形で、前回からもずっと声が出ておりま

すが、この点についてはなかなか、確かに働く場所

が確保の問題も含めて当然そうですが、と同時にや

はり家を建てる場合は一定の補助を出す、当然、そ

ういうことも含めて地元の人、住んでいる方に対し

てもあわせた形でそういう対策をとるという具体的

なやはり支援策を講じる必要も一方ではあるのでは

ないかなというふうに思いますが、この点について

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の定住移

住対策にかかわる一定程度の補助等の創設の件であ

りますけれども、今、副町長も申し上げたとおり、

町としてはそれぞれの産業振興、観光振興等も含め

た中でそういう定住移住者の確保に努めてまいりた

いと考えておりまして、住むための住宅取得のため

の制度等については現在のところ、まだ持ち合わせ

ておりませんので御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 現在は持ち合わせていない

けれども、将来的にはどうなのですか、こういった

ものを具体的にやはり推し進めるということもあわ

せて移住定住促進を進めるということも大切だとい

うふうに思いますが、答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の質問に私

のほうからお答えをさせていただきます。 

 定住移住促進計画を立てるためのプロジェクトを

立ち上げましたが、その時点で今、委員の御発言に

ありましたように、道内においては、もちろん全国

においてもですが、固定資産税の減免も含めてさま

ざまな支援策が行われている町もあることは十分、

先進事例として承知をしていたところであります。 

 ただ、何回かこの議場でも町長からの発言もあっ

たかと思いますが、上富良野町においてはそういう

具体の移住してきた方に直接、税をもって補助をす

ることはありませんが、いわゆる自信を持って、こ

こに上富良野町に来ていただいたら、例を挙げます

が、例えば子育て世帯が来られたときには、三つの

保育所含めて、あと一つの幼稚園含めて、子どもた

ちが延長保育を全てのところでやっているとか、ま

た介護認定率が全道どこよりも低い、あるいは１人

当たりの医療費も含めて、健康づくりも含めて、そ

ういうものを町の魅力として１人来てくれたら１０

万円とか、１００万円ということではなくて、ここ

に住んでいただいたら住みやすい町だということを

しっかりすることで移住者も定住者もここに住みつ

いていただくことが可能ではないかという観点で、

これまでも進めてきた施策であります。 

 これからも、そういう観点で町の定住移住をしっ

かり支えていきたいという思いであることをひとつ

御理解もいただきたいと思うところであります。 

 今後においては、これが全て、この施策が全てだ

というふうには思ってございませんから、これから

もそれらのレベルアップに向けて、さまざまな仕組

みづくりは必要かというふうに思いますが、現時点

においての考えを述べさせていただきまして、御理

解もいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひいろいろな具体的な支

援策をとっていただいて、定住をさらに高めていた

だきたいと思います。 

 次、お伺いしたいのは、７３ページの車両管理の

問題で、日の出公園のいわゆる雪が降ったら除雪車

か何かの恐らく運用をしているのだろうというふう

に思いますが、あの除雪車というのはどこで管理し

て、どこで保管されているのか、ちょっとお伺いし

たいのですが、除雪車というか圧雪車です。ちょっ

と、そこをお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の日の出

公園の圧雪車の管理の関係の質問だと思うのですけ

れども、ちょっと詳しいことは承知していないので

すけれども、多分、圧雪車は教育委員会のほうでス

キー場などでその手だてを講じていると思います

が、町のほうで先ほど平成元年に買った圧雪車がご

ざいますので、その部分で整備をしていると思いま

す。 

 管理のほうは、夏場は草分のもと衛生センターの

あった車庫のほうで保管されていると承知しており

ますけれども、ちょっと申しわけありませんが、こ

の程度の認識で申しわけありませんが、そのように

考えているところです。 
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○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 管理状況だとか含めて、非

常時に備えた除雪車、雪上車も含めた管理もその教

育委員会だとか、町でやっているのかというふうに

思いますが、その年間維持費等、あるいは使わな

い、稼働しないというような日にちのほうが圧倒的

に多いのかなというふうに思うのですが、日の出公

園の部分については雪が降った場合、圧雪するとい

う形で使っているのかなというふうに思いますけれ

ども、そこら辺の費用対効果の点で必要性はどうな

のかというところを一番ちょっと聞きたいのです

が、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の日の出

公園による圧雪車の必要性ということでございます

けれども、日の出公園、スキー場としても利用して

おりますし、冬の部分については必要不可欠なもの

と考えているところでありますけれども、シーズン

が雪の降っている期間だけの利用ということもあり

ますが、その部分については夏場保管していること

が長いということもありますけれども、機械自体を

いずれかから借り上げて、それを実施するというこ

とも、なかなか困難な状況であることから、今、所

有している車両で対応させていただいているいうこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 費用対効果からはどうなの

ですか、実際その稼働がしない、緊急の場合は使う

という形になるのだろうと思いますが、それはどこ

から一時的に借り上げるだとかというふうなものも

起こり得るのではないかと思うのですが、ちょっと

そこら辺、もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 圧雪車、今、保有している圧雪車は記憶が違って

いたら後でおわび申し上げますが、６３年の十勝岳

の噴火に伴って町で中古車を導入したことでありま

す。費用対効果の御発言もありましたが、有事の際

に防災対策本部として保有すべきものだということ

で今も保管しているところであります。 

 ただ、非常に今、老朽化しておりまして、今、最

新式のラトラックを更新できないかということで、

実は検討もしておりましたが特殊車両でありますこ

とから、非常に高価なものであり、また中古車も探

しておりましたが、特殊車両ということもあってス

キー場に既に配置されている、スキー場が何かのこ

とで閉鎖をするようなこと以外は中古車も出ないと

いうような情報でありまして、町として今、何とか

だましだまし、古い機械を使ってはいますが、近い

将来において中古が無理だとすれば新品も含めて導

入のほうをしなければならないというようなことも

思っております。 

 費用対効果だけを言えば確かに使うのは一時しか

使いませんので、それを維持すべきかどうかという

議論は一方ではあるかもしれませんが、そのような

状況だということも御紹介をさせていただいて、回

答にかえさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 緊急時の必要な場合もあり

ますので、そこら辺は十分なぜひ判断をしていただ

ければというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、７９ページの演習場周辺

の補助整備の問題で今回５０万円ついております

が、あわせて聞きたいのは演習場の稼働が２７５日

ぐらいに上って飛行訓練は３６５日ぐらい上ってい

るということの報告であります。 

 周辺の人たちのやはり騒音問題というのは、やは

り頻度に使うという形の中で起きている問題ですか

ら、そういう問題をやはり軽減すればやはりこう

いった補助金等の削減もできるのだろうというふう

に思います。 

 取り決めの中では、この上富良野演習場は町と協

定の中で何日まで最高使用できるのかという、その

取り決めはされているのかどうなのか、全くしてい

ないとすれば、今後やはりそういったものも含めて

住民の騒音対策も含めた中で管理も行うような協定

を結ぶべきだというふうに思いますが、この点、お

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の演習場

の利用協定の話でありますけれども、使用日数にか

かわる協定等は結んでおりませんが、射撃という

か、射撃等の音が発する、訓練するときには平日に

つきましては朝７時から夜の１０時まで、土日につ

きましては８時から２２時ということで、時間の制

限をして演習場の利用をされているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０時という形になります

と、確かにかなり遅くまで演習ができるような環境

づくりかというふうに思います。 

 こういった点でも、もう一度使用日数等のやはり

見直しを行って、きっちりとした騒音対策や防音対

策とあわせた中で協定をもっとしっかりとこちらか

ら発信して結ぶべきだというふうに思いますが、こ

のことは検討されますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 
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○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 基本的な考え方については今、総務課長が述べた

とおりでありますが、まず御理解をいただいておき

たいことは、この５０数年にわたって自衛隊と上富

良野町が歩んできた歴史の中で、本町にある演習場

についてもしっかり地元の自治体として最大限の協

力をしていきますよということを前提にこの歴史が

成り立っているという点、まず１点、御理解をいた

だいておきたいと思います。 

 したがいまして、演習場の使用日数を町として制

限するつもりは今のところございません。また、昨

年１２月に策定をされました国の防衛大綱において

も、北海道における、特に演習場の見直し、評価は

御承知かと思いますが、さらにそういった部分も含

めて北海道の演習場、上富良野の演習場も含めてで

すが、さらに演習の日数も、また内容も延びるかと

思いますが、それについても特に制限をするつもり

はございませんことを御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後、予想されるのは、い

わゆる演習内容そのものが変わってきますから、相

当な頻度でまたふえる可能性があるのかなというふ

うに思います。 

 そういう意味で、きちんと当初からこの騒音、防

音対策等に考えながら協定を結ぶことは絶対の必要

な課題になってくるというふうに思います。 

 この点、今後ぜひ行政の中で行わないというので

はなくて、行政は住民の暮らしをきっちり守る立場

から、やはり守るべきものはきっちり守るという行

政と自衛隊べったりではなくて、やはりきちんと言

うべきものはべったりであったとしても言うべきも

のは言うという関係をつくり上げないと私はだめだ

と思いますが、この点、答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 まず、防音対策については、第一義的には国の責

務において実施をされるものだというふうに理解を

しております。現実に、ちょうど２年前になろうか

と思いますが、２４年度からになりますが、初めて

航空機防音以外で、いわゆる砲弾の騒音を対象とし

た個人住宅の防音工事の補助を初めて上富良野町で

実施をされたところでありますし、また今現在も騒

音の調査機器を上富良野町に常駐して騒音を測定し

ている国の政策に基づいてやっているところであり

ます。 

 したがいまして、今、委員の御発言にあります防

音対策について、私どもも国に対して自分の国の責

務においてしっかり担っていただくことは私たちも

要望活動を進めていきたいというふうに思います。 

 あと、一方で演習場の使用方法については、先ほ

どと答弁が重複しますが、地元自治体として規制を

かけるつもりもありませんし、また自治体として規

制をかけるべき国防に関する部分については、なか

なか一自治体として制限をかけるようなこともする

ことは考えていないということを御理解をいただい

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ８０ページの名誉町民の年

金についてお伺いいたします。 

 経費の削減という形で、今、出している部分につ

いはこれはいいと私は仕方ないですから認めます

が、今後、将来、やはり町が行革に取り組んでいる

ということであれば、やはりこういった部分につい

ても削減の対象にすべきだと思いますが、町長みず

からこういった問題に対する提案する姿勢はありま

すか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の名誉町民

に関する御質問に私のほうからお答えをさせていた

だきます。 

 この間、名誉町民に関する条例の制定を含めて

ずっと議員各位と意見交換をし、意思の統一を図り

ながら、この間、名誉町民の年金制度の移行も含め

て議論をさせていただいた経過にあります。 

 これからも、そういうことを踏襲しながら今後の

ことについて、議員の方々の考え方の総意がそうい

うことの方向に向かえば、また、議論をさせていた

だきたいというふうに思いますが、今、現在におい

て行政側が中心となって制度を変更するような今、

考えに至っていないことを御理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町長にお伺いいたしたいの

ですが、現行制度でいったとしても、将来的にこう

いった部分というのは見直しの対象とすべきだと思

いますが、万が一という話にはなりませんけれど

も、やはり行革ということで無駄を省くということ

で、その功績功労については私は尊いものだという

ふうに思いますが、やはりここ今、なくせというこ

とを言っているのではなくて、町長みずからこう

いったものに対しては提案するかどうかということ

を聞いているわけですから、そのことについて町長

の答弁をお願いいたします。 
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○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢委員の御質問にお答え

いたします。 

 今日まで本町の発展に非常に御苦労いただいた方

に対する礼を尽くし方は、やはりしっかりと維持を

していくのが社会通念上のあり方だというふうに理

解しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういうことを聞いている

のではなくて、私はその功績に対しては非常にやは

り功労があったということで認めます。だけど、町

長というのは退職期ごとに退職金もいただけるわけ

ですから、そういうことを考えた場合に、また年金

とは別な次元の話になるのかもしれませんが、やは

り今、町全体が行革という形の中で経費の見直しを

しているわけですから、町長みずからがそういう立

場になった場合、いずれはくるわけですから、やは

りこういうものに対しても具体的なやはり指針を

持って取り組むべきだというふうに思いますが、こ

の点、どうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢委員の御質問にお答え

いたしますが、一期間だけを切り取っての私の私見

としてコメントするような性格のものではないと、

皆さんの町民の皆さん方がさまざまな議論を重ねる

中で組み立てていく仕組みだというふうに理解して

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 条例は町長提案からでも何

でも出てくるわけですから、みずからが必要性があ

るということであれば、こういうものを率先して削

減の対象にすべきだということにもなるでしょう

し、今、時点ではなかなか思い切った表現はされま

せんけれども、行革という、やはりそういううねり

に乗った場合、真っ先にここをやはり削減の対象に

すべきだと思いますが、この点はそういうふうに考

えられないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 先ほどお答えしたとおりで

ございますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ６６、６７ページにかかわ

ります渉外費の特別旅費にかかわるところで、今年

度、昨年度から若干伸びがあるのですが、これにつ

いて何か大きな予定等々があるようでしたらお聞か

せ願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の渉外経

費の特別旅費の増額の部分でありますけれども、こ

の部分につきましては行政課題におけます中央要望

行動、それから地域ＰＲのトップセールスというこ

とで今回、大きく重要に考えておりまして、今回、

その部分につきまして追加というか、通年の渉外費

としては別に、今ちょっと繰り返しになりますけれ

ども、先ほど言いました町が抱えている行政課題等

の対応をするために中央への要望陳情等も昨年もふ

えてきている状況にありまして、現行予算はなかな

か対応ができないということで、今回、その部分に

つきまして増加をさせていただいたところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） いいことだと思いますよ、

とても。それが結果、国庫支出金の増大につながる

という。 

 具体的に昨年に比べてどれぐらい、何回、どうい

うところにかかるという、もし計画があってこの数

字が積み上がってきたと思うのですけれども、それ

がわかる範囲でよろしいので教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の回数で

ありますけれども、陳情、要望、トップセールス等

で随行も含めまして東京１泊で２名掛ける５回、そ

れから東京１泊１回ということであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 東京１泊が２名５回と、東

京が１回ということですが、そのトップセールスが

何回で、どこが何回とかというのはわからないので

すか、わかるのですか。基本的には、町にとってい

いことなので、いいことだと思っているのですけれ

ども、わかるのであれば教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の渉外旅

費の特別旅費の回数でありますけれども、行政事務

の中央要望行動におかれましては２名で４回、それ

から地域ＰＲのトップセールスでは……失礼しまし

た、これは４回でなくて今までの分もありますので

３回です、中央事務要望行動が随行含めまして３

回、それから地域ＰＲトップセールスにつきまして

は１回分ということで見込んでおります。 

○委員長（長谷川徳行君） もう一度お願いしま

す。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） 今回、ふえる部分につ
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きまして再度お答えいたします。 

 行政事務中央要望行動で３回分、それから地域Ｐ

Ｒトップセールス活動で１回分ということで、今回

４回、この部分ですね、４回です。以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 前にも話したのですけれ

ど、やはり大事なことなので飛行機が冬期間飛ばな

かったりとか、おくれたりとかすると大変なことに

なるので、ある程度、日程に余裕を持ったほうがい

いというようなことを提案した経緯も私、あるので

すけれども、例えば今この３回ふえているとかとい

うのは別途行かれることなのですか、それとも行っ

たその延長として行くということなのか、教えてほ

しいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の今まで

の行った部分での延長ではなくて、当然、行政課

題、それぞれ課題等も違いますので、改めて行って

要望行動なり、ＰＲ活動、セールス等を行ってくる

という内容です。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

に、今の総務課長の答弁に対して私のほうから加え

て回答させていただきたいと思います。 

 今、行き先の何回のお話をしましたが、まずこう

いう話をしたほうが御理解いただけるかなというふ

うに思いますが、昨年から病院の特別交付税にかか

わります、廃止にかかわります陳情、要望、北海道

に道庁に２回ほど、あと総務省に２回ほど行ってこ

ういう経過措置を勝ち取ってきたという事例を紹介

したほうが早いかなというふうに思いますが、また

一昨年、また昨年と残念ですが実現はかないません

でしたが過疎地、地域の中央要望にも２年ほど前か

ら行かさせていただいております。 

 そういう全体の渉外経費、渉外旅費の中で、まさ

にこれまでこの２４、２５もそうですが、旅費とに

らめっこしながらいけるのか、いけないのか含め

て、そういうぎりぎりの状況でありましたことか

ら、そういう反省を踏まえてこれからも基盤整備事

業の早期完了や、また、農地防災の１８億余りの一

大プロジェクトもありますし、観光も含めてさまざ

まなトップセールスも含めてですが、さまざま町長

が担っていただく役割について、しっかりこれから

も先ほど言いました攻めの姿勢もありますことか

ら、せめてというか、旅費だけはしっかり確保した

上で、全部使えばいいということではもちろんあり

ませんで、ただ、旅費が確保されていなければ、申

しわけないですが出発することもできないというよ

うなことがないように私たち事務段階でしっかり議

論をして、こういう予算を組み立てたという内容で

ありますことから、１件ここからあっちに行って、

こっちに行ってという組み立ててでないことだけ御

理解をいただいておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間を３時３０分といたします。 

────────────────── 

午後 ３時１３分 休憩 

午後 ３時３０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ８７ページ、予約型乗合タ

クシー運行のところです。 

 ここは土曜日もということで、２３７万２,００

０円予算化されていますけれども、消費税アップの

関係も見ているのかどうか。今、２社タクシー会社

に委託しているかと思うのですけれども、運行回

数、２４８日掛ける１日８便掛ける２社、こうなっ

ておりまして、２社に委託しているのですけれど

も、そこら辺はどうなのでしょうか、消費税アップ

の関係も見ているのか、それと何か今、６１０円に

申請中であるということ、今５９０円ですか、１区

間ということも聞いておりますけれども、この辺は

どのように。 

 大変、これ交通弱者の方は喜んでいただけるのか

と思うのですけれども、ちょっとお伺いしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の予約型

乗合タクシーにかかわります御質問でございます。 

 昨年よりも２３４万７,０００円ほど伸びており

ますが、この部分につきましては、まず１点が昨年

の実績よりも、一昨年の実績に比べて昨年の実績が

かなり大きく上回ったということで途中で補正予算

も上げさせてもらったところでありますが、この部

分から推計しまして、いわゆるこれまでの運行部分

につきましては約３割の増ということで、この部分

で１２７万３,０００円を見込んでおります。 

 また、土曜日運行を新たにするということで、こ

の部分が５２日分、５２回分ありますので、その部

分で９０万５,０００円、それから消費税が４月１

日から引き上げになるということで、その部分の改

定増加分ということで１６万９,０００円を見込ん

でおります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、これからなので
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すけれども、ことしの実績はまだ未定ということに

なるかと思いますけれども、その本人が今２００円

ですか、町内２００円、町外にならなかったと思い

ますけれども４００円と分けておりますけれども、

それの本人負担というのについてはかえていくつも

りというか、そこら辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の乗合タ

クシーにかかる再度の質問にお答えしますけれど

も、本人負担については今のところ変更の予定なし

で行う予定であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ７７ページの定住移住の関

係で質問させていただきたいと思います。 

 先ほど同僚委員から１１５万１,０００円という

ことで、前年度から９８０万円ちょっと減というこ

とで、移住準備住宅の壁の塗装１００万円というこ

とで、それからいくと大体、例年どおりの前年同様

の予算の内容かなという感じがしています。 

 それで、ただ２４年に約４８８万円、移住準備住

宅ということで予算をかけて、２５年度も１００万

円かけて、約６００万円弱の金額をかけています。 

 したがって、これらがどのような形で活用されて

いるのかなということが私どもとしては一番、関心

を持っているところで、例えば移住促進計画の２３

年３月にできたものの、中期の計画の中で移住準備

住宅促進ということで、前期２３、２４の中では検

討、それから中期ということで２５年から２７年ま

では実施ということになっておりまして、それだけ

予算が約６００万円投入されたのかなという感じが

いたします。 

 それで、この準備住宅の利用状況、この促進計画

の中では教員住宅５棟１０戸を低家賃で貸すという

ことになっております。 

 したがって、それらの関係でその活用がどの程度

あったのかということで、まずお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ７番中村委員か

らの定住移住の移住準備住宅の活用状況ということ

で、２５年度、まだ途中でありますが、２５年度の

今の入居状況ということで御報告をさせていただき

たいというふうに思います。 

 うちのほうで準備しております移住準備住宅とし

ましては、旭町のほうに１０戸ございます。そのう

ち、現時点で、今３月ですので、今３月時点でその

うち入居されている方は１件のみということになっ

ておりまして、２月末で退去された方、去年の１０

月で退去された方ということで、今月で今、入居さ

れている方は１件という形になっております。 

 なお、江幌と清富に移住用ということで、地域コ

ミュニティー住宅もそれぞれありますが、そちらの

ほうにつきましては江幌では１件、清富では２件入

居をさせていただいているということです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 非常に利用状況が少ないよ

うな感じですけれども、とりあえずそれでは人数で

Ａさんはいつからいつまで、Ｂさんはいつからいつ

までということで、この移住準備住宅の利用状況を

ちょっと細かく説明していただけますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ７番中村委員か

らありました移住準備住宅の入居状況ということに

なりますが、２５年度分ということでありますと、

１世帯２名の方が、入居されたのが平成２４年の３

月から、退去されたのが２６年２月です、先月末が

１世帯２名いらっしゃいます。 

 それと、単身世帯１名の方が２４年１月から入居

されまして、２５年１０月１４日に退去されていま

す。 

 あと、今、入居継続している方につきましては、

１世帯３名で２４年８月１日から入居されている方

という形になっています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 非常にせっかくの投資した

ものが十分活用されない、ある面で宣伝等も悪いの

かというような気もしないでもないのですが、それ

では定住移住状況で、資料の４で移住件数５件、移

住人員８名という方のは、これを利用されているの

かどうか、ちょっと確認をしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ７番中村委員か

らありました先ほどの資料４の部分との連携であり

ますが、先ほどの資料４のほうの２５年度でいきま

すと５件、８名という部分につきましては移住準備

住宅のほうは含めておりません。 

 内訳としましては、町内に家を新築された方がこ

のうち３世帯、町内の民間アパートに入居されてい

る方が２世帯ということで、うちのほうで把握して

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 
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○７番（中村有秀君） 利用されていないというこ

とでございますけれども、黒松内の例でも出ている

のですけれども、移住しなくても来ることによって

短期間でもあれしていれば、それだけ経済活動や何

かがある、それからこういう町がいいところだとい

うようなある面での宣伝にもなるということにもな

ろうかと思いますけれども、現実の問題として２４

年、２５年で６００万円投資していても、こういう

状況ということで非常に心配をするのですけれど

も、ただ私、この移住促進協議会を通じてこの５

件、８名の方が移住されたのかどうか、それとも役

場をあれしてなのか。 

 というのは、偶然、私の友達が東京からこっちへ

来て民間アパートに入ったのです。だから、それは

単純に移住促進のための形で来たわけではないのだ

けれども、この中にカウントされるかどうかは

ちょっとわかりません。わかりませんけれども、移

住促進協議会を通じてこういう形なのか、その点、

ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ７番中村委員か

らありました定住移住の部分ということになります

が、資料４に記載をさせていただいております数字

につきましては、あくまでも相談窓口であります総

務課サイドで把握をしている部分ということで御了

解をいただきたいというふうに思います。 

 ですので、うちのほうで把握をしていなくて、い

わゆる促進協議会の構成の中でかかわって移住され

た方ですとか、あるいはまた個人的に来られた方に

つきましては、この部分については含まれていない

ということになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） この移住促進計画、すばら

しい計画書なのです、読んでみたら。 

 そうすると、この中期までにやることが３２項目

が中期によって実証すると、それから検討、下期

に、下期というのは平成２８年から３０年、これは

検討して実施するというのは２項目しかないので

す。そうすると、大半はやられると。 

 それからもう一つは、先ほど副町長や何かの答弁

の中で産業振興及び雇用対策ということで、これは

商工連携による産業の振興、企業立地の推進及び企

業支援、これらが上期では検討して、中期、言うな

れば２５年から２７年では実施ということなので

す。 

 そうすると今、２６年ですから、このまさに真ん

中の中でいかにやるかということで、行政執行方針

の最後の資料の中にはあらゆる施策を推進するとい

うことでなっています。 

 それでもう一つ、この移住促進計画の中で、この

少ない予算の中であらゆる施策を推進するというこ

とが可能なのかどうなのか、そのあらゆるという言

うなれば脇目もふらず、いろいろな施策を展開しよ

うという意気込みはわかるのだけれども、この予算

の中でどうできるかなという感じがするのですけれ

ども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の定住移住

の御質問に私のほうから、総合政策という観点で私

のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 移住促進計画にもありますように、先ほども発言

させていただきましたが、さまざまな施策を持って

来られた方も上富良野町に住んでおられる方も暮ら

しやすさをしっかり確保することで、移住定住が促

進されるというふうに先ほどお答えをさせていただ

いたと思いますが、それだけでは抽象的だと思いま

すので、その計画に基づいた内容で少し切り口でお

答えをさせていただきたいと思いますが、例えばそ

こにもありますように情報通信網の整備は移住定住

に非常に重要だというふうに書かれているかと思い

ますが、この２６年度予算においては全域の高速ブ

ロードバンド化もそうですし、また一つの例を申し

上げますと、移住して来ていただくことを支援する

ために、例えば商店に移住者が起業として、興すも

のについて支援を行う制度もこのたび初めてつくり

ましたし、また地域の方々のおもてなし、向上塾も

含めて、そういうものをひっくるめて全て申し上げ

る時間はありませんが、いわゆるあらゆる機会を通

じて、あらゆる施策を通じて移住者も定住者も観光

の分野も含めて、産業も含めてですが、そういう総

合的な施策をもって、この２６年度の予算編成を

行った点、御理解をいただいておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私、せっかく準備住宅がで

きたということで、できればこの相談件数できて、

その人たちが移住準備住宅に入ってということで、

できるだけある程度の期間、上富良野町周辺、十勝

岳を含めて回っていただいて、本格的に気に入っ

た、何とか住みたいわという環境を起こさせるよう

な状況にしていただきたいなという気持ちを大きく

持っております。 

 それで、今回のこの移住促進計画の課題の中に、

結局、移住準備住宅の周辺が非常に草が生えたり、

向こうの山のほうを見ればいいけれども、ちょっと
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日の出公園を見て下を見たら、もう草ぼうぼうで

しょう。そうすると、ああこんな環境かということ

で、入るときに草取りもしなければ入れないわとい

う環境では、非常に私は困ると思いますし、当然、

周りの教員住宅もそうなのです。 

 ですからやはり、移住準備住宅の壁を直した、中

も直した、中の備品も入れましたと、だけど周りの

環境が非常にやはりふさわしくないものですから、

できればことしは十分、あそこの環境整備について

力点を置いて誇れるような準備住宅、いらっしゃっ

てぜひ御利用くださいと言えるような準備住宅と環

境整備をぜひお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の移住準

備住宅にかかわります周辺の環境整備の関係であり

ますが、その部分については十分に配慮して対応し

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員 

○７番（中村有秀君） 教員住宅、毎年そうは言わ

れているのだけれども、そうなっているので、それ

では具体的にあそこの環境整備はどういう手法でや

るのかということをちょっと明確に答弁してくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員のどのよ

うな方法でということで、特に夏場におけます草等

の繁茂等がやはり多いのではないかなと、非常に周

辺の環境を悪くしているのではないかなということ

は考えられますので、その部分について十分に刈り

払い等をやっている回数をふやすなどして対応して

まいりたいと考えておりますので、御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ７７ページの高速ブロード

バンド環境整備という形で予算が計上されておりま

す。 

 これは資料に基づきますと、維持費、設備使用料

等が町と事業者間で協議されて、それぞれ経費ある

いは使用料等がやりとりされるというふうになって

おります。 

 経費でいけば、約８７０万円かかるという形に

なっておりますが、今後、このインターネットの接

続サービス利用料によってこの収入等が賄われると

いうことで、損益分岐点の状況によっては町側の実

質負担が発生する場合もあるというふうに書かれて

おりますが、この制度というのは、ここはどういう

ふうな解釈したらいいのか、具体的に収入と支出の

割合でいけばどうなるのかということをちょっとお

聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員か

らありましたブロードバンドに関します維持費関係

につきまして、お答えをさせていただきたいという

ふうに思います。 

 維持費関係の資料につきましては今、委員ありま

したように資料１０のほうにまとめさせていただき

まして、お示しさせていただいたところであります

が、基本、今回、農村部の整備を始めるに当たりま

してのスタンスとしては、いわゆる整備は町でしま

す、運営は民間にお願いをします。その段階で、基

本的に行政はいわゆるランニングコストは発生をし

ないという前提で業者と協議をしまして、プロポー

ザルの選定事業者ということで契約をしております

ので、今現在、その内容について実際、協議を進め

させていただいております。 

 こちらにつきましては、概算費用ということでお

おむね、仮に町が直接インターネット業を営もうと

すると年額８７０万円ぐらいのコストがかかるので

すよねということになりますが、今の時点ではこれ

を相殺できる、利用者がいると、いわゆる町の負担

が発生することはまずないだろうということをもっ

て、予算の議決をいただきましたら、具体的な整備

をどのぐらいの契約数が確保できるのかを踏まえて

業者さんと事業の本当にスタートするのかどうかを

決定するような形になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この説明によりますと、大

体、対象エリアの世帯数が７２０世帯という形で、

利用率が２５％という形の設定がされております

が、ここら辺のいわゆる収支の収益の分岐点という

形で捉えていいのか、当然、この２５％というのが

利用率という形になっておりますが、これは必要最

小限、ここは必要で、また経費については別だとい

う形になるのだと思いますが、この点、お伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員の

ブロードバンドの維持費の関係でございますが、こ

れにつきましてはいわゆる１８０世帯利用したらこ

のぐらいの費用がかかりますよということでの前提

でありますので、この件数がなければ町の費用が発

生するということではございません。 
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 実際に利用の見込みということで、今回の委託を

しておりました実施設計の中で、いわゆる対象地域

のアンケートというのも相手の業者さんにお願いを

しております。 

 その中で、対象地域はそのうち、アンケートの回

収をいただいた方が発送した部分のうち、約２００

名弱の世帯からアンケート結果返ってきまして、そ

のうち１２０件程度は利用したい、あるいはすぐ利

用しますよというような回答が寄せられたというこ

とになっておりますので、現時点ではアンケートで

１００件、１２０件程度ありますので、実際の利用

としてはそれを超えるのかなというふうに思ってお

りますので、今、それを踏まえて実際にどこまで契

約数が本当にあれば、いわゆる双方に費用負担が発

生をしないのか協議を進めているところなのですけ

れども、今の時点では何世帯だったら間違いないで

すというのはありませんが、基本、今押さえている

のは５０から１００の間で、どこで線を引けるのか

ということで今、協議をさせていただいているとこ

ろですけれども、見込みとしましては１００件以上

の方の利用は見込めるのではないのかなというふう

に思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これを運営するプロポーザ

ル方式で入札が実施されるということで、これはい

わゆるＮＴＴだとか、そういった一般的に言われる

そういう事業者になるのか、それ以外のブロバイ

ダー関係の事業者が入ってきて、またこういう接続

契約を結ぶようになるのか、そこら辺はどうなるの

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員か

らありました整備後の運営という部分の業者さんが

どうなのかということになると思いますが、資料１

０の前段のほうに書かさせていただいております。 

 今、実施設計をしていただいている業者さんを選

定するに当たりまして、昨年の７月にプロポーザル

で実施をさせていただいておりますので、これから

整備に向けてプロポーザルということではないとい

うことで御承知おきいただきたいというふうに思い

ます。 

 なお、昨年７月にそのプロポーザルを実施する際

の条件としましては、いわゆる整備後の運営、あく

まで公設民営で進めたいということで業者さんに応

募いただきましたので、基本は今、実施設計をして

いただいている業者さんが整備後の運営をするとい

うことで、整備をした場合なのですけれども、整備

後の運営はそちらの業者さんにするということで予

定をしております。 

 以上です。 

 済みません、それと整備会社の部分で、いわゆる

ＮＴＴさん、大手なのですが、はどうですかという

部分なのですけれども、ＮＴＴにつきましては基

本、有線サービスのみを提供しますので、今回、う

ちの町が予定をしております高速無線を使った部分

につきましてはＮＴＴさんについては参入ができな

いというか、してこないというふうになっておりま

す。 

 道内、あるいは全国的に私どもと同じような広範

囲のところを自前でやろうとした場合には、無線で

整備されているところというのもかなりあります。

道内も既に複数箇所で市町村でそれぞれ整備をされ

ておりますが、実質、道内で実績を持っている業者

さんというのは２社しかございません。ですので、

今、うちがお願いをしたときのプロポーザルのとき

もこの実績のある２社さんが参加をしてきていただ

きまして、そのうちの一方に、会社名は出しており

ますが、本社は別海になりますけれども株式会社

オーレンスに実施計画の発注をして、今、策定中に

なっているということです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ９３ページ、戸籍住民基本

台帳費のところでございます。 

 今、町内会加入状況は前年と比べてどれぐらい伸

びているのかわかりますでしょうか。ちょっとわ

かったらお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 ２５年の２月現在でございますけれども、住民基

本台帳上でいえば……申しわけございません、昨年

の９月３０日現在で４,７４１戸、そのうち町内会

に加入していただいているのが４,１９２戸、８８.

４％になります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ８８.４％、まだそれでは

１０何％の方が加入いただけていないということ

で、私、思うのですけれども、戸籍の窓口では転入

された人に町内会加入のチラシなど渡していただい

ているのです。一生懸命やっていだいているので

す。 

 それが、その人が町内会に加入したかどうか、戸
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籍係ではわからない仕組みななっているのです。そ

こなのです。 

 それで、やはり今、住民自治だとか、自治基本条

例でも自助、共助、公助なんていうことを言ってお

りまして、やはり町内会に全員加入していただいた

ほうが、やはり住民活動、住民自治を進める上でも

すごくやりやすいのです。 

 役場側から行政側から考えますと、やはりその人

が町内会に入っていようが、いまいが関係ないと思

うのです。役場、行政の方については、だからそう

いった何というのでしょうか、役場のほうでもわか

ねる仕組みづくりというのですか、そういうところ

を考えると何か住民と役場とがつながっていないな

という感じがしてならないのです。 

 職員の方も住民会に所属しておられますし、前か

ら私は職員の方の地区担当職員をということをよく

申し上げているのですけれども、そこまで手が回ら

ないといいましょうか、今、職員の方も大変少なく

なってきておりますし、そういった大変さというよ

くわかるのですけれども、どうもそのつながり方が

住民とちょっとつながっていないなと思って仕方が

ないのですけれども、そういったことがわかるよう

なシステムづくりというのはどうなのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の役

場と入られてきた方、そういう方々が町内会に入っ

て地域コミュニティーを一生懸命やられているかど

うかという部分については、私どものほうは交付金

をそれぞれの２５の住民会さんのほうに交付させて

いただいて、その中でコミュニティー活動を行って

いただくようにお願いしているわけであります。 

 それぞれ皆さん独自で町内会に入ってくださいと

いう新聞をつくったりというふうにも聞いてござい

ますので、そういう部分については町のほうにも町

内会入らない場合についてはどうしたらいいですか

という相談も町内会長からも受けたりもします。そ

のときは、今、村上委員が言われました窓口で新規

の方についてはそういうものをお渡し、また私ども

の窓口に来た場合は町内会長さん、こういうものが

ほかのところでもやっていますよということで、そ

ういうアドバイスをさせていただいておりますの

で、現状の中ではそういうものの対応をそれぞれ地

域コミュニティーをそれぞれがつくっていただくの

が一番というふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします。 

 今のマイナンバー制度等が動きとしてあるかとい

うふうに思いますが、こういったものの整備等にか

かわって予算も計上されているのかなというふうに

思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員か

らありましたマイナンバー制度にかかわる予算とい

うことでお答えをさせていただきたいと思います。 

 今、進められております、いわゆるマイナンバー

制度につきましては、いわゆるシステム改修だけで

はなくて個人情報にかかわる部分、多岐にわたると

いうことになっておりますので、行政全体にかかわ

る部分ということで、総務課のほうで担当主管をさ

せていただいております。 

 なお、今回の２６年度の当初予算に当たりまして

は、マイナンバー制度に伴いまして、システム改修

と大きな費用がかかるのですが、当初予算について

は費用がいわゆる開発元のほうから提示ができない

ということで載せてはおりませんが、今後、明らか

になっていく中で、今の予定では６月の補正で出す

ことで今、準備を進めさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いわゆる個人情報等の関係

で、セキュリティーの問題等がよく掲げられており

ますが、ここら辺もどういうような仕組みになるか

私自身もわからない点でありますが、情報の漏洩

と、いわゆる情報が一元化されるという形の方向に

進むのかなというふうに思いますが、この点もわ

かっている範囲でよろしいですが、お知らせ願いた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員か

らありましたマイナンバー制度の概要についてであ

ります。 

 今回のマイナンバー制度につきましては、単純に

いきますと日本にいる国民の方、外国人の方、法人

の方全てに１人１個の固有の番号を振りますという

制度です。 

 スタートにおきましては、いわゆる税部門と社会

保障部門でその番号を使いますよという制度になっ

ておりまして、単純にいきますと名前のほかに皆さ

んそれぞれ決められた番号がつくぞというような制

度になっているということで、昔でいいますといわ

ゆる背番号制なのかという部分になりますが、そこ

ら辺については今あります住基ネットの住基番号制

度が今の時点では全国全市町村入ったはずなのです

が、当時、スタート時入らなかった市町村があっ

て、最高裁で争われてきた結果、情報を１カ所で集
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めなければ違憲ではございませんという結果が出ま

した。 

 ですので、マイナンバー制度で１番、番号誰々さ

んはどこどこの誰々ですというのを国が１カ所で集

めるということはしないという制度になっていま

す。あくまでも、皆さんのお名前含めて個人情報は

各自治体が持っていますよと。ただ、そこにはそれ

ぞれ皆さんには見えない番号がつくという形になっ

ております。 

 その番号をではどう使うのかというふうになると

思うのですけれども、一番わかりやすい部分でいき

ますと税金の関係になります。税金ですと、お給料

がお勤めされている方は会社からお給料が出ます

が、会社のほうではお給料を支払ったら１年に１

回、税務署のほうに源泉徴収票を出すと思います。

お勤め１カ所であれば１カ所からしか行かないので

すけれども、いろいろなところでいろいろな収入を

もらいますと、ここからは１万円、ここからは１０

万円というふうになるのですけれども、その人に番

号がつきますので、誰々さん、１番の人はここでは

１万円もらっていました、違う会社では２万円も

らっていましたというふうになって、それが税務署

のほうで１番の人は５カ所から１０万円もらってい

ましたよというような所得把握がより適正になる

と、今の現状は申告ですので、もしかすると合算が

なっていなくて、法の網をくぐって変に税金を払わ

ないでいる人がいるかもしれないというような部分

で、そういうのをなくしましょうということでなっ

ております。 

 それと、あとマイナンバー制度の利点としまして

は、いわゆる給付、行政が行う給付サービス、通

常、今までいろいろな給付金ですとかを支給するこ

とが多々あると思います。原則は申請主義が主です

ので、これまで問題になりますが、申請に来ていた

だかないと払えないというのもやはり多々あると思

います。特に、臨時給付金等ですと御案内をして来

てくれても８割しか来てくれません、２割来ていま

せん、期限が決まったのでもうそれ以上、払えませ

んということが現時点では生じることになるのです

けれども、マイナンバー制度が始まりますと、ある

１番の人の所得状況とあるいは家族構成等がその役

所で把握できる、国が把握をするのではなくて役所

が把握をできるよというふうになりますと、こうこ

う、こういう世帯についてはこういう給付金をお支

払いしますというときが、こちらから変な話ですが

申請をしていただくのですけれども、より今以上に

積極的にこちらから待つのではなくて給付をする

と、それで給付漏れをなくすと、隅々まできちんと

した保障をするのですよというのも一つの目的とし

て掲げられています。 

 ただ、個人情報も私の個人情報は役所の誰々さん

が全部知っているのというふうになりまして、大

変、問題になりますので、次のステップとして今、

想定されているのが自分の情報がどこの役所でどう

いうふうに使われたかのかを、これはちょっと年数

がかかるのですけれども、いわゆるインターネット

上で確認のできる、マイポータルという制度も今、

これからつくられようとしております。 

 それには、この自分の情報がどういうふうなもの

に使われていったかというのが見えるようになるの

ですけれども、それをするためにどうするかという

と、今よりもより厳格にその個人情報をどう扱った

かというのをシステム化していかなければならな

い。 

 仮に私が、そういう給付金の仕事をしていくと、

今はパソコンとか紙ですので、台帳を見て、写して

とやると、その御本人さんはわからないのですよ

ね、今度はそういうのを全部機械を通して、誰が、

いつ、誰のどの情報を見たのですというのを全部記

録に残しまして、それを全部ためて、そのうち１番

の人から照会があったときには１番の人にその履歴

を全部照会されたときに全部明らかにするというよ

うな部分も想定がされています。 

 大きくある部分でいきますと個人情報の扱いも少

し変わります。今は、うちの町も含めて個人情報は

基本、守るというのが大原則で、いわゆる目的外利

用等は特定の場合を除き認めないというスタンスで

す。なのですが、今度のマイナンバー法が出ます

と、いわゆる今度は利用できる目的を法律で決めて

いきます。今ですと、そうしようと思っても私の情

報は出したくありませんと言われたら、そちらが勝

つのですけれども、今度のマイナンバー法に基づき

ますと、いわゆるこういうものに使いますというの

が決められますので、そういう部分につきましては

今まで個人情報保護法、あるいはうちでいうと保護

条例でだめだよと言っていたものについては、国の

法律のほうに合わせていく作業もなっていきますの

で、使う有益に使える部分はきちんと使う、守るべ

きものはきちんと守るということで、個人情報の見

直しもしなければならないという形になっておりま

すが、依然としてまだ日数はあるといってもかなり

大規模にいろいろな部分でやっていかなければなら

ないところがあるということで概要について説明さ

せていただきました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは８９

ページの防災資材庫の整備という形で予算が計上さ
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れております。 

 これは２階建てという形で下は小学校等の用具等

の収納、２階が防災備品等が収納されるということ

でありますが、不都合はないのかという話で委員会

等でお聞きしましたら、十分、不都合はなく、災害

時には物品の搬入が、出し入れができるのだという

ことの話でありますが、本来でしたら、やはり別棟

で建てて、こういったものに、災害に備えるという

のが素人目なのですが、基本かなというふうに思い

ますが、この点、もう一度確認しておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢委員の防災資

材倉庫整備に関する質問にお答えしたいと思います

が、町で考えた中身としましては災害発生時におけ

る緊急対応資材庫として、平常時の保管場所として

の設置をするものですが、通常、例えるとなると敷

地等の必要もありますし、今般、上富良野小学校の

改築にあわせまして物置等も建てかえるということ

で、あわせてやることがより合理的なものになると

いうことで、今回、そのような計画をさせていただ

いたところでありまして、いわゆる上富良野小学校

の位置からいたしましても、それぞれの今度、避難

施設に行く場所等にも中間地にもありまして、その

部分についての不便さはないということで考えてい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 上富良野小学校と併設する

ということでありましたが、この選定に当たっては

他の用地等の確保が困難だったのかなというふうに

思われますが、そういった選定というのはされたの

かどうかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢議員の防災資

材倉庫の整備にかかわる用地の選定でありますが、

現行の中で今、上富良野小学校が改築しているとい

うことで、当然のことながら現にある物置の建てか

えは必然的に起きますので、その部分を有効的に活

用するということが第一義的に考えまして選定をさ

せていただいたところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これ以上、どうにもならな

いのかなというふうに思いますが、いずれにいたし

ましても緊急時にはきちんとした対応ができるとい

うことで、それを信頼するしかないのですが、次に

お伺いしたいのは、ここに入る防災備品等はどう

いったものを想定されるのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（佐藤 清君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 必要な資機材につきましては、製品としては発電

機、投光器、ストーブ等ありますが、こういう部分

については共生レンテムさんのほうから借りれるよ

うな形になっておりますので、ポータブルストー

ブ、それから折りたたみ担架、それからベッド、毛

布、アルミロールマット、それから卓上コンロ、そ

れからランタン、それから非常用飲料水、非常用保

存食等を保管することになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１款会議費

から２款総務費までの質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に３款民生費の１００ページから、１２３ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １１７ページ、子育て世帯

臨時特例給付金交付事業ですか、これは消費税の関

係で対応になったと思うのですけれども、これは自

己申告によるものなのでしょうか、ちょっとそこを

お尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 対象者が申請をい

ただいて給付する仕組みになっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そうしましたら、やはり６

月ぐらいまでにちゃんと振り込みになりますよう

に、ちゃんとおくれたりしないようにしていただき

たいと思うのですが、その点はもう今から準備され

ていると思うのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 対象者が確定され

るのが税の確定時期を迎えると思いますので、６月

の中旬ぐらいが確定になります。受け付けは年度当

初から対象と思われる方の受け付けは随時、スター

トさせていこうと思っていますので、それで対象者

がきちんと確定すれば、なるべく遅れないように６

月の下旬、７月の上旬には給付が開始できるように

準備に努力をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 関連でお願いいたします。 

 今回の給付というのは消費税率引き上げに伴った

給付かというふうに思いますが、それで今回、これ

は１回きりという形の話であったかというふうにこ

こにも書かれておりますが、これは毎年度１回とい
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うふうに理解していいのか、今回だけだよというの

ではないのだろうと思いますが、その点ちょっとお

伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたしますが、今回１回限りでござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 担当課長に言ってもこんな

ことはどうしようもないことなのですけれども、今

回１回きりということで、消費税率引き上げはずっ

と永久に続く話であります。よほど政権が変わらな

い限りは。 

 そうしますと、やはりこの１回限りの給付で間に

合うのかという話でありますが、この点は担当の課

長として、国の制度の問題ですから何とも答弁しが

たいところはあるというふうに思いますが、印象と

してはどういう考え、印象をお持ちなのかお伺いい

たしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） なかなか、国の制

度ですので、私の印象をお答えする部分には非常に

どのような御答弁をさせていただいたらいいか悩み

ますけれども、一応、今回の給付をされる額等につ

きましては、国のほうで、一定程度そういう低所得

者なり、子育て世帯が消費税が上がることで、そう

いう下支えをするものとして国が一定程度の考え方

をもってその額の積算を出しておりますので、今回

限りそういう国の仕組みで給付をされるということ

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今回の１０８ページ等にお

ける、１０９ページにかかわってですが、恒久的な

支援策という形で改善がなされている部分がありま

す。 

 交通費部分だとか、保育料部分だとか、特定疾患

等の交通費部分だとかいうふうに見ておりますが、

前回も質問しましたけれども、いわゆる保健所との

関係で何級、何級だとかという形の申請する場合だ

とか、何かの、そういう場合の手数料がかかるもの

によってあるというふうに聞いておりますが、そう

いったものというのは実態としてどうなのかという

ところをお伺いしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ちょっともし私の

認識が間違っていれば御指摘もいただきたいと思い

ますが、現時点で保健所のほうに町民の方が何か申

請等、手続きをする中で手数料が発生するというよ

うなものはないというふうに理解をしております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 恒久的な支援策ということ

でちょっとこういう制度がどうなのかという話をさ

せていただきたいと思いますが、やはり高齢化とい

う形の中で冬場の除雪が非常に困難を極めていると

いう形になっております。確かに、ボランティア等

の方が入って高齢者の方や、そういう障がい者の方

に対する支援、いわゆる除排雪を行っているという

形もありますが、それでもやはり十分、行き届かな

いという部分があります。 

 今回の恒久的な支援策ということであれば、そう

いった一定程度、制限を設けながらも、例えば７０

歳にするか、７５歳にするかわかりませんけれど

も、障がいのある方だとか、年金の非課税世帯の方

だとか、所得の非課税世帯の方だとか、他の町村で

は一定、屋根の雪をおろす、あるいは裏庭の雪が窓

ガラスに当たるということで、そういった支援策を

とっているという自治体が実際にあります。 

 やはり、そういったことも含めた今回の恒久的な

支援策という点では、そういうものも対象にすべき

ではないかというふうに考えますが、早急にどうの

こうのという話ではありませんけれども、実態が上

富良野町でもそういう実態がありますので、その

点、ちょっと答弁も願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の恒

久的な生活支援策に関連して御質問をいただきまし

た。 

 これまでの議論の中でも何度かお答えさせていた

だいてきておりますけれども、私たち町のほうも今

回、新年度に掲げましたこの六つの事業が全て恒久

的な生活支援策というふうに考えているわけでもあ

りませんし、既存の今、いろいろなサービスのメ

ニュー等ありますけれども、そういうメニューを

ずっと一通り検証した中で、特にこういうものをま

ず手がけていくのがいいのではないかということで

ピックアップさせてもらって、見直しなり、新たな

もので加えさせてもらった事業含めて、今回、６事

案を提案した内容になっております。 

 当然、こういう仕組みをしっかり困られた方を支

えていく仕組みをこれからも引き続き見直しの必要

なものは見直していかなければならないものであり

ますので、特に今、委員からの御指摘のあった冬季

の生活の中で除雪というのは大変、大きな課題に

なっております。在宅福祉事業の中の除雪サービス

も年々、今年度の予算でも在宅福祉の事業の中で少

し除雪のサービスが実績の状況から少し上乗せをさ
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せてもらっている予算組をさせていただいておりま

すけれども、これらについても一定程度、条件に

整った方がサービスの対象になっておりますので、

いろいろな仕組みを検証しながら、こういう恒久的

に困られ方、いろいろな生活の課題を抱えている方

が安心して暮らせるような地域づくりに引き続き努

力をしてまいりたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 町長にこの点、お伺いした

いのですが、町長としてはどのような見解をお持ち

なのか、答弁をお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 私の理念といたしまして、常に町民の皆さん方、

生活実態を把握させていただいた中で、やはり一方

では町民が共に支え合うという仕組みもしっかり強

くしていく、さらには公的なお手伝いが必要な部分

については、これは不断に見直しをしなが充実させ

ていくということもあわせて、日常の行政運営の中

の基本としておりますので、これは常にそういう思

いを持って行政運営させていただいているというふ

うに御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０１ページの町福祉協議

会補助という形で、福祉協議会が行っている真心

サービスというのがあります。 

 直接は、町とはかかわりがないと言えばそうであ

りますが、この利用体系、利用金額を見ますと、衣

類整理で約６,７５０円という形でなっておりま

す。例えば、どんど焼きで利用すると１,５００円

だとか、非常に１回の利用単価が高いという状況に

なっています。 

 今、やはり年齢によって身の回りの整理ができな

いという方も非常に多くなるという状況の中で、恐

らくこの生活支援事業という形のところは、これか

らもっと伸ばす必要があるかというふうに思いま

す。 

 その上で課題は、やはりこの利用料が障がいにな

るのかなというふうに思いますが、こういった部分

については町としても確かに福祉協議会等において

人件費部分相当だとか、経費部分を見て一生懸命支

援策もとられているかというふうに思いますが、や

はり今後の展開を考えた場合、こういったものに対

する負担軽減策、利用を促すという点でもそれなり

の軽減策を町としても支援するということが必要か

というふうに思いますが、この点、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 社会福祉協議会が独自のプランで独自で行ってい

る真心サービスでありますので、現行の社会福祉協

議会が実施されている真心サービスの事業に対し

て、その現行の事業に対して町が支援を行うという

考え方は現時点では持ち合わせていないところであ

ります。 

 ただ、今後の今、介護保険の改正等の状況等を見

た中で、こういうふうな地域でいろいろ支えって仕

組みというものは非常に大切なものになってくると

いうふうに理解しておりますので、私どもと社会福

祉協議会事務局レベルの中では、今、社会福祉協議

会でやっている、こういうすばらしい真心サービス

のような、こういう事業が地域全体で広がっていく

ような、例えば今はこの真心サービスの社会福祉協

議会のヘルパーステーションを利用されているお客

様に限っての利用のものになっておりますけれど

も、例えば社会福祉協議会のボランティアセンター

さんが中心になってこういう事業を地域全体で支え

るような、そういう仕組みをぜひお互いに勉強して

いきたいなと、研究していきたいなということで、

事務局レベルで議論をしている最中でありますの

で、そういうものがなるべく早くそういうことに立

ち上がっていけれることを私たちも応援していきた

いというふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後の人口減少等を考えま

すと、ボランティアだけで十分賄えるような状況に

ならない部分が恐らく出てくるのだというふうに見

ております。 

 そうしますと、一定部分、やはり行政がこういっ

た部分に対するてこ入れを行った支援策というのも

当然、必要でありましょうし、ただボランティアだ

けで問題は解決するような内容でない状況も見受け

られますが、こういった部分含めて全体的な支援策

というのをもう一度、協議しているという話であり

ますので考え直す必要があるのかなと思いますが、

この点、答弁お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、まさにそうい

う仕組みを何とかと地域の中でつくっていきたいと

いうことで、社会福祉協議会とも議論している最中

であります。 

 その中で、町が社会福祉協議会、ボランティアセ

ンター中心になってそういうのを組み立てていきま

しょう、全てボランティアといっても一定程度の

サービスを行うわけですから、無償のボランティア

ということにはならないと思いますので、一定程



― 53 ― 

度、利用される方からも有償で一定程度の料金とい

いますか、そういうものをいただきながら、また、

例えば公的に応援するものが必要なことがあるとす

れば、そういうことも含めて議論していかなければ

ならないというふうに理解しています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） ＡＥＤの話です。最終的

な質問というような感じで。 

 実際には衛生費だろうと思うのですけれども、衛

生費のところに今回、ＡＥＤが載っていませんの

で、この民生費のところに３カ所載っていますよ

ね、だからそういった意味でここで質問してよろし

いですか。 

 ＡＥＤですね、私は前回の質問、ちょっとあやふ

やな、ちょっと記憶もあやふやなところがあるから

確認も含めて、公共施設に全部配置したのではな

かったと思うのです。今まで配置している数を、こ

れからの配置計画、そういったものがあればまずお

聞きしたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ＡＥＤにつきまし

ては、現在、公共施設１６施設にＡＥＤが設置をさ

れている、町内の状況にあります。 

 当然、民間の事業者さんでもＡＥＤを設置されて

いる方もありますので、町全体では多分、二十数カ

所にＡＥＤがあるような状況にあると思いますし、

基本的に役場庁舎に例えばＡＥＤ設置されていませ

んよね、こういうところはすぐ隣に消防があります

ので、ＡＥＤ使うよりも救急隊がすぐ来るというこ

とのほうが効率的ですので、そういう部分で設置が

必要ないという、そういう施設もありますし、今年

度におきましては子どもたちが不特定多数の子ども

たちが利用する、私たちの関係の部分では子どもセ

ンター、それから東西の児童館にＡＥＤを設置する

という計画で、今年度の予算で上程をさせている

と、そういう状況にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 何となくわかったような

感じがしますけれども、ということは今年度その２

カ所、３カ所で、公共施設的にはもう配置は終わる

という認識でよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えいたしま

す。 

 私たちのほうで考えている公共施設、どこにでも

全部くまなくあれば一番いいのかもしれませんけれ

ども、一定程度不特定多数の方が配置をするような

ものについてはおおむね完了できるのではないかな

と、ただ更新等もありますので、例えばかみんにつ

いても今年度、更新もありますけれども、引き続き

配置をしていくという施設についてはおおむね配置

ができるのではないかなというふうに考えていま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。町の計画

ですね、公共施設のどこにどこ置くというのは、そ

れは適切に考えられているということだから非常に

よいとは思います。 

 こういったものは逐次、設置していかなければな

らない、予算的な関係なのかどうか知りませんけれ

ども、本当は一遍に設置したほうがよかったと思う

のです。 

 なぜ、同時に設置できなかったのか、何か理由が

あったなら教えてほしいと思いますし、やはりＡＥ

Ｄというのは、心室細動、これがやはり異常を来し

たら正常な脈に戻すための電気的なショックの機械

だと思いますので、これは極端な人が、神様みたい

な人がいて自分の心臓マッサージで助けたという人

もおられますけれども、やはりＡＥＤは必要だと思

うのです。 

 そういった観点からもう一つ聞きますと、いつそ

ういう心室細動が起こるかわかりません。だからや

はり、前回、これも聞いたのですけれども、要する

に人がいないときにかぎがかかってしまいますよ

ね、こういったときに何か緊急の場合、こじ開けで

もできるような何か予備かぎをどこかに置いておく

とか、多分、無理だろうと思うのですけれども、そ

ういったことは何か改善するようなこと、前回から

今までかかって考えられたかどうか、そこを含めて

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 多分、ＡＥＤにつ

きましては、公共施設に配置をされているＡＥＤが

日中であれば職員なり、そこの施設の管理をされて

いる方がいらっしゃって、そういう明るい時間に何

かその近くで急に倒れられたりして、ＡＥＤを利用

するようなときには、すぐ利用ができるような状況

にあると思いますけれども、多分、昨年の御質問に

いただいて、多分、同じような答弁をしているので

はないかなというふうに思いますが、夜間に倒れら

れて、その施設はもうかぎが閉まっているよという

ときには、なかなか施設の管理上、そういうことと

いうのはなかなか難しいということで、どうしても

そういう場合は消防のほうに救急隊をお願いすると

いうことが現実的な対応になるのかなということ

で、なかなか不特定多数の人がここにかぎがありま
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すみたいなことというのも、検討の中では、施設の

管理上はなかなか難しいものがあるなというふうに

理解をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員のＡＥ

Ｄのなぜ一気に導入しなかったということでござい

ますけれども、それぞれの施設の状況に応じながら

順次、予算要求に基づいて査定結果で配置してきた

ところでありますので、ＡＥＤの重要性については

今、委員おっしゃるとおりでありまして、今般、最

初は購入とか寄付とかで設置してきましたけれど

も、なかなかすぐ機械も機器更新していかなければ

ならないということで、今は借り上げによる対応が

主流になってきておりまして、本来ならいっぺにや

りたいところでありましたけれども、結果的に今年

度導入することで全部そろうということで時間はか

かりましたけれども、整備をさせていただいたとい

うことで御理解をいただきたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今の関連でございます。 

 昨年の予特で岡崎課長がＡＥＤの設置はどうかと

いうことで、今、今村議員が質問したのです。そう

すると公共施設には１５ありますと、それから民間

では５カ所ありますという答弁なのです。 

 それで今、石田課長の説明では１６施設に１６あ

るという理解の仕方なのか、その点ちょっと確認し

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 去年、岡崎担当課

長が１５と多分お答えしたのは、町の公共施設が１

５というふうにお答えしたのではないかなと。私た

ちのほうの答弁と１５というのは、多分、町の公共

施設ということでお答えしたのではないかなという

ふうに思うのですが、上富良野高校、道立の施設と

してそちらにもＡＥＤが設置されていますので、公

共施設全体で見たときには１６カ所ということで御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １６施設と、今、課長のお

話では１５だけれども上高も入れれば１６というこ

とで理解をしていいのかなという気がしています。 

 今回、予算書を見て非常に特に民生費の３款の中

でかみん、東児童館、子どもセンターということで

新しく新設をしております。 

 それで、新設の中で予算書を見ると東児童館、子

どもセンターは６万７,０００円の予算計上でかみ

んのほうは７万７,０００円ということで、非常に

精度がいいのかどうなのか、その点の７万７,００

０円と６万７,０００円の比較の内容についてお聞

きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ７番中村委員の

ＡＥＤの設置借り上げの費用の額の違いについての

質問にお答えさせてもらいます。 

 かみん、福祉総合センターにつきましては、委託

業者に施設の管理をお願いしていますが、常時、管

理人室に配置されているわけではなくて、管内を移

動して歩かれるものですから、週末等におきまして

は不特定多数の方が利用している施設なので、どな

たかがそのＡＥＤを使う機会を得るかもしれないと

いうことで、こちらの機械については性能がワンラ

ンク上の音声ガイダンスつきモニター画面表示とい

うことでの借り上げ費を予定して予算計上させても

らっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実に今回の予算書を見る

と６万７,０００円から教育委員会の関係は６万９,

０００円、今回のは７万７,０００円と、精度がよ

ければ、できればその音声に従ってやれるというの

であれば、できれば新設のところも極端に言えば素

人が突然ある程度ということになってくると、とっ

さの判断ということになると、１万円高くてもそう

いうもののほうが私はいいのかなという気がしてい

ますけれども、その点いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問に私のほうからお答えさせてもらいます。 

 先ほど、うちの担当主幹のほうでほかの施設と

今、かみんのほうで設置する施設のＡＥＤのワンラ

ンク上の違う機能のものということでお答えをさせ

ていただきましたが、これはそういうことではなく

て、同じように今年度、教育委員会で更新を予定し

ているＡＥＤも子どもセンターに新たに設置しよう

としているＡＥＤもかみんのほうに設置するＡＥＤ

も音声ガイダンスつきのＡＥＤを予定をしてござい

ます。 

 それぞれ予算を計上する段階において、それぞれ

の所管で予算をそれぞれの業者さんのほうから見積

もりをいただいて予算計上をしております。そし

て、子どもセンター、それから児童館については三

つ一遍に購入をするということでの見積もりでした

ので少し安い見積もりをいただいたということで、

ただ、予算、これは私が最終的に調整をして、でき

れば全部そろった予算の計上になることが可能だっ

たというふうに今、反省をしているところですけれ

ども、最終的にも予算が全てまとまった以降、教育
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委員会等にも声をかけて全部合わせて購入すること

で少しでも安い料金になるのではないかということ

で今、それぞれＡＥＤを導入いただける業者さんと

いうの一定程度決まっておりますので、そういうこ

とで教育委員会とも連携計って統一で５台まとめ

て、買うときにはどういう値段になりますかという

ことで、再見積をいただきましたので、今、それぞ

れの施設で予算計上した額よりは、一定程度安く決

算は迎えられるというふうに理解をしているところ

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今回、ＡＥＤですね、九つ

予算に計上されています。したがって、６万７,０

００円が総務課の防災対策で泉栄センター、あと７

万７,０００円が今、石田課長が言った保健かみん

に７万７,０００円、それから東児童館、子どもセ

ンターが６万７,０００円、それから中学校の管理

費では６万９,０００円、公民館６万９,０００円、

社協センター６万９,０００円、体育施設でパーク

ゴルフ場は６万９,０００円、こういう形でなって

いますので、今、石田課長の言うような形で、でき

れば統一した形で同じ業者で保守や何かもちゃんと

できるような形をできれば調整してほしいと思うの

ですけれども、総務課長、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員のＡＥＤ

の共通する管理の部分でありますけれども、この部

分につきましても予算の取りまとめている段階で同

じようなものが、あるときにはそういうところを調

整する立場であるものとしては、今後につきまして

はその部分について十分留意しながら、今、保健福

祉課長が申し上げたとおり一括して対応することで

の管理が一番望ましいと思いますので、その旨につ

いては調整をしてまいりたいと思いますので、御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 当然、予算は予算でござい

ますから、あとはできるだけそれぞれ所管同士で話

し合いをしながらお願いをしたいと思います。 

 それで委員長、次の質問に移っていいですか。 

 １０７ページの高齢者事業団の関係です。私も何

回か高齢者事業団に行きますけれども、あそこの事

務所は今後もある程度、何年間は使う予定というこ

とで考えておられるのかどうか、ちょっとお聞きし

たいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問にお答えします。 

 特に大きな変化要因等がなければ、引き続き利用

いただくことで予定をしています。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実にあそこの裏玄関の出

入り口、屋根がストレートになっていて、雪から雨

から、玄関の出入り口にあれして、あそこにたまる

のですね。できればあの屋根をこういう形でもっ

て、両脇に分けるような形の改修をしてあげたらど

うかなということを、行くたびに思っているのです

けれども、その点、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えいたしま

す。 

 私どものほうも当然、子どもセンターとして利用

している施設ですので、必要に応じて必要な改修は

心がけてきておりまして、なかなかちょっと事業団

の裏玄関のほうを私もちょっと目にしてどういう状

況なのかというの把握していませんが、今のような

委員から御指摘のあったようなことを事業団のほう

からちょっと私どものほうに声をかけられた経過は

ありませんので、そのようなことがあるすれば事業

団のほうとも調整しながら、何か不都合があるので

あれば簡単に直るようなものは、既存の経費の中で

対応は可能だと思いますけれども、とりあえず今、

私どものほうでそういう事業団のほうからそういう

御要望をいただいたことはないのが現状でありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私が行ってあれして、あそ

この職員にも聞くと、本当は直してもらいたいのだ

と、でも玄関の外にもこんなでっかいつるはし置い

てあるのです、たれてきて今後は朝になればあれだ

から。そういうような状況になっているので、すぐ

あそこをどこかに移すというならいいですけれど

も、まだ当面、いるというのであれば、すぐという

ことではないけれども、基本的に考えてほしい、そ

してやはり現場を見てもらって事業団と話をしてほ

しいということでございますので、その点、よろし

く御配慮をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １０７ページから１１１

ページにかかわります、今回のいわゆる恒久的生活

支援の事業にかかわる予算の件でちょっと御確認と

いうか、考え方をお伺いしたいのですが、２５年度

から比べますと約６７０万円ほどふえている、その

うちの大多数４６７万円というのは新規事業におけ

る、いわゆる社会福祉法人等による利用者軽減制度

というものが道費を入れながら取り組んでいるとい

うことで、ぜひこういったものは大きく今後とも、

もっと早くこういったものを活用できればよかった
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のかなというふうにも考えております。 

 実際、この重度身障者タクシーから保育料も含め

た寝たきり老人のおむつまで、合算すると大体２０

０万円弱程度の実際の上乗せ金額なのかなというふ

うに積算しているのですけれども、一つ、まず１

点、確認したいのは、これはあくまでも対象者はそ

んなに大きくふえてはいないということでよろしい

のでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、御質問のあった重度身障者タクシーから、お

むつの購入費助成事業、五つの事業は既存の事業の

拡充策でありますので、対象者は大きく伸びている

とか、そういうようなものではないということは委

員の御発言のとおりであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） いわゆる、町長の考え方と

いうことで、既存の事業、これを若干、拡充すると

いうことで、当然、その対象者になる方については

非常にいいことであるというふうに一定程度、私も

理解いたします。 

 ただ、やはり今後において、この社会福祉法人に

よる利用者軽減というものを行っておりますが、い

わゆるこの５事業の対象外の生活弱者といいましょ

うか、低所得者の方、また高齢者の方々、これらに

対する今後においての恒久的な生活支援というもの

ということはどういうふうに捉えているのかという

ことをちょっと御確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 私どものほうで今

年度から、新年度から、この恒久的な生活支援事業

というもので考えたのは、これまでもたびたび答弁

させていただいておりますけれども、いろいろな生

活課題を抱えたときに安心して暮らせるために、い

ろいろな今現在のいろいろな支援をする仕組みがあ

ります。 

 これ以外にも多くのものが例えば予防接種でも何

でも非課税世帯の方については無料ですよというふ

うになってきて、いろいろな仕組みを持ってそうい

う低所得者のサービスが行き届くような、低所得が

あるがゆえに、例えばそういうふうに予防接種を控

えなければならないというような判断にならないよ

うな、そういう支援策はこれまでもとってきたわけ

でありますし、特に今回、そういう既存の事業をも

う一度しっかり見直してみなさいということで、そ

の中で特に課題等が発見されるものは、そういう課

題を解決できるものはいち早く解決できるようなこ

とを仕組みとして整えるということでいろいろと研

究しながら新しい年度においてはこの五つの事業を

一定程度、拡充策をプランとしてまとめて御提案を

させているということであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ですから、何度も言うよう

に、この五つの事業、否定する何者もありません

し、当然、そのような課題を抱えられた住民の方が

今後ともますます安心してこの町で暮らしていける

ということの、その方策、これはいいのです。 

 私が聞きたいのは、例えばなのですけれども、高

齢者世帯で老老介護をしながら認知が進んでいっ

て、そういった対応がなかなかとれないという、そ

ういう家庭もたくさんいるわけです。 

 そういったところをもう少し裾野を広げたい、

もっと言うと同僚委員も再三再四いろいろな場で説

明しておりますが、電気料金も上がっております

し、ましてこの厳冬期に灯油の高騰などもあるので

す、そういった政策が本来であれば先なのではない

かなというふうに、私は個人的に考えます。 

 今回、この予算の上がってきたもの、これは先ほ

どから言うように一定程度評価しますが、今後にお

いて、例えばそういった部分、もう少し裾野を広げ

る、いろいろな努力によって公共施設であったり、

道路であったり、橋であったりとかというもの、非

常に有利な国の交付金の中でやっていきながら、財

政力も高めていった中で、本来であればもう少しそ

ういう弱者のほうに裾野を広げた政策というものを

やるべきではなかったのかなというふうに考えます

が、今後においてそういう予定があるのであればお

聞かせいただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の恒久生活

支援の関係についての御質問に私のほうからお答え

をさせていただきたいと思います。 

 基本的な認識については今、保健福祉課長から申

し上げましたとおりでありますが、まず１点、町が

低所得者の生活支援のために現金をもって支給する

ことというのは、選択肢の中にはまずないというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

 このたびの国がやるような消費税を中心に１万

円、それに支給しますというような、現金を支給す

ることは選択肢にはないと。 

 一方、今、今回６事業を中心に低所得者の方々の

さまざまな生活のリスクをしょっている方々におい

て、地域で住みやすく、長く住み続けていただくた

めの政策を今回、６事業を中心に行ったと。 

 今、保健福祉課長の発言にもありましたように、

一方、今、既に低所得者の高齢者を中心として、例

えば例を挙げますと予防接種の例も今挙げましたよ
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うに、あと例えば先ほど話題にありました除雪サー

ビス、在宅福祉サービスで行っている除雪サービ

ス、１００戸ぐらい実施をしているかと思います

が、そこについても町民税非課税の世帯の方々を対

象として除雪サービスを、町の施策に委託費で社会

福祉協議会に委託している制度であったり、もっと

例を挙げますと介護保険のサービスの負担、一定額

を超えるような方々については非課税世帯に補助を

直接、出す制度も持っておりますし、今、金子委員

がおっしゃった今回の６事業が全て低所得者の方に

出るものだけではなく、既存にそういう私、今、三

つほど例を挙げましたが、さまざまな低所得者の

方々に既に施策が打たれているということも一方で

御理解いただいておきたいと思います。 

 また、今回は非課税世帯を中心にやっているわけ

ではもちろんありませんが、高齢者の生活を支える

という部分では、今、予約型乗合タクシーを土曜日

運行することも含めて、これも非課税世帯、課税世

帯の方ももちろん乗っていただくのですが、そうい

うことも含めて、またこのたびの４０歳以降、６０

歳までの歯科検診もしかりですが、そういう総合的

な政策をもっていわゆる生活支援を向上策をしっか

り支えていくのだということも、この６事業に限っ

てどうも思われがちですが、そういうことも総合的

に御判断をいただいておきたいというふうに思うと

ころであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 副町長おっしゃるのも十分

わかっています。町としていろいろなところの政策

事業にこれまでも捉えてきたというのも、私もその

予算、決算書見ながら評価もしますし、それから６

事業のうちの５事業が特にちょっとでこぼこありま

すけれども、ちょっとボリュームをつけたというと

ころでなのですけれども、何ですか、私が言いたい

のは元気なのだけれども頑張っている低所得者の方

というのが意外になかなか日の目が当たらないとい

うか、本当に大変な思いをされながら、納税の部分

でもそうですし、本当にぎりぎりの生活をされなが

らきちんとそういった義務も果たして、病院に行く

のもタクシーも使わず、腰を曲げながら歩いてい

らっしゃって、本当に頑張っていらっしゃる人もた

くさんいるということを御理解していただきなが

ら、本当にそういう裾野の部分を網羅できるよう

な、そういう政策を今後においてきちんとできるか

どうかというところだけ最後にちょっと確認とりた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 このたびの事業、あるいは先ほど申し上げました

既存の事業が全てだというふに思いませんし、ま

た、高齢化社会を超高齢者社会を今現在、上富良野

町においては２７.数％の高齢化率ですが、もう５

年も１０年もしないうちに３人に１人が高齢者とい

う社会になるわけですから、不断の努力、あるいは

町民の方々の思い、そういうことをしっかり私たち

も町総掛かりでそういうことをしっかりと支えて、

これからも支えていくことを前提に、さらに私たち

も政策をそれぞれ組み立てていきたいというふうに

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この６事業について、改め

てお伺いいたしますけれども、今回のその対象が課

税世帯も対象という形になっている部分も見受けら

れます。 

 他のバランスでいけば、そういった非課税世帯、

あるいは課税世帯が除排雪の恩恵に受けないという

ような問題も当然、全額実費負担という形にもなり

ます。 

 そういうことを考えたら、課税世帯であってもこ

ういった事業の内容によっては、そういった対象に

なるという、このバランスという点ではまだ１点、

お伺いしたいのですが、どうだったのかということ

をお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 当然、委員おっしゃるように一定程度、私たちの

ほうでどこかでいろいろな施策を打つときに、必ず

どこかで線を引かなければならない部分というのが

どうしてもありますので、その線のぎりぎり入る

人、ぎりぎり入らない人というところで、どこで線

を引いてもそういう矛盾といいますか、そういうも

のがどこかで出てくるのはいたし方ないことだなと

いうことは御理解いただけるとは思うのですけれど

も、当然、委員おっしゃるように課税世帯であって

も本当にぎりぎりの生活をされている方ということ

は十分、理解をしているつもりでありますけれど

も、私たちのほうで今回、いろいろと内部、それか

ら理事者も含めて議論させてもらって、くみ上げた

仕組みが２６年度についてはこの６事業ということ

であります。 

 また、先ほど副町長のほうからも答弁いたしまし

たが、私たちのほうもこの６事業が全てだというこ
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とで理解をしているわけでもありませんし、これ以

外の当然、既存の事業でいろいろな仕組みを支えて

いるものもありますし、こういう議論の中で私たち

がまた新たに気づかせていただける課題等踏まえて

見直さなければならない、既存のメニューの中で見

直さなければならないものについては、引き続き内

部で議論をして、必要な見直しを私たちのほうで感

じるものについては理事者のほうに私たちの考え方

もぶつけていくのはそれぞれ所管の私たちの業務だ

というふうに理解しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 恐らく町はこれ以上のもの

はもうしばらくは恐らくしないという形の話だとい

うふうに思います。何回言っても除排雪について

も、それは課税されているから、それは人は払わな

ければならないのだということを言っておきなが

ら、一方でこういったものに対しては、そういった

世帯に対しても補助をするというような矛盾だらけ

の内容であります。 

 保育料についても、それでは第４階層だけが負担

感があるのかといえば、決してそうではないという

話になりますよね、担当課長。 

 そうすると、果たしてこれでいいのかという形に

なるわけです。せっかくいいものが出たけれども、

やはり一方でこういった矛盾を持ちながら、なんで

もあるのかもしれませんが、私は矛盾だらけだとい

うふうに言わざるを得ないので、やはりもう一度、

全般を見直した政策の展開を本当に必要なものとい

うのはまだまだあると思います、同僚の委員も言わ

れたように。 

 そういった意味では、もう一度この全体を見直す

必要があると思いますが、この点はどうでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 既存のメニュー含

めて不断の見直しをしていくことは、それが私たち

の仕事というふうに理解しています。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） どうしても先ほど同僚の委

員さんたちがＡＥＤの質問をされていたので、私が

聞こうと思ったことは大体理解できたのですけれど

も、一つどうしても疑問に残るものがありますの

で、それを伺います。 

 ＡＥＤの今回の設置なのですけれども、それは大

人用として考えていらっしゃいますか、それを

ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 大人も子どもも両

方使えるＡＥＤになります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） １００ページから１０１ペー

ジで社会福祉費の中の民生委員ちょっとお尋ねした

いのですけれども、このいただいた資料の１１民生

委員の補助金の中ですけれども、この科目、報償費

なのですか。資料ありますか。これは活動費という

ことになったのだと思うのだけれども、その点はど

うなのですか。活動費になると源泉税は発生しない

はずなのですけれども、これ報償になると源泉が発

生するということになりますけれども、あくまでも

報償費で出しているということでとっていていいの

ですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 大変申しわけあり

ません。資料の科目のところに報償費となっていま

すが、これは活動費という間違いであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 去年、これ報償費から活動費

になったはずなのです。この内容変更して、いわゆ

る民生委員の方々に源泉徴収がかからない、活動費

になるとこれ源泉徴収されない、報酬で払うと源泉

徴収される、これが仕組みなものだから変えたはず

です、わかりました。 

 それで、ついでですからここでちょっと質問させ

ていただきます。 

 従前３２名だったのが児童民生委員も含めて３４

名になった、数年前だったと思います。それも改正

して、現状にあわせて増員もしたということは理解

しています。 

 それにあわせて今、申し上げた報償費を活動費に

改める、なおかつ少ないのですけれども報償の額

も、活動費の額も上げたという中身だと思います。 

 ちょっと中富良野の現状といいますか、お聞きし

ましたら、ことしの予算の中にまたと言ったらおか

しいのですけれども、アップをしたというような状

況が聞こえてきました。上富良野の町が会長が１万

円、ことしの場合は、これはやむを得ないのだなと

いうふうに思いますけれども、近い将来に向けての

検討ということでお話をさせていただきたいのです

けれども、中富良野さんは会長職が１万６,０００

円に改めたと、委員の方が１万３,０００円、そう

いうふうに改正したという話を聞きました。中富良

野も私の上富良野と同じように数年前に改正してい

るのです。 

 従前、６,０００円の日当という支払いの仕方を
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していたのですけれども、１万円に増額をしたと、

１万円の日当というのは余りにも大きすぎるという

ようなことで報償費として支払いをしているという

ような状況が見えてきました。ことしの予算にまた

増額をして会長さんに実は委員の方も含めて１万

６,０００円にアップをしたと、こういう中身だそ

うであります。 

 隣の町と競争せいとか、同額にせいとかというこ

とを言っているのではなくて、隣の町と比較した場

合に上富良野町の人口も健全な方含めて１万１,５

００人ぐらいの状況です。これで、少子化とは逆に

高齢社会ですから、民生委員さんの守備範囲という

のは、極めて活動範囲というのはふえている、極め

てふえている。郡部と町の方の民生委員さんの方の

活動も幅も相当違うと、すぐに先ほど申し上げまし

たけれども、増員をせいというのでなくて、せめて

この活動費の見直しを検討していただけないものか

と、このような提案ですけれども、いかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、谷委員のほう

から御質問のいただいた中身で民生委員が３２名か

ら３４名になりましたよというのは前々回のちょう

ど改選期の２２年の１２月から３２名から３４名に

変わっております。 

 ２４年度から報酬といいますか、活動費といいま

すか、それも一定程度、会長職であれば前回までの

ルールであれば報償費が１万円、活動費が１,００

０円ということで、１万１,０００円から活動費１

万３,０００円という形で、２４年度から改正をさ

せていただいた内容であります。 

 民生委員協議会の中でも今、委員のほうから御指

摘があったように、２２年度に一定程度、少し区割

りも見直した中で３０地区から３２地区、児童委員

が２名いますので３０地区から３２地区という区割

りをさせていただいた中でも、それ以降もやはりど

うしてもたくさんの世帯を抱える地区ということ

で、また地区のことを少し考えていかないとなりま

せんねというのは、民生委員協議会の中でも課題を

抱えておりまして、ちょうど昨年度、昨年の１２月

が一斉改選期でありました。全期間の中でも、また

区割りの課題があるよなというお話がありましたの

で、ただちょうどその前の改選期に直したところで

ありましたので、もう１期はこういう体制の中で検

討しながら、必要であればまたどこかの改選期のと

きに区割りや何かを検討しようというのか課題に

なっておりますので、そういう意味で少し民生委員

さんたちの活動範囲に大きなばらつきがないような

ことは私たち事務局としてもそういうことを民生委

員の皆さんとともに協議会の中で議論をしていきた

いというふうに考えておりますけれども、その活動

費について特にどこの町とどうのこうのという、お

おむね上富良野町の活動費は委員からお話があった

ように高い活動費という実態にあるような状況には

ないのは理解をしているところでありますけれども

も、あくまでも民生委員の皆さん方もそういった課

題を今現在の中の民生委員協議会の中では、そうい

う課題を議論している状況にはありませんので、当

然、いろいろな見直しの中で、そういう課題もそれ

ぞれいろいろな市町村の活動の実態と、報酬であっ

たり、その活動費の組み方がいろいろありますの

で、それぞれの他市町村の状況等については私たち

も勉強したいというふうに思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間が議事が５時１５分以降に及ぶこ

とが考えられますので、あらかじめ延長いたしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間はあらかじめ延長するこ

とに決めました。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） これやはり、その報酬でなく

て活動費の増だとか、それから定員の増だとか、再

編の問題だとかというのは行政側からこうしなさい

ということは極めてちょっと僣越なところもあるの

だろうと思います。 

 民生委員の方々自体、協議が毎月、開催されるの

でしょうけれども、その中で盛り上がった空気とい

うのは、今ちょっと説明していただきましたけれど

も、私どもの耳に結構入ってくるのです、こういう

ふうにしてほしいのだと。それを皆さん方で協議し

てくださいという私の言い方しているのです。そう

いうことを要望して盛り上げていただいたほうが郡

部と町の再編の問題含めて、当然、郡部は戸数も少

ないですから、手持ちというのは少ないですね、地

域別、距離的な問題は別ですよ、それは別として戸

数については少ないと。ここと、ここを一緒に持て

なんて了解するわけないのだから、そういうところ

も含めて何回も協議を重ねて検討していただけたら

なと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、谷委員が質問

の中でも御意見としていろいろ承りましたけれど

も、委員おっしゃるように単純にここの地区が３０

人で、ここの地区３０人で、こっちの地区３００人

だから、ここ３０人と３０人のところは一つにまと
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めればいいではないかといっても、委員おっしゃる

ように本当に民生委員の区割りについても、例えば

住民会単位の区割りであったということで、少ない

からいいと言いながら山超えていくというわけにも

いきませんので、そういう地域を含めて民生委員の

中でももう一度、地区割についても考え直す時期が

近いうちにあるねという議題を協議会の中でも協議

されていますので、それが次期の改選期がいいの

か、その時期がいいのかということはありますけれ

ども、そういう課題についてもこれからも協議会の

中で議論を深めていきたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １１６ページ、中段のペー

ジの児童措置費にかかわって、今年度から中央保育

所がわかばグループに運営が移行するという状況に

なります。 

 この間、修繕等もしながら維持補修という形で昨

年度から補正予算なんかも組みながら実施してきて

おりますが、従来でしたら運営補助という形の中

で、この中に入っているのかどうなのかわかりませ

んが、こういう施設移行する場合、３年間程度は支

援策等があったかなというふうに思いますが、こう

いった経費の中にこれも含めた中でカウントされて

入っているのかどうなのか、この点、伺いたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたしますが、そういった移譲以降、

３年間、何か町がお手伝いをするようなものという

のは、過去も今回もないというふうに理解しており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 例えば性質が違うのかもし

れませんが、ケアハウス等の移行については、そう

いう支援策なんかもとりましたし、そういうことに

なれば、こういった中央保育所等においてはどうな

のかなというふうに考えたものですから、この点、

ちょっともう一度、確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 多分、今、米沢委

員のほうで御質問があるのは、それぞれの施設の整

備にかかわってのことだと思いますけれども、西保

育所の移譲時、それから今回の中央保育所の移譲時

のときについても、今年度中に町のほうで必要な傷

んでいるようなところはしっかり直して移譲先に引

き継ぐということでなっております。 

 ケアハウスのときは、まだ建って施設がそう傷ん

でいないような状況でしたので、将来の改修が必要

な部分ということで、その部分を一時金という言い

方がいいのか、その分を見込んだものをお渡しし

て、当然、一定程度、期間がたったときに例えば壁

を直さないとならない何かが、直さないとならない

部分は想定してお金で対応、その当時は直すところ

がなかったので、お金で対応したということがケア

ハウスのときの移譲の経緯だというふうに理解して

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後、こういった修繕補修

等については、それなりの支援策があるということ

で理解してよろしいですか。 

 今後、補修等が出てきた場合に、そういった支援

策があるということで理解していいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 保育所の施設整備に関しましては、施設整備の補

助要綱がございますので、そちらの要綱に沿った形

で補助は実施してまいります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう整備にのっとって

進められると思います。 

 もう１点、この項目でお伺いしたいのは、保育等

の処遇改善事業という形で４０６万５,０００円計

上されておりますが、これ大体、年齢加算だとか、

いろいろ中に複雑なものがあると思いますが、わか

る範囲でよろしいですが、これはどういう基準に

なっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 保育所職員の処遇改善事業につきましては、補助

金の額につきましては国の基準で決まっておりま

す。実際に、それぞれの保育所で、どういう形で処

遇改善をするかということにつきましては、それぞ

れの保育所にゆだねられております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １１９番なのですが、１９

ページの子育て支援事業という形で今回、載ってお

ります。 

 ここの臨時保育士等の賃金等も計上されて、いわ

ゆる相談に応じた方々がなかなかすぐにこういった

支援に結びつかない場合において、一定程度、経過
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を見ながら、そういう対処をしながら支援に結びつ

けていくというような内容だったかなというふうに

思いますが、現状、やはりそういう子育ての家族と

いうか、親御さん、母親というのでしょうか、比較

的多くなってきているのかどうなのか、現状も含め

て答弁お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 この子育て支援センターの臨時保育士１９３万

５,０００円の予算の中には、今、委員が御質問の

中でありました今年度から町のほうで親子グループ

指導事業というものをやっていこうという、その臨

時職員の賃金も一部この中に含まれているものであ

ります。 

 この事業は、委員会の中でも、全員協議会の中で

も附属説明資料通じて御説明させていただきました

が、１歳半健診のときに私たちのほうで一定程度、

経過観察が必要かなということで御判断をさせてい

ただいたお子さん、それから子育てに不安を抱えな

がら育児をされている親御さん含めて、グループで

まず、余り一気にそういう発達支援センターといい

ますか、そういうサービスの奨励というよりは、ま

ずはそういう遊び等を通じてまず私たちのそういう

グループの中で支援をしていくことで経過を見なが

ら必要なサービスをアドバイスしていくような、そ

ういう仕組みの前段の部分でこういうグループで指

導できる、そういうものを立ち上げていきたいとい

うような予定であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今回の１歳６カ月を対象に

したという過程があるかと思いますが、恐らくここ

ら辺が一番、子育てにとって不安を抱えた中で育児

をしなければならないという状況の中で設定された

ものかというふうに思いますが、この点はどうで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 委員のおっしゃる

とおりであります。 

 生まれてまた４カ月健診であれば、また発育過程

でそういうものは見受けするようなことというのは

なかなか難しい、ちょっと大きいかな、小さいかな

とかという程度の段階だというふうに理解いたしま

すので、一定程度、１歳半ぐらいになると、本来で

あればこういう機能がというものがだんだん見えて

くる時期になってくると思いますので、この時期が

一つ、今、委員おっしゃるように、そういうふうに

判断する一つの最初の時期かなということで、ここ

を対象に考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、３款民生費

の質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会議はこの程度として延会したいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これにて延会とすることに決定

いたしました。 

 本日はこれにて延会といたします。 

 明日の予定につき事務局長から説明させます 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） あす３月１４日は、本

委員会の２日目で、開会は午前９時でございます。

定刻までに御参集くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 なお、本日の予定の日程が延会となりましたの

で、あす、引き続き、議案第１号平成２６年度上富

良野町一般会計歳入歳出事項別明細書の歳出、４款

の１２４ページから御審議いただくことになります

ので、各会計予算書及び資料等を御持参ください。 

 以上です。 

午後 ５時２８分 延会  
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平成２６年上富良野町予算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２６年３月１４日（金曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２６年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２６年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２６年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２６年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２６年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２６年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２６年度上富良野町水道事業会計予算 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第２日

目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の議事日程につき

ましては、昨日３月１３日が延会となりましたの

で、本日の日程を変更し、昨日に引き続き、議案第

１号平成２６年度上富良野町一般会計予算の歳入歳

出予算事項別明細書の歳出４款の１２４ページから

御審議いただき、以下、さきにお配りいたしました

日程で進めてまいりますので御了承願います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １日目に引き続き、議

案第１号平成２６年度上富良野町一般会計予算の歳

入歳出予算事項別明細書の歳出、４款衛生費の１２

４ページから１４１ページまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １２７ページ、健康増進費

の中の非常勤栄養士のところです。 

 今回、職員の方で栄養指導をしていただいていた

方が定年になられるのですけれども、その方がやっ

ておられたお仕事を、この方が非常勤栄養士、予算

づけになっておりますけれども、おやりになるので

すか。まず、お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ３番村上委員の非

常勤栄養士の件についての御質問にお答えいたしま

す。 

 これは、これまでも今年度、正職員の栄養士の定

年退職を予定されておりますけれども、それとは全

然違いまして、これまでも特定健診の指導栄養士と

いうことで嘱託職員を配置しておりまして、昨年と

同様に今年度も予定する栄養士の補充であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） その方は、いろいろと今ま

で栄養の御指導をいただいて、今、健康づくり宣言

もいたしましたけれども、この野菜レシピですか、

こういったものもおつくりいただいて、この方は、

非常勤栄養士の方は、どのような勤務体系になるの

でしょうか。時間的なものを、ちょっとお尋ねした

いのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 非常勤栄養士の勤務体系ですが、一日７.２５時

間で週４日働いていただいています。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １名でよろしいのでしょう

かね。今まで、本当に婦人団体ですとか、いろいろ

なところへ、やっぱり時間外といいましょうか、そ

ういうときなんかもかなり多かったのですけれど

も、今、７.２５時間、こうなりますと、今まで

やっていただいた職務がやっていただけるのかなと

いう心配があるのですけれども、１人と言わずもう

１人というわけにもいかないのでしょうか、ちょっ

とお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えいたします

けれども、これまでもお一人、新年度もお一人とい

うことで予定をしてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今までやっていただいた、

本当によく一生懸命取り組んでいただきまして、そ

ういった業務が引き続いてやっていただけるかどう

かという、この非常勤という立場でいらしゃると、

どうかなという心配があるのですが、それは御指導

いただけますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 多分、私の答弁

が、御説明が不十分だったので御理解いただけてい

ないのかなというふうに思いますけれども、正職員

の方は今年度退職を予定されます。それにつきまし

ては、当然、新たな採用等をもって対応いただける

ものというふうに理解しておりますけれども、それ

とは別に、これまでも非常勤の栄養士の方で御活躍

をいただいておりますけれども、次年度もそういう

非常勤の栄養士についてもお仕事をいただくような

予定になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 食育の増進の計画が持たれ

ております。 

 そこの中では、きめ細やかにいろいろな団体や学

校等を含めた中での、そういった食育に関する教育

を進めるという形になっているかというふうに思い

ますが、そういう意味で、ことし、それに基づい

て、新たな取り組みというのはないのかもしれませ

んが、昨年度の反省を踏まえながら、今年度はどう

いうところを主眼に、着眼点として、こういった食

育等について進められようとしているのか、この点
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お伺いしていきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 食育推進計画につきましては、平成２０年度から

１次の計画がスタートしておりまして、２５年度か

ら２次の計画がスタートしてございます。 

 特に今、委員のほうからもありましたように、食

育は幅広い分野で計画を盛り込まれておりますけれ

ども、計画の中にも、やはり小さなお子様から学童

というところを重点的に計画の中でも考え方を示さ

せていただいているところであります。 

 そのようなことから、私どもとしても教育委員会

と連携しながら、各学校の食育担当の先生方がい

らっしゃいますので、そういう先生方と連携して給

食の時間を利用したり、学校によっては総合学習の

時間を利用していただくようなことも考えていただ

ける学校もございますので、そういう時間を活用し

ながら、これまでも各学校のほうに、私どものほう

の保健福祉総合センターに配置されている栄養士以

外も、町にはそれぞれ施設に栄養士さんもいらっ

しゃいますので、そういう栄養士さんの協力もいた

だきながら体制を組んでおりまして、各学校のほう

に訪問させていただいておりますので、特に今後に

おきましても、そういう学童に力を入れていくこと

は、食育の推進の一番の大きなまず目標になるかな

というふうに思っておりますので、そういう体制を

今後も引き続き教育委員会と連携をして進めてまい

りたいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 平均どのぐらいの時間を割

いて、例えば、その週の間でもいいのですが、１カ

月の間でもいいですが、そういった食育という形で

いろいろと児童生徒に対してお話しできる機会があ

るのか、その点、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 食育推進担当主幹。 

○食育推進担当主幹（加藤文敬君） ４番米沢委員

の質問にお答えします。 

 今現在、食育推進計画を策定後、各学校と連携し

まして、少なくとも年に１回は各クラスに入るとい

うような形で、今、進めさせていただいています。 

 ただ、なかなか思うようにいかない点もあります

けれども、具体的に申し上げますと、西小において

は各クラス１回入っております。それから、東中小

学校は、残念ながら高学年だけでしたけれども入っ

ております。それから、江幌小におきましては給食

時間の延長で入っております。それから、東中小学

校も総合時間に入らせていただいています。 

 もう一つ、上小ですが、食育指導ということで給

食センターの栄養士が出向いております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今のに関連するのですけれ

ども、１２７ページの非常勤栄養士。 

 食育が叫ばれて、なおこれらが本来的には充実し

ていかなければならないという今の状況の中で、例

えば予算を見ると、２４年度は９４万２,０００

円、２５年は９６万９,０００円、本年は７８万円

ということで１８万９,０００円も減っているので

すね。ですから、今いろいろ必要性が叫ばれて、１

回のところ２回にするとか多くしていかなければな

らない状態なのに、何でこのような７８万円とい

う、前年と比して１８万９,０００円減なんていう

ことは、本来的にはふやしていかなければならない

のだけれども、これらの関係でどう考えてこの予算

をつくったのかということでお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 この非常勤栄養士の報酬につきましては、昨年

度、実は栄養士さんが入れかわっております。これ

まで嘱託職員ですので、毎年毎年少しずつ報酬が

アップしてきますけれども、これまで御活躍いただ

いた栄養士さんにつきましては、住宅手当相当分も

報酬に含まれる栄養士さんでありましたので、先ほ

ど委員のほうから御説明あった九十数万円の予算を

計上させていただいておりますけれども、昨年のそ

の方と入れかわりがありましたので、現在活躍して

いただいている嘱託職員の栄養士さんにつきまして

は、このような当初予算を計上させていただいてい

るということであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、２４年、２５

年にいた人と、今度新たに２６年は使うということ

で、言うならば、単価も違う、住宅手当とかいろい

ろなものが違うので、この１８万９,０００円下

がったという理解の仕方でよろしいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） そのような御理解

で結構かと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １２７ページの健康診査費

という形で賃金、１歳６カ月等の口腔衛生の問題で
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ありますが、今、小さい子どもさんのうちから、こ

ういった歯を大切にして、将来、成人しても自分の

歯を持って、やはり健康管理維持できるような体制

づくりということで進められているかというふうに

思いますが、これは賃金として今回ありますのは、

これ何名という形の予算の計上になっているのかお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 １名の方です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 実態がちょっとよくつかめ

ないので、１名で十分なのかどうなのかというのは

あるのですけれども、見た目でいいということで対

応したのだというふうに思いますが、町としても、

この歯科衛生等においては、それぞれ対応、学校も

含めて強化するという形になっておりますので、こ

こら辺で十分なのかどうなのかという疑問があるの

ですが、そこら辺はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ありがとうござ

います。４番米沢委員の御質問にお答えします。 

 現在、歯科衛生士は、１０カ月の乳児相談、１歳

半の乳児健診、３歳の乳児健診、その後の健診の業

務のほかに、実態の把握ということで、集計業務な

ども事務的なこともさせていただいています。 

 ２６年度は、このほかに成人の歯科保健が始まり

ますので、その検診のための事務一切と、あと特定

健診のときに成人の歯科相談のブースを設けまし

て、そこで実際の歯の相談とか、あわせて歯科検診

の勧奨をさせていただくような形で日数を大幅にふ

やしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） それで十分足りるという形

の話かなというふうに思いますが、もしも不十分で

あれば、町のほうに予算をふやしてほしいというこ

とをぜひ言っていただく機会があれば、それだけ

に、やはり健康の話ですから、十分大切な問題だと

思います。 

 それで、この健康かみふらの２１の中では、やは

り上富良野町は特に、永久歯等の虫歯がやはり多い

か少ないかによって、将来の歯の健康にもかかわる

のだというふうに書かれているかというふうに思い

ますが、比較的この上富良野は、そういう虫歯の

ケースが永久歯等のほうが多いというような表記に

なっているのかなというふうにも思いますが、この

点、傾向として、上富良野町というのはどういう傾

向にあるのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 乳幼児期の歯科

保健の充実を図っておりまして、全道平均で虫歯の

本数は少ない状況になっています。 

 ただ、お一人の方の虫歯、例えば、この子の虫歯

の本数がほとんど全部というような感じで、本数自

体はそれほど違わない数字が出てきていますので、

健康の格差が歯科の中ではうたわれているのが、上

富良野町にもあるというふうに思っています。歯だ

けではなく、養育支援全般を通して、子育て支援含

めて、今後も充実させていきたいと思います。 

 ただ、その後、３歳児健診から就学時健診の間

が、著しく虫歯の状況が見れない状況になっていま

す。その後、学校の歯科保健では、虫歯の本数が全

道平均と同じようにふえてきます。ですので、去年

から始まりましたフッ化物洗口法、この方法で、随

分教育委員会のほうも期待をしているところで、一

緒に取り組んでいきたいというふうに考えていま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３５ページの旧ごみ埋立

地管理にかかわるところなのですけれども、東中の

ごみ埋立地なのかなというふうに思いますが、せっ

かくこのように謝礼、それから水質検査の予算立て

がありますので、定期的な報告というものを義務づ

けたほうがいいのかなというふうに、公表でです

ね。全町民の人に、きちっと知らせるような形で、

残土はどれぐらい入って、あとどれぐらいのものな

のか。それからまた、当然、安全な水質管理等々の

地下水ですとか、そういったものも調べていると思

いますので、そのような予算立ても必要かなという

ふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ５番金子委員のご

み埋立地の取り扱いについての御質問に対してお答

えさせていただきたいと思います。 

 旧ごみ埋立地は、御存じのとおり、東中のところ

でございます。管理人さんということで、あそこの

入り口のところにいらっしゃいます農家の方にお願

いしまして、１年に一度、謝礼ということでお支払

いをさせていただいて、今、委員が言われました水

質検査を毎年同じ時期にやらせていただいて、その

検査については、ちょっと今、委員言われています
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全町民の方に公表とかというのは、している実態は

ございません。その管理人さんに口頭なりで、水質

等については特に変化なく、いつもの通常値という

ことで御説明をさせていただいているのにとどまっ

ているところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ですから、そういう状態な

のがわかっているので、そういうこともやっぱり必

要なのではないかなというふうに考えます。それが

別に大きく変動して、風評がどうとかということで

はなく、やはりきちっと安全な管理を町としてして

いますよということの、ある意味義務として、やる

べきではないかなという考えにつきましては、いか

がでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、委員おっしゃられるとおり、環境に対する部

分でございますので、町のホームページなど、うち

の所管するそういうところに公開するようには検討

させていただきたいと思いますので、御理解をお願

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） １２９ページ、がん検診

の関係であります。 

 我が町の死亡率の一番高いのは悪性新生物という

ことで、健康かみふらの２１計画でもございます。

その中で、がん検診の受診率を向上させようという

ようなことが、大きな課題に、この健康かみふらの

２１計画の第２次ではなっております。 

 状況を見ますと、大腸がんだとか、胃がんだと

か、肺がんは非常に多いのですが、そのほかのもの

については、国が言っている目標値５０％、また我

が町で計画でも５０％の受診率となっていますが、

非常に低いと思います。 

 それで、これを高めていくための方策等につい

て、今どのようなことを考えていらっしゃるかをお

伺いをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） １０番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 胃、大腸だけではなく、女性特有のがん検診も、

集団健診で早期に発見できる手法が確立されている

中で、国は、死亡率がどんどんふえているこの状況

の中で、早期に発見しようということで、がん検診

の受診率を５０％にそれぞれ設定しています。 

 我が町で到達しているのは、肺がん検診のみで

す。２１でも計画を立てましたように、１％ずつ現

状より１％ずつ、対象者それぞればらばらですが、

３００人程度ずつをふやしていくという方法を計画

の中であげています。 

 具体的にどのような方法かといいますと、やはり

面接させていただく場面で、特定健診を受診されて

いても、がん検診を受けられていない方がまず一番

のターゲットですので、その辺で検診の受けやすい

体制づくりから始まりまして、検診の必要性につい

てもいろいろな広報活動をしながら進めていきたい

と思っています。 

 ただ、結果として、受診率を高めるというのは結

果でして、基本的にはやはりがんの死亡、がん罹患

を防ぐということですので、野菜３５０グラムに始

まりますように、日常の生活習慣でがん発症を予防

できる、生活習慣を改善することで、がんの予防が

できるというところにも着目して、生活習慣、改善

にも力をつけていきたいというふうに考えていま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） そのような取り組みでい

いのかなと思いますけれども、特定健診だとか保健

指導率は非常に高いわけですけれども、これをやっ

ぱりがん検診のほうにも目を向けていかなければな

らないのかなと。 

 そしてそのときに、理解促進ということがこの計

画の中でも柱になっています。この理解促進と、言

葉で言うのは非常に簡単といったらおかしいのかも

しれないのですが、十分そのことについては理解で

きるのですが、本当に具体的にいろいろな場面で

やっていかなければならないというふうに思います

ので、もう一度そこら辺の理解促進やなんかのあり

方について、当然、野菜３５０グラムもそうだとい

うことでありますが、そのほか具体的に、本当にこ

んなこと考えているということがあれば御報告をい

ただきたいなと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） １０番中澤委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 基本的に、先ほど健康推進班の主幹のほうから答

えさせていただきましたように、具体的な事例とし

ては、特定健診のときにセット健診でがん検診も受

けれるようなそういう体制をとりながら、健診の受

けやすいそういう体制を少しずつ構築していこうと

いうことにしております。 

 それと、考え方といたしましては、これまで私た

ちが取り組んできました、私たちが直接かかわって

いるのは国保の対象者になりますけれども、例年７

０％を超える受診をいただいた中で、その後の保健
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指導を積極的に行っていくことで、一人一人と面談

をしながら必要性を訴えていくことは、着実で一番

効果の上がる方法ということを経験則の中で理解し

てきておりますので、そういう手法を講じることが

一番大切というふうに思っています。 

 ただ、あくまでも今、お答えしましたように、私

たちが直接かかわっているのは、国保の保険者とい

うことになっておりますので、これを別の保険者の

ところにも少しでも手をかけるといいますか、御協

力をいただける事業者等があれば、そういうところ

に積極的にかかわっていきたいということで、今現

在も町内の民間事業者についても御協力をいただい

て、そこの従業員のそこの会社でやられている健診

結果のデータ等をいただきながら、私たちの保健師

がかかわらさせていただいているところもあります

ので、そういう協会健保の方々も含めて、そういう

私たちが直接御指導をさせていただけるような場面

を少しずつ広げていくことで、多くの皆さんに直接

かかわる時間をとっていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 質問なのですけれども、

がん検診に、例えば、生活習慣病の予防やなんか

で、歩くとか身体活動をするということは非常に効

果があるとは思いますけれども、がんにはそのよう

な効果があるのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 疫学的にはっき

り出ていますのは、たばこです。 

○委員長（長谷川徳行君） 中澤委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連になるのか、ちょっと

今のがんのことで、同じページの予防接種の中で、

昨年は子宮頸がんのワクチンありました。サーバ

リックスですとか、それからばガーダシルでした

か、１６、１８型ですか、その副作用等々の件で、

非常にマスコミでも取り上げられております。 

 ただ、昨年は非常に積極的なというか、一昨年前

から非常に効果があらわれるということで取り組ん

でおりましたが、聞きたいのは、一つの予防のでき

るがんだということでいろいろと話題にもなってお

りましたので、サーバリックスを使えとか、積極的

な予防接種をさせろとか、いうことではなく、今、

厚労省としても、その新しいものとかという動きと

いうのは、予防としてですね、この子宮頸がんにか

かわるところで、どういう動きがあるのか、もしわ

かれば教えていただいて、どのような対応を考えて

いるのかもあわせて伺います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ５番金子委員の子

宮頸がんワクチンに関する御質問にお答えをしたい

と思いますけれども、子宮頸がんワクチンにつきま

しては昨年度から定期接種になりまして、国におい

ても積極的に奨励をしようということで、町におい

ても対象者全員分の経費を予算計上して年度をス

タートしたところでありますけれども、新聞報道等

で御承知のように、多くの方が副作用等というよう

な報告があって、積極的な勧奨を一時控えましょう

ということで、町においても、３回接種必要ですの

で、あと１回だったわというような方が数名、今年

度もワクチンを接種された方はもちろんいらっしゃ

いますけれども、多くの方が控えたというような実

態が現在の状況かというふうに思っています。 

 ただ、厚労省のほうでは、１月の有識者会議、ま

た２月の有識者会議においても、そのワクチンの成

分が直接その副作用に影響しているということは、

医学上そういう判断はできないと、接種時の痛み等

によるストレスから、心的な影響でそういう副作用

があらわれているのではないかというような、有識

者会議の中ではそのような、今、見解が示されてい

るというようなことで、新聞報道等によれば、また

再開に向けた動きが話し合われているような状況に

あるという、それは私たちもそういう新聞等の報道

で知る、そういう状況に現在あるのかなというふう

に理解しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今、課長おっしゃるよう

に、アナフィラキシーであったりとか、そういうの

が、いわゆる成分云々というよりは外的要因できて

いるのではないかというような報道も一部あります

が、私が聞きたいのは、マスコミ発表ではなく、厚

労省から直で、今、１月、２月の有識者会議も含め

た中で、もし本当に問題がなく受けたいという、そ

ういう対象者が多くあらわれてくるようなことが

あった場合の予算措置的なものというのは考えてい

らっしゃるのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 子宮頸がんワクチ

ンの、町のほうの新年度の予算につきましては、今

このような状況ですので、当面は多くの方が少し心

配もされる方もあるだろうということで、といいな

がらも、当然、ワクチンですから、それぞれ御自身

の御判断で、ぜひ受けたいという方もいらっしゃる

と思いますので、２６年度の予算は、とりあえず３

０回といいますか、３０人といいますか、その分だ

け、とりあえず予算計上をさせていただいていると
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ころであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 今聞いていて大体わかっ

たのですけれども、先般聞いたときの副作用の件で

すけれども、上富良野町にはおられないということ

でございました。非常にいいことだろうというふう

に思っていたのですけれども、その副作用の調べ方

なのですね、どのようにして調べたのか。向こうの

申し出に応じて、そういったやつで調べたのか、あ

るいは積極的にこちらから予防接種をした方々に全

員確認をとったのか、どのような調べ方をして上富

良野町には副作用の方はおられないという結論に

至ったのかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 基本的に、定期

の予防接種ですので、事故に関してはきちんと保障

するということで、接種前にその症状が出た場合に

は申告するようにというふうな周知をさせていただ

いています。 

 今回、前回説明させていただいた後に御相談があ

りまして、新聞報道で副作用が大きな問題になって

いるということが、自分の娘にそういうことが重

なっているのではないかという御相談がありまし

て、きちんとルートがありまして、保健所を通し、

札幌の大学病院のほうに受診されて、今も経過を見

ている方が１名いらっしゃいます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 今も１名おられるという

のは新しいことなのですが、私が聞いた質問は、ど

のようなアンケートをとったのかということで、要

は、年ごろ、年少の女子なのですよね。やっぱり、

なかなか自分からは言えないところもあると思うの

ですね。だから、そういうアンケートをとるのは、

相手から言ってくるのを待つというようなアンケー

トの調査方法ではなくて、こちらから積極的に全員

調べるというようなことをやらないと、はっきりし

た実態が浮き上がってこないと私は思っているので

すよ。そこら辺をどのように調べたかということを

お伺いしたいと思って質問しました。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） １１番今村委員

の御質問にお答えします。 

 的確な質問のお答えではなかったことは失礼いた

しました。 

 定期の予防接種ですので、法律にのっとった問診

及び接種、その後の対応をさせていただいている全

ての予防接種に対して同じようにさせていただいて

いて、一人ずつ接種後の症状のアンケートどりはし

ておりません。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。 

 先ほども私の気持ちは言いましたので、もうこの

件についてはやめたいと思う。 

 質問かえてよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 今村委員、関連です

か、先ほどの。（「関連」と発言する者あり） 

 よろしいですよ、今村委員。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 質問をかえさせていただ

きます。 

 １３５ページのクリーンセンターの管理費という

ことで、その他が９,０００万円、一般財源５,３０

０万円というようになっていますよね。このその他

というのは、どういった財源なのか、まずお聞きし

たいと思っています。 

 最終的には、私は、クリーンセンターそのものは

もう存在していますから、毎年管理費を払わなけれ

ばいけないですね。燃料費だとか、修繕料だとか、

委託料とかですね。これを払わなければいけないわ

けで、最終的に自分の立ち位置を考えたくて、この

クリーンセンターそのものの存在価値というのです

かね、メリット、デメリットあたりも質問したいの

ですよ、最終的には。 

 歳入のところにありましたよね、一般廃棄物処理

の手数料だとか、あるいは他市町村から入ってくる

負担料だとか、そういったものは、やっぱりここに

投入されているというように勝手に自分で判断して

いるところもありますので、そういったところも確

認したいということもありまして、まず、この１億

４,４００万円何がしのところのその他９,０００万

円とかありますよね。これはどういった財源なの

か、そこからお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

クリーンセンターのその他財源の９,０７７万７,０

００円の内訳ということで、これにつきましては、

一般廃棄物処理手数料、いわゆる可燃ごみ、不燃ご

みの販売収入が４,２９４万１,０００円でございま

す。それと、公共施設整備基金繰入金から１,８０

８万円、そして他市町村の一般廃棄物処理負担金を

いただいてございます２,９７４万２,０００円、そ

して、昨日も御質問ありました飲料水の自動販売機

の設置の部分の１万４,０００円を入れまして、そ

の他財源ということで９,０７７万７,０００円を計

上させていただいております。 

 以上でございます。 
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○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） どうもありがとうござい

ます。多分そうだろうなという感じ以外のものもあ

りましたけれども。 

 私は、これは前提を言っておきますと、もう既存

の施設がありますし、もちろん維持管理していかな

ければいけないという立場に立っている人間でござ

いますけれども、自分としての存在価値も確認した

いところもありまして、どのような方に聞かれて

も、このためにこの施設は必要なのだという説明を

申し上げたいと思っておりますので、このクリーン

センターの設置経過、要はやっぱり利点、欠点です

ね。こういうクリーンセンターあるから、上富良野

町にとってはこういう利点があるのだと、しかし、

デメリットもあるというようなところがあれば教え

ていただきたいというように思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

クリーンセンターの存在価値というか、クリーンセ

ンターは、委員御存じのとおり、上富良野町民の皆

さんのごみ処理ということで、生活から出てくるも

の全てを処理する部分でございます。 

 それを自分みずから処理する部分について、他市

町村にお願いするという部分については、それぞれ

自分のところのごみは、みずからのものはみずから

で処理するという基本的な部分でいったときという

ことが一つございます。 

 それと、ほかの施設、当時建設したときに、そう

いう近間の部分で、そういう他施設にそういう焼却

施設、当然ながら処理するための負担するお金と

か、将来的に自分たちで持つ経費とか、そういうも

のを総体的に考えた中で、みずからこういう処理施

設を持とうというふうになった部分でございます。

ですから、当然ながら、利用者の皆さん、町民の皆

さんには不便なく御活用いただいていると思ってお

ります。施設でございますから、当然ながら維持管

理はかかっていくというふうに認識している部分で

ございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） もう一つ確認したいので

すけれども、きのう質問したごみ袋の件で、ちょっ

とフィードバックすると思うのですけれども、要

は、こういった手数料だとか、他市町村の入ってく

る負担料だとか、いろいろなものでその他の財源は

補っているということは、やっぱり結論的には上富

良野町のごみ袋は高いのではなかろうかと、何とか

してほしいという話はきのうしたのですけれども、

やはりこういったクリーンセンターがあるから万や

むを得ないと、やはりある程度、ごみ袋等は高く設

定しておかないといけないという部分もあるという

ふうに解釈してよろしいのかですね。違うよと、こ

れぐらいのごみ袋の料金は当たり前なのだと、いろ

いろ考え方あると思われますので、そこのところを

ちょっと確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 昨日もお話したとおり、クリーンセンターのごみ

処理、ごみ袋の料金が高い。高い安いというような

考え方ではございません。その施設にあって、それ

に対する受益者の方々たちに負担していただく部分

でございます。ですから、ほかの町と同じという考

え方にはなってございません。高いとか安いという

部分で、私どもで考えている部分ではないというこ

とを、まず御理解いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） いや、理解しました。 

 もう一つ、要は、他と比べて、これきのうも言っ

たのですよ。要は、そういうクリーンセンター、ご

み施設があるから、そういう手数料的なものがかか

るから高くなるのだということを言われる方もおら

れるわけですよ。だから、そこのところはどうなの

ですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員のクリー

ンセンターの管理等に関する御質問に、私のほうか

らお答えをさせていただたいと思います。 

 今、町民生活課長の回答に、また補足も含めてで

すが、まず御理解をいただいておきたいのは、昔に

おいては、ごみが出たら全量、東中にですが、全量

埋め立てるという方法をもって多くの市町村が行っ

てきた歴史があります。 

 ただ、国民の意見としては、もちろん環境保全も

含めてしっかり分別をし、ごみを処理することが必

要ではないかという気運の中で、我が町において

も、まさにそのとおりということで、ああいう焼却

という方法を選んで、ごみの少量化も含めて、分

別、再利用できるもの、再利用ができるごみの種類

も含めて、そういう経過にあることを、まず１点御

理解をいただいておきたいと思います。 

 今、料金の話、きのうもありましたが、きのうも

お話したように、料金、かかる費用の３分の１を利

用者の方に負担をしていただく、残りの３分の２は

町の税をもって充てて運営をしているという構図で

あります。その中で、今、冒頭、委員から御意見の

あった処理施設があるから上富良野町の処理は高い
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のではないかという点は、当然、その分の利用料は

皆さんから３分の１ですがいただくわけですから、

全量埋めたときの、無料で行っていたごみ処理の時

代からすると、当然、受益者の方にとっては負担が

多くなった経過にあるわけです。 

 今回、うちの、例えば一般ごみの処理料は、４５

リッターで御存じのように１０５円、これが高いか

安いか、本当は三百十数円かかる処理料を、その３

分の１を負担していただくことが高いのか安いのか

は、それはそれぞれ御判断があるかと思いますが、

町が運営する施設として、この処理料を何とかいた

だくことで処理施設を維持管理していく方式を、こ

れからも基本はとっていきたいということであるこ

とを御理解をいただいておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） どうもありがとうござい

ました。 

 私は、この連絡協議会の負担とか、これも政治的

なことの判断で必要だと思っております。今の説明

で、何とか理解できたかなと。わからないことが

あったら、また聞きにいきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １２９ページの歯周病の疾

患検査についてお伺いいたしますが、新規事業とい

うことで、これ見ますと、あくまでも券をいただい

て、それをもとに歯科医院に出向いていって、虫歯

があるかどうか、ないかというような、そういった

状況を調べるためのその費用ということで、この目

標も２０％ぐらいでないかということで、対象者に

対してですね、という形の初期の健康診査と同じみ

たいな、歯の健康を管理するという点のその部分と

いう押さえでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 歯の喪失の一番

の原因は歯周病です。ですので、虫歯だけではな

く、歯周疾患を全て口腔内の状況を診るという検診

ですので、歯肉の状態から含めて、町内の歯科医院

の先生たちと御相談して、治療ではなく、検査とい

うことで、この金額で、しかもこの検査をしている

ところはほとんどありませんので、実際やっている

ところも、片手に満たないパーセントになっており

ので、一応うちの町で２０％というふうに、どこま

でいけるかという、まず実態を見るというところで

設定させていただきました。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 独自の対処ということで、

４５歳、５５歳ということで、それ以下について

は、これは国あるいは道の補助も入っていますが、

既に実施されているという解釈でよろしいでしょう

か。補助があるのかという、その点お伺いしておき

たい。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） はい、健康増進

費で実施されています。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連なのですけれども、今

の歯周病、本当に歯槽膿漏の原因であったり、いろ

いろ悪いのでね、主幹もおっしゃるように、私は歯

が悪いので歯医者さんおっかないのですよね。検診

に行ったら、何かおっかいじゃないですか。まし

て、診てもらって終わりというのは、多分、他町村

もやっていなくて、上富良野町においても２０％も

いけば、もう御の字だというようなのであれば、

もっと積極的に、例えば１回目の、ちょっと治療に

かかわる部分を補助しますよというふうに出したら

ば、例えば、その後、やっぱり定期的に行かなけれ

ばならない部分というのは出てくるではないです

か。多分、検診で終われば、私ももし対象者だった

ら、券もらったら、多分行かないと思います。で

も、行かなければならないかなと思っていったら、

行って終わりだと思います。金子さん、虫歯ありま

すよとか、ちょっと歯茎痛んでいますよと言われた

ら、では気をつけて歯を磨こうかなと、多分その程

度で終わってしまうと思うのですよ。 

 もし本当に、８０２０運動であったりとか、それ

から認知症の予防だったり、糖尿病への因果関係

だったりとか、今、言われていますから、町として

積極的にその口腔ケアを取り組んでいくのであれ

ば、その対象年齢を広げるというのもさることなが

ら、もうちょっと狭めた中で積極的に治療に取り組

めるような、そういう施策というか、方策のほうが

効果が高いと思うのですね。やっぱり歯って、一回

治療へ行ってしまえば、最後までいかざるを得な

い、途中でやめる人もいるけれども、少なくとも検

診だけで終わるよりは、一歩も二歩も前に進むと思

うのですよね。私がそうだから特に思うのですけれ

ども、そういうのはいかがですか。ちょっと私感が

入ってしまいましたけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） そのとおりで

す。金子委員が受診券をもらって歯科医院に行きま

したら、絶対治療対象です。４０歳の方は、ほとん

ど歯周疾患に罹患しています。自覚症状が出てくる

時点ではもう遅い状況ですので、歯科検診に行かれ



― 72 ― 

た方は定期的な受診、もしくは定期的な検診が絶対

必要になるということを予測の上で、歯科医院の先

生と絶対治療につながるだろう、その後は医療券を

使って治療につなげるという確認の上で検診を進め

ていっていますので、委員がおっしゃるように、継

続して、一度行った方は絶対継続すると。 

 私自身は、歯科検診をしていますが、半年に一

遍、予約が確実に入ってやっていますので。どうし

ても口腔は、一番最後の体のところになってしまい

ますので、ぜひ検診の受診券が来ましたら、皆さん

受けていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） はい、本当にやらなければ

いけないなというのは、私も重々わかっているので

すが、やっぱり一歩踏む込むための積極的策とし

て、この歯周ケアの検診は非常に高く評価します。

他の市町村よりも先んじてやっているということで

本当に大きく評価するのですが、ぜひ、もっともっ

と年をとって、歯がだめになる人が町内から少なく

なるようなそういった方策も、昨日の課長の答弁で

はないですけれども、普段の努力というか、そう

いったものを検査を重ねていきながら、上富良野町

民がきれいな歯で、自分の歯で年をとっていけるよ

うな方策というのも考えていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたしますが、今回、受診をされれ

ば、私どものほうにもデータが来ますので、別の健

診機会等で、そういうか方とお会いする機会がある

と思います。私どもの、臨時でありますけれども、

歯科衛生士さんがそういう指導にも当たる機会があ

ると思っていますので、それよりも何よりも、多

分、検診を受ければ、歯科の先生が、もし虫歯があ

れば、では来週火曜日ねということで予約を入れる

と思いますので、それで行くか行かないかはその方

の御判断になると思いますけれども、虫歯があれば

間違いなく、そして、もし、例えばそういう歯周疾

患があれば、ではいついつ今度、治療が必要であれ

ばすぐ治療の予約を歯科の先生方がしていただける

と思いますので、それは歯に限らずどの病気も、検

診をして病気が見つかれば、では、いついつ病院お

いでということになると思いますので、そういうこ

とが現実的な対応なのかなというふうに理解してい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １３５ページのクリーンセ

ンターの管理費の関係でお尋ねをしたいと思いま

す。 

 先ほど、同僚議員が管理費の関係で質問をいたし

まして、副町長のほうからは、利用者が３分の１、

町が３分の２という答弁がありました。 

 現実に、今度の予算の資料を見ると、手数料の関

係が雑入でなくて、手数料条例の中で４,２９４万

１,０００円、それから他市町村が４,２４８万９,

０００円、合わせて８,５４３万円で、それがその

他の中に入ってきて、その他の９,０７７万７,００

０円を１億４,４６５万９,０００円で割り返したら

何ぼになるかということになると、６２.８％なの

ですよ。ですから、全然逆なのですよ。 

 ですから私、前ですね、厚生文教委員長のとき

に、今１０５円の４５リッターの一般ごみの袋の値

段、あれを町は９０円から１３５円の４５円上げる

ということでしたから、それは９０円のものを４５

円といったらもう５割アップでしょうと。そのとき

に、担当課長の説明は、できるだけこの管理費の５

０％は町民の皆さん方、言うなら利用者の皆さん方

に負担してもらわなければ困るのだという説明を

我々は受けているの。しかし、９０円が１３５円と

いうのは余りにもひどいのではないかということ

で、我々議員が改正を出して１０５円にした経過が

あるわけです。 

 今の話を聞くと、３分の２は僕は逆転だと思いま

す。例えば１億４,４６５万９,０００円が９,００

０円になるといったら６２.８％になるし、それか

ら逆に、一般財源の５,３８８万２,０００円を割り

返すと３７.２％になるのですよ。ですから、今、

副町長や担当課長が言うような負担の割合はこうだ

というのと、我々が議会で前、９０円を１０５円に

したときに、何とか５０％ぐらいにいってほしいと

いうような話だったけれども、そういうことではな

いので、その点ちょっと数字的にどうなのかなとい

うことを確認したいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 委員も御承知かと思いますが、あのクリーンセン

ターの稼働が平成１１年からの本格稼働でありま

す。そのときの利用料の設定で、議会でも御議論い

ただいたかと思いますが、当初の設定についてです

が、そのときには他市町村の、いわゆるこの四千数

百万円の利用はされていなかったかと思いますが、

そういう時点での利用料の設定時を、私、申し上げ

ましたが、その後、幸いにもというのでしょうか、

広域連合の動きの中で、それぞれごみの担当、担当
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というか、各市町村で担えるものを協議をしながら

他市町村の、結果として上富良野町は、衛生ごみと

粗大ごみの受け入れをよしとして、地元の日新地区

を中心に他町村からごみが搬入されることを含めて

了解をいただいて今日を迎えているという状況であ

ります。 

 したがいまして、今、中村委員が御発言にあるよ

うに、結果として今、他町村の４,０００万円を加

えれば、おっしゃるとおりの構図であります。た

だ、衛生ごみが、今、中心に、結果として今、そう

いう３分の２の町の負担に今はなっていないのは、

おっしゃるとおりであります。 

 ただ、町としては、それの処理料金を結果として

そうであったから引き下げるという選択肢も一方で

はあったかもしれませんが、この他市町村の持ち込

みが、これから永遠とそういうふうになるのかどう

かは非常に不透明でありますことから、今現在は１

０５円の利用料を踏襲していることを御理解もいた

だいておきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私の質問に対しての答弁に

なっていないのさ。今村委員の答弁の質問に対して

の答弁は、３分の１が利用者、３分の２が町と。

だって、今違うわけでしょう。６２.何ぼが利用者

が払っている。以前は変わっていたかもしれない。

それから、これから富良野が衛生ごみ等の一般持ち

込みによれば変わるかもしれないけれども、今この

予算書の中で今村委員が質問したら、そういう答弁

だから、だからそれは違うよと私は言ったのだけれ

ども、全然答弁になっていないの、そうでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時５８分 休憩 

午前 ９時５９分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の再度の質

問に、私のほうからもう一度お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 私の答えが非常に誤解を招いているとすれば申し

わけなく思いますが、まず１億二、三千万円、年に

よって違いますが、１億二、三千万円のいわゆるク

リーンセンターの総管理費のうち、町民の方々が負

担していただいている、ことしは４,２００万円余

りの予算になりますが、総じて割り返すと、クリー

ンセンターの総管理費のうちの約３分の１程度は、

上富良野町民の方、いわゆる利用者が負担をしてい

る経費について負担をしているという部分について

は御理解をいただいておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 昨年の予算書をちょっと見

ましても、３分の１、３の２にはなっていない。昨

年の予算書を見ると、その他等々あれが大体５０.

５６％なのですね。ですから、現実に３分の２、３

分の１がないということで私は理解をしておりまし

たので、今、副町長のお話を聞いて、そういう形

で、一応、今村委員の質問に対してのそういう形だ

から、これはおかしいよということで申し上げまし

たので、この関係については終わりたいと思いま

す。 

 次の質問に移ってよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい。 

○７番（中村有秀君） それでは、１２９ページの

無保険者健康診査ということで７４万９,０００円

計上されております。２５年度は４０万１,０００

円、２４年度は１５万３,０００円と。それで２５

年と対比をすると３４万８,０００円、約８６.８％

増なのですね。これはどういう要因で、この７４万

９,０００円という計上をされたのか、その経過に

ついてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 無保険者健診の中身に関しましては、生活保護世

帯の方とあわせて、上富良野の子ども生活習慣病健

診のかみふっ子健診を２５年、２６年と追加させて

いただいている次第です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実にそういう方がおられ

て、健診を受けないで病状が悪化したというような

ことにならないような形ということで私も理解して

いるのですけれども、一挙にこういう形でふえたと

いう要因は何なのかなということで、委託をして、

この人たちに健康診査をするのだということは僕は

いいことだと思うのですけれども、こんなに予算的

にかかって、一挙にこれだけのふえ方というのは、

そういう方々が一挙にふえたのか、それとも、もし

くは何かの方法で、具体的にこういう形でこの人を

ぜひやってほしいというようなことを含めて検討さ

れた数値なのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 委員の質問にお

答えいたします。 
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 多くは、子ども生活習慣病健診の６０万円が大き

く反映させていただいています。当初の予定よりも

保護者の方の御理解をいただいて、６０％の受診率

を計上させていただいています。 

 また、無保険者に関しましては、対象数は年々ふ

えている中で、率としては３７％程度の受診率。実

際は、やはり通院されている方が多い中での率です

が、やはり御指摘にありましたように、悪化しない

ように、その病気が早めにわかったり重症化しない

ことで、再度生活の立て直しができるのであればと

いうふうに考えて計上させていただいています。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １２９ページ、歯周疾患検

診について、何名かの同僚議員さんからの質問があ

りましたけれども、私も、本当によく歯科疾患のと

ころにこういう施策として上げていただいたなと

思って、それは本当に賛同できるところなのですけ

れども、補助が受けられるということをおっしゃっ

ていたと思うのですけれども、その補助の対象につ

いて、ちょっと詳しく伺いたいなというふうに思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） １番佐川委員の

御質問にお答えします。 

 健康増進法に基づく歯周疾患は、道の補助で検診

の４０歳から６０歳までの５歳刻みの対象者を実施

するというふうになっていまして、実際の補助率は

定額が決まっております。二千幾ばくかと、プラス

事務費というふうになっております。 

 町独自では、そのほかに５歳刻みの、当初御質問

の中にありましたように、独自でも追加させていた

だいています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 補助が出るということです

ので、また逆に疑問というか、ちょっと伺いたいと

ころが出てきたのですけれども、検診料というのか

かりますよね。病院の、要するに歯科医院の先生

に。その検診のときに検査料というのがかかって、

例えば先ほどおっしゃったように、虫歯があったと

いうことで、齲蝕の治療に伺うとしたら、その検診

は、行ったときはまた同じようなのがかかるので

しょうか。そこら辺ちょっと、例えば受診した側と

しての質問になりますが、お答えいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） １番佐川委員の

御質問にお答えします。 

 歯科口腔保険推進に関する法律にのっとりまし

て、歯科検診の項目を町内の歯科医院の先生方と決

めさせていただいて、それぞれ他町村、実際やって

いる、先進でやっているところは、都会のところで

は１万円ぐらい検診料を取るところも実際あります

が、その中で町内の先生たちと最低限この検査、こ

の検査というふうに細かくさせていただいて３,０

００円を設定しました。それを無料で、御本人負担

はゼロということで受診していただきます。 

 先ほど申しましたように、ほとんどの方が治療対

象、もしくは継続しての検査ということになりま

す。そうすると、当日だとしても、あっ、やっぱり

虫歯を見つけた、すぐ治療だとしても一応検査はそ

こで終わって、この後は治療に入ります。御本人治

療に同意しますかというふうに先生が聞かれて、同

意された場合は保険の３割とか、保険を使っての治

療というふうな自己負担が発生するというふうに

なっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 私もこれ、この間、一般質

問させていただきまして、この対象年齢がどうして

も、やはりこの７０歳を切ってしまうのがどうして

もちょっと。 

 これだけ、今までの保健福祉課の施策で特定健診

率もアップして、道内トップクラスだということ

で、町のほうも健康推進のまちづくりということで

２月８日に宣言しましたし、やはりちょっと町民全

体に喚起するという、そして富良野市はワインを安

価で町民還元ということもありますし、できればも

う少しこの幅を広げて、高齢化社会ですから７０歳

ということを据えないで広くしていただきたいな

と。 

 この目標値について、検診のためのということで

すから、この予算でもう本当に十分だとは思うので

すけれども、この目標はどのぐらいに置いているの

かなというのを、データがないのでそれは難しいと

は思いますけれども、やっぱりそこら辺は今後も重

要になってくると思いますので、そこら辺をちょっ

ともう一度伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今年度から、私た

ちのほうで今予定をしています歯周疾患検診につき

ましては、さきの一般質問でも町長のほうからもお

答えさせていただきましたけれども、私ども成人期

の歯周歯科のデータを持ち合わせていないというこ

ともありまして、当然、歯の健康を支えることも一

つの目標でありますけれども、町として、今後、歯
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の健康を支えていくためには、どういったプランな

り、どういった事業が必要なのかということのデー

タ収集も必要というふうに思っておりますので、私

どもとしましては、道の保健事業であれば、４０

歳、５０歳、６０歳ということで１０歳刻みを対象

に補助金が交付されるような仕組みになっておりま

すけれども、私たちは、少なくとも５年ぐらい継続

することで、一通りの方に行き渡るというふうに理

解しておりますので、そんな中で、まずデータを収

集をしっかり努めて、今後どういったターゲットに

していくべきなのか。委員も一般質問のときにお話

しがありましたけれども、若いうちから検診ができ

れば、歯に限らずどのような病気もなるべく早いう

ちから検診ができればベターであるのは確かであり

ますので、そういう時期が必要なのか、それとも、

その疑念が発症するような４０代ぐらいで、まず検

診をしていくことが必要なのか。 

 それから、町においては、委員の御質問の中でも

ありましたけれども、６０歳以降に一気に歯科の受

診がふえているということは、一定程度多くの方が

６０歳ぐらいになったら、かなりやっぱり歯も気に

なってくるようなことがあらわれてきますので、実

際には治療につながっているといいますか、受診に

つながっている現状があるので、町としては、まず

公費をもって御支援をするのは、そこまでの期間を

まずターゲットとして取り組んでいきたいというよ

うなことで、今回、制度設計をしたところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １２９ページの予防接種の

関係でお尋ねいたします。 

 さっき、子宮頸がん等の関係での質問等もありま

したけれども、ただ、ここで、委託料の予防接種関

係１,６９７万９,０００円ということになっていま

す。２５年度の予算では７８０万９,０００円、２

４年度は６８７万１,０００円ということで、一気

に９１７万円ぐらいふえております。したがって、

先ほど子宮頸がんの関係で、３０人分がこの中に

入っているのか。子宮頸がんの項目が、昨年は１,

１２３万７,０００円計上してあって、今回はなく

て、先ほどの金子委員の質問に対しては３０人分だ

ということで、この予防接種の関係の、一気に９１

７万円ふえたという要素と、この中に子宮頸がんの

３０人分が入っているのかどうか、ちょっと確認し

たいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村委員の御

質問にお答えします。 

 今、中村委員のほうから、質問の中で委員のほう

から発言のあった内容で、理解はそういう形で結構

かと思いますが、昨年度、そこの予防接種関係７８

０万円ぐらいから、今回、約１,７００万円ぐらい

になっているということで、この予防接種関係のと

ころは定期接種の予防接種のものでありまして、昨

年度の予算書の中には、今、委員がおっしゃったよ

うに、子宮頸がん等ということで１,１００万円程

度が予算を組まれていたと思います。その中には、

子宮頸がんのワクチンが約六百何十万円が子宮頸が

ん、それからヒブワクチン等、小児の肺炎球菌ワク

チンについては、これも子宮頸がんと同様に去年か

ら定期接種にかわったものでありましたので、予算

計上のときには定期接種とは別の項目で子宮頸がん

等ワクチンということで予算上は計上させていただ

いていたので、今回、子宮頸がんの先ほど御説明し

た３０人分、それからヒブワクチン、それから小児

の肺炎球菌のワクチンを含めて、別の定期接種と合

わせて千六百数十万円という予算計上をさせていた

だいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今の関連でお伺いしたいの

ですが、今度、国のほうで、乳がんや子宮頸がん等

の無料クーポン券の配付を見直すという方針が打ち

出されたかというふうに思いますが、その背景とし

ては、受診率等が２割程度、あるいは自治体によっ

て違いますが、いわゆる過去に利用しなかった人を

対象に再発行という形でするのだというような話も

聞こえてきています。 

 また、大腸がんに至っては、無料クーポン券、検

診手帳の配付などを実施するという話も耳に入って

きておりますが、ここのかかわりで、どういうよう

な予算の組み方になっているのかというのと、その

制度がどういうふうに変わろうとしているのかお伺

いしたいと思います 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 がん対策の推進事業として、国のほうでは５年を

経過に無料クーポンを節目の年に配付しておりまし

た。それに準じて、上富良野町も行っておりまし

た。 

 当初、乳がんと子宮がん検診が５年を、２５年度

で終了するに当たり、国のほうは今までの５歳刻み

の無料クーポンを中止するというふうに打ち出して

おります。そのかわりに、働く女性の対策というふ

うに名を打って、今まで無料クーポンをお渡しした
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にもかかわらず受けていらっしゃらない方に、再度

リコール制度というのを設けて、実際、２５年の２

月に通知が来ております。 

 ２６年度の予算というふうになっていたのです

が、もうちょうど予算編成の時期でしたので、道の

ほうと相談しまして、新年度から補正で組む予定で

おります。ですので、２６年度の予算には、通常の

子宮がん、乳がんは初年度のクーポン、大腸がん検

診は５年目を迎えますので、大腸がん検診は２５年

度と同じような対象者として計上させていただいて

いる次第です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、１

２９ページ、１３１ページにかかわって、小児用の

予防接種に定期等がありますが、従来どおりの大体

予算の組み方かというふうに思います。 

 そこで、任意の接種については、インフルエンザ

やおたふく、水痘だとかロタウイルスだとか、この

件については町民税の非課税世帯が無料という形に

なっておりますが、しかし、これを見ますと、結構

ロタウイルスの腸炎に至っては２万３,０００円だ

とか２万４,０００円、インフルエンザに至っても

２,２００円だとか、年齢によっては多少違うのか

もしれませんが、いわゆる町民税の非課税世帯以外

は定期接種については無料になっておりますけれど

も、一緒くたにそこにはいかないにしても、やはり

軽減策という形でとる必要があるのだろうというふ

うに思いますが、この点、今年度の予算等審議に当

たってどういうふうに審議されたのか、全く審議さ

れてなかったのかということも含めて、考え方につ

いてお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、定期の接種が無料なのは、これは国の施策

でありますので、当然、定期の予防接種については

無料で接種を受けていただく。あと、今、委員のほ

うからありましたように、インフルエンザ、おたふ

く、水痘、それからロタウイルスについては、これ

は任意の予防接種ですので、受けられる方、受けら

れない方、それぞれ御判断をいただいて接種をいた

だく予防接種ということでありますので。ただ、経

済的な理由で受けるのを遠慮してしまうということ

は、町としては、それは支援しなければならないだ

ろうということで、受けたいのだけれども経済的な

理由で受けれないという方については支援しようと

いうことで、非課税の世帯については支援をするよ

うなそういう施策をとっておりまして、今後も引き

続きこういう対応がよろしいのではないかなという

ことで考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、今後、検討の余地が

あるというふうに判断されているかどうか、その点

お伺いいたします。軽減対策等、任意接種。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えいたしま

す。 

 ２６年度に、きのう３款の中でも少し議論をさせ

ていただきましたけれども、恒久的な生活支援の事

業の中で、新しく今年度から６事業について拡充等

の施策をしました。 

 その中で、こういう予防接種の対応についても内

部で検討をした項目の一つでありまして、これにつ

きましては、我々としては、今の形を踏襲すること

でよろしいのではないかということで内部協議をし

た経過にございます。 

 ということで、今後についても、引き続き私たち

としては今の考え方を踏襲したいなということで現

時点では考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひこの点もですね、任意

接種というだけで、その対象から外されるというこ

とであってはならないでしょうし、当然、病状に

よっては、ある程度また重度になっていくというよ

うな、そういったことも考えられますので、ぜひこ

ういった軽減策等についても考えていただきたいと

いうふうに、６事業の見直しをぜひ図っていただき

たい。こういう問題を抱えているのだということ

を、６事業の実施に当たって、問題がたくさんある

のだと、それだけではないのだということも含めて

見直しをぜひしていただきたいと思いますが、この

点、町長どういう見解をお持ちなのかお伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 昨日も私申し上げたかと思いますが、今回、６事

業をもって、さまざまなリスクを抱えて生活をして

いる町民の皆様に、この６事業をもって全て完結だ

というふうに考えていないことを御理解もいただい

ておきたいと思います。 

 さらに、町民の方々がどのようなニーズを持って

いるのか含めて、これからもさらに行政として議論

を重ね、さらに議会の皆さんとも御相談を申し上げ

ながら、こういう施策だとさらに充実していくこと

を今後の役割というふうに考えているわけでありま

すので、ぜひそこらあたりも御理解をいただいてお
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きたいというふうに思うところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 名前が物々しく、呼び名が

恒久的な対策という形になっております。恒久的な

のはどこが恒久的なのかという、いつも僕は疑問に

思いまして、そういうことを考えたら、恒久的は外

していただいて、やはり生活を維持するための、そ

ういった健康管理するための、そういう程度でいい

のではないかというふうに考えています。 

 恐らくは、町長の考えの中には、これ以上進むこ

とはないだろうというふうな考え、町長といっても

一回も口も開いてくれないし何も言ってくれないの

で、町長のなすべき役割は終わったのかなというふ

うな感じでも受け取られて、僕は受け取っていま

す。本来、町長というのは、委員の質問に対してき

ちっと答えなければならないのに、副町長が答える

というのはもってのほかでありまして、ぜひ、改善

していただきたいというふうに思います。 

 この関連、健康管理でお伺いしたいのは、いわゆ

る総務費の中でもお話しましたが、これだけボ

リュームのある内容、健康管理等が進められてきて

おります。それは、今までの方々が積み上げ、また

現状の現場の方々が、またそれを目標にさらに高い

目標を目指して進むという非常に重要な役割を担っ

ているところでもあります。ここだけではありませ

んよ、他の部署もそうですが、そういう意味では、

こういった健康管理を促進するというのでは、やっ

ぱり主要なポストも、課長職はなくなりましたけれ

ども、やはり私は近い将来に意欲を持って働けるよ

うにするためにも、そういったところに課長職のポ

ストを、やっぱり独自の健康推進づくり課かどうか

はわかりませんが、健康宣言の町もしたわけですか

ら、そういったポストを充てがって、また職員の喚

起も図るというような、そういうことが今必要だと

いうふうに思います。 

 こういった質問に対して町長は、まだまだ機は熟

していないという形の話をされていましたが、私は

機が熟して落ちそうなところまで来ているのだとい

うふうに思います。やはりそういう気持ちで皆さん

一生懸命やっているわけですから、行政はそれに応

えて、ポストも配置して、そこに目指すような形の

中で、課長職のポストも必要になってきているとい

うふうに思いますが、この点、町長、先ほど言いま

したからもう答えないという話にならないと思うの

ですが、答弁を求めます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢委員の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 存在を否定されておりますので、答えることはな

いのかなと思いますけれども、あえてサービスで答

えさせていただきますけれども、私といたしまして

は、きちっとそういう体制を強化するということ

は、これからもずっと継続してまいります。ただ

し、それはその時々の全体の職員の構成、あるいは

今求められているニーズがどこかということをわき

まえて判断しておりますので、米沢委員がお話しの

ような考えの人もおられるということでお聞きいた

しました。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １３３ページ、生活環境班

の工事請負費、神社トイレ改修の関係です。 

 予算は３３０万円ということで、この補足資料ナ

ンバー１４で理解ができましたけれども、ただ、３

４年経過をしているということと、利用法が非常に

高いというようなことも含めてということで理解を

しておりますけれども、ただ、あそこは神社参拝客

ばかりでなくて、グラウンドを使用する大人、子ど

も、それから学校の運動会等で非常に使われている

ところです。 

 ただ、今の現状を見ると、委員会の中でも申し上

げましたましたけれども、道路と今のトイレの建て

ものと段差があるのですね、特に男子のほうは。そ

ういうことで、あれを直すべきではないかと、一緒

にやってはということで。あの階段の段差解消で階

段をつくる、場合によっては手すりもというよう

な、道路等のあの間が非常に距離が短くて、あれだ

けの高さがありますので、そういう点で工事の関

係、配慮ということでお願いしていましたのです

が、これらの関係について、当初予算３３０万円で

あれするのか、その他の予算であれするのか、その

点と、これはいつごろ完成の見込みでやられている

かということでお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの７番

中村委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、段差の解消の関係でございますが、歩道か

ら１階の床のラインまでいくと、かなりの高低差が

ございます。スロープをつけるにしても、若干厳し

いのかなと思っております。今後、建設担当のほう

と協議していきながら進めていきたいというふうに

考えております。 

 あと、工期のほうについてですが、恐らく２カ月

か３カ月ぐらいの工期がかかるかなというふうに

思っております。あと、利用価値が多いのは、運動

会とかそういう学校グラウンドを使う時期がござい
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ますので、その時期を外した中で協議を進めていき

たいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、４款衛生費

の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。再開時間を１０時４５分と

いたします。 

────────────────── 

午前１０時２９分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 次に、５款労働費の１４２ページから７款商工費

の１７３ページまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４３ページ、ここのとこ

ろですね、労働者対策費６９万４,０００円。これ

は昨年と同じでございますけれども、昨年はそのほ

かに６８６万２,０００円予算づけしまして、これ

は、国からの緊急雇用創出事業だったかと思うので

すけれども、上富良野のブランド魅力発信事業を

行ったのです。その結果どうだったのか、これは何

かパンフレットを１,０００万部ぐらい印刷しまし

て、いろいろと発信して事業を行うということだっ

たのですけれども、この事業につきまして、まずど

うだったのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 ２５年度予算であった緊急雇用創出事業の進捗状

況の件だと思います。 

 この事業につきましては、上富良野ブランドＰＲ

拡大という部分の事業で、国の補助金の採択を受け

て、道を経由するのですけれども、１００％の補助

ということで計画したところでございます。 

 中身につきましては、上富良野の観光を外にＰＲ

する部分の映像、ＤＶＤの作成という部分と、実

際、それに附随して町勢要覧的な町の概要を説明で

きるものというＤＶＤ、この２種類を撮影して仕上

げて納品いただくということで、３月末の予定に

なっています。 

 そのほか、それに附随して、ＤＶＤだけでＰＲ

云々という話ありますので、あわせてパンフレット

をつくるということで現在進めている作業でござい

ます。４月から３月までずっと映像を撮っていまし

て、今それの組んでいる最中ということで御理解願

いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 少し効果があったかどう

か、どのようにそれにつきまして考えておられるの

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 町内を訪れる企

業や観光のエージェント、あと、観光プロモーショ

ンということで、観光協会と連携していろいろな観

光展等々に出展ございますので、そういったとき

に、上富良野をパンフレットという画像というだけ

ではなくて、四季折々のこの雄大な自然景観と、あ

とイベント等を動く画像のほうでＰＲして誘客を

図っていきたいということ等で使っていきたいと考

えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４７ページ、農業振興審

議会委員１０人となっておりまして、これは昨年７

万２,０００円だったかと思うのですが３万６,００

０円になっております。 

 それで、第７次農業振興計画を策定にかかられる

ということを、一般質問させていただきましたとき

におっしゃっておりました。それらの予算づけなん

かはどうなのでしょうか。ちょっとお尋ねしたいと

思います。この３万６,０００円になったところ

は、どういうことでしょうか、ちょっとお尋ねしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えいたしますが、第７次農業振興計画の策

定時が２５年度でございまして、２５年度、先ほど

御発言にもありましたように７万２,０００円とい

ことで、審議会を２回開催する予算をとってござい

ましたした。２６年につきましては、その振興計画

の策定の作業はもう前年に終わっておりますので、

通常の年間１回の開催ということで減額をしている

という内容になってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） このメンバーは、審議会の

農業振興の計画に当たられる方は、どういう構成に

なっているのですか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御質
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問にお答えしますが、主に農業委員会とかＪＡ、土

地改良区、農業共済組合等そういう関係農業団体が

９団体と、あともう１点、農業機関以外では消費者

協会のほうからも代表の方を選出いただいて、メン

バーに加わってただいている状況です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） この振興計画、大切でござ

いますので、しっかりした将来を見据えた計画にし

ていただきたいと思います。どのような取り組み

を、意気込みを聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えしますが、今までも、この場で町長のほ

うからもいろいろ一般質問ですとか、その中で答弁

させていただいておりますが、委員も一般質問で御

質問されてたとおり、昨今、国のほうでは大きな農

政転換というものが図られてきております。その中

で、今後の不安を抱える部分の解決、解消というよ

うな対策ということもあるのですけれども、その中

には新しい技術の導入ですとか、付加価値を高める

とか、６次産業化とか、そういうこれからの新たな

展開というのも示されておりますので、そういうも

のも十分活用しながら、プラス独自の、地域独自の

農業政策を打ちながら、上富良野町の農業を発展、

農家さんの所得の向上というものを主眼に置いて積

極的に取り進めていきたいというふうに考えていま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか、村上

委員。 

 ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） １５０ページから１５１

ページにかけての農業振興費、これ３点ほどあるの

ですけれども、これは一括して同じ支援金なので…

…。 

○委員長（長谷川徳行君） 一問一答ですから、有

為に使ってください。 

〇９番（岩崎治男君） わかりました。 

 環境保全型の農業直接支援対策費ですけれども、

これにつきましては、ことしも昨年同様の計算法で

支払われるのか。というのは、１２月に出した農林

省の方針案では、休耕奨励金については、２６年度

は半分になりますというようなことがありましたの

で、これらの支援対策費についてもどういうような

動きがあるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ９番岩崎委員の御質

問にお答えいたします。 

 まず、環境保全型農業直接支援対策費の部分でご

ざいますが、こちらのほうにつきましては、もう実

施して３年になろうかと思います。２６年度におき

ましても、一応、今の見積もりの中では、昨年は１

５１ヘクタールだったのですが、若干ふえる予定で

ございまして、１６０ヘクタールぐらいをめどとし

て予算を計上させていただいたところです。 

 また、休耕奨励金といいますか、現在、水田フル

活用事業と言っているのですけれども、そちらのほ

うの減額という御指摘でございますけれども、そち

らのほうについては、今年度につきましては、昨年

同様の金額が交付されるというふうに伺っておりま

すし、あと、生産数量の配分が減りましたので、そ

の分についても水田フル活用のほうの事業活用とい

うことで、その分も合わせて加算される形で交付さ

れるということで聞いております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 今の部分については承知い

たしましたけれども、関連がありますので、同じ１

５０ページです。 

 経営所得の安定対策推進費、これについても内容

を伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ９番岩崎委員の経営

所得安定対策推進費の使い道に係る御質問かと思い

ますが、こちらのほうにつきましては、経営所得安

定対策ですとか、先ほど言いました水田フル活用の

そういう交付金の交付事務ですとか、それを農業関

係、農業団体で組織しております上富良野町農業再

生協議会という組織がございまして、そちらのほう

で諸事務を取り扱う運営する費用として、全額、国

のほうから補助をいただきまして、そちらのほうの

運営財源に充てているというような内容になってご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １４９ページの演習場周辺

農業施設に係るところなのですが、昨年８,３７２

万６,０００円と非常に大きな金額で、今年度は１,

９９７万８,０００円、約２,０００万円弱の予算に

なっておりますが、これらの中身について教えてく

ださい。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 演習場周辺農業用施設設置助成の関係の機械の購

入内容になるのですけれども、２６年度につきまし
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ては大豆用のコンバインを２台ということで、受益

農家さん１２２戸ほどあるのですけれども、今回

は、この大豆コンバインの２台の購入事業というこ

とになっておりまして、それぞれ導入計画に基づい

て事業が進んでいるわけですけれども、平成２６年

度においては、今言った大豆コンバインの２台の購

入のみということで、昨年から比べるとかなり事業

費的には減額になっているということになります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 大豆のコンバイン２台とい

うことで、昨年たしか物すごくいろいろな種類のや

つを買って、多分そのときの耕作面積等々を教えて

いただいたと思うのですが、その大豆用コンバイン

２台で約何ヘクタール程度の対象者となるか教えて

ください。あと、何戸農家というか、何戸対象者

で、何ヘクタールぐらいかということ、概算でわか

れば結構です。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えしますが、先ほど言いましたように、大

豆コンバイン、昨年もたしか購入していたかと思う

のですけれども、そういうのを全て合わせまして、

大豆をつくっている方が対象受益者ということにな

りますので、そちらについては先ほど申しましたよ

うに１２２戸の受益戸数ということで、事業の申請

をしている。 

 面積は、町内の大豆作付面積のほとんどになると

思うのですけれども、ちょっと面積のほうは済みま

せん。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 非常に、演習場というか駐

屯地があって、演習場があるということで、そのい

ろいろな恩恵を受けているのかなというふうに。

ちょっと町長にお聞きしたいのですけれども、過去

にずっとこの長い歴史において、この演習場の周辺

の整備助成というのもずっとずっと駐屯地とともに

やっている。 

 一つ提案なのですけれども、ぜひ、農家の方で、

こういう補助をもらった方も、駐屯地と仲よくして

いただく上において、協力会等にぜひお声かけをし

ていただきたいと思いますが、町長この辺いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子委員の御質問にお答え

をさせていただきますが、協力会の構成の会員に参

加していただくというようなことも、協力の思いを

あらわす一つの方法かと思いますけれども、既に非

常に安定的に自衛隊と、あるいは演習場の利用等が

安定的に行われているということで、中央のほうで

も評価をいただいておりますし、協力会の会員にな

る云々だけということでなくて、広い意味で御理解

いただきたいなというふうに。もちろん機会があれ

ば参加をして、加入していただくことを何も拒むも

のではありませんけれども、あえてその部分を高め

ることによって云々というようなことより、全体を

見た限りにおいては非常に良好であるというふうに

理解しているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） わかりました。今言うよう

に安定的に、またその周辺の道路の使用とかも含め

て、今後とも良好な関係を築いていただきたいと思

います。 

 済みません、最後になりますけれども、この周辺

整備の農業機械なのですけれども、前にたしかずっ

と年次計画表をいただいたと思うのですけれども、

更新として新たに買う予定のものというのはあるの

か、それとも全く別な、例えば次は大根だよとか、

ニンジンだよとかというものになっていくのか、多

分、ロールベーラーのようなものとは別に、圃場が

大型化することによって、それに見合う機械類も大

きくなっていくというようなことで更新されている

ようにお見受けするのですけれども、今後において

もそういったようなことになるのか、それとも今の

あるものが新しくなっていくのかということで、

ちょっとお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたしますが、この事業の性質上、単純

更新というのは認められないという事業になってご

ざいます。ですから、例えば、対象作物をかえると

いったらちょっと語弊がありますけれども、違う作

物に対して同じ機械を買うにも、違う作物にしてそ

れを購入するとか、そういうようなことで、基本的

には新しいテーマでの購入ということになりますの

で、単純な更新というのは認められていないという

ことでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４９ページの中山間地域

等直接支払の中にあります有害鳥獣駆除の促進のと

ころでございます。 

 これは、資料をいただいておりまして、見せてい

ただきますと、昨年は鹿柵の設置の積み立てを５０

０万円考えていたのですが、事業が断念したという

ことで、その５００万円をそのまま何か電牧柵の整

備の維持修繕に使われませんでしたから、それを何
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かちょっと振りかえになったような感じがするので

すけれども、これで鹿被害の対策の強化が図れるの

かどうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の中山

間事業で行っています有害駆除の対策についての御

質問にお答えさせていただきますが、委員御承知の

とおり、一昨年から昨年の春にかけまして、鹿柵の

設置について農業者の皆さんも集まっていただいた

中で、その設置について検討を進めてきたところで

すけれども、結果的には、多額な費用がかかるとい

うようなこともありまして、その計画については断

念をしたところでございますが、といって何もしな

いということにもなりませんので、今から十数年前

も電牧を設置する事業がありまして、かなり老朽化

ですとか、もう形もないようなことになってござい

ますが、鹿からの被害を防止するために、電牧柵の

再配置でありますとか、現に今も大切に管理されて

使って、それなりに効果を発揮されている現場もご

ざいますので、そういうものも含めまして、電牧の

設置について資材等の提供を図りながら進めていき

たいということで予算を計上しているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それで、被害自治体という

ことを設置しまして、これは何か２２名でというこ

とをおっしゃいましたけれども、これは猟友会の方

が横滑りのような感じなのでしょうか。ちょっとお

尋ねしたいともいます。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の駆除

実施隊に関する御質問にお答えいたしますが、最終

的に、結果的には猟友会さんのメンバーの方が皆さ

んそれぞれ入っていただいて構成されているという

ことになりますが、横滑りとかというのではなく

て、また個々に承諾をいただく中で結成をしてござ

いますので、その中には最近この事業を使いまして

狩猟免許の取得や何かの補助も行っておりまして、

かなり農業者の方が免許を取られて猟友会に加入を

いただいて駆除活動も行っていただいておりますの

で、そういう現場の農家の方々も大分ふえてきてい

るということで、自己防衛という意味も含めまし

て、そういう積極的な参加をいただいているという

ことで御承知おきいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 猟友会の方、ハンターの方

も御高齢になってきているのではないかと思うので

すよね。そうすると大変かなというようなことも考

えたりするのですけれども、今、道のほうで髙橋知

事が、エゾシカ捕獲に道職員ハンターを、これを市

町村で、もし駆除に当たるケースがあれば道職員も

支援することだということで、この間、５日の道議

会の一般質問で答えられたのですけれども、職員の

方が３０人ぐらい免許を持っていらっしゃるという

ことで、こういったことも要請なんかもどのように

考えていらっしゃるのか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えいたしますが、実情といたしまして、こ

んなこと言ったら農業者の皆さんにちょっと失礼か

もしれませんけれども、ほかの市町村と比べると被

害は本当に５,０００万円前後ということで多大な

ものなのですけれども、全道的に見て被害のレベル

どうだというと、まだそうでもないといいますか、

お隣の富良野、南富良野では相変わらず、毎年１,

０００頭ぐらいの駆除の実績がございますし、うち

につきましては、多いときでここ四、五年で２００

頭、今年度、２５年度につきましては、今７０頭か

ら８０頭ぐらいで推移していると思うのですけれど

も、そういう状況にありますので、そういう制度を

使えると、活用できるということになれば、もちろ

んそれは大変有効に働くかと思いますけれども、多

分、被害の状況から見て優先度はかなり低いのでは

ないかなというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） １６９ページの一番上の

観光客誘致事業に該当すると思うのですけれども、

先般、当町の町政執行方針のときにお話したことで

す。青い山脈というキャッチフレーズを使ったらい

いのではないかというお話をもう一度させていただ

きたいなと。あのときの町長の御答弁では、十勝岳

はもう全国的に名前も売れているということとか、

食もある、ラベンダーもある、温泉もあるというこ

とで、十勝岳の景観だけでもないというようなお話

もされましたけれども、もちろんそのとおりだと思

うのですよね。 

 近年の観光客誘致事業というのは、決して上富良

野町は胸を張れるものではないと思うのですね。近

隣の町に結構食われているだろうと。だから、現状

を打破して、もっと観光客を誘致したらいいのでは

ないかというところでお話しをしたい。だから、上

富良野町のポイントをやっぱりＰＲしなければいけ

ないということで、強烈なインパクトのあるスロー

ガン、あるいはキャッチフレーズ的なものが、私は
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青い山脈であろうというふうに思っているわけです

よ。 

 それで、お話しをすると、よく皆さんが言われる

ように、景観は上富良野町から見たら一番よいと、

これは美瑛町も思っているかもしれないですよね。

だから、この上富良野町から見たのがいいというと

ころをやっぱりしっかりやって、観光客の誘致を盛

り返さなければいけないというように思っておりま

す。 

 それで、なぜ青い山脈かといいますと、昭和の歌

の中で一番人気があるのが青い山脈というのが、昭

和の時代が終わった平成元年にＮＨＫでやっていま

したね。昭和の歌ベスト２００というところで、ベ

スト１０に入ったのが、美空ひばりさんの歌が３つ

と、藤山一郎さんの歌が３つ入って、その中でもベ

スト１がこの青い山脈だった。やっぱり、これだけ

戦後の荒廃した世の中でヒットしたこの歌というの

は、日本人の心にしみわたっているわけ。また、こ

の歌を聞いた人は、まだまだ健在であると私は思っ

ていますが、その人たちもあわせて誘致することが

できるのではないかと。 

 郷愁という言葉がございますけれども、これは上

富良野町出身で現在町外に住んでおられる方が、上

富良野町はいいなと思うのがそういう言葉でござい

ますけれども、この青い山脈という心の中の郷愁と

いうのですか、日本人の、それは心の中のふるさと

というのは、私は青い山脈も一つあると思う。だか

ら、その山脈は十勝岳連邦だよというふうに訴えれ

ば、それであれば一回見てみたいなということに

なってくるのではなかろうかと。 

 それで、青い山脈の第３番目ですね、第２番とか

は日本アルプスとか北アルプスのあたりを言ってい

ると思いますけれども、第３番目の、父も見まし

た、母も見たと、ここはどうでもいいのですけれど

も、旅路の果てのその果ての青い山脈というのは、

私は、十勝岳連邦だよというのを訴えれば、この心

の琴線に触れているこの歌というものは、やっぱり

心に訴えることができると思うのです。ああ、それ

であれば見に行きたいなと。観光客の誘致増加事業

にもつながっていくのではなかろうかと思うのです

ね。 

 そして、あとはどこかの業者がやるかもしれませ

んけれども、青い山脈観光ツアーなんて使っていた

だければ、それに便乗して青い山脈を見ようと、そ

して上富良野町は、また食の町でもあると、いろい

ろありますよね。あるいは温泉の町でもある、ラベ

ンダーの町でもある、いろいろなものも一緒に見に

行こうというようなことをいろいろ訴えることがで

きると思うのですよね。 

 私は、なぜこういうことを思い立ったかですね、

皆さん見ておられるかどうかわかりませんけれど

も、月曜日のＢＳ日本という４チャンネルの９時か

ら、「ＢＳ日本・こころの歌」というのをやってい

るのですね。そこでフォレスタという音大卒の男女

１１名ぐらいが、いろいろな童謡から歌謡曲からい

ろいろ歌っている番組が１時間ございます。この中

で、要するに、ふるさとという歌を歌うときに、そ

のバックに流れる画面が十勝岳連邦なのですよ。も

う日本にも結構ＰＲしている。彼らのグループは、

結構あちこちでコンサートをやっていますけれど

も、絶えず満杯ですよ。だから結構見ておられる人

がいるから、推測でこれをやったらいいのではない

かと話しているわけでもないのです。実際にそうい

う画面を見ておられる方も結構おられると私は思っ

ている。だから、ぜひそれを採用して、ポスターで

も何でもいいですから、一つ入れればいいのではな

いかなという御提案も含めて、観光事業の観光客の

誘致事業というものやっていったほうがいいのでは

ないかということを提案したいというふうに思って

いるのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番今村委員から

の御提案の趣旨の御発言かというふうに思います

が、委員おっしゃったとおり、歌の歌詞という中に

は言葉の力もありますし、それが例えば地域のイ

メージにうまく連動した形で、それが地域のイメー

ジとして印象深く皆さんに伝わっていくという場面

はあるかというふうに思っております。 

 ただ、今、青い山脈という例を出されましたけれ

ども、一応、観光振興計画のほうでも今後の誘客す

るターゲットをどこに置くかというところでは、全

年代層ということで一応計画を組み立てている中

で、青い山脈もいいのですけれども、やはりある一

定程度の年代の上の方が連想されるという部分もあ

りますので、今後そういうキャッチフレーズという

のは大変重要な一つの要素だというふうに思ってお

りますので、これから必要な場面においてそういう

ものを決める、そういう住民の皆さんとの議論が多

分ある可能性もございますので、そういう中でぜひ

参考として受けとめておきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 今村委員、よろしいで

すか。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） １５１ページの中ほどに

人・農地問題解決推進費ということで、その下段、

青年就農給付金という項目が３００万円ついていま
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すが、これどういった性質の給付金なのか教えてい

ただけませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番岡本委員の青

年就農給付金に関する御質問にお答えいたします。 

こちらのほうにつきましては、年齢が４５歳以下と

いう条件がついてございますけれども、新規に就農

された方、また後継者でも、親元就農後５年未満の

方について対象となりまして、制度の趣旨といたし

ましては、やはり新規就農したときには初めから安

定した所得は得られないということがございますの

で、最長５年を限度として、毎年１年につき１５０

万円の交付金が奨励金というような形で交付される

ということで、新規就農者対策ということで御理解

いただければいいかと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） そうしたら、これ２名、

人数の見込み数は何名ということで。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番岡本委員の御

質問にお答えしますが、２５年度から対象になって

いる方がいまして、そちらの継続分ということで２

件、１５０万円掛ける２名ということで、３００万

円の計上させていただいています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） それとの関連なのです

が、１４７ページの農業後継者対策の担い手サポー

ト奨励補助ということで、これ質が違う補助金とい

うことで捉えてよろしいかどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番岡本委員の御

質問にお答えします。 

 担い手サポートのほうは、町単独費を使いまし

て、こちらのほうは農業後継者、新規ではなくて農

業後継者を対象にしております事業でございます。

先ほどの青年就農給付金につきましては、こちらの

ほうは新規就農もしくは親からの権限移譲を受けて

経営者として自立した場合に、それも先ほど言いま

したように、親元就農５年超えていたらもう対象に

はなりませんので、ただこちらのほうについては、

全額、国のほうから国の事業として実施されている

ものでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか、岡本

委員。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １７１ページと１６９ペー

ジから、いわゆる観光に携わる一般の全般の部分で

ちょっと御質問したいのですが、現在、町長の執行

方針の中においても、観光の位置づけというのが、

いわゆる各産業間の接着剤といいましょうか、その

結びつけのところで捉えられているのかなというふ

うに読み取ったのですが、その中において、実際そ

の観光客が入ってくる入り口の段階のところで、深

山峠というエリアがあるのですけれども、予算措置

の中においては、相変わらずあそこのコミュニ

ティーの広場の管理とトイレの清掃のところしか、

１７１ページにある予算の措置しかされていないの

ですよ。一方で、ちょっと款が違うので言いづらい

のですけれども、見晴台のところにおいては、指定

管理ということでなっております。間接的に十勝岳

観光協会のほうに、今、旧ラベンダーオーナー園の

場所に維持管理ということで約８０万円程度、それ

から案内所ということで２０万円ぐらいの補助を出

しております。 

 何を言いたいかというと、上富良野町、いわゆる

旭川空港を拠点として、いわゆる北側から入ってこ

られるところの、まさしく玄関口として、深山峠エ

リアがございます。あそこの開発、それから運営に

ついては、今現在、民間が主体としてやっておりま

すが、やはりどこの町に行くにしても、その景勝地

にはインフォメーションというのが必ず必要となっ

ていきます。しっかりとした道の駅等々の要件を踏

まえた、そういう政策というのが、ずっとこの間見

られていないのです。道の駅をつくれではないので

すけれども、そこに当てはまるような情報であった

りとか、それから物産等々ができるようなものとい

う施策が一つも今年度も予算の中には上がってこな

いのですけれども、このようなことに対して、町の

入り口、顔でもあります、いわゆる深山峠エリアと

いうものをどのように捉えているのか、お聞かせ願

いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたしますが、深山峠につきましては、

もちろん上富良野の入り口でございます。大変重要

なエリアであるというふうに認識をしているところ

でございます。 

 今、委員おっしゃった、そういう施設関係なので

すけれども、そちらについては、やはりそこで展開

される、その後のソフトというか、事業は非常に重

要な問題になってくると思いますし、また今までも

いろいろと物産館等の施設やなんかの配置等につい

ても、議会の中で、いろいろ意見を一般質問等の中

で交わした経過にございますけれども、場所が深山

峠ということで、ちょっと限った話にはなりません
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けれども、やはりその施設整備後の活用といいます

か、そういうものが最も重要になってきますので、

そこで活動される方というか、将来そういうふうに

なられる方というのが、今、町の中でいろいろ活動

を展開される方がふえてきているというふうに認識

もしていますし、やはりそういう運営といいます

か、ソフト活動を、将来そういう器ができたとして

も、しっかりとその施設の運営が成り立つようなそ

ういうソフトが完備される、もしくは活動される方

の地域の気運、こういうものが整ったときには、深

山峠というふうに場所を限定するわけではないです

けれども、そういう施設の必要性はもちろん感じて

おりますので、具体的な気運が高まった暁、条件が

ある程度整ったときには、そういうことも真剣に検

討していかなければならないかなという認識でいま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ぜひ、本当にあそこは歴史

的にもラベンダーのオーナー園事業で、非常に発達

した観光地として、景観としても先ほど同僚議員が

言ったような、天気がよければ秀峰十勝岳連邦も

しっかりとお花畑越しに見えたりとか、それから受

け皿としても大型のバス等々もとめられる施設もご

ざいます。 

 やはり考え方なのですけれども、今、現段階にお

いて、ほとんど民にそこは委ねている。一部、旧観

光協会が収益事業として行っていたラベンダー畑に

ついては、町長の計らいで、あそこは公費を投入し

て少し整備をしようということではなっております

が、まだまだ今、課長が言ったようなソフト事業

等々についても、もう少しやはり観光の町として確

立をしていく、この富良野・美瑛広域観光圏の中の

場所的には中心の場所になっているところが、残念

ながら、どうしてもやはり中央のほうに行ったり、

また海外のほうに行っても、大きく富良野エリアと

いうことでは認識されているのでしょうけれども、

どうしても飛ばされてしまう残念なことにありま

す。 

 先ほど課長が言ったように、さまざまな小さい町

内のグループがいろいろな活動もしているというと

ころではありますが、その部分、昔、インキュベー

ターにぜひ町がなってほしいということでお願いし

たこともございますが、そういった予算措置が全く

この２６年度予算にもあらわれていないのですけれ

ども、町長、その辺育てていくというか、バック

アップするような措置というのは、今後において、

いかがに考えているかをお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子委員の御質問にお

答えいたします。 

 観光振興全般にちょっとわたるお話になるかと思

いますけれども、深山峠地区の価値観については、

共有させていただいているところであります。 

 ただ、深山峠地区に町が主体性を持って力点を置

いていくことが、果たして町全体の観光振興を考え

たときのバランスを考えましたときに、私は、深山

峠地区につきましては、もうはるかに私どものノウ

ハウを超えた、観光協会も含めまして民間の事業者

の方々が、十分、町では到底手の届かないところの

分野にまで事業をされているというふうに思ってお

りまして、あそこが上富良野町の観光の入り口とし

ての機能を、やはり民間の方がその力やノウハウを

持って取り組むことが、私は一番望ましい形だと思

いますし、町がその民間の方の力を超えてできるよ

うな能力も持っておりませんし、ノウハウもありま

せん。加えて、十勝岳地区の皆さん方と会話をする

中で、背中を押してほしい、あるいはこういうとこ

ろを充足してほしい、そういうような普段の会話、

あるいは情報交換の中から、現在は、総体的に地位

を高めようということでは共有しておりますけれど

も、今は、民間の方々が頑張ってくれているという

ことで、私どもも見守っていきたいと思っておりま

す。 

 上富良野町の観光振興、今スタートしたばかりで

ございますけれども、もう少し将来の、将来と申し

ましょうか上富良野全体、さらには、それから金子

委員のほうからお話しがありましたように、この富

良野圏域におきまして、それぞれ各単独の町村が我

のところへ我のところへというようなことでの効果

は限定的だということで、お互い私ども会います

と、他の市町村の方は上富良野はいいな、上富良野

だけ際立っていいなと。私どもから言うと、また富

良野市はいいですねというようなことで、非常にそ

の辺の定義は曖昧でございまして、つまるところ、

みんなで力を合わせていくことが、ほかがよくなっ

て自分もよくなるということで共有しているところ

でございまして、そういうような観点で少し見てい

ただければというふうに思っているところでござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 町長、優しいので、本当に

そういう。 

 私も、観光は広域であることは大賛成です。とに

かく東京の人が来たら、上富良野町だろうが中富良

野だろうが富良野だろうが南富良野だろうが、みん

な美瑛もひっくるめて富良野・美瑛エリアというこ

とで来ているのは、これはもう間違いのないところ
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なのですが、やっぱり、今、もう少し攻めの姿勢を

持っていただかないと、それは富良野から見たら上

富良野は十勝岳温泉があっていいねとか、ラベン

ダーもきれいだねとか言いますよ。ただ、実際では

統計を見たら、実の部分とっているのは、ほかの町

村なのですよ。平成２５年度の観光客の入り込みを

見たって、ちょっと比べて申しわけないですけれど

も、占冠村よりも年間の入り込み数少ないのです

よ。それは、やっぱりもう少し攻めの姿勢を持たな

ければいけないと思うのですよ。 

 私は、例えばなのですけれども、産業振興課ＰＲ

大使をやっておりますよね。昨年、町長も、積極的

にそのＰＲ大使の任命、襲名にも効果を出すような

取り組みもしております。ぜひ、そういうメディア

であったりとか、そういう人脈を広げていきなが

ら、やっぱりもっともっと強く上富良野の地理的条

件であったりとか、その持っているポテンシャルの

部分を、さらに出して、先ほど言う、何度も私、繰

り返します、町長と同じ考えなのですけれども、広

域でお客さん呼んでもいいのです。だけれども、実

利はぜひ上富に来ていただくというぐらいの攻めの

部分、もう少し気持ちの中で持っていただきなが

ら、予算をきちっと立てていただきたいなというふ

うに考えておりますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁 

○町長（向山富夫君） ５番金子委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 他の業種もそうですけれども、基本的に認識して

おりますのは、行政が何か形をお示しして、こうい

うものにこういうふうに取り組むから、ぜひ皆さん

一緒についてきてくださいということでは、私は自

立できないと、民間の方が。やはり、民間の方が個

人なり、組織なり、団体の皆さん方がそれぞれ民間

の柔軟な発想、行政のようにとらわれ、非常に規

則、決まりの中で行動するのではなくて、自由度の

高い中で、さまざまな組み立てを、私どもと一緒に

協議をしたり、組み立てをしたり、知恵を出し合っ

たりする中で、町がその皆さん方の活動をしっかり

と支えるということが、これが私は行政のスタンス

だというふうに思っておりまして、金子委員と少し

組み立ての主体性がどこが持つかということで、若

干考え方に相違があるようですけれども、私はそう

いう、それぞれの活動を財政的にも、あるいは制度

で支えたりというようなことが、行政としてやはり

一番力を注ぐべきところかなというふうに理解をし

ているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） では、言葉尻を捉えるよう

なことでちょっと申しわけないですけれども、確認

の意味なのですけれども、私が考えるのは、行政が

メーンとなってやれということで言っているわけで

はないのですよ。やはり町長おっしゃるように、も

ちろん民間の活力というものを大きく下支えをして

いって育てていくのが行政であるということについ

ては私も同じ考えなのですが、やはり例えば、では

逆に、やる気のあるようなそういう団体とか、さま

ざまな活動することにおいたときには、きちっとそ

ういった行政として後支え、それは場合によっては

予算の措置もあるかもしれませんが、マンパワーで

あったりとか、それから後方的な部分であったりと

か、後援になったりとかということも含めて、それ

は町としてしっかり支えるということが、町長とし

てはやぶさかでないということで確認してよろしい

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁 

○町長（向山富夫君） ５番金子委員の御質問にお

答えさせていただきますが、私、就任させていただ

いてから今日まで、その気持ちは一度も変わったこ

とはありませんし、それぞれ団体、組織の方々に対

してそういうような、ぜひ町のほうにアプローチを

していただきたいということは常々申し上げてきて

おりますし、現在もそうだと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １５１ページ、経営所得安

定対策推進費、これ昨年は農業者所得保障制度とい

う名目での予算だったかと思っております。これ、

ただ名称が変わっただけでございましょうか。同じ

予算づけになっております。それと、人・農地問題

解決推進費、これが昨年は個別所得保障経営安定推

進費ということで、これは１０万円でしたか、予算

づけになっておりました。これはどうなのでしょう

か、農地集約に向けてなかなか手放したくないとい

う方がいらっしゃるのか、どんな問題があるので

しょうかね。人・農地推進費でいいかと思うのです

けれども、ここに農地問題解決とこう書いてありま

すので、どんな問題があるのかちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えします。 

 経営所得安定対策推進につきましては、ことし所

得保障と、政権がかわって事業名が変わったという

ことで、単純に事業名の切りかえでございます。 

 あと、人・農地問題解決推進のほうなのですけれ

ども、こちらについては実際には、先ほど言いまし

た新規就農者等に対する青年就農給付金の交付です

とか、あと人・農地プランというものが町で策定し
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てございまして、この内容につきましては、５年

後、１０年後の自分の農業者としての形を考えたと

きに、さらに農地の集約等を図って、地域でも中心

的な担い手になるのか、それとももう現状を維持す

るのか、それとも近い将来、農地をそういう中心的

担い手の方に賃貸等でお護りして、自分はもう農業

から身を引くのかという３種類の、そういう形態に

分かれるのですけれども、そちらのほうのプランの

変更でありますとか、そのプランの運営といいます

か、その辺の事務費につきましてついているもので

ございまして、例えば、農地の集約ですとか、そう

いうものの事業に使うのでは、ちょっと名前が少し

複雑というか、ややこしいのですけれども、この中

では農地集約の、無関係ということではないのです

けれども、直接その農地の集約に向けた予算という

ことではないということで御了解ください。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、伺いますと、中心的担

い手になるのか、現状でいくのか、やめるのか、こ

の三通りだとおっしゃいましたけれども、それはこ

とし一年かけて大体見通しをつけるということでご

ざいますか。それとも、何年かということで、

ちょっとお聞きしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えしますが、２年前に一度、制度ができて

から、町のほうでは全農業者の皆さんに意向調査を

いたしまして、どういう形態になるかという意向を

把握した上で、人・農地プランというのを策定して

おります。 

 ただ、国のほうからの指導でも、その辺は臨機応

変にといいますか、できれば毎年、そういうものを

見直していきなさいよということで、一応そういう

指導といいますか、助言をいただいてございますの

で、当町におきましては今回も意向調査を実施し

て、この人・農地プランの位置づけによっていろい

ろな事業活用、できる、できないというのが出てき

ますので、そのあたりをもう一度説明をし直した中

で、再度ちょっと大幅にといいますか、意向を確認

して見直し作業を行って最中でございます。ですか

ら、既にプランはございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします。 

今、農地の中間管理機構という形の中で、農地の集

積、集約という形で進められようとしています。こ

れによる、実際の、もう今年度から実施されるのか

というふうに聞いておりますが、実施されることに

よって上富良野町の農業そのもの、あるいは交付金

等がどのように大きく変わるのかというところを

ちょっと、わかる範囲でよろしいのですがお伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 中間管理機構につきましては、４月からその運用

が図られるということで、都道府県単位で一つ設置

されます。その事務については、市町村に委任をさ

れるということになりますが、今のところ、その中

間管理機構を介した農地の流動化によって、うちの

町の中でただ農地が動いた場合、交付とかそういう

事業対象になるものがあるかというと、当面はござ

いません。 

 やはり、その制度自体が、いろいろその農地の流

動化がなかなか進まない本州のほうを中心に考えた

制度であるというふうに言えると思うのですけれど

も、この中間管理機構の設置に伴って出てくる制度

の事業化に伴って、その交付金とかの制度、これが

最低の条件として全農地の２割が中間管理機構に貸

し付けをしなければならない。それ以上超えれば、

いろいろと受けられる制度もあるのですけれども、

現在うちの町では農地が６,０００ヘクタールほど

ございます。ですから、中間管理機構への貸し付

け、無条件貸し付けなのですけれども、それが１,

２００ヘクタール、２割を超えない限り、いろいろ

その農地が流動化したときの交付金の制度を受ける

ということができませんので、大体１シーズン賃貸

で、その冬の間に農地が動く面積が、賃貸だけです

けれども約１５０ヘクタールぐらいでございますの

で、その全農地の２０％を達成するということだ

と、単純計算で８年ぐらいかかるのですよね。です

から、それ以降、この制度がそのまま残っていれば

活用できる道はあるかなというふうに思いますが、

当面、中間管理機構を介したその農地の流動化に

よって活用できる制度はないということでいいかと

思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） お伺いいたしますが、仮

に、その農地を中間、その機構に貸し付けるという

場合になったとき、それは引き受け手がいれば奨励

金、いわゆるその制度の対象になるかというふうに

思いますが、引き受け手がない場合、僕の土地を貸

し付けたいと、中間機構に預けたいと、そういった

場合は制度の受けられる対象になるかならないか、

そこをお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 
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○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えいたしますが、よっぽど、例えば非常に

状態の悪い、条件の不利な農地、これはもう受け手

を見つけてもなかなか受け取ってくれないだろうと

いうところは貸し付けをお断りすることもできま

す。そして、また一回貸し付けられたものについて

も、先ほどいったような要件でいないという場合に

は、お返しもできるというようなことになってござ

いまして、あくまでも出し手と受け手がいて初めて

制度活用ができるということになるかと思います。 

 あと、大変申しわけございませんが、先ほどの答

弁で、当面、農地流動化に対する制度活用ができな

いというふうにお答えしましたが、一部離農される

方、規模を縮小される方が、要するに機構のほうに

その農地を貸し付けて、受け手がいたときには経営

転換協力金といいますか、離農したときの準備金み

たいな性質なのですけれども、そういうものの制度

活用というのは従来からあったことなのですけれど

も、それは継続してできるということと、あと、要

するに団地化ですね、団地化できた場合に分散錯圃

集約協力金だったかというふうに思いますけれど

も、そういう事業については活用できることになり

ます。 

 ただ、先ほど言いましたように、規模拡大ですと

かそういうところ、今まで事業対象になっていたも

のが中間管理機構を介すことによって、先ほど言っ

た条件で当面は使えないということになってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） １６５ページになります

が、中央コミュニティ広場の活用推進事業負担とい

うことについて、何点かお聞きをしたいと思いま

す。 

 すばらしい町なかが、いろいろ活性化されるのか

なと期待をするところでもありますが、この事業に

ついて、これは冬期間どうしようと考えているの

か。また、利用の予測や何か、活用例、用途例がこ

こに載っていますが、ビアガーデンの定期的開催と

か、こういうことが実現することになれば、かなり

の利用度になるのかなと、そんなことも含めながら

ちょっとお聞かせいただきたいのと、それから、当

然、冬期維持管理費がこれからかかってまいりま

す。事業負担金ということで８００万円と予算が組

まれていますが、そこら辺のテントがどれぐらいを

予定していて、維持管理がどれぐらいだというよう

なこともあわせてお伺いをいたしいたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １０番中澤委員のこ

の中央コミニュニティ広場の活用推進事業の中のテ

ントに関する御質問にお答えさせていただきます。 

 基本的に、夏期期間の使用を現在のところは考え

てございます。期間的には、５月中旬から１０月中

旬、その期間の中で、このテントの活用というもの

を考えてございます。 

 また、今回８００万円という予算を計上させてい

ただきましたが、テントの整備費につきましては、

今のところ約７３０万円ほどを予定してございまし

て、あと５０万円程度につきましては、周辺の排水

の整備ですとかそういうところの当初、初期費用に

なるかと思いますけれども環境整備。あと２０万円

がいろいろ運営ですとか、そういうものにかかる経

費として計上をさせていただいてございます。 

 今回は、初年度ということで、テントの設置が大

きな部分を占めるわけですけれども、１年間運営を

してみて、次年度以降、維持管理、収納も当然出て

くると思いますので、そういう維持管理も含めまし

て、今回は初期投資がかなり多く入っておりますの

で、１年間運営した中で以降のそういう維持費につ

いては算出をしていきたいというふうに考えていま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今の内訳をお聞きします

と、夏期間だけ使うということで、冬期間の解体、

そして保管や何かの費用というのは今見ていないと

いうことになるのかなと思いますけれども、それで

よろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １０番中澤委員の御

質問にお答えいたしますが、非常につくりとしては

簡易といいますか、鉄骨に天幕を張ると。寒いとき

には横幕を張るというようなことで、冬につきまし

ては、そのテントを収納するといいますか、片づけ

るということになるかと思います。当然、この費用

の中には、そういう収納といいますか、後片づけの

費用。ただ、鉄骨については、そのまんま一冬その

場所に置いておくというような方法を考えてござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 先般もお伺いしたのです

ね、雨が降ったときの処置、先ほど５０万円ほどの

お話しされていましたけれども、これは非常に私は
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大事だと思うのですね。集中豪雨的な雨も降ります

から、あっという間に溝があふれて、安全管理上も

非常によくない場合もある。側溝等掘ってどこかに

流すという、どこに流すのかなというのは非常に

私、ひっかかっていたものだから、道道のほうにそ

ういうのがあるのか、あるいは線路のほうにあるの

か、ちょっとそこら辺どういう見積もりを立ててい

るのか、そこの１点、教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番今村委員のテ

ントの大雨等に対する対策についてのお話しでござ

いますが、予算を組み立てて考えたのが、ちょっと

もう雪が降っていたので現場はまだ確認できていな

いのですけれども、たしか駐車場のほうに、そうい

う路上とかの排水を入れるところがあったかという

ふうに思います。 

 いずれにたしましても、直近のそういう都市下水

といいますか、雨水処理ができるところにつなぐよ

うな形で進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） １６９ページ、花人街道

連絡協議会負担ということで、３１０万円というこ

とで、去年と同額の計上になっておりますが、一つ

確認させていただきたいのはこの内容ですね。協議

会、多分、中富、上富、美瑛、当初だったと思いま

すが、構成メンバー等も教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） １２番岡本委員

の御質問にお答えいたします。 

 花人街道連絡協議会の、まず構成ですけれども、

当初設立したときには国道２３７号線、美瑛から中

富良野まで国道沿いに民間を含めた花畑があるぞと

いうところで、これを連携してうまく誘客ができな

いかということでございまして、これは美瑛町、上

富良野、中富良野の３町で構成しているところでご

ざいます。 

 ただ、２５年度におきましては、その今の３町に

東神楽、東川の２町が構成が新たにされまして、現

在５町で構成しているというところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 内容としては当初、多

分、何か花の部分にまつわるＰＲやポスターとかと

いうことだったような気がしますが、それでよろし

いかどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 事業の実施内容

でございますけれども、まず基本的に美瑛から中富

良野まで、それぞれ花畑があるけれども、いろいろ

な通過の観光客とかは、例えば上富良野の日の出公

園に来たと、そうするともうすぐ旭川、例えばです

けれども旭山動物園とか、あと帯広のほうに飛んで

しまうと。これだけ花畑が近隣で集合しているとこ

ろは珍しいということで、そこは花畑を回したいと

いうことで、民間施設、美瑛から中富良野で１０カ

所程度あるのですけれども、これをうまく周遊させ

て観光入り込み客数を増加させたいという思いでご

ざいます。ひいては、民間の花畑を所有している、

管理している団体の観光業者、事業者様が連携し

て、うまい展開が図れないかということを期待して

進めているところでございます。 

 事業的には、その一番初めの初年度としまして

は、ＰＲのポスター、あとＰＲのパンフレット等の

作成経費というのが主でございました。２５年度に

おきましては、同じく５町になりましたので、パン

フレットとポスターを作成してＰＲするとともに、

そこの花畑等を周遊するスタンプラリーというもの

を観光事業者さんの協力を得てやっている部分、あ

と、それと札幌でいろいろビアガーデン等々の出店

イベントがありますので、そのときに、この花人連

絡協議会でつくったパンフレット等を配布しまし

て、このエリアで花を連携した取り組みをやってい

るのですよ、ぜひこちらのほうに来てくださいとい

うようなＰＲをしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 花を中心とした内容とい

うことですが、今後、例えば、美瑛は自転車セン

チュリーライドをやって、我が町も今回予定としま

して７月６日にヒルクライムという、ちょっと毛色

の違う、こっちは競技になりますが、そういうこと

をやっていますけれども、今後そういった花のみな

らず違った、例えば、スポーツアクティビティーに

内容を広げていくということは検討しているかどう

か伺います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番岡本委員の御

質問にお答えいたしますが、この花人街道の部分に

ついても花というものが共通して連携して取り組も

うかというふうな結果としてなっているわけで、当

然、今御発言にありましたとおり、今度は自転車と
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いう形の、それは一つのツールとして、富良野も

やっていますし、お隣の美瑛さんもやっている。ま

た、ことしから十勝岳ヒルクライム、上富良野町で

開催するもので進むということになれば、それはも

う有効に連動させない手はないというように考えて

いますので、当然、その辺の連動した効果というも

のも、可能性も非常に高いというふうに思います

し、もちろんそれに向かって、そういう検討を行っ

ていくという考えでおります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １６５ページ、地場産品普

及推進事業負担のところです。 

 これ、こういう名目にしないで、プレミアムビー

ルのビアガーデン開設事業費というふうにしたほう

がいいのではないかと思うのですね。地場産品普及

推進事業、これ負担とついておりますからあれです

けれども、何かそこで豚さがりですとかポークと

か、いろいろそういうのも兼ねているよという意味

だとは思うのですけれども、そういうような項目に

して予算づけしたほうがわかりやすいのではないか

と思うのですけれども、いかがですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の事業

名に関する御質問なのですけれども、実はこの地場

産品普及推進事業負担という名のもとに、実際的に

はプレミアムビールのほうの事業費と、あと特産品

をＰＲする協議会のほうの二本立てでなってござい

まして、それをひっくるめてこういう形で載せさせ

ていただいているのですけれども、その予算の事業

名等につきましてはわかりやすいようにということ

でございますので、また今後に向けてその辺は改善

を図っていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ちょっと中途半端な予算づ

けになっている思うのですね。 

 やっぱりあれですよね、この推進事業負担とつけ

ているので、推進事業としていませんので１００万

円ということになっていますけれども、事業とする

と、この１００万円では足りないのではないかな

と、こんな感じがするのです。だから、事業が何か

ちょっと中途半端づけになってしまうのではないか

なという気がしていますので、これだったらもう

やっぱり私、こういう項目にしないでと考えるとこ

ろでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えいたしますが、あくまでも事業の内容で

すとか、事業のボリュームですとか、それにあわせ

た形でそれを運営している協議会等への負担金とい

う形の性質のものを、今回こういう名称で計上させ

ていただいておりますが、さらに事業規模を大きく

してどんといくぞということになれば、こういう負

担事業ではなくて、町の直接事業として予算を計上

するようなことになるのではないかなというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １６５ページの人材アカデ

ミー事業という形で、今回、予算が計上されており

ます。委託料という形になっておりますが、今後、

この内容、何回ぐらい開催されて、どういったとこ

ろに委託されて進められようとしているのか、この

点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えいたしますが、２５年度につきまして

も、コミュニケーション能力の向上ですとか、あと

自己分析の方法ですとか、そういう部分、勉強して

いただいたというところになってございますが、平

成２６年度におきましては、さらにそういう自己分

析というものを深く掘り下げて分析できるような学

習でありますとか、あとコミュニケーション、ファ

シリテーション、要するに、組織の今度まとめ役と

しての、そういう資質も備えていただくような、そ

ういう能力の向上を図りたいということと、あと、

さまざまな分野といいますか、観光の地域づくりも

そうですし、６次化ですとか商店街の活性化ですと

か、いろいろな分野でその先進事例をもって、全国

のそういう事例をもとにして、自分たちの町の地域

系をどういうふうにするかというような、そういう

ような視点をしっかりと学んでいただくような機会

をつくりたいというふうに思っております。 

 また、委託先についてなのですけれども、平成２

５年度については、ちょっと予算の支出の仕方が異

なるかというふうに思いますけれども、引き続き今

回もお世話いただいた先生がいらっしゃいますの

で、そちらの方にお願いをしたいという予定で、

今、調整等を進めさせていただいているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 引き続き、自己分析等、い

ろいろとコーディネートだとかも含めて、そんな形
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かというふうに思いますが、最終的にいろいろこう

いう事業に参加されて、いろいろと考えさせられた

だとか、いろいろな声が聞かれまして、有効的な効

力が一定程度発揮されている部分も出てきているか

というふうに思います。 

 それで、これはもう大体、昨年とことしという形

で、こういうパターンでやってきておりますが、こ

れは、今年度で大体一定のめどというのはないで

しょうけれども、まだまだこういうのは深く掘り下

げなければならない問題もあると思うのですが、目

安としては今後こういう形で、今年度で大体終決と

いう形なのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の御質

問にお答えしますが、今のところ、いろいろとそう

いうお手伝いをいただいている講師の先生方とお話

ししまして、やはり３年は必要ではないかというよ

うな御提言もいただいているところでございまし

て、一応こちらのほうといたしましても、２５、２

６、２７の３カ年をワンクールといいますか、た

だ、要するに最初参加していなかったから急に参加

できないというものでもなくて、一応、話題的には

そのときそのときの完結で来ていますので、ただ一

応、一連の流れとしては３カ年というようなこと

で、今考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩といたしま

す。再開時間を午後１時といたしたいと思います。 

────────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 ５款の労働費並びに７款の商工費までの質疑をお

受けいたします。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １４９ページ、中山間地に

かかわるところでお伺いします。 

 いただきました資料にありますように、この町集

落協議会交付金が９,４２８万３,０００円とありま

すが、２５年度の決算で約７７９万６,０００円

余って今年度に繰り越されておりますが、ちょっと

その前の２４年以前の繰り越し、もしあった金額が

わかれば教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えします。 

 ちょっと今、資料がないのですけれども、ちょう

ど１年前については１,０００万円を超える繰越金

があったと記憶してございます。 

 それ以前も１,０００万円を超える繰越金があっ

たというふうに記憶はしてございますが、正確な数

字については後ほど報告をさせていただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 補助金等々の性質、交付金

とどういうふうに違うかは別として、基本的にその

９,０００万円の事業に対して約１割強ぐらい余っ

ているということで、まずよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えしますが、単年度というよりも、累積で

そういう形になっているということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 累積でずっとたまってきた

ものが集計されて、２４年度から２５年度は１,０

００万円ぐらいで、２５年度から２６年度にかけて

は約７８０万円ぐらいになっている。これは返還

等々の義務は生じないのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたしますが、この制度につきましては

繰り越しが認められている事業となってございまし

て、その年、余剰金が出たものについては、次年度

の財源として活用することができる事業になってご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ちょっとわからないので教

えてほしいのですけれども、この中山間の直接支払

というのは、２５年、２６年、金額的には同じ金額

であるということは、この９,４２８万３,０００円

がもうずっとこの期間の間、支払われるということ

でよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えしますが、面積の、例えば対象農地の急

傾斜だとか緩傾斜だとか、そういう条件不利地の農

地面積の増減、例えば、公共事業等で減歩される、

そういうような状況が生じた場合には対象面積が減

りますので、交付される対象額が減額されるという

ことはございますが、基本的にそういう事案がなけ

れば、要するに５年間は農地を保全するというの

が、これが大前提になりますので、基本的にそうい

う公共事業とかで減歩がない限りは、この面積で算

出されて交付金が交付されるということになりま
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す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 農地の流動化を図ったりと

か、それから保全をするという意味が大きくこの中

山間の部分であると思うのですけれども、お聞きし

たいのは、５年の間でやっていって、当然そのやる

メニューというのはもう当然決まっていますよね、

その年度年度で。繰越金が発生して、それを積み上

げていって、また例えば、２６年度から２７年度も

繰越金が発生するような予算で組んでいるというこ

とですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えしますが、予算の段階ではその繰越金も

財源に入れまして、当然それを全て使う計画の中で

予算の編成は行っているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ２３年度からも１,０００

万円近い繰越金がある中において、最終年度、使い

切ることができなくなった場合はどのような処理を

するのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えしますが、これは５年刻みで、５年を１

期として、今たしか３期になるですけれども、その

切りかえが２７年度、切りかえの時期になります

が、今までのそういう期がわりにつきましては、そ

の後、例えば事業がなくなったとしても、例えば、

うちの町でいえば集落協議会が運営母体になってご

ざいますので、そちらのほうでしっかりと資金の管

理ができて、その余剰金を最終的には使い切らなけ

ればならないのですけれども、その期間の期の切り

かわり期に、必ずもうゼロ精算しなければだめとい

うようなものではなくて、その後も適正にちゃんと

活用されるのであればいいですよと、そういう国の

ほうからの見解も示されてございますので、必ず何

期で、多分５年完了してここで事業を、この期間は

終わりですよいったときに、必ずゼロ精算しなくて

もいいという制度になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） よくわかりました。それ

は、では、今回２７年度で一応その５年というのは

終わって、仮にまた７００万円とか１,０００万円

とか残ったとして、それはその町集落協議会に財源

というか、お金として通帳に残ったものは、今まで

やってきたメニューと同じことをやらなくても、全

く目的外という扱いにはならないということなので

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えしますが、もちろん目的外に使うこと

は、それは許されないことでありますが、それまで

行われてきた事業等に活用する分については了とす

るということになっております。 

 ただ、今まで事業が切れたということがないの

で、実際にそういうケースは出てきていないのです

が、今のように、５年刻みで、次やるかどうかわか

らないという状態で来ていますので、都度都度やは

り期のかわる時期には、そういうＱ＆Ａ等でも示さ

れるのですけれども、その余剰金のお金の取り扱い

について、いろいろと国に対して問い合わせ等もあ

るのですけれども、その中で、国から示された見解

は、先ほど説明した内容であるということで御了解

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（辻 剛君） 先ほどの５番金子委

員からありました繰越金の額なのですけれども、昨

年については１,０００万円ちょっと。２３年度か

ら２４年度の移り変わりについては１,１１６万円

ございました。徐々に活用範囲を広げる中で繰越金

を減らしてきているのですけれども、委員からのお

話にもありましたように、繰越金を残すことは決し

ていいことではなくて、十分に有効に活用するのが

ベストだというふうに思っておりますので、その辺

は努めて活用に当たりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １６５ページの新規開業等

支援事業補助ということで、５３６万円の関係で

ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 一昨日、ホールスタッフ募集、カラオケカフェＲ

ＹＵというチラシが入っておりまして、今回、資料

請求の３６の中に、三野スポーツ店がカラオケボッ

クス業ということで、２５年１２月３０日認定、そ

して２６年に事業補助１５０万円、雇用奨励５０万

円、合計２００万円というようなことで、一応、資

料請求した中の３６番にそういう形で載っておりま

す。 

 したがって、それらの関係でお尋ねしたいのです

けれども、まず昨年の２６０万円の本年の決算見込

みということになると、この１７４万円がそうなの

かということで、ちょっと確認をしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 
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○産業振興課長（辻 剛君） ７番中村委員の御質

問にお答えいたしますが、平成２５年度の支出につ

いては、こちらの表のとおり１７４万円が支出とな

ります。ただ、２５年度中に認定はしております

が、そもそも事業が実績をもって補助するというこ

とになってございますので、認定は２５年ですが、

２６年に完成完了したものについては２６年度で補

助金を支出するということになります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしますと、まだ決算の

あれまでまだ時期がありますから、例えば、コン

ピューターアシストサービス、これが２５年６月４

日に認定して、２６年に１５０万円を支払うという

形になっておりますけれども、１５０万円というこ

とになると、この事業補助は２分の１補助するとい

うことになると３００万円あれなのかなという気が

いたします。したがって、このコンピューターアシ

ストサービスの事業活動の拠点はどこにあるのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工振興担当主幹、答

弁。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 コンピューターアシストサービスの拠点につきま

しては、本社は上富良野町内にございます。ただ、

営業その他の拠点として、旭川のリサーチパーク内

の施設の中にオフィスを借りまして、そこを拠点に

して活動しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 昨年のこの予算２６０万円

に対する補足説明資料、これは町としての商店街の

にぎわいや活性化を図るため、町内で新規開業や新

規事業を行う事業主に対して、設備投資、雇用、家

賃などを支払うということになっているのですね。

それで、そうすると、私の聞いた範囲ではですよ、

本社というのは自宅なのですよ。そして旭川に行っ

て事業展開をしているということで、本来的にこの

形に合うのかどうなのかという、ちょっと疑問が起

こるし、それから町内のある人からも、あんなこと

がやれるのであればいろいろな展開ができるのでは

ないかと。言うなれば、自宅は自宅で置いておい

て、あと町外でいろいろな活動する場合にもできる

のかというような意見等もあったので、この趣旨の

中の、我々が昨年補足資料ナンバー５でいただいた

趣旨とどう合致できるのかということで、ちょっと

説明を求めたいと思うのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 昨年、補足説明資料として提出したものにつきま

しては、町内いろいろ廃業等があるので、そういっ

た部分で新しく店を住民のいろいろな生活云々にか

かわりますので、そこを当行政としても支援すると

いうことで新規開業等の制度をつくりました。その

中で、申請をいただいて審査した中で、やっぱり産

業分類とか云々という部分の詰めも行いながら、今

回のコンピューターアシストサービスを町内に拠点

を置くという部分で合致して認定をしたところでご

ざいます。 

 たまたま町内に事務所、自宅という部分で、これ

はコンピューターの部分でございますので、窓口と

いう部分があくまでもコンピューターを介した顧客

云々というサービスというか営業になりますので、

自宅ということで認定している部分と、あと、やは

り新しく企業を興していますので、旭川産業プラザ

というところでいろいろな研修等というかな、貸し

オフィス等もやっているので、そちらも拠点にしな

がらということで、自宅に会社はありますけれど

も、そういった作業関係は現在のところ産業プラザ

のリサーチセンターにある事務所も利用しています

よということで御了解願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 事情、背景は、ある程度理

解はするのだけれども、この趣旨からいうと、町の

にぎわい等も含めてということで、商店街の商工会

の会員数が減だとか、そういう形でされているもの

だから、ちょっと我々としてはおかしいなという気

持ちと、それから町民の方も何でここにというよう

な意見がありました。 

 したがって、それではお尋ねしますけれども、事

務所を借りているのでしょう、旭川に。その家賃補

助というのはどういう形になっているのか。結局、

自分でそれを持っているわけでないと思うので、家

賃補助もできるということになっているのだけれど

も、いかがでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工振興担当主幹、答

弁。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 提出いたしました資料にございますとおり、この

コンピューターアシストサービスにつきましては、

事業費補助としての１５０万円のみでして、家賃補

助はする予定にはございません。旭川の借りている

オフィスの家賃については、それはこの会社が自分

で負担しているというふうに理解しております。 
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 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、家賃補助の申

請はないということで、理解してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工振興担当主幹、答

弁。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 そのように理解しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしますと、このコン

ピューターアシストサービスの１５０万円、２６年

で支払うということですけれども、これはいつ支払

う予定にしているのか、もしくは請求が来たら支払

うのか、実績報告等もありますけれども。 

 ただ、この限度額の説明資料によると、補助率は

２分の１、限度額は１５０万円以内、事業着手後に

交付するということになっているのですね。そうす

ると、着手後というのは、いつまでの間の期間を言

うのか。その点、これはあれでしょう、２５年６月

４日に認定して、それらを最終的にアシストサービ

スが申請をされたということになりますから、それ

であれば、そのアシストサービスとして事業を展開

始めた日はいつなので、それからもう一つは、この

１５０万円を払うのは申請があったら払うのか、そ

の点ちょっと確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工振興担当主幹、答

弁。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 このコンピューターアシストサービスの事業期間

につきましては、平成２５年５月１日から平成２６

年４月３０日までの１年間ということに計画書では

なっております。要綱上も、事業期間については１

年以内ということになっておりますので、この点に

ついてはまず問題がございません。 

 それから、要綱上、補助金の支払い時期につきま

しては、交付申請を実績をもって行うというふうに

しておりますことから、ことしの４月３０日の事業

期間終了後に全ての証拠書類等が揃って、実績が出

る時点で交付申請があるものと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしますと、このやきと

り工房にく○、これはもう２５年の予算で１５０万

円と２４万円と１７４万円、支払いますね。これ

は、もう既に支払ったものなのか、それともこれか

ら支払うものなのか、ちょっと確認したいのです

が。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工振興担当主幹、答

弁。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 やきとり工房にく○につきましては、事業期間が

ことし３月末までということになっております。こ

とし３月末までの実績をもって、４月に交付申請を

受け、今年度予算で執行する予定でおります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 一応３月末まで事業期間と

いうことで、そうしたら現実に、この中にある、例

えば雇用奨励金、３カ月以上継続雇用の関係、それ

から、その中で事業補助、飲食業にあっては午前１

１時から午後２時まで、時間帯も営業すると。こ

れ、ばらばらなのですよ、ここ。私はあそこ、いつ

も通るから。のれんが出ているときと出ていないと

きとばらばらあるのですけれども、これをどのよう

な形で評価するかというのは、事業の実績が出てか

ら決めるということですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工振興担当主幹、答

弁。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、雇用のほうですけれども、３カ月の実績に

つきましては、３月３１日の実績の時点で雇用の手

続等の証拠書類を確認いたしまして、雇用期間が３

カ月あるかどうかを確認する予定でおります。 

 次に、日中６時間以上の営業するという条件がご

ざいますけれども、これにつきましては私どもとし

ても確かに委員のおっしゃるとおり、昼間営業して

いるときと、営業していないときというのがござい

ますので、その辺の扱いについては現在検討中でご

ざいまして、今後、交付申請のある時期までに対応

を決めて対応したいというふうに考えてございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） やっぱりね、この交付申請

を遵守してもらわないとだめなのですね。例えば、

ここで新事業を展開するのは、昼間５日間以上営業

する事業主ということではっきり明文化されてい

る。それから、午前１１時から午後２時まで、この

飲食業については。現実には、それがなっていない

のさ。それで今度は、その実績報告が来た段階で、

皆さん方はどう確認するのですか。出されたとお

り、そのままうのみにするのか。そんなのであれ

ば、我々、毎日あそこを通って、１１時から２時ま

での間、あいているかあいていないか本当にチェッ

クしたいぐらいの気持ちなのですよ。このことが全

然守られていないということなのですよ。その点ど
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う判断しますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ７番中村委員の御質

問にお答えいたしますが、委員おっしゃるとおり、

必ずルールについては遵守をしていただかないと、

大切な公金を使うわけですから、その辺あたりは私

どものほうも補助を出す側としても、きっちりと補

助を活用するのであればちゃんとルールに合致する

ような、そういう経営をいただくように強力に指導

させていただきたいというふうに思っております

し、また、実際、そういうあいている日、あいてい

ない日もございますので、さらに今後ちゃんとルー

ルを遵守したまま営業いただくような、そういう指

導のほうもあわせて行いたいというふうに思ってお

りますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） きょうはあいていました

よ。３月１４日の段階では、ばらばらね、あている

とき、あいていないとき、それから形式的にあけて

いるかどうか、それは私はわかりません。ただ、あ

けていない日があった場合、それは交付申請のあれ

から削減するというのは当然だろうと思いますけれ

ども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ７番中村委員の御質

問にお答えいたしますが、最終的には、例えばこち

らのほうの指導が相手の側に伝わらなかったという

場合については、もちろんそういう措置をとらざる

を得ないというふうに理解してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、課長の言う、指導が届

いていないということと、これはもう最初の交付申

請の決まりでしょう。こういうことでやってもらわ

なければ困りますということなので、皆さん方の指

導が足りなかったのではなくて、それは当然してい

ると思うのですよ。しているものがしなかったとい

うことですから、僕はある面で削減ということもあ

り得るのかなということで質問したのですけれど

も、いかがでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ７番中村委員の御質

問にお答えしますが、確かに決まりは決まりでござ

いますので、こちら側のほうとしてもそれに見合っ

た形の対応ということになるかと思いますが、多

分、そういう全くこちらのほうで示しております要

項に基づきますそういうルールが遵守されていない

ということになりますと、減額というよりも補助し

ないというような結果もあると思います。 

 ただ、やはり事業の趣旨といいますか、何とか町

の中を新規開業を後押しする中で活性化したいとい

うこともございますので、そのあたりの判断につい

ては、今後こちらのほうで事業者さんともいろいろ

と話をしながら、必ずこの補助の規則に合致するよ

うな経営をするよう、そちらのほうは強く求めてい

きたいというふうに思いますし、よりこの事業の効

果を上げるためにもそうしてもらわなければならな

いというふうに思っておりますので、その辺はしっ

かりと対応させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 課長の言うお話はわかりま

す。 

 ただ、現状として、こういう状況がこれからま

た、アシストサービスも実績報告が出てきたらどう

なのか、それから三野スポーツ、上富良野清掃社の

関係もありますので、できればきちっとするという

ことで、この補助要綱の写しを議員の皆さん方に出

していただいて、それに基づいてまた皆さん方も状

況を見るということになろうかと思いますので。 

 私たちは、去年の補足資料ナンバー５しかないも

のですから、このことで質問してもこういういろい

ろな問題が出てきているということでございますの

で、よろしくお願いするとともに、せっかくすばら

しい企画のね、僕は新規事業ということで大いに期

待をしていたのだけれども、そういうことで、当初

ですから、非常に徹底していない場面もあろうかな

という気はしますけれども、そういう点でせっかく

出された新規事業のことを、何とか成功して町のに

ぎわいをつくると、本来の目的に達していただきた

いと思いますので、その点よろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今、冒頭、担当課長から申し上げたとおりであり

ますが、ちょっと補足を含めて私のほうから御回答

させていただきますが、まず１点、この事業の目

的、今、産業振興課長も言いましたように、町のに

ぎわいを確保することとあわせて、町の経済の活性

化を求めている事業であります。 

 今回、初めて行った事業ということも含めて、ま

ず排除の議論ではなくて、まずどうしたらその目的

に沿っていけるかという点、初めての事業というこ

ともあって我々も経験がありませんし、そういう部

分で、まずどこまで補助側も譲歩できるのか、ま

た、この思いが変に縛ることで、事業者にとって赤
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字になってまでやらなければならないようなことが

ないように、もう少ししっかり事業の組み立て方に

無理がなかったのかどうかも含めて、我々も総括を

していかなければならないということを、まず１点

お話をしておいて、あと、補助申請等の書類の話も

委員のほうからありましたが、それらについては拒

むことはありませんが、皆さんに資料としてお渡し

する必要がどうかなというふうに思っておりますの

で、場合によったら、監査、あるいは担当のところ

で御確認をいただくことでお許しをいただきたいと

いうふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今、副町長言われたところ

で、ちょっと僕の理解不足だと思うのですけれど

も、よくわからないのですが、補助要綱に基づいて

５日間営業するだとか、そういうのは普通ですよ

ね、守らなければならないということになりますよ

ね。そうしますと、赤字云々かんぬんと相手の都合

なので、そこら辺どういうふうに解釈するかという

ような副町長の答弁だったのかなというふうに思い

ますが、本来やっぱり補助要綱に基づいて、それぞ

れ全てのものが出ているかというふうに思います。 

 かといって、特別その新規の事業でにぎわいをも

たらすという形の中で、こういう事業展開を行った

から、多少いろいろあるかなという判断ではなく

て、やはりそこら辺の線引きというのもいろいろあ

るかもしれませんけれども、決まりは決まりとして

きちっと指導を貫くという前提がなければ、その指

導要綱そのものが何だったのかことにはならないの

かなというふうに、今、副町長の答弁を聞いていて

思ったのですが、そこら辺は誤解していたら悪いの

ですが、なかなかちょっと理解できないという部分

だと思いますので、もう一度答弁を願いたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

再度お答えをさせていただきますが、基本的な認識

は今、委員のおっしゃるとおりだと思います。 

 しかし、今回の、例えば事業においては、先ほど

も言いましたように、町が補助する側として、さま

ざま期待すべき効果というのが複数にわたって、広

範囲にわたって、これらの効果を、発現することを

目的に施策を展開しているものと、いわゆる例は何

でもいいのですが、予防接種の補助要綱でもいいの

ですが、そういうものとちょっと性格が違っている

分野で、しかも私たちもその商売、事業という部分

での経験値のなさ、そういうことも含めて、この事

業を受けることで、さらに事業の、簡単に言えば赤

字を広げてまでこの事業を踏襲してしまうことがど

うなのかということもありますので、まず今、私が

冒頭言いましたのは、私たちの事業の制度に無理が

なかったのかどうかも含めて、少し検証する必要も

あるというふうに思っています。 

 決めたものを全く守らないということを言ってい

るのではなくて、もしも私たちの事業の組み立てに

無理があるのでしたら、来年度に向けての変更も含

めて、修正も含めて、もう少し私たち自身も勉強、

研究を進める必要があるというようなことを申し上

げたところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 来年度に向けて修正をかけ

たいとう副町長の答弁なのかなというふうに思いま

すが、しかし、今年度はどうするのかという話にな

りますよね。 

 相手は、確かにそういう制度があって、やはりこ

れを活用したほうがいいということで選択してこら

れたわけですから、それをですよ、こちらのやっぱ

り予算づけ、開店の日にちの位置づけだとかという

のが最初から間違っていたというような話にもなら

ないのかなというふうに思います。 

 副町長は、来年度に向けてそういう検証をすると

言ったのだろうというふうには思いますが、そうで

はなくて、やはりそういったものは相手側が選択し

てくることですから、あとはいろいろな制度の中身

はあるかというふうに思いますが、やはり基本は基

本として崩さず指導は徹底して、今回そういうもの

にどうだったのかということも含めて指導すべきだ

と、仕向けるべきだというふうに思いますし、その

上でですよ、来年度、執行するのかどうなのかわか

りませんけれども、いずれにしてもそれを基本的に

貫かなければならないと思うのですが、この点もう

一度お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきますが、今年度も含めて、

これから実績報告が整ってくるかと思いますが、ま

だどういう実績報告になって、先ほど７番中村委員

からも御紹介あったように、きょうはあいていた

と、きのうはあいていなかったと、その実績報告に

基づいて、その対象期間中に９割あいていたのか、

８割あいていたのか、１００あいていなかったらど

うしたらいいのか、こういうことも含めて、例えば

９割以上あいているのであれば、それをよしとする

のかしないのか、そういうことも含めて今年度の実

績をしっかり見ながら、そういうことも含めて検討

する必要があるのではないかということを私は申し

上げていることで、１００を超えないとどうしても
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だめという排除の議論ではなく、そういうにぎわい

を、さらに経済活動をすることで、町の町並みが少

しでも覇気できるのであれば、今言ったような、ど

こまでそれを評価できるのかということは、これか

ら実績報告を見ながら、そういう２５年度中におい

てもそういう判断があり得るかなというようなこと

を申し上げているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今年度においても、そうい

う対象で評価したいということの話かというふうに

思いますが、それはそれとしても、やっぱり指導は

指導として貫かなければ、そういったつくった補助

要綱の規定が全く度外視されて無視されるという状

況になるので、行政側としては一貫して、そういっ

たものに対して指導を貫くということは変わらない

ですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問で

すが、指導しないことではなくて、指導はしっか

り、この年度中にもしっかり指導はします。 

 ちょっと先ほどの答弁に少し足りない部分があっ

たかと思いますが、例えば３つの、家賃の助成、あ

と事業費補正ですね、雇用の補助と、おおむね３種

類ありますが、今言っていたように、これから検証

をしっかりする必要があるかと思いますが、２つの

事業はクリアしていて、１つが８割なのか、９割な

のか、全部が到達していないケースなのか、そうい

うことも含めて議論をする必要があるかなというふ

うに思います。 

 今、御質問のあった部分で言いますと、当然、私

どももしっかり指導をさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これから、そういうせっか

くこの町で開業したいということで、営業したいと

いうことで、こういう補助制度をつくったと、制度

を生かしたということで、そういう状況の中で、そ

の日数が決められているけれども、それが９割なの

か８割なのか、今後これを持続的に、また上富良野

でずっとこれからも営業してもらうためには、一定

幅、きゅうきゅうに詰めなくてもいいのではないか

というような判断なのかなとも思いますが、とりあ

えずどちらにしても、やはり最後の最後までそうい

う基準の中でどうだったのかということも含めて、

将来、営業をしていきたいという意思があれば、そ

れをやはり後押しできるというのも一つの方策かな

というふうには思います。確かに、その幅がどうの

こうのという話になると思いますよ、最終的には。

そこら辺は、やっぱりある程度、厳格なものの物差

しがなければ、最初からそういう物差しで判断で

やってしまったら、せっかくつくった要綱だとか、

そういうものが台なしになってしまうという可能性

もあるので、十分ですね、その補助内容のあり方も

検討すべき内容もあるのかなというふうに思います

が、ここは本当に意見の分かれるところで、ぎゅう

ぎゅうに５日間営業しなければ、決められているの

だからだめだろうということも当然あってしかるべ

きですよね、その補助要綱でいけば。行政側でいえ

ばそうではないよということで、もっと幅があって

いいのではないかという話なのだろうかと思います

が、将来こういったものについては、やっぱり厳格

な上に対処して、審査においては一点の曇りもない

ような形で審査して、なおかつその補助に該当する

かどうかというその基準の審査の段階において、き

ちっと個人的な感情だとか入ることのなく審査しな

ければならないというふうに思います。いろいろ課

題はあると思いますが、もう一度答弁をお願いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の再度の御

質問にお答えをさせていただきますが、必要な施策

の分野においては、考え方においては何ら変わりは

ないかと思います。私たちがこの事業を活用するこ

とで、申しわけないですが、この事業をもう一度制

度として振り返っていただきたいのですが、開業前

に、この事業を期待をして背中を押すような形の…

…。（発言する者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 １時４０分 休憩 

午後 １時４０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） では、暫時休憩を解き

ます。 

 会議を続行いたします。 

 副町長、簡潔によろしくお願いします。 

○副町長（田中利幸君） 申しわけございません。 

４番米沢委員の御質問に再度お答えをさせていただ

きます。 

 これまでの答弁も含めて、しっかり町として、補

助側として、しっかり検証をしながら適正に対処し

てまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、委員長として

確認したいのですけれども、要綱は出せないです

か、資料として。もう去年から動いていることです

ので。（発言する者あり） 

 委員にお諮りいたします。 
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 皆さん全て持っています。もし、再度必要でした

ら出していただきたいと思いますけれども、どうで

しょうか。必要ないですか。 

 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 １時４１分 休憩 

午後 １時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、暫時休憩を

解きまして、会議を再開いたします。 

 労働費、商工費についてございませんか、ほか

に。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、５款労働費

から７款商工費までの質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に、８款土木費の１４７ページから１９３ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８１ページ、南部地区土

砂流出対策費のところでございます。 

 ここが８,０４０万６,０００円予算化されており

ますけれども、ここは一度、２３年に工事が終了し

ておりまして、私どもも行政調査なんかで行かせて

もらったかなと思っているのですけれども、継続事

業で去年から行われていることでございますけれど

も、想定外の災害、大雨、豪雨による土砂の流出で

ございますけれども、八千万何がしという大きな予

算でございますので、今度ですね、ここを整備する

に当たって、継続事業で昨年から始まっているので

すけれども、今までとは違う設計になっているのか

どうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番村上委員の南

部地区の土砂流出対策工事についてお答えいたしま

す。 

 この事業は、委員おっしゃるとおり、以前に平成

２３年度までに演習場内のベベルイ川について、砂

防堰堤までの区間の河床、それから河岸ブロック張

りで一度整備が終わっているところなのですけれど

も、平成２３年度の９月２日、３日、これは皆さん

も記憶に残っていると思いますけれども、大変な豪

雨がありまして、その際に魚道、それからブロック

張りの護岸が流亡いたしました。この一部について

は、緊急の復旧工事で、その際に復旧が終わってい

るのですけれども、根本的な改良をしないと再び同

じような水で損害を受けるということで、このたび

全長１,２００メートルの区間、これは演習場内か

ら入って砂防の大きな堰堤があるのですけれども、

その区間まで壊れた応急措置で済ませているものを

完全復旧していくという工事になります。 

 ２５年度については設計を行いまして、先般、議

決いただいた内容で契約をしているところでありま

す。この継続的な事業として、今のところ２５年か

ら３０年あたり、３１年に及ぶかもしれませんけれ

ども、全事業費４億８,０００万円ほどの事業費に

なっておりまして、これを年度間で、それぞれ国の

予算のつき次第で、１００％の障害防止事業の委託

工事になりますので、町の持ち出しは全くありませ

んが、国の予算のつき方にあわせて淡々と実施して

いくという計画になっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） また想定外のことが起きま

してということになっても困りますし、これは想定

外は本当にやむを得ない場合もあるのですけれど

も、大雨、災害、本当にそういうことも想定して、

大きな事業でございますので、やっぱりよく目配り

して、工事中もしっかりそういう取り組みがなされ

るようによろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １８９ページの公園費の見

晴台公園管理費なのですが、昨年が４６２万７,０

００円ということで若干減になっているのですけれ

ども、まず、この管理部分で、減の要因について

ちょっと教えてほしいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 昨年比較で１９万３,０００円ほど落ちておりま

すけれども、この要因としましては、電気料は上

がって……。（発言する者あり） 

 これは、物品購入費の、これたしか草刈り機か何

かの加算分が今回落ちていることになります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） わかりました。 

 それでちょっと、きのうの総務の中で説明された

部分で、多分ここもその委託契約とか指定管理の部

分で、何か税金の関係で平成２６年から４月以降の

部分、いわゆる５年とか長期で契約した部分につい

て、その部分上がりますよという、８％で積算をし

直してやることもできますよという説明がたしか総

務の中であったと思うのですけれども、この見晴台

の管理については多分またいでいると思うのですけ

れども、どのような対応をされるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番金子委員の見
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晴台の指定管理の費用についての御質問にお答えい

たします。 

 この見晴台公園は、おっしゃるとおり５年間の指

定管理契約に基づいております。それで、委託費の

税率が５％から８％、途中で変わるということで、

そこら辺の打ち合わせを含めて、この金額、委託費

を設定しておりますので、契約の内容を変更する契

約を予定しているところです。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） わかりました。それであれ

ば問題ないのですけれども。 

 見晴台公園について、指定管理で出しているの

で、余り行政側としてとやかく言えないのかなとい

うところもちょっとわかるのですけれども、先ほど

７款の観光の部分で花人街道の５町村ですか、連携

を組んでお花畑を介して連携を図っているというこ

と、事業がありますので。 

 昨年、見晴台公園の小屋を移転させて、その近く

にちょうど旭川方面から富良野方面に向かっていく

と、ちょっと大き目な花畑を観光協会のほうでつ

くっていたのですけれども、あれが非常に好評で、

通られる観光客の人があの前で非常に写真を多く

撮っていたりするということが管理者から聞いてお

ります。 

 実際、花の手入れは、管理はさしてお金がかから

ないようなので、あそこもう少し広げて、せっかく

入り口として、町の西側からの入り口としてあるの

であれば、あの辺のもう少し手を加えるような政策

というのを協議しながら、行政も少し後押ししたほ

うがよりいろいろな事業と連携が図られていいので

はないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番金子委員の御

質問にお答いたします。 

 花畑をつくった見晴台公園の情報ステーションの

前側になりますけれども、実はあのエリア、町有地

と国道用地がちょっと絡んでいまして、お互い協議

の上で多少浸食する分についてはオーケーという許

可のもとでやっておりますので、ちょっとあれ以上

拡大、国道用地側は大分あいているように見えるの

ですけれども、実はあれ国道用地になっておりまし

て、そこら辺の問題がありますので、今後お互いに

理解できれば拡張も可能かと思いますので、課題と

してお聞きしておきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 特に見晴台エリアについて

は、開発さんの土地がいろいろ絡んだりとかして、

前回、小屋を、情報ステーションを移すときもいろ

いろあったのですが、花畑ですから常設のきちっと

がっちりしたものができるわけではなくて、まして

景観もよくなるというのであれば、今、課長おっ

しゃられたように、十分、恐らく地権者である国と

いうか、管理している開発のほうも余り嫌な顔をし

ないとは思いますので、十分その辺、調整を図っ

て、せっかくのおもてなしゾーンになると思われま

すし、ぜひいい方向で考えていただくように、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁はよろしいです

か。いただきますか。 

 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 金子委員の御質問

にお答えいたします。 

 非常に観光の面で、お迎えする場所にもなります

ので、委員おっしゃるとおり、もうちょっと具体的

に進める体制でいきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８７ページ、工事請負費

のところですね。宮町公園・旭広場遊具改修２４万

円、２６年度予算づけになっておりますが、昨年、

６３０万円予算づけしまして改修はしたかと思うの

ですが、これはどういうあれなのでしょうか。２４

万円の予算につきまして、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 工事請負費の関係

で、大幅に減っていますけれども、これは、それぞ

れ毎年計画的に実施している工事によりまして、場

所が変わっています。旭公園の工事費が６００万円

ほどかかっておりまして、これは遊具更新を行って

おりますが、ことしはその残工事で芝の張りかえだ

けを行うという関係で金額が減ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 昨年も、宮町公園と旭広場

遊具改修ということで６３０万円予算づけになって

いたのですね。だから、場所は変わっていませんの

で、同じまた宮町公園と旭広場遊具改修で２４万円

と、こうなっているものですから、それはどういう

ことかということでお尋ねしているのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 この事業名がこのままちょっと残ってしまった関

係で、これセットとして、交付金を受けている関係

で、この事業名がこのまま残っているのですけれど

も、このうちの旭広場の部分の芝の張りかえだけで

す。内容としてはそうです。事業名としては、宮町
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公園・旭広場遊具改修、社会資本整備交付金事業で

交付金を頂戴して実施している事業です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２４万円使われなかったか

ら、またことしも同じような名目で上げられたので

はないですかね。本当は昨年、この事業、終わって

いる事業でなかったのでしょうか。ちょっとお尋ね

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 交付金をいただく

事業としては昨年終わったのですけれども、それの

対象外の部分、芝が工事で傷んで復旧できない部分

があったものですから、それを新年度で２４万円を

かけて芝張り、張り芝で復旧するという内容になっ

てございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） では、仕事をやり残したと

いうことかもしれませんけれども、６３０万円、去

年ですから、これに対して２４万円ということは６

５４万円かかることになったということ、そういう

ことになるのですね。そういう解釈でよろしいので

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 委員おっしゃると

おりです。 

 この芝について、工期が大分遅い時期になった関

係で、この芝を完全に活着させることが無理だろう

ということで、その完了時期に合わせて工事を抜き

ました。変更いたしました。その残工事が、最もい

い時期に芝を植えるべきですので、幾ら交付金事業

だとはいえ、無駄な施工はしないということで工事

変更をしております。その結果でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） では、昨年できるべき仕事

だったと私は思うのですけれども、それがことしに

なったがために、また２４万円余分にかかるという

こと、そういうようになったかと思います。仕事が

仕上がらなかったということですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 昨年やろうと思えばできたのですけれども、無駄

になるということで、御説明しているつもりですけ

れども、工事自体が秋口以降、子どもたちが使わな

くなった時期に施工している関係で、どうしても完

了するのが積雪のかぶった時期になっております。

主に遊具を更新する作業ですので、冬期工事もでき

るというで冬期工事でやったのですけれども、結果

的に張り芝、芝の復旧はもう積雪、この雪の下で困

難ですので、それはやらなかったということになり

ます。その分を確実に活着させるために、年度を改

めてことしやる。 

 交付金率は５０％ほどですから、交付金の対象外

になってしまうので、１２万円ほど持ち出しが生じ

ますけれども、確実に活着して、春先から雪解け直

後から使える状態にするほうが、よりよいという判

断のもとで実施しようとするものであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、よろしいで

すか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １７７ページの除排雪の

ちょうどいい時期という形で、大体恐らく年に２回

ぐらいの排雪の予算が組まれているのかなと思いま

すが、その点は従来と変わらないのか、１回程度な

のか、というところで１回半ぐらいの予算なのかな

というふうに思うのですが、その点はどうでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 基本的に、町の排雪作業は市街地部分しかやって

おりませんけれども、市街地の道路、幹線道路から

始まりまして、主要な道路、それから生活道路、そ

して最終で二間道路の除雪可能な路線ということで

始まっていきます。 

 これがワンサイクルとしますと、おそよ実日数で

ワンサイクル６０日前後かかります。その間に、当

然に休日、それから雪が降ったら除雪体制に移らな

ければなりませんので、排雪作業が中止になりま

す。その関係で、およそ７０日から７５日で１回で

きるというペースになってございます。 

 ですから、ことしで言えば１２月の末、たしか２

８日だったかなと思いますけれども、２８日から排

雪作業を始めまして、第１回目の排雪作業が終わっ

たのは、今週の月曜日にワンサイクル目が終わっ

て、同じく月曜日から２回目の幹線が始まっており

ます。ですから、２回目の幹線部分については完全

にカット排雪しておりますので、皆さん見ていると

思いますけれども、壁がこうできている状態の排雪

になっています。というのは、これから温度が上

がってきますので、カット排雪で風通しがよくなれ

ばどんどん解けていきます。そういう関係でカット

排雪にしているという状況ですので、御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 課長、それで年何回す
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るのですか。 

 建設課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 今、申したとお

り、大体７０日から７５日で、３月十四、五日まで

かかるということで、１回と１０分の１ぐらいとい

う形になります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 例年ですと、雪の積雪の状

況によっては、恐らく早目にやるだとかすれば、若

干そのサイクルがまた延びていくのだと思いますの

で、町の人たちはそういう目で見ているということ

だけ伝えたいと思いますが、その上で、ある程度、

除排雪を早目に行ってほしいということで、町も努

力されているということはわかりますが、特にこと

しみたいに、結構そこそこなかなか雪が下がらない

という状況がありますので、ぜひその点、改善して

ほしいとお願いしたいと思います。 

 除排雪で、やはり一番多いのは、聞いているとは

思いますが、雪の投げ場所がない、あるいは自分た

ちで投げるための、一定、町の補助等があったらい

いのではないかというような話も聞かれているとい

う実情がありますので、そういうものも含めて、今

後、除雪の体制のあり方というのも十分検討する必

要があると思いますが、この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 たびたび住民の方からお小言をいただくわけです

けれども、道路を除雪した雪、どうしても路側に積

まなければなりません。その関係で、一番除雪作業

する上で困っているのは路側が確保できない、間口

がある部分。そこら辺が、どうしても住民の側とし

ても雪を置く場所がない。そして道路側としても雪

を置く場所がないということで大変苦労をされてい

る実態は十分承知しております。 

 また、近年、高齢世帯、それから単身世帯もふえ

てきておりますし、加えてアパートなどの集合住宅

が道路に面して駐車場を設置するような場合、大き

な間口を確保する関係で、その雪の行き場所がなく

なるという実態があちこちに発生しております。特

に、今、米沢委員がおっしゃるとおり高齢者などに

ついては、自分の敷地内の雪が敷地内で処理できな

い、それをどこかに出すとなると、現実的に道路し

かないというようなことで困っておられるのかなと

いうことであります。 

 そこら辺の雪の処理については、原則論で申しま

すと、宅地の雪は宅地内で処理。当然に、できない

部分については専門の業者がおりますので、お願い

するということが本来筋でございますけれども、こ

のように徐々に雪の北国の生活の中で冬の暮らしを

確保できない世帯というのが徐々にふえる傾向にあ

りますので、これは私どもの建設水道課、道路管理

の側だけで考えられるものではありませんので、横

断的な役場内、行政組織内で今後の大きな課題かと

思います。今後の課題として、テーブルの上に乗せ

続けたいと思います。御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、同

じページの道路の側溝補修という形で５７０万円、

そのほかに同じページで、道路の側溝整備、新しい

未整備のところということで約１,０００万円が計

上されておりますが、この道路側溝補修等について

は、補修せざるを得ないところというのは全体何カ

所あって、今回そのうちの何カ所が対象になってい

るのか、わかれば、わからなければ後でも、口頭で

も何でもいいですから、教えていただければという

ふうに思います。 

 というのは、予算の関係があるにしても、もっと

予算を、この補修部分の予算をふやせないのかなと

状況の話で、計画的に町はしている話ではあります

が、まだまだやはり整備が、補修が十分行き届かな

いという点もありますので、その点、考え方等につ

いてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 側溝整備につきましては、各住民会のほうから要

望等が上がってきておりまして、現在把握している

中では１０件ほど要望が上がってきております。そ

れで、２６年度、今年度につきましては、そのうち

の３カ所、３件ということで、延長にしまして３３

０メーターほど側溝の整備をする予定となっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 全体の予算から３カ所程度

という形になったのかなというふうに思いますが、

これもう少しふやしてもいいのかなというふうに思

いますが、その点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 この道路維持管理事業につきましては、通常の維

持のほかにハード的な修繕といいますか、それから

新しく大きく改良を加えていくような工事なども含

めて、ここの１７７ページのところに工事費とし

て、各工種別に分けて入れてあります。これは基本
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的に、建設班主幹のほうからありましたとおり、住

民会を通じて要望が出てきたもの、それから道路パ

トロール、維持管理上のパトロールから発見したも

のを含めて、たくさんの課題事業を抱えておりま

す。これを年次配分して、優先度をつけながら実施

しているのが実態でありまして、これは予算の許す

限り要求をして、その結果、こういう各年度ごとに

歳入歳出整理の関係で事業量が決まってまいるとい

う方式になっております。 

 今後とも、町長の理解を得ながら、道路管理所管

としては予算要求をしてまいりたいと思いますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 道路の維持管理でお伺いし

たいのですが、例えば、道道吹上線のところで、い

せやさんのところから赤川お菓子店のあの間という

のは町道になっています。その延長線ということで

あれば、両方に道道があるわけで、吹上温泉とルベ

シベ線に向かう道路がありますが、ちょうどその間

を、確かに道の規定があって、道路幅だとかなかな

か認定を昇格してもらうということにはならない部

分なのかなというふうに思いますが、ちょうど地続

きで、本当にそこを格上げしてもらって道道として

設定してもらえれば、町の除排雪についても非常に

効率がよくなる部分なのかなというふうに見ていま

すが、そういった部分の町道から道道の格上げとい

うのはなかなか難しいと思いますが、ここら辺とい

うのはどうなのでしょうか。可能かどうか、いろい

ろ規定があるとすれば、その障害を取り除いて、何

とか格上げしてもらうような対象にできないものか

というふうに思いますが、この点お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の町

道の道道昇格についての御質問にお答えいたしま

す。 

 そのお話しの路線、区間については、かねてから

町長からの指示もございまして、何とか道道昇格へ

向けた検討をせよということで進めてきておりま

す。 

 現在、感触的には北海道のほうも、道道自体の管

理延長が延びない方法ならば、すなわち道道に昇格

する部分があれば、道道を降格して町道に移管する

部分、差し引きしてマイナスになる要件があれば協

議の対象になろうかという回答を得ています。具体

的には、昨年から事務レベルで話はしているのです

けれども、具体的にことしから要望を出していこう

という動きになっておりますことを、まず御報告し

ておきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １７１ページの、今、道道

吹上線の話がありました。 

 ラベンダーの今回、補植ということで、去年、そ

して２年前から、いろいろな形でボランティアで草

取りとかもさせていただきましたけれども、これ延

長、ラベンダーの管理する距離を何キロぐらいとい

うふうに見ていらっしゃるのかというのを伺いたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 佐川委員の御質問

にお答えいたします。 

 吹上線のラベンダーロードの部分だけでよろしい

ですか。この部分につきましては、補植を行う計画

であります。結果的には、４線道路までは全面植え

かえ、全部植えかえの計画です。３年生の苗で今の

ところ計画してございます。 

 そして、北海道のほうとも協議をしまして、町で

は４線まで全部植えかえるという方針を示したとこ

ろ、北海道のほうでもそれはちょっと黙っていられ

ないということで、北海道のほうでも予算を大枠予

算でしか持っていないようなのですけれども、さら

に４線道路から引き続き、町の終わった工区から引

き続き町と同じ工法でやりたいと言っていますけれ

ども、これは北海道もまだ事務レベルの話なもので

すけれども、２６年度中には恐らく植栽始点の和田

地先から４線を過ぎて、中ノ沢の入り口行くか行か

ないかぐらいまで進むかなと予想してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 大変楽しみにしたいと思い

ます。 

 ところが、２年前もそうだったのですけれども、

日野原先生が来るということで、私たちはお客様を

お迎えする立場として、少しでもきれいな状態を見

ていただきたいなと思って、本当に少ない力でやっ

たのですけれども、今回も先ほど同僚議員おっ

しゃっていましたけれども、十勝岳エリアで今年度

ヒルクライムとかといって、自転車で訪れるお客様

がいらっしゃるように思うのですね。 

 いろいろな行事が、ことし町の中で行われます

し、できればラベンダーのシーズンの前に少しでも

補植が可能であればというふうに願うところなので

すけれども、その辺の検討は何月ごろから工事に携

わっていただけるのかなと思うもので、ちょっとお

答えをいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 
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○建設水道課長（北向一博君） １番佐川委員の御

質問にお答えします。 

 工期的には、ラベンダーシーズンに間に合うよう

にということで計画しております。北海道の計画

も、できるだけ５月中に植えてくれという話はして

おります。ただ、気候、去年はかなり、５月中、非

常に悪い気象条件でありましたので、気象条件に

よっては５月中に植えかえが終わらないかもしれま

せんけれども、原則的に終わらさないと元気な花が

７月に咲かないという条件もありますので、極力５

月中に、北海道も終わるように、事務レベルで詰め

ている最中です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １９１ページの委託料のス

トック改善事業水洗化実施計画、その下に工事請負

の同じく扇町団地ストック改善水洗化という関係で

質問をしたいと思います。 

 補足説明資料のナンバー２０には、昭和５０年か

ら５４年ということで３８年経過をしているという

ことでございまして、一応２６年度は４６戸、２７

年度は４６戸、同じようにするということでござい

ますけれども、５,８０１万８,０００円という工事

請負費でございますけれども、基本的には、私はで

きるだけ同じ条件で早くしたいということで、分割

発注を基本的に考えているかどうか、１業者だけで

なくて、上富良野にそれぞれの水道業者、下水道者

ともいらっしゃいますので、それらの関係はどうな

のかということで、まずお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ７番中村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 以前にも、公営住宅の団地の中で水洗化工事を実

施しておりました。富町とか宮町団地とか幾つか

やっていましたが、発注方式は委員おっしゃるとお

り、うちの町内にあります設備業者の方にお願いを

するような形になるかと思います。１戸１戸。入居

者の御都合を聞きながら工事を進めていくものです

から、かなりのロングランの工事になると思いま

す。ですから、そういうような発注方式になるので

はないのかなというふうには検討していかなければ

ならないのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。当然、棟、

棟があるからね、何戸という完全に切り分けること

はできないけれども、棟、棟でやっていただくとい

うことだろうと思います。 

 それで、集会場は、２７年実施の図面になってい

るのですね。これは一つは、下水道の接続の関係と

いうか、２７年度の並んでいるところの直近にある

ものだから、下水道接続の関係でなったのかなとい

う気がしますけれども、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 そのとおりでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １８７ページの日の出公園

のラベンダーの植栽という形になっていますけれど

も、これは補植作業なのかどうなのかですね。去

年、ラベンダーの植栽がほぼ完了されたかというふ

うに思いますが、その点ちょっと伺っておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 この補植の内容につきましては、まず去年植えた

苗を補植する部分、それから補植用の苗圃、補植用

専用苗圃をつくることになっています。ラベンダー

４号という品種になりますけれども、１,４００本

を同時に育てていかないと、補植した際、種別が変

わると非常に見苦しくなるので、植えたものと同じ

苗を補植苗圃として確保していくという計画になっ

ております。これが合わせて、ここに掲載の３００

万円になっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ラベンダーの観光客の方も

来ています。 

 それで、下のほうにはハート型のちょっと写真で

も撮れるようなスポットがあるのですが、あれをも

う少し上に、やはりラベンダーの発祥の地の横あた

りかどうかわかりませんけれども、結構ああいう形

でスポットをつくっておけば、結構そこで写真を撮

るというような形に出てきておりますので、やはり

ほかの自治体の動きなんかを見ていましても、やは

りそういう形で、ここに立てばラベンダーの発祥の

地、上富良野だとか、花だとかチューリップだとか

という形でやられているところが多いので、そうい

う工夫もすれば、少しは、１人か、２人か、わかり

ませんが、１０人ぐらいはお客さんもふえるのでは

ないかと見ておりますので、そういう気持ちで、多

く１００人とか、２,０００人ではなくて、積み上

げが大事かと思いますので、そこら辺ちょっと、検



― 103 ― 

討願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 ちょっと先ほどお答えした本数ですね、誤りがあ

りました。ラベンダー４号を４,０００本植える、

補植用の専用苗圃ということです。 

 それから、今、御意見いただきました写真撮影ス

ポット、それからあわせて自分自身が記念写真を撮

るスポット、それから周辺の景観を撮るためのス

ポット、これもいいアイデアだと思いますので、指

定管理者の振興公社のほうとも調整しながら、それ

らの設定については検討してまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １９１ページの住宅リ

フォーム助成という形で予算が計上されております

が、今回、この点、要綱等が見直しされた場合、さ

れた部分だとかというのがあるのかどうなのか、

ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 米沢委員の住宅リ

フォームについての御質問にお答えいたします。 

 このリフォーム事業、さきの議員協議会、それか

ら総務委員会などでも、事前に予定ということでお

話ししておりましたけれども、過去に現在進行形の

２３年から２５年のリフォームと大体同じような形

で、さらに３年間、２６年から２８年、３年間追加

して延長することとしております。 

 ただ１点、大きく見直したのが、省エネルギー、

それから新エネルギーの機器導入整備の助成につい

ては、ちょうど町の現行のリフォーム事業と国の政

策とちょうど合致しまして、国が行っているその新

エネ、省エネ設備に町ものっかって、エコポイント

制度という制度が運用されていたのですけれども、

それに加算する形でリフォームに取り込んでござい

ました。このエコポイント制度が、国のほうで役割

を終えたということで終了いたしましたので、町の

ほうもあわせてこの省エネ、新エネ機器関係につい

ては、大きく見直して対象外といたしました。 

 ただ、現在進行形の太陽光発電システム、それか

ら省電力化を進めるＬＥＤのシステム導入について

は、これは対象外として残そうということで見直し

ております。あと、基本的には省エネルギー対策の

部分で、壁とか壁面の断熱効果を高める部分、バリ

アフリーを進める住宅改修を基本として、現在のも

のとほぼ同じ内容で継続するものとなっておりま

す。 

 また、この３年間の事業運用の中で、いろいろな

幅出しといいますか、利用しやすい、運用をある程

度固めてまいりましたので、そこら辺も含めて運用

を新しい運用体制につなげていきたいと考えており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８９ページ、町営住宅入

居者選考委員会の委員の方、いらっしゃいますね。

ここのところでちょっとお尋ねしたいのですけれど

も、今、公住の入居の待機していらっしゃる人は、

何人ぐらいいらっしゃるのか、ちょっとお伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の公

営住宅の入居者の待機ということの御質問ですが、

今、待機というふうな扱いはとってございません。

入居の募集について、広報誌で募集をかけまして、

その都度、入居の御案内ということになってござい

ます。 

 済みません、待機という形ではありませんので、

公営住宅があいて公募をして、そこで申し込んでく

る方という方だけですので、待機とかというふうな

ことにはなってきておりません。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 待機という言葉ではなく

て、都度公募して、そして申し込み。 

 そうしますと、その申しみされた方は、全部もう

入居できているのですか。そこら辺、ちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の今

の公営住宅の関係でございますが、やはり１戸の募

集について、例えば２世帯、３世帯が申し込まれる

ときは、当然１世帯しか入れませんので、残り２世

帯の方については入居ができない状況になります。 

 ただ、そのときに、また、公営住宅があいたとき

に募集するときに、その方がまた同じように申し込

まれるかどうかというのは、これはまた別な話で、

家をほかに準備されるとかそういうことになってご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） あれなのですね、では都度

公募をかけてあれして、くじを引いて、それで決め

て、それでまたあいた状態で公募すると。そうした

ら、でも、その選に漏れた方はどうなのですか。長

い方でどうなのでしょうか。ちょっとそこら辺、ど

うなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の今



― 104 ― 

の公営住宅の関係でございますが、何年か前にはそ

ういう形で申し込みの待機という形をとっていたの

ですが、実際、公営住宅があいて、その方々に御案

内をしても申し込みがないと。いわゆる、もう住居

に困っているというか、そういう部分ではないとい

うのがわかりましたので、また国のほうのルールも

点数制という形になりましたので、そういうものに

順次変えていっている状態でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） では、公住は４０３戸ぐら

いだと思うのですけれども、絶対待つ人はこれ以上

はもうふやさないと、こういうことでございますか

ね。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の今

の公営住宅の関係でございますが、今ある現状の公

営住宅の計画に持っていってございます。ですか

ら、今のままという形で当面続けていく部分でざい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 公営住宅の空き家につい

て、ちょっと確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 今、あいているのは、この間いただいた資料で、

政策空き家としては３４戸ということで、その内訳

としては、取り壊しが６戸と建てかえ分が２８戸と

いうことで、取り壊しについては緑町公住のことだ

なと思いますが、これらの解消の取り壊しをする予

定はいつごろになっているのか、ちょっと確認をし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １０番中澤委員の

緑町団地の公営住宅の関係でございますが、今現

在、入居者の方がいらっしゃいます。この後、政策

空き家として入居することの申し入れについては考

えてございません。よって、現状のままでいくとい

う部分でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今の回答で、ちょっと確

認したいのですが、あそこには８戸が残っていると

いうことで、２戸には入っているよと、６戸があい

ているけれども、その２戸の人たちの動向を見て対

応するということでよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １０番中澤委員の

公営住宅、緑町公営住宅ですけれども、今、中澤委

員がおっしゃったとおり、８戸のうち６戸が空き家

で２戸が入居されていますので、その２戸の２世帯

の方の今後の入居動向ということになります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 建てかえ分の２８戸の関

係ですが、これにつきましては泉町南団地の方々の

建てかえの政策空き家としてということで、まずは

確認させてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １０番中澤委員の

建てかえでございますが、今、言われているとお

り、泉町南団地の建てかえの関係でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） それでは、その２８戸に

ついては、これから取り組む泉町南団地の２号棟の

関係が解決すれば、この２８戸がある程度解消され

ていくという捉え方でよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １０番中澤委員の

泉町南団地の建てかえの関係でございますが、今現

在、資料のとおり４２戸入居されていただいており

ます。その方々が転居される、また新しい泉町南団

地１号棟が出てきますので、１号棟にまた入居がえ

とかそういうものがあって、最後は泉町団地のほう

の改修が終わりますれば、政策空き家という位置づ

けについてはなくなる部分もありますが、その後の

公営住宅の建設計画もございますので、その都度、

政策空き家という扱いについては検討していきたい

と思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、８款の土木

費の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。再開時間を３時といたしま

す。 

────────────────── 

午後 ２時４３分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に、９款教育費の１９４ページから２４５ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １９５ページ、就学指導委

員会の委員の２１名になっておりますけれども、昨

年２４名でなかったでしょうか。３名減らされたの

でしょうか。ちょっと確認したいと思いますけれど

も、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 
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○学校教育班主幹（及川光一君） 村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 就学指導委員につきましては、各学校、あと幼稚

園、保育所、関係機関から委員を委嘱させていただ

いておりますが、２６年度東中中学校がなくなる関

係で減少になることでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 学校全般について、まず伺

いたいと思いますが、いわゆる週土曜の５日制に向

けて、土曜授業に向けて、実施に向けてという形

で、今後そういう方向で検討に入ったという形の話

をされましたが、その上でお聞きしたいのは、現行

の週５日制等における評価等というのは、その学力

向上につながっていないのかどうなのかというとこ

ろですが、そこら辺とのかかわりでどうなのか、ま

ずお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員のた

だいまの御質問の関係ですが、土曜授業ということ

で、今、文科省のほうの制度がスタートするような

ことで、各市町村の教育委員会にもにその希望の取

りまとめが来ているところでございます。 

 過日、一般質問の中でもお答えしましたとおり、

土曜授業の中身について、まだ不確定な部分がござ

いますし、国で言っている土曜日の授業のあり方に

ついては、豊かな土曜日を過ごすということで教育

一辺倒ということではございませんので、これらう

ちの実態に合うように、土曜日の過ごし方、この間

のお答えにありましたように、少年団活用とか多様

な実態にあることから、それらも十分踏まえた中で

今後検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 実施の方向で検討するとい

うことで、その判断については、設置者である上富

良野町がするかしないかというのは、決定すること

が可能だということで文書には書かれております

が、その上で、カリキュラムとして総合学習の時間

だとか、英語教育だとか、道徳だとか、キャリア教

育だとかいろいろな項目が並んで、それは恐らく選

択した中で、その授業実施に進むのかどうなのかと

いう判断に立つということでしょうか。ちょっと、

もう一度確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 米沢委員のただい

まの部分でございますが、土曜授業、土曜学習とい

うような形で、全員が参加する授業形式のような、

昔の土曜半ドンに近いような形。それと、希望者の

みが参加する形態、また先生が授業をする入る部分

が以前でしたけれども、今、文科省で言っているの

は、地域の人材を幅広く活用した中で、授業ばかり

でなく、例えば、地域の特技を持っておられる方が

興味を示して、子どもたちが授業の中で生かせるよ

うな、そういった部分も活用する幅広い人材活用と

いうことで、希望者による土曜学習ということも考

えておりますので、そういった部分では非常に幅広

いということで、うちの実態に合わせた中で今後検

討を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今進めようとしている内容

も、わからないところがあるのですけれども、そう

いったものが学力の向上につながったり、みずから

学ぶ力につながったりというような、そういう形の

判断で実施されるかどうかはわかりませんけれど

も、そういう方向性で位置づけられているというこ

とでよろしいですか、この土曜授業というのは。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 今の制度につい

て、国のほうでこれからスタートするという部分で

すので、私たちの得た情報においては、いろいろな

形態の中で、市町村がその実態に合わせて形態を選

べるということから、今その方向性においては、学

力をつける部分もあるだろうし、豊かな教養を身に

つける基本的な部分もございます。そういった多様

な部分の中から、うちの町としてどの組み合わせが

いいのか、そういった部分を選択、検討を進めてま

いりたいと考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、学

校教育アドバイザーという形で予算が計上されてお

りますが、この土曜、いわゆる学びという形で、休

み、冬期間とか、夏期期間ですね、授業がされてい

る部分があると思いますが、これは一定程度、無理

なく、みずから本当に学ぶという形の位置づけでさ

れているかというふうに思いますが、非常に好評を

得ている部分もあるかと思いますので、ことしはも

う引き継ぎ、そういう形態でこの評価も兼ねて、

ちょっとお伺いした上でどうされるのか、お伺いし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員のた

だいまの、ちょこっと学習を含めた今後の進め方に

ついての御質疑かと思います。 

 委員御発言のとおり、ちょこっと学習ということ
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で２４年度から進めまして、２５年、ことし２年に

なります。それで、夏休み、冬休みは３日間、そし

て土日のちょこっと学習ということで、２日間行う

のを４回やりました。好評を博しまして、それぞれ

多いときには５０人、少ないときでも２０人弱とい

うようなことでございます。 

 そのようなことから、先ほどの土曜日の過ごし方

の土曜授業とも関連するわけですが、今うちの町と

しても検討の俎上に上がったものとしては、そう

いったちょこっと学習と組み合わせて、子どもたち

が社会教育で学ぶような、そういったものも組み合

わせたものが土曜学習の中で組み込めないかと、そ

んなような検討も実はしたところでございまして、

先ほど申しましたように、国の中身が明らかになっ

た時点で、それらの組み合わせも一つの選択肢とし

て考えていきたいと思っておりますので、今のちょ

こっと学習の精神は受け継いでいきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） もう１点質問したいのは、

いわゆるいじめ対策という形で、今、文科省なんか

も取り組みがさらに、道なんかも強く進められよう

としております。そういう中で、教育のカウンセリ

ングの配置だとか、先生の講習も一定程度の研修を

受けられるような、そういう制度になっているかと

いうふうに思いますが、上富良野においては、この

学校教育アドバイザーも含め、心の相談員も配置さ

れながら、いろいろ対策もとられているかと思いま

すが、今後、やはりこういういじめ対策という形に

なれば、そういったカウンセラーの配置は現行で十

分なのか、心の相談員も含めてまた違う角度なのか

もと思いますが、心の相談員というのは。 

 そういう形の中で、今後の対応の仕方としては、

そういう専門的な要素を持った人が新たに配置され

るかどうか、そこら辺またちょっとお伺いしておき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の今

の心の相談員含めたいじめの関係の御質疑かと思い

ます。 

 町の教育委員会としましては、現在、学校アドバ

イザーということで、もとの教員、それと学校現場

においては、心の教室の相談員という形で、町のほ

うの施策の中で連携をとりながら行っております

が、だんだんといじめの中でも、理由の部分が非常

に複雑化というか、多様化している部分もありまし

て、実は、道の派遣のスクールカウンセラーという

ことで、臨床心理士の資格を持った方が入っており

まして、現在はそれらを含めて、場合によっては発

達支援センター、そういった保健福祉などと連携を

とりながら、そのケースケースに応じた中で、今、

対応を図らせていただいているというところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２１５ページの上富良野中

学校ですね、教育長の執行方針の中で言語学級を新

設すると、こういうことを申されておりましたが、

これはどういうことなのでしょうか。人とコミュニ

ケーションがとりにくいとか、自分の思ったことが

なかなか伝えられないとかという部分のあれなので

しょうか。それとも、小学校に言葉の発達支援教室

というのがありましたよね。そういった方が中学生

になって上がっていかれるのか、そこら辺のことを

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の今

の言語の関係ですね。 

 実は、ことし３月まで小学校におられる方が中学

校に進級されるということから、小学校の中で言語

学級に通われる方が進級して中学校の言語学級にな

るということで御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 何人ぐらい対象になられる

のですか、何人ぐらいいらっしゃるのですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １名でございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ２４３ページのＢ＆Ｇ海洋

センターの管理費で、需用費の中の修繕費が今回１

８３万１,０００円と上がっております。これはど

ういったところなのか、教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ５番金子委員の関

係でございますが、修繕費、ここ実は伸びておりま

して、Ｂ＆Ｇプールの中に熱交換器ということで温

度を上げる装置がございます。平成５年度に期間を

延ばすということで、この機械を設置したわけです

が、その熱交換器、水を通して温度を上げるのです

が、小さな穴、ピンホールという穴が無数にあきま

して温度が上昇しづらくなったというとこで、２０

年以上経過していることから、このような現象が起
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きたのも当然ということで、温度が上がらなくては

冷たい水になってしまいますので、それらのことか

ら、この部分を交換するということが一番大きな部

分で、あと、ろ過器の一部修繕も含めて、今回予算

の増額の理由になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今回、では２６年度におい

ては、熱交換器とろ過器の部分ということで、ほか

にＢ＆Ｇのこのプールの軀体といいましょうか、本

体といいましょう、そういったものの修繕の計画と

いうのはどのように考えていらっしゃるか、教えて

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 同じく、金子委員

の今後の計画の部分でございますが、実はＢ＆Ｇ財

団から多額の補助金をいただいて建設した部分です

が、今、上屋シート、シートで囲っている部分、こ

れが平成１４年以来、相当経過している部分がござ

いまして、今後一、二年のうちに、これら現状を見

ながら、取りかえるということと、あと一部管理小

屋の屋根等の塗装もあわせて、もう時期に来ている

ということで、今計画的につけて今後の予定をした

いと考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） シートと屋根の塗装という

のは、今後計画的にやるというのはわかったのです

けれども、プール自体の床面が若干傷んでいるとい

うのが、水泳をやっていらっしゃる子どもたちの親

御さん等々からいろいろ、苦情まではいっていない

のですけれども、どうなのですかというような意見

が出ているのですが、それらは、けがの防止も含め

て、そういったものを早急にやるほうが先かなと思

うのですけれども、それらはいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 今、金子委員の質

問のあった、シートの下のところが若干浮いている

部分があるということで、うちのほうにそういった

苦情は特には寄せられていないところなのですが、

今、委員から御指摘の部分もありますので、使用開

始前にそれらきちんと見た中で、適正に使えるよう

に対処していきたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２３１ページ、図書館の運

営について、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 今、町民１人何冊ぐらい読まれているのか、平均

で結構ですけれども。ここ二、三年どういう傾向な

のか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ３番村上委員の

質問にお答えいたします。 

 町民１人当たりの貸出冊数は、平成２４年度の統

計から申し上げますと、人口１人当たり５.６冊と

なってなっておりますが、今年度の利用状況につき

ましては、人口１人当たり５.１冊ということで、

若干減少ということでの統計となっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、大学生が４割ぐらい読

書しないというか、そういうことが出ておりました

けれども、読書離れが起きているということで、そ

れで、今、お聞きしますと、ちょっと下がってきて

いるのかなと思うのですけれども、今、時間が９時

半から６時まで、これを夏期の時間、９時から６時

半とかと、ちょっと時間のことを考えていただけな

いのかなと。前、１人が３冊から、今度５冊、１０

冊まで借りることになりました。それは提案申し上

げたら、それやっていただいたのですが、日曜も今

はあけていただいております。そういったことで、

一生懸命取り組んでいただいているのですけれど

も、時間のことは夏期の間ですけれども、そういう

時間の変更なんかについてお考えがないかどうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 ただいまの開館時間は９時半から１８時というこ

とで、年間２９４日間開館させていただいておりま

す。利用者は、多少減少、貸出冊数も減少しており

ますが、実はこの減少というのは、各小中学校にお

きましては、特に小学校でおきますけれども巡回図

書ということで、図書館の本を毎月配本させていた

だいています。その配本につきましては、移動図書

ということで対応しておりますが、決して本館に子

どもたちが足を運ぶことではなく、子どもたちが通

う学校で図書を選本できるような体制に現在整えて

おります。 

 例で申し上げますと、放課後子どもプラン事業の

中では、１回に５０冊の本を月約１００冊以上の子

どもたちが借りて読んでいただいていることの結果

から、私どものほうでは開館時間の延長、または開

館日数をふやすのではなくて、より子どもたちに手

近なところに図書を配本したいというふうに考えて

進めているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 子どもたちに一生懸命、移

動図書だとかいろいろやっていらっしゃるのはわか

るのですけれども、時間的なことを、今後について
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考えていただけないかなということを申し上げてい

るのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 現状については、主幹のほうからお話したとおり

であります。主幹のお話したとおり、まずは子ども

さん方、そして大人、それが落ちついた後に大人の

ほうの対応というふうに考えております。今の時点

で、すぐそういう時間延長は無理かと思いますけれ

ども、今後において、検討をしていきたいなと、検

討する課題だなと、そういうふうに押さえておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） ２０１ページのスクールバ

スの運行についてですけれども、東中中学校の該当

する子どもたちは、今度は上富良野中学校のほうへ

通学することになるわけでございますけれども、東

中地区より上富良野中学校への２６年度の利用者は

いるのかどうかということを、まずお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校建設担当主幹、答

弁。 

○学校建設担当主幹（大谷隆樹君） ９番岩崎委員

の御質問にお答えします。 

 東中地区から上富良野中学校へ、２６年度に４月

から通学するお子さんの数につきましては、６年生

が今卒業生２人ということで、聞いております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） ２名ですけれども、今まで

は東中から上富に通うということはなくて、福祉バ

スというか、一般の町のバスが定期的に通ってくれ

ていました。これは学校とは関係ないです。学校に

関係ないというか、上富の学校とは関係ないのです

けれども、通っていたけれども、今度この２名の方

が通学するということで、このバスを利用するの

か、それとも別に乗り物をチャーターして運用する

のか、そのあたりを聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校建設担当主幹、答

弁。 

○学校建設担当主幹（大谷隆樹君） ９番岩崎委員

の御質問にお答えします。 

 新年度、２６年度から新たに通学するお子様につ

きましても、現在、町のほうで運行しています町営

バスの利用をいただきまして、上富良野中学校のほ

うに通学していただくというふうに計画しておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 新年度については、今２名

ということでございまして、少のうございますけれ

ども、これらについては、道路選定については、そ

の近くまで車が寄ってといいますか、乗せていただ

けるような方法をとるのか、それとも何線何号の停

留所に出るというようなことなのか、そのあたりを

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員のた

だいまの御質疑でございますが、現在、お子さんが

通っている部分と同じ場所から、現在までは小学校

のほうに通っていたわけですが、そのバスが同じ路

線で町の中学校へ向かうということで、通う学校が

変わるだけで、基本的には路線等には変わりがござ

いません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） ということは、東中小学校

に通っている子どもたちは東中へ送って、それから

上富へ送るというか、通学するというバスのロー

テーションでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の御

質疑にお答えします。 

 そのとおりでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） このバスにかかわる経費に

つきましては、乗る方については、生徒さんについ

ては無料運行ということで理解していいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の御

質疑にお答えいたします。 

 無料ということで、現状と同じでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） ここに児童の登校ハイヤー

等の借り上げということがございますけれども、こ

れらについては、その日程とか、学校の部活とかで

こういうタクシーの利用も可能かどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員のた

だいまの、児童の登校ハイヤー借り上げの２０１

ページの部分ごらんになっての御質疑でしょうか。 

 これにつきましては、西小区域に該当するバス路

線から外れた方ということで、当時このような施策

をとってタクシーを使って通学している、唯一、上

富良野でここの部分だけでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） それでは、東中の今回通学
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される２名については、どういうことになるのです

かね。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の先

ほどお答えしましたとおり、東中のお子さん２人に

つきましては、今までは東中小学校へ、東中のバス

路線の中で通っておられましたが、今度は同じバス

路線の中で行き先が中学校になるということで、そ

こだけが変わるということで御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４１ページ、社教の総合

センターのところですけれども、ことし音響板、６

枚組み立て式２セット、これ音響効果をよくするた

めにということでやるのですけれども、何せスペー

スが広いのと天井も高うございますし、やっぱりな

かなかこれ、つけてみないとということもあるかと

思うのですけれども、業者の方に音響を確認、つけ

てからですね、ちゃんと確認してからにということ

を申し上げたいのですけれども、そういうことに、

音響板をつけることについて、ちょっとお尋ねした

いと思います。どのように考えていらっしゃるの

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の音

響板の、今回購入を予定する件でございますが、委

員御発言のとおり、舞台が大きいと声がそのとおり

いくのかという御懸念もございます。 

 それで今回２セットということで、１セットにつ

いては６枚組みということで、約１メーター弱の幅

のものが６枚長くなりますので、約６メーター弱、

それを２つ合わすと１２メーター。なお、高さも３

メーターを超えるのと同時に、こういう角度をつけ

れるようになりますので、上のほう。そういった調

節も４段階に可能ということから、それら現場に合

わせた形の中で、できるだけ音響効果を高めるよう

なことを進めていく予定でございます。 

 ３番村上員のただいまの御質疑に対して、若干補

足させていただきますが、ことしの２５年度、昨年

秋の文化際のときにも、実は富良野にある演劇工房

のほうから音響反射板６枚組みを借りてきまして、

それらを効果を確かめた上で、今回導入を予定した

いというものでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） わかりました。 

 それで、どっちかといいますと、かみんのほうが

使うほうが、使う量が多いのではないかと思うので

すね。かみんも建てるときに音響効果をとるのが

ちょっと悪かったかなと、音響効果もとるような建

て方ということを言っていたのですけれども、予算

の関係があったりして少し工事変更したのですよ

ね。そうすると音響効果がとれなくて、むしろここ

につけるのでしたら、かみんもお考えいただけない

かなと、そんなこと思ったりして。そうすると、あ

そこは保健福祉課だということになるのかもしれま

せんけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 私、もう少し説明

不足で、申しわけございませんが、今回設置するの

は移動式ということで、アルミでできていることか

ら非常に軽くて持ち運びもできると。そんなような

ことから、教育委員会としては、かみんにも使って

いただきますし、また公民館のほうにも使えると、

そんな多様な考え方を持ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２０３ページの上富良野小

学校の備品購入費という形で予算が計上されており

ますが、これは地元も含めた業者が対応になるのか

なというふうに思いますが、どういったものを、細

かいところは要りませんけれども、大枠どういった

ものが購入されようとしているのか、お伺いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校建設担当主幹、答

弁。 

○学校建設担当主幹（大谷隆樹君） ４番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 上富良野小学校の備品整備に関しましては、まず

カーテン、ブラインド、それから放送室に置きます

カセットデッキ、アンプ等の音響設備、それから

ポータブルの移動式の音響アンプ、これは音楽室、

それから多目的ホール等へ移動させながら使えるよ

うに、可動式なものの音響アンプ一式を購入したい

と考えております。それから、移動式のテーブル、

会議室、音楽室等で使える移動式のテーブルの購

入、それから液晶テレビ、現在あります液晶テレビ

では数が足りません。ブラウン管テレビ等もまず一

部使っていますので、それを足りない分の数の液晶

テレビを追加で購入しようというふうに考えており

ます。それから、ホワイトボード、移動式の黒板、

先生方の現在使用している椅子の更新、これが相当

古い椅子を現在もまだ使っていますので、先生方の

椅子の更新を計画しているところです。 

 以上が、主な備品の購入予定となっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） かなり多くの商品が備品と
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して予定されておりますが、こういう場合、当然、

地元の業者も含めて、他の業者も入ってくるのかな

というふうに思いますが、やはり地域の活性化も含

めた中での対応は当然考えておられると思います

が、確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員のた

だいまの備品の購入の関係でございます。 

 ただいま主幹のほうから御説明したとおりのもの

を購入する予定でございますが、購入に当たりまし

ては、町内業者に配慮という部分は当然考慮した中

で、ただし取り扱いが原則でございますので、それ

らを見きわめた中で、物に応じて地元業者に配慮し

た形で購入を進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２４５ページ、給食セン

ターのところで、アレルギー対策です。 

 それで、今、アレルギーを持つお子さんが大変ふ

えてきておりますし、種類も３０種類ぐらい結構あ

りますよね。大きく言えば、皆さん何かどこかアレ

ルギーがあるというような感じになるのですけれど

も、アレルギー対策の取り組みは、南富良野学校給

食センター、富良野の学校給食センターよりは、私

は上富のほうが取り組みは進んでいるなと評価して

いるところなのですけれども、今度、給食防止法と

いうのができまして、アレルギーを正確に把握する

ということで、東京のお子さんが亡くなられたとい

うことで、それで今度、医師の診断を受けさせると

いうことになったのですけれども、そこらについて

は、どように考えていらっしゃるのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員のア

レルギーの関係でございます。 

 この間、痛ましい事故があったということで、教

育委員会としても年度当初に、それぞれ御父兄のほ

うにアンケート調査を行って、その実態を把握しな

がら給食のほうに努めているわけですが、実は、ア

レルギー疾患の部分の医師のきちんとした診断に基

づくことが大変大事だということで、実は教育委員

会においても、校長会、教頭会、教育委員会も含め

てですが、そういった実は議論もしておりまして、

それら各学校統一した調査用紙にすることなど、そ

れら医師の診断を含めて、今、その様式をきちんと

定めるような方向で検討を進めております。 

 以上、そういったことでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そういうように変わりまし

たので、ぜひ、医者の緊急時の対応なんかを書いた

ものも必要だということで、保護者に提出してもら

うように、ぜひ取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２２９ページ、分館管理費

の関係でお尋ねをしたいと思います。 

 それぞれ分館で管理をされているのですけれど

も、この中で需用費の修繕料１５万４,０００円と

いう関係で、この中身はどういうものなのか、

ちょっとお尋ねをしたいと。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいま１５万４,０００円の部分でございますが、

特に今壊れている、これということことを想定した

予算組みではございません。分館の数が多いという

ことから、これらいろいろ窓の回りが壊れたりと

か、屋根の下とか、軒下ですとか、適宜直してござ

いますので、それら総体の中で傷みが出た場合に使

用する修繕ということで御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） これは、修繕料には該当し

ない工事費等になろうかと思うのですけれども、日

東会館がバリアフリーの法律以前の建物なので、例

えば道路から玄関に、階段のところもスロープもな

い、それから中に入っての廊下のところにもスロー

プがない、そういう状況なので、何とかこれを改善

してほしいというのと、それからもう一つ、外のグ

ランドラインから階段があるのですけれども、これ

が今度の建築基準法の中では、蹴上といって、こう

からこう上がる、この高さ、これが１６センチ以内

になっているのですよ。 

 この前、あるところの葬式があって、私わざわざ

うちへ来て言われたのですよ。この段差が高過ぎる

と。僕も行ってよく見たら、下の地盤が低く落ちて

しまっているのですね、あそこは地盤がちょっと悪

いところだから。それで一回、ちょっと担当者に話

をしたのですよ、スロープの関係とか階段の段差の

関係。今すぐというわけにはいかないけれども、で

きれば早い時期にバリアフリーに適したような形で

中もやってもらったら、中のトイレの関係もだんだ

ん高齢者が利用するようになってきているから、そ

ういうことも含めてやはり改善をしてほしいなとい

う気がしているのですけれども、それらの関係につ

いてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの段差等の関係でございます。 

 教育委員会としましても、分館長会議を含めて、

それぞれ御要望を承っているところですが、特にこ

れまでの中には出てはきていませんでしたが、今、
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利用者の声ということであれば、うちのほうで実態

を見ながら検討させていただきたいと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 文化活動が全体的に活発に

今なってきております。たしか５０周年か何周記念

かで、ことしの場合は会館等の使用ですか、年１回

無料になったということで非常に好評を得ているの

ですよね。それを継続できないか、もしくは２年に

１回か、３年に１回かという形で、やはりこれだけ

文化活動が盛んになってきて、いろいろな施設を使

う団体がふえてきているという形で、やっぱりそう

いう機会もあって、後押しもできる形で進めるとい

うのも一つの策かなというふうに考えております

が、この点は、全体のバランスも考えなければなら

ないということで、行政評価でいえばこういう形に

なるのだろうと思いますが、ぜひそこら辺、検討で

きないのかというふうに思いますが、お伺いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ４番米沢委員からの御質

問にお答えしたいと思います。 

 文化活動の活性化にかかわる使用料の免除的な話

かなというふうに思います。 

 本年、文化連盟が５０年を迎えるということで、

それぞれ記念する行事をする場合には減免しますよ

ということで事業を進めさせていただきました。そ

の結果、文化際のときの発表を見ますと、レベルが

非常に上がったなというふうなことで感じておりま

した。これについては、引き続き何らかの対策をし

なければならないなと、米沢委員からお話しがあっ

たように、私もそういうふうに思ったところであり

ます。 

 それで、２６年度において、文化連盟の、今まで

スポーツ教室についてはそれぞれ体協を通してス

ポーツ教室というものをやっておりました。今回、

文連に対して、そういう教室的、例えば生け花教室

だとかそういうものをその文連参加のところでやっ

ていただくと。そして、その事業をやったところに

は補助金を出すというような形で、使用料の減免と

いうことにはなりませんけれども、ただ、教室を

行ったところについては使用料を取らないというこ

とで、補助金と合わせて実施ができるような、わず

か６万円の予算でありますけれども、そういう新し

い部分入れ込んでありますので、今のところそうい

う部分で御理解をいただきたいなと、そういうふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） わかりました。 

 それで、２４３ページの体育館の屋根の塗装、外

壁塗装という形で５,０００万円何がし載っており

ますが、これは相当な高額になり、足場を組むだと

か、いろいろなそういうことの要素の中でこういっ

た設定になったと思いますが、大枠そういった足場

を組むなりという形で、どういう形でこういう基準

になったのか、ちょっとお示し願いたいというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員のた

だいまの体育館の部分の外壁の塗装等でございま

す。 

 大まかに分けまして、まず外壁のひび割れがどの

程度かと、この調査をやることと含めまして、屋根

の部分、これを洗浄し、さびどめをし、２回塗りを

する。これが屋根の部分でございます。壁の部分に

つきましては、壁のひび割れ等を調査した中で、ま

ず壁のひび割れを埋める、そういった作業をした中

で、全面汚れを落とした中で、きちんとまた塗装を

２回行う。そういったことで予定をしてございまし

て、当然その中には全面足場を組むということで、

今計画をしているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２２５ページ、生涯学習推

進費のところでございます。 

 これは私、生涯学習センターがあればいいなと夢

見ているところなのですが、大分前になりますけれ

ども、やっぱり上富良野の中心は駅だよねというこ

とで、駅前活性化周辺事業ということで取り組んだ

ことがありまして、そのときに駅周辺に生涯学習セ

ンターがあればいいねということをいろいろ議論し

合ったのですけれども、教育長は、この生涯学習セ

ンターについてはどのようにお考えになっていらっ

しゃるのか。富良野市では、山部小学校の跡、生涯

学習センターなんかに利用しているのですけれど

も、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上委員の生涯学習

センターの御質問にお答えしたいと思います。 

 非常に今、きょう初めて聞くようなお話なのです

けれども、基本的に教育委員会がいろいろな部分の

施設を持つということについては、非常に望ましい

ことだというふうに思っております。ただ、それに

は非常に多額のお金がかかります。視野に入れない

というのではなく、その時代時代に合ったものを優

先的に事業を進めていくということがコスト的にも
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一番よろしいのかなと、そんなふうに思っておりま

す。したがって、今申し上げたことで御理解をいた

だきたいなというふうに思っております。 

 いいものだというふうに判断しておりますので、

ただ、それにはお金がかかるということで、その前

に、今、上富良野中学校という大物が待っておりま

すので、それら解決した中で、これからまだ時代は

続きますので、いろいろ検討を深めていきたいな

と、そんなふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 江幌小学校が来年というこ

とですので、そういったところもどうなのかなと、

ふと思い描いているところでございます。ちょっと

例として、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上委員の御質問に

お答えいたします。 

 今、江幌という部分のお話しもあったところです

けれども、貸し館だとか、さまざまな今の状況で、

利用状況が満度に使われているという、そういう部

分も、やはりコスト、新しいものをつくるときには

判断しなければならなりませんので、江幌が廃校に

なったから即そこにというようなお考えではなく、

もっと幅広な形でうちのほうは考えたいと思ってお

りますので、そうことで御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 何点か。まず、２１３

ページの心の教室相談員等について。 

 一連の相談を受けたその後の処理といったら言葉

悪いと思うのですよね、手順というのですかね、ど

のような内容で流れていって、皆さんに内容が来る

とか、あるいは校長先生に行くとか、そういった相

談員が受けた相談をどのように処理されているの

か、その流れをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員

の、ただいまの心の相談員の関係の部分でございま

す。 

 実は、心の相談員、保健室のほうに机を置いて勤

務をしているわけですが、子どもの悩みというのは

非常に複雑多岐であり、友人関係であり、学力のこ

とでありいろいろな部分、家庭環境もあります。そ

ういった中で、気軽に悩みが相談できるということ

で、例えば教室の中に入れない子も含めて、それら

多様な相談に応じております。その中で、聞いてあ

げることによって悩みが解決する部分、聞いてあげ

てもまだ問題が解決しない部分、そういった部分

で、その子の状態に応じた中で教育委員会の中にも

学校アドバイザーが入ったり、または先ほどのス

クールカウンセラーが入ったり、またまた子育てセ

ンターのほうの応援をいただいたり、そういった

ケースによって連携を図りながら、その子の状態に

応じた対応を図ってございます。 

 当然、その中には担任の先生、教頭先生は情報共

有することが一番大事だと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 変な話ですけれども、情

報をどこかで握りつぶしたとか、そういったことは

もちろんないと思うのですけれども、あるいはある

かもしれないですね、内容によっては。そういった

ところは、まずどうなのですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

ただいまの部分でございますが、教育委員会として

はどんな小さなことでも、まずは見逃さない、相談

する、学校を含めて情報を共有するということを常

に心がけて指導、助言をしておりますので、そのよ

うなことはないということで御承知おきいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） そういうことであれば、

逆にプライバシー的な内容の相談でも、誰かが全般

を把握して分析比較しなければいけないということ

で、統括して全て情報が入ってくるという方がおら

れるということで認識してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員に

お答えいたします。 

 先ほども申したように、情報の一元化の部分につ

いては今言った問題もございますので、しっかりと

情報管理を、教育委員会も学校も含めてしておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 言いづらいこともあった

と思いますけれども、本当にこれが高ずれば、やっ

ぱりどこかの県であったような自殺とかそういうよ

うになれば非常に大変だなと思って確認しました。 

 ほかの質問よろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、よろしいです

よ。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 上富良野高校の教育振興

会の補助、資料の４３がございますけれども、前回

もちょっと委員会で確認したところでございますけ

れども、町から高校に補助金を出しているというこ

とを踏まえると、どのようなところに、どうやって
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なっているのか、ある程度掌握されていると思うの

ですよね。 

 それで、この部活活動の支援ですけれども、部活

は何個かあると思うのですけれども、どういうもの

があって、どういったところにどれだけ支援をされ

ているのか、わかれば教えてほしいと思うのですけ

れども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

部活動の部分でございます。 

 主に皆さん御承知のように野球部、それ以外にテ

ニスですとか書道ですとか、そのときによって数が

限られておりますので、部活動ができたりできな

かったりする部分もあるかと思いますが、主な分に

はそれらの部分について、この振興会のほうからも

応援をしているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） まだまだ内容が足りない

ような感じがするのですけれども、要は、私の言い

たいところは、部活のそれをわかるのは、まだ若

い、年若目の高校生でございますので、やっぱり公

平感が出てこないといけないと思うのですよね。そ

して、またやるぞという力を沸かせるような配分を

しなければいけないと思うのですよ。 

 そういったところで、非常に上富良野の高校、野

球部を応援する強力な会ができましたよね。そう

いったものを考えると、今まで配分していたものを

変えて、そのほかの部活の活動をやっているところ

に、もっと多くやったほうがいいのではないかとい

うようなことを私は必要だと思うのですよね。若い

子たちは非常に敏感でありますから、うちの部が削

られたとか、そういうことになると、かえって青少

年を育成するのに弊害があると思うのですよ。そこ

ら辺の指導は、高校にされているのかどうか、確認

させていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

部活動の部分の助成のあり方でございます。 

 これにつきましては、教育委員会も振興会の事務

局を兼ねておりますし、また役員会にも参画しまし

て、それらの意見反映をしているところでございま

す。そういったことも含めて、現在、書道部の部分

には筆等の助成ですとか、吹奏学部には楽器の助成

ですとか、そういったことを含めてやっております

ので、引き続きそういった声を現場から吸い上げて

振興策を図ってまいりたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 質問が変わるのですけれ

ども。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、よろしいです

よ。 

○１１番（今村辰義君） 新学習指導要領で、中学

校のほうで武道をやっておりますが、その武道をや

る目的がどれだけ達成されたのか、あるいはそれら

を踏まえて、２６年度予算に何か反映しているの

か、あるいはやっているのは生徒たちですから、当

然父兄がおられます。何か父兄から、そういう武道

を今までやって、もっとこういうことをやってくれ

とか、そういう要望があるのか、そこら辺をお聞き

したいなというように思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

武道の関係でございます。 

 新学習要領で中学校に武道が導入されたわけです

が、まだ年数も浅いということから、特に現場の中

でも、実態に応じた中で授業を進めておりまして、

特に保護者、父兄のほうから、声が学校、教育委員

会に届いてはおりません。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 質問をいっぱいし過ぎて

ごめんなさいね。ほかにもまだ聞いていないのがあ

ると思うのだけれども、要は、武道そのものの目的

がどれだけ達成されたのか、次年度にどのように反

映したのかということが全然言われていないのです

けれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番今村委員からの武

道に関する御質問であります。 

 武道については、中学校において、上富良野中学

校においては、空手をやっております。空手の部分

の指導については、外部から指導員に来ていただい

て、体協のほうからお世話いただいて、体協傘下の

空手の関係の方に指導していただいているところで

あります。おかげさまで、当初、柔道というものを

考えていたのが変更した結果、非常にスムーズに、

けがの部分も心配なく、授業が進んでいるところで

あります。 

 当然、外部の講師ですけれども、礼儀作法だとか

技術だとか、そういうものはもちろんですけれど

も、そういう意味ではしっかり指導していただい

て、もともとの日本人としての心だとか、礼儀作法

だとか、そういう部分はしっかり授業の中で、カリ

キュラムの中で達成がされつつあるということで聞

いておりまして、特にそのカリキュラムに対してこ

ういうふうに変更するのだという具体的な部分は、

まだ学校のほうから声として聞いていないところで

ありますので、引き続き同じようなカリキュラムで

進んでいくのかなと、そんなふうに考えておりま
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す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 学校のほうからまだ来て

いないということで、教育長以下も非常に頑張って

おられるのはもちろんわかっております。 

 学校のほうからまだ来ていないということは、再

度どうなのかなという、質問をしてもいいのかなと

いうちょっと疑問もあるのですけれども、例えば、

ボランティアで空手を教えている方がおられますよ

ね。そういった方々は人数も足りているのか、ある

いは忙しくて大変な思いをされているのか、そう

いったところは把握できないのか。あるいは成果が

わからないと、ある程度成果がわからないと、２６

年度の教育目標というのはなかなか出てこないと思

うのですけれども、まだ現在のところはやっぱり出

てきていないということでよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番今村委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 私の言い方が悪かったのかもしれませんけれど

も、計画的なものは学校のほうで既にもう新年度に

向けては、当然この時期ですからでき上がっており

ます。うちのほうにその物が現物が来るのは若干誤

差がありまして、４月に入ってからでありますし、

カリキュラム的には、問題があればそこを改善し

て、しっかり学校長のもと管理がされていることに

なっておりますし、そのようになっているというこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 質問変えます。 

 何回も質問している話で、運動公園のトイレの話

ですけれども、何回も言っているけれども、あそ

こ、古いのをこちらに持ってきてくれるというの

は、非常に私はうれしい、非常にうれしい。ただ、

せっかくつくるのならという話でいろいろさせても

らっているのですけれども、やはり防犯、あるいは

もっと大事なのは、女性が恥ずかしがって、入り口

が１つで、１個だったらなかなか入らないだろうと

いうような感じが私はするのですよね。 

 それで、先般、教育長にお伺いして、こういった

ところを仕切るのだよとかというお話しをされまし

た。これは、休み時間というか、ここでなくて言わ

れたのは、運用は任せてほしいなというお話しもさ

れました。仕切った後はどうするかということだと

思うのですけれども、私はそこが大事だなと思うの

ですよね。仕切った後はどうするか。この図のまま

でいくと、僕は、仕切ったら、真ん中に最初女子用

のトイレにつくったやつがありますよね。それをこ

のまま女子用として使ったら、もっと悪くなる可能

性があると思うのですよね。だから、そういった運

用というのも、やっぱり任せるほしいのではなく

て、教えてほしいなというところが一つと、あれは

そういった仕切りをしたらお金がかかると思うので

すよ。それは、現在のこの９２５万円で可能なのか

どうか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番今村委員からトイ

レの関係についての御質問ですけれども、まず、仕

切りの部分については、今、若干の工事の中で泳ぐ

部分については、工事費については、びったんびっ

たんというか、実施設計していない形で作成してい

ますから、そこに壁をつくるお金の余裕的なものは

何とかなるのかなというふうに考えております。 

 あと、私も何回も同じことをお話しするのは本当

に進歩がなくて申しわけないのですけれども、基本

的な考え方については、御理解をいただきたいなと

いうことをもう一度申し上げて、御質問の回答とさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 御理解しましたか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、９款の教育

費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に、１０款公債費の２４６ページから地方債に

関する調書の２５８ページまでの質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１０款の公

債費から地方債に関する調書までの質疑を終了いた

します。 

 これをもって、議案第１号平成２６年度上富良野

町一般会計予算の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 ３時５８分 散会  
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平成２６年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２６年３月１７日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２６年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２６年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２６年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２６年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２６年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２６年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２６年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２６年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君          
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   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君          

   委 員       中 村 有 秀 君            委 員       谷   忠 君          
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   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君          

 総 務 課 長         北 川 和 宏 君     産業振興課長         辻   剛 君          
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 建設水道課長         北 向 一 博 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 
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 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第３日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程で進めていた

だきますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、議案第２号

平成２６年度上富良野町国民健康保険特別会計予算

を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これより歳

入歳出を一括して８ページから１１ページまで、２

６１ページから３０６ページまでの予算全般の質疑

に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２６１ページ、国民健康保

険は被保険者の病気ですとか、出産、または死亡に

関して必要な給付を行う事業なのですけれども、こ

の両方、療養給付金、住民が病気をしたから療養給

付金を払うのですけれども、これはすればいいとい

う問題ではないかと思うのですけれども、今回、交

付金のほうが２,０００万円ぐらい減額を見ており

まして、それと負担金のほうは５３０万円ふえてお

りますけれども、それらの関係と、それと一般会計

から９９５万６,０００円、繰り入れにしておりま

す。これは基本的に、基本的な考え方、一般会計か

らの繰り入れの基準をちょっとお聞かせいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、医療給付費のほうでございます。委員が

おっしゃるとおり、医療費の増嵩に伴う部分で増を

見ている部分とあわせて、負担金の部分につきまし

ては５３０万円程度の部分につきましても、それぞ

れ拠出する部分がございますので、そういう面でふ

えている部分がございます。 

 それと、９９５万６,０００円の一般会計からの

繰り入れの部分でございますけれども、これにつき

ましては法律で基づく市町村長、いわゆる保険者が

一般会計から繰り出してもいいという部分のお金で

ございますので、法定内、いわゆるルール繰りだし

基準に従った繰り出しをしているという部分でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ３番村上委員の

質問にお答えいたします。 

 一般会計繰入金の基準の内訳につきましてです

が、保険基盤軽減分、安定分でございまして、その

部分にかかわる部分、それから職員の給与費にかか

わる部分、出産育児一時金にかかわる部分、それか

ら財政安定化支援事業といいまして、保険者が保険

者によるものではなく、どうしようもない、やむを

得ない事情によるものの部分でございます。 

 そのほかとしましては保険事業ですとか、また細

かいところがあるのですけれども、地方単独事業に

よります影響部分ですとか、そういう部分がその他

ということになっております。 

 内訳については以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 大体、国保の加入率という

のはどうなのですか、今、社会保険に入っていらっ

しゃる方もあるのですけれども、２４年には２７.

６％ぐらいだったかと思うのですけれども、今、２

５年度はどのような状況になっているのですか、

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（末永尚之君） 村上委員の御質

問にお答えします。 

 平成２６年２月２８日現在、先月末日現在の数字

になるのですけれども、加入率は２６.５％という

数字になっております。 

 年間を通しての加入数といいますと、やはり年間

平均を用いて加入率というのを出すのが正当なやり

方ということになりますので、この数字よりも年間

を通した平均を使うと数字的には若干ふえるという

ような形になろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２８９ページに今、いかに

住民の健康を守って疾病予防を考えていかないとだ

めだと思うのですけれども、この特定健診のところ

でちょっと少なくしていますね、１６万５,０００

円、２５年度が２２万９,０００円残となったため

に少し控えているのかと思うのですけれども、やは

り予防していきませんと、医療費抑制しませんとど
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んどん上がっていきますので、それとどうなので

しょうか、健康診断の情報提供をもう少し予算を

とってもよろしいのではないでしょうか、その点は

どのように考えていらっしゃいますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 特定健診におきましては、当町は７０％の受診率

を維持するために努力をしておりまして、今、保険

者の対象数も徐々に減ってきている中で、満度に受

診されている方の金額は補償させていただいており

ます。 

 また、健診の内容も２６年度は健診期間と事務方

の努力で同じ金額ながら人間ドック学会が進めてい

ます検査項目を全部そろえるような健診項目も充実

させています。 

 情報提供につきましては、健診を受けられない方

で受診をされている方の医療機関からの情報提供を

いただくという形ですが、基本的には病院を受けら

れていても、特定健診の場面に来ていただいて健診

を受けるというふうな形をとっておりますので、も

ちろん受診率向上のために必要であればまたふやし

ていければと思いますが、今の中では十分な予算組

をさせてもらっているところです。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 健康づくり宣言をしながら

一方で国保を見直さなければいけないと、本当に切

ない気持ちなのですけれども、これは１６年に道に

移管になりますよね。そうしたときにどうなので

しょうか、今、見直しして恐らく全道で一律になる

とすれば、またちょっと上がるような方向になるの

ではないかと思うのですけれども、そこら辺はどの

ように見ておられますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の保

険者の移管のお話かと思いますが、今現在、国のほ

うでそういう協議をされている部分でございます。

詳細が特に変わっているわけではございませんの

で、その取り扱いについては私ども国や北海道さん

の動向を見ながら適時適切な判断をさせて、また御

相談をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 専門的なことはちょっとわ

からないのでお聞きしたいと思います。 

 この資料によりますと、特定健診にかかわってな

のですが、都道府県の集計という形で載っておりま

して、内臓脂肪症候群の該当者数という形で発表さ

れておりまして、そのうち該当される方が発症予備

群の数が１５４名という形で、そのうち指導なんか

を行って減少というか、欠けたというような、こう

いう資料がそちらのほうにあると思うのですが、こ

ういった場合の細かい指導というか、どういうふう

に改善させて１人でも２人でもということは非常に

重要なので、全体枠あって、こういう個別枠をどう

進めるかというのが非常に大事だと思うのですけれ

ども、そこら辺はどういうふうな指導をなされてい

るのかという、ちょっと専門的でわからない部分が

あるのですが、わかりやすい表現でもしもありまし

たらお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 米沢委員の御質

問にお答えします。 

 米沢委員は健康をどのように捉えていらっしゃい

ますでしょうか、日々どのような努力をされていま

すでしょうか、そういう私はどうでしょう。それぞ

れ一人ずつ年齢とか性別とか全く違うものですの

で、健診のデータ、そのときの体の状況、生活の仕

方を、それを基本にお一人お一人と丁寧に生活習慣

を見直すという作業を行っております。 

 見ていただいた資料の中に特定健診の受診率だけ

ではなく、上富良野町は保健指導の実施率が非常に

高い状況になっています。一人一人の健康の指導の

中に特定保健指導だけではなく、皆さんが自分の体

を振り返る機会を多くとっていただいている結果に

なっていると思います。 

 具体的には、あなたの食べる量とあなたの消費す

る量が本当にバランスがとれているのかということ

を常々基準量をもとに保健指導の中で御自分の生活

とあわせて考えさせていただくような方法をとって

います。 

 結果的に指導の結果がどういう方法にあらわれて

いるかというと、特定健診自体は発症予防と重症化

予防です。上富良野町の５年間の健診の結果を見ま

すと、高血圧の重症化はひどく下がっております。

とてもいい状況になっております。 

 ただ、国では糖尿病を減少させるために特定健診

を始めたので、少しずつ国のほうの結果として糖尿

病が下がってきているというのが今年度、初めて出

たのですが、いかんせん上富良野町はなかなか下が

りません。一番の課題である糖尿病を今後どのよう

に改善していくかというのが私たちの課題でもあ

り、住民の方と一緒に課題を解決していきたいとい

うふうに考えて、丁寧にこれからも保健指導をする
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意向にあります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、こ

の資料で内臓脂肪の予備群とか該当者数が比較的他

の自治体から見て多いのかと、単純に数字でいえば

比較的多いのかなというふうに思いますが、こう

いったものというのはやはり上富良野町の特徴的な

ものかなというふうに思うのですが、こういったも

ののあらわれている要因などはどういうものがあっ

たのかというか、そこら辺ちょっとわかる範囲でお

願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） まさに特定健診

が始まったのは内臓脂肪症候群からの機序で始まり

ました。内臓脂肪は、糖尿病などインスリンの抵抗

性を高めるというとがわかっております。 

 そのことが、上富良野町にどのような影響を及ぼ

すか、特定健診が始まる前からお腹周りをはかる、

簡単にはかれるのは男性が８５センチ、へそ周りで

す、女性が９０センチ、それ以上があれば一応、内

臓脂肪があるというふうに判断しております。 

 それが、突然、健診の中でおなか周りを図られる

ということで、国民健康保険の方たちはとても抵抗

感をお持ちだったのですが、はかって、そのことが

どのような病気の機序につながっていくかというこ

ともお話させていただく中で理解していただいて、

今はお腹周りをはかる、そのことが減ったというこ

とが自分の一つの評価にもなっています。 

 ただ、そのお腹周りが大きいことと、生活習慣を

見ることによりますと、やはり冬期間、上富良野町

は著しく体重がふえるという季節的なものだとか、

労働上の問題だとかがあります。 

 食事の間にとる間食、農家の方は「小昼」という

ふうにおっしゃるのですけれども、そのときに召し

上がるものが簡単に食べられて高カロリーのもの、

飲み物もやはり力がつく、糖分の高いものというの

を選んでいた状況が自分の体と実際、基準量を学習

することで徐々にそのことが選べる力、今はお茶を

買ってみましたとか、クリームパンからおにぎりに

しましたとか、いろいろな御意見をいただくように

なりました。 

 まだまだ上富良野町にも課題がありまして、御指

摘のように内臓脂肪については筋肉質の方が８５セ

ンチの男性はなかなか納得はしませんで、２６年度

から２次健診という健診の項目の中で、例年、特定

保健指導の方に動脈硬化の予防検診をしていたので

すが、少しずつ対象者が減ってきて改善しているこ

ともあるのですが、そこの中の予算でセット健診と

いう中に腹部エコーを導入させてもらって、実際に

本当に内臓脂肪が目で見てわかるということを検査

項目の中に入れさせていただいて、実際に行動変容

を一緒にしていければというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは国保

税の問題であります。 

 今回の国保税が引き上がるという状況の中で、多

くの加入者が懸念しているという状況が見受けられ

ます。 

 今回の税の納付、いわゆる滞納者等における指導

の中身もちょっとお伺いしたいのですが、まずそこ

からお伺いいたしますが、よく聞かれるのが、前に

も聞きましたが引き続き基本はやはり高圧な言葉や

言動ではなくて、やはり納めてもらうという、そう

いう手法の中で相手の納税を促すということは、こ

れは基本だと思いますが、これはことしもそういう

方向でいかれるのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（眞鍋一洋君） ４番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 税の徴収につきましては、納期日後２０日以内に

督促、その後、催告を行って隣戸訪問、電話催告、

窓口相談対応等を行っているところでありますが、

当然、個々の納税資力というのが皆さんそれぞれば

らばらですので、それに応じてきめ細やかに対応を

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、きめ細やかに指導を

お願いしたいと。それで、もう一つお伺いしたいの

は、税の窓口に行きましたら差し押さえ件数１１７

件というような立派な標語が書かれていております

が、あれはどういう目的で標語かどうかわかりませ

んけれども張られているのかどうなのかお伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 表示、委員おっしゃるとおり窓口のほうに来られ

ると表示させていただいておりますが、あれはあく

までも本当に相談も来ない、何もしないという方た

ちに対して、ほかの方、納税者の方とのバランスが

どうしてもかかわれてしまう部分ですので、そうい

う意味で私どもとしては皆さん、平等に納めていた

だくためにこういうことをしていますよというふう

に納税の方々にお知らせしているということでござ
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いますので、御理解お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、何回、通知

出しても来ない、窓口にも相談に応じないというよ

うな方が今、いますよという形で、そういう場合は

こういう差し押さえもしてますよという形なのかな

というふうに思いますが、一般の方にしたら、あれ

は私たちに向けられている強い言葉なのだというふ

うに受けとめています。びっくりしています、やは

りあれだけのことを行政がやるのかということで

す。 

 もしも、そういう人たちの対象であるすれば、発

してあるのであるとすれば、そういう人たちに向

かってきちんと個別の対応をして行うべきであっ

て、あれは不特定多数の方たちに反感を買うよう

な、そういう方向に行っているのではないかなと思

いますが、この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の今

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 委員おっしゃる納税をしていただいている人から

見れば驚く部分もあるかもしれませんが、町のほう

では納める人と納めない方ということで、納めない

方についてはやはり強く臨まなければいけないと。 

 今、先ほど担当主幹も申しましたが、督促を送ら

せていただいて窓口のほうに御相談に来てください

という形をとってもなしのつぶてとかという部分に

ついては、やはり一生懸命納めていただいている方

に対する我々としては何もアピール部分というのが

ございません。 

 ですから、こういうことを町としてもやっている

と、ですから税は必ず納めていただかなければ、こ

ういう福祉は成り立たないということを私どもとは

しては考えてやっている部分でございますので、御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 全く本末転倒で、こういう

ことはがあってはならないと私と思うのです。もし

も、そういう不特定多数ということでないとすれ

ば、そういう納めない方が対象だということであれ

ば、そういう方に対して指導を行うだとかすればい

い話で、行政があれを掲げることによって成果主義

です、何をやった、かにをやったという形の中で住

民との対立をさらに生むというような、私はそうい

う感じに受けとめているわけで、これは一般の方々

もそうでない方もおられるかもしれませんが、私は

あれを撤去すべきだと思いますが、町長、この点き

ちんとした指導をし、撤去されるかどうかお伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 あそこに書かれているものについては、特に目的

はまじめに納めていただいている方々にぜひ知って

いただきたい、最終的に現年度の保険税の例で言い

ますと９７.３％ぐらいが現年度の徴収率、残り２

％強が納めていただかない方々、まじめに納期内に

納税している方々にとっては、その未納の納めてお

られない方のさまざまな都合は、状況はありますか

ら、それは先ほど所属長からも言いましたようにさ

まざまな生活実態等を調査して、分納するなり、そ

ういう対応をしますが、結局納めていただいている

方々にとっては、自分たちは納めているのに納めて

いない方がいるというようなことを含めて、皆さん

に多くの方々に知っていただきたいということがこ

の思いであります。 

 決して納めていない方にプレッシャーをかけるた

めに行っているものではないということをぜひ御理

解もいただきたいと思います。 

 そのようなことから、広報や何かにももちろん収

納率や何か、毎年、載せさせていただいております

が、多くの納税者の方々に理解を深めていただきた

いということから、このような措置をしているとい

うことを御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） トップのほうがそういう考

えだから、末端までそういう状況になるのだろうと

いうふうに思います。 

 私は、こういう問題等は非常にデリケートな問題

で、納めていない方がいるということで納税者にも

一般的にも知らせているということの話であります

が、根本は見せしめだというふうに私は受けとめざ

るを得ないというふうに思います。 

 一般の方もそういう状況があるということは、そ

れぞれわかっているはずなので、やはりあそこまで

して行政がやるべき仕事なのかということの話で

す。行政というのは、そういったところに心血注い

でやるのではなくて、住民の暮らしをどう守るのか

というところに一生懸命頭を、知恵を働かせて想像

を生かしたほうが、私はよほどいいのだと思いま

す。 

 そういうものがなかなか向山町政の中ではなかな

か見られないという状況があるわけで、改めてこの

点をあそこから撤廃するように要求しておきたいと

思います。 

 次に、この国保税の問題ですが、今、国保税が引

き上げられようとしております。確かに要因として

はいろいろな、さまざまな要因があるかもしれませ
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んが、しかし特別、いわゆる基金の取り崩しやそう

いったものも含めて、なぜ繰り入れをふやして軽減

なさらないのかと、今、消費税が引き上げられよう

としていますし、その他の生活必需品がどんどん値

上げされるという状況の中で、本当に暮らしが住民

にしたら切実な大変な暮らしになってきているとい

うのが実情です。 

 こういうことを考えたら、今回の国保税の引き上

げを思いとどまるということが私は必要だというふ

うに思います。 

 他の自治体では一般会計にどうも消費税率を引き

上げないというような自治体もさまざまあります。

これだけ生活苦しい中で、そういうことを考えたら

この点、どうでしょう。引き下げるべきだと思いま

すが、引き上げをストップするべきだと思います

が、基金の取り崩し含めて実施されますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、二つの質問があったかと思いますので、ま

ず前段の納税の窓口にスローガン等が書かれている

ことの御質問でしたが、まず、ぜひ御理解をいただ

いておきたいのは、地方税においては納期の２０日

を超えて納まってこない税においては督促状を出

し、督促状の期限を待って、期限に納まってこな

かったものについて差し押さえを強制執行といいま

すが、強制執行をすることを義務づけられていると

ころであります。 

 ただ、今、冒頭担当の主幹からも言いましたよう

に、全て法に基づいて強制執行を実施してしまいま

すと、さまざまな生活の実態がありますから、これ

をぜひ相談、あるいは訪問するなりの生活実態を見

ながら、また一方で悪質な滞納者においては法に基

づいて強制執行を実施することで皆さんに先ほど私

のほうからお答えさせていただきましたが、まじめ

に納税されている方々に町の姿勢を見ていただくと

いうことを含めて今、実施をしておりますので、特

に委員の御意見にありましたような強制執行等の強

権発動をすべきではないということについては御理

解をいただいておきたいというふうに思うところで

あります。 

 また次の２点目の御質問ですが、これについては

さきの一般質問等でもやりとりをさせていただいた

ところでありますが、そのような理由から我が町に

おいては一般会計の繰入金を中心に基準外の繰り入

れを実施をしないというようなことで御理解をいた

だいておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その基準外の繰り入れをし

ないということを一貫してずっとそうなのです。こ

れは国と同じなのです。 

 そうしたら、国保会計というのはもともと自営業

者や農業者等含めた、やはり負担してくれる、いわ

ゆる共済でしたら事業主負担だとかいろいろ本人負

担もありますから、そういうことが一切ないという

ような状況になってきております。 

 そういうことを考えれば、これから一定、高齢化

が進む社会という状況になっておりますので、確か

に医療費も上がるという傾向があるでしょう、高額

医療のいろいろ住民健診等の健康管理進めた場合で

も、これは予期せぬ場合もありますから、高額医療

にかかる人も中にはあるのかもしれませんが、それ

がいいとか悪いとか言っているのではなくて、そう

いう状況の中で国も負担しない、地方自治体もこう

いったものに対しては一定部分は負担するけれど

も、それ以上は決められたものは負担していいけれ

ども、それ以上は負担しないということになった

ら、結局その加入者がその分を負担せざるを得ない

というような悪循環にこれはなるというような制度

だというふうに思います。 

 私は地方自治体というのは、国がしないのであれ

ばその分、思い切った財政措置をとってやはりきち

んと全部使えという意味ではなくても、少しでも１

万でも２万でも軽減できる財源あるわけですから、

それを使って軽減策をとるべきだし、抑制策を図る

べきだというふうに私は考えておりますけれども、

こういうものには一切、基準外は一般会計という形

で繰り入れはしないという方針ですか、その点、お

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 さきの一般質問の中でもお答えをした答えと重複

するかもしれませんが、まず国保の制度上の話を

ちょっとここでさせていただきたいと思いますが、

まず国保以外の健康保険制度においては事業主が半

分、あと受益者が半分、こういう制度が、介護保険

もそうですが、社会保障制度のいわゆる相互扶助と

言われている制度においては、そのようなものが原

則になっております。 

 国保税においても、原則はそういうことになって

おりますが、委員の御意見にもありましたように国

保においては退職者も大勢加入されていること、あ

と年金者もそうですが、さらには無職の方々が加入

している制度でありますことから、５割５割になら
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ないことを今、制度として保障されています。 

 原則、受益者が負担すべき５割について、今、冒

頭申し上げましたそういう特殊事情から一般会計の

繰入金、それと高額、年齢が高い層ですので医療費

が高くなりますので高額医療のための共同事業、こ

れら、あと保険税を７割、５割、２割にするための

補填、これを行った結果、ここにうちの会計の総額

が載っておりますが１３億６,０００万円余りの総

額に対して保険税は今、上げようとする保険税の

率、２７％程度になるかと思いますが、そのような

制度をもって他の健康保険制度とバランスをとって

いることをぜひ御理解もいただいておきたいという

ふうに思います。 

 委員から御発言のあるように、被保険者が全て大

きな負担を担っているという制度ではないことも基

本をぜひ御理解もいただいておきたいと思います。 

 その中で、一般会計の基準外の出し入れをするの

かしないのかはありますが、繰り返しになりますが

そういう制度の維持も含めて上富良野町においては

基準外の一般会計の繰入金は今のところ考えてはい

ないということを御理解をいただいておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その負担が２割だからとい

うのではなくて、実際その生活している人たちも状

況見てくださいという話です。 

 これ、町の試算でも所得２５０万円で１９.２％

資産ありという形で載っているわけですから、こう

いう中から今回、改定された金額を払うということ

になると２０万円払うと、そうすると２２万円で、

その３万円で２人家族の場合生活しなければならな

いということになったら、どういう生活なのか、そ

こにそのほかいろいろな税の負担が伴ってくるわけ

ですから、そうすると明らかにこの介護保健税も含

めてですけれども、国保税も含めてですが連動され

る介護や高齢者の分まで入りますので、そうしたら

やはり生活というのは本当に苦しい状況が明らかに

目に見えて明らかなのです。 

 そういうことを考えたら、あなたたちの机上の議

論を私は聞いているのではなくて、実際に生活して

いる人たちの生活苦をどういうふうに解決するのか

という、少しでもですよ、自治体が。そのことを述

べているのですから、そのことに対して一般会計か

らも必要以外は入れないということであれば、本当

に社会保障制度としても、制度そのものが根幹から

崩れる内容だというふうに思いますが、この点、ど

ういう認識なのかお考え、答弁求めます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えを申し上げます。 

 社会保障制度でなおかつ相互扶助の制度でありま

すから、一部受益に応じてそれぞれ受益者の方々に

負担をしていただくということは一方で必要なこと

であるかというふうに思うところであります。 

 この国保制度は御案内かと思いますが、まず介

護、４０歳以上の介護納付金、うちの予算でいいま

すと７,０００万円弱になるかと思いますが、その

分とあわせて７５歳以上の後期高齢者の支援金とい

うふうに言いますが１億六千数百万の負担をそれぞ

れ健康保険側で持つものと、それを差し引くといわ

ゆる国保被保険者の医療費の負担部分が見えてくる

かと思いますが、そこについて先ほど冒頭言いまし

たように受益者の受益を受ける範囲で２７％程度に

なろうかと思いますが、その分を負担していただく

という制度でございますので、また一方、低所得者

の方々については７割、５割、２割のそういう軽減

措置を一方ではとりながら、そういう制度になって

いる点をぜひ御理解をいただきたいと思います。 

 それぞれ国保の被保険者だから生活が苦しいとい

うことではなくて、他の保険者においてもそういう

方々も一方ではおられますので、そこらあたりのバ

ランスもしっかり配慮する必要があるというふうに

思うところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。納得いかないですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 先ほど内臓脂肪の関係で同

僚委員からありました。 

 それで、私もこの集計、平成２４年のちょっと小

さすぎた資料で私、拡大して持ってきたのですけれ

ども、この中で健診者、対象者が２,１６９名のう

ち受診者が１,５２４名と、そういうことでその内

臓脂肪の該当になった人が２３６人、これが１５.

５％、それから予備群が１６３人で１０.７％、そ

うしますとトータルすると３９９人で、この１,５

２４人の受診者のうちの２６.２％、いうなら４分

の１強がなっているのですけれども、２５年度の

データがわかればちょっと教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ２５年度につき

ましては、まだ集計が全部整っていない段階です。 

 今、データ授受も含めて職場健診のデータを集め

て７０％にあと３０人というところまで来ておりま

して、そういうデータをまとめて最終的な結果を出

すところでありますので、大きな違いは現在はそれ



― 124 ― 

ほど見えてはいないというふうには思っておりま

す。 

 集計が今のところまだ２５年度途中ですので、全

員受診者数がそろっていないので結果が出ておりま

せん。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私は先ほど主幹がおっ

しゃったように、そういう面でのおやつだとかいろ

いろな面の指導をしているというので、どのぐらい

のある面で対象者が、該当者が減っているのか、も

しくは予備群が減っているのかというようなことを

ちょっと確認をしたかったのです。 

 いずれにしても健康推進のあの計画では、平成３

０年度までずっと健診率というのは７０％というこ

とになっております。それで、目標は７０％だけれ

ども、いうなれば２４年は７０.３％、それ以上目

指してまた頑張っていくのか、そのためにはどうい

う手当をしていかなければならないのかということ

を僕は現実の問題、今の職員体制の中ではこれが限

界なのかなと、それ以上やるということになると、

地域でいろいろな健康増進のための健診のためのや

はり地域地域で、この地域の受診率を高める、それ

から健康寿命を長くするというような、具体的に去

年の健診でも巡回ごとの健診率は出ておりました。

あれは、できるだけ多くの地域にやはり知らせて

いって、やはり自分たちの健康は自分たちで守る、

あなたも行ったのなら私も行きましょうというよう

な環境をつくるような方策をしていかないと、この

７０％の壁は破られないのかなと。７０.３％とい

うことで、和寒と１位、２位あれしているのだけれ

ども、そういう点では今後どう進めていくかという

ことなのです。この予算に伴う関係でちょっと関心

を持っているので、その点、お聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 中村委員の御質

問にお答えします。 

 まず、一つ目の受診率の目標値ですが、健康日本

２１とあわせて特定健診、特定保健指導の計画を添

付させていただいております。そこには、これから

５年、１０年にかけても７０％の目標というふうに

設定させていただいております。 

 その７０％の根拠ですが、国の対象者がなかなか

障がいがある方、寝たきりのある方、重症の病気の

ある方、透析含めて、全部、含まれておりますの

で、約８割が上富良野町独自では最高の数字だとい

うふうに押さえております。 

 そのほか、１０％の７割ですが、どうしても信念

として絶対受けないという人がおります。そういう

方も含めて７０という目標値を設定させてもらって

います。なかなか対象者が年々、高齢化になって７

５歳になると１００人単位で対象が減っていきま

す。そこで、４０歳の対象がふえるかというと、１

００はふえませんので、対象数が減ってきている中

で７０をキープすることも非常に困難な状況になっ

ています。 

 ですので、私としましては実際に本当に予防とし

て受けていただける方にきちんと受けていただく、

そこに数字としてついてくるというふうに考えて、

これから取り組んでいこうと思っています。 

 例えば、未受診でことし初めて受けていただいた

４０歳の方は突然、重症化でした。ですので、１人

でも本当に必要な方を受けていただけるような体制

はこれからも努力していきますが、それが結果とし

て６０％だとしても私たちは着実に保健指導を進め

てくという形をとっていこうと思っています。 

 また、もう一つの御質問で今後、その受診率を高

めるための地域の取り組み、これは健康宣言をさせ

ていただきましたときにも、地域の健康づくりとい

うのはとても大きなポイントになるというふうに押

さえていますし、今後、そのような取り組みも御意

見いただきながら進めていきたいと思います。 

 実際、２件ほど健康宣言の後、住民会からうちの

住民会の健診受診率は何ぼだ、５０％いっていない

のか、それは大変だということで、住民会の中で資

料を要求されまして、まず住民会長さんがそのこと

を伝えていただいて、ぜひ出前講座として私も伺い

たいと言ったのですけれども、また次というふうに

言われてしまいましたが、そういうふうに皆さんが

自分の健康を自分のものとして考え、それを地域の

中へ広めていっていただくということで宣言もとて

も効果的だったというふうに思っています。これか

ら、そこを地道につなげていけれたらと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そういうことで、健康推進

宣言ということが、そういう若干、波及効果があら

われているということは理解するのだけれども、で

きれば健康の町宣言をしたうちの町の実際の住民会

ごとの健診率はこうです、それから今、お話のよう

に初めて受診して大変な病気があったというような

ケースもあるというようなことも含めて、広報でや

はり十分、こういう実態だけれど、これ以上皆さん

とともに健康の町をつくりましょうというような呼

びかけの広報等もぜひやっていただきたいなと。 
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 私も議員という立場で毎年、健診行っていて、あ

そこで住民会ごとの健診のあれが、表がありますか

ら、これをやっているなら、これはぜひ町民みんな

に知ってもらう、例えば江花あたりは相当、受診率

が高かったようです。だから、そういうようなこと

を何とかこうやってみんな地域の健康をやるのだぞ

というようなことも、一つ大きなきっかけにもなろ

うかなと思います。先ほど、今、お話のように５０

％台かということになると、これはもう何とかみん

なに声をかけようというような状況も出てくると思

うので、ぜひそういうデータを含めて、そして余り

秘密的なものでなくて、公表できる範囲の事例はこ

うなのだということをぜひ載せていただいて、周知

を図っていただきたいと思うのですけれども、その

点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 毎年、健診の始

まります５月、６月号には掲載させていただいてい

ます。２ページを使って広報で、もしくは受診者の

問診票の中にもチラシとして入れさせていただいて

いますが、このように興味を持っていただいたこと

自体、健康宣言をしたというふうな効果だと思って

います。 

 もっと、もっと記事を面白く、興味を持っていた

だけるように周知していきたいと思っております。

ありがとうございます。 

（「関連で」と呼ぶ声あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連です。 

 ちょっと済みません、私、今、答弁の中でちょっ

とわからなかったので教えてほしいのですけれど

も、７５歳以上の後期高齢者の方がその対象者とし

てだんだんふえていくことによって、対象者が１０

０人とかと減っていくと言っていました。かわり

に、その若い人たちは余り伸びてこないので全体と

してその７０％をキープするのは難しいというふう

におっしゃったのですけれども、わからないので教

えてほしいのですが、対象者数の分母が減るとその

割合ってふえるような感じはするのですけれども、

結局、あれなのですか、若い方というのは受診がさ

れないということで捉えていいのですか、であると

すれば、その若い人をいかようにして対象者の中の

若い人、今４０代の人を含めてなのでしょうけれど

も、その人たちを呼び寄せるというか、受診させ

る、その呼び水的な方策というのはどのように考え

ていますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 本当に若い方の受診率は低いです。若い方、特に

四、五十代の男性はとても低い状況になっていま

す。ですので、特定健診が始まった時点から住民健

診のときもそのような傾向がありましたので、特定

健診が始まりましたときから２０歳以上、上富良野

町は二十歳以上の若年者の健診も体制をつくりまし

て、若いうちから健診を受けるという習慣をとって

いただくように取り組んでおります。 

 また、去年からは子ども生活習慣病の健診という

ことで、小学校５年生と中学２年生のお子さんも一

緒に健診を受けていただいて、そのお父さん、お母

さんも健診の結果、データをどのように管理して見

ているのかというのを継続して若い方も受けていた

だけるような取り組みをしているところです。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 過去に特定健診が始まる前

の健康診断を無料化から有料化にしたときに受診者

が減るのではないかという懸念があったのですが、

実はそれはそうではなくて、実際、ふたを開けてみ

ると結局、お金を有料化した分、質を上げますよと

いうことで受診者がふえたという過去があります。 

 ですから、おっしゃるように二十歳であったりと

か、今、最近子どもですか、小学生にも健診を受け

させるという、小さいころからの癖をつけるという

ことも大事だとは思う。 

 ただ、もうちょっと若い人がなぜそこに行かない

かという、多分いろいろな要因は考えられるので

す。忙しいとか、私はまだ健康だとか、病気はした

ことがないとか、いろいろなことがある中の中で隠

れている重要な疾患のものが見つけられなかったり

とかして重度化するというのがあると思うのですけ

れども、やはりその前のいい教訓を踏まえて、例え

ば何か若い人がこれは絶対受けるべきだなという、

その質を今も高いと思うのですけれども、その辺も

ひとつ切り口として入ってきて受けなきゃ損だよみ

たいなというとこを、もっともっと強くするべきだ

と思うのですけれども、その辺はいかがでしょう

か。 

 具体的な何はもっと若い世代ですか、４０、５０

の働き盛りの特に男性の受診者の少ないゾーンに響

くような、そういった取り組みというのは何か考え

ておられますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 難しいところですね、私も年をとりますので若い
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方たちが何を生活の中で優先していくのか、時間だ

けなのか、内容だけなのか、いろいろ分析しながら

状況を見ていかなければと思いますが、私たちが取

り組んでいくのは一つ一つ、お一人お一人、少なく

とも全戸訪問をしようとか、電話勧奨しようとか、

一人一人に対して大事にしていきたいという姿勢は

変わらず、その中でがん検診やほかの健診も一緒に

受けれますよという健診体制の取り組み、日曜時、

土曜日、休みの日も健診をやっていますよという日

程の調整、それからおっしゃったように健診項目を

充実させる、得だというふうに思っていただけるよ

うな、その辺をどういうふうにこれから進めていく

かというのも大きな課題と思いながら、今までやっ

てきたことを着実にやっていくだけでは確かに難し

い時代には入ってきたかなといういうふうには思っ

ています。 

 ただ、やはり先ほど私も言いましたように受ける

ことが健診の第一歩、自分の体を見る第一歩だとい

うことを考えますと、やはりここは一番力を入れて

今後もやっていかなければならないことだというふ

うに思っています。 

 また、知恵をおかりしながらやっていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 関連の質問をする前に、

先ほど言われましたよね、寝たきりの人だとか、そ

ういったところを引くと実際に受診をする可能性の

ある人を８０％ということで、その８０％を１００

％に考えれば、実際に７０％という数字は８８％ぐ

らいの人が受けていると思うので、自信持ってよろ

しいと思うのです。 

 私が言いたいのは、性格は人はいろいろあるよう

に、体型もいろいろあると思うのです。なぜ杓子定

規的にウエストが８５センチだとか、女性が９０セ

ンチだとするのか、そういったところをしっかり考

えたほうがいいのではないかと思うのですが、ここ

はどうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） これは私より

ずっと偉い学会の先生たちが決めた数字ですので、

ここでは答弁できかねます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ２７１ページ、一番下に地

区診断アドバイザー報償費ということで３０万円計

上しています。 

 これは、２４年度、２５年度の予算書にはないの

ですけれども、新たな形で出されたということで、

その内容等をちょっと確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ２５年度は健康

かみふらの２１推進事業の中で計上させていた金額

です。講師の方はかみふらの２１計画のアドバイ

ザーというか、講師ということでお願いしていた方

ですが、一応、２１計画が立ち上がった後、同じよ

うに血管予防という形では当然、考えていかなけれ

ばならなかったところなのですが、２６年度以降、

国のほうの方針として健診とレセプト、医療の情報

と介護の情報を一つにまとめたデータヘルス計画を

各市町村ごとにも計画を立てるようにという方向が

打ち出させていますで、上富良野町の国保の健診の

データ含めて医療の、また介護の状況を一括した地

区の診断として考えて計画を立てていくということ

で、アドバイザーを設置します。ということで、こ

ちらのほうに、これは１０分の１０の補助金の中で

予算を組みかえさせていただいたという経過です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） アドバイザーということ

で、報償費ということであれば、講演会か講習会か

何かそういう形にして支出をするのか、それともた

だそのデータ的なものを皆さん方の対象にして、

今、専門家を対象にしてそういうことでアドバイ

ザー的にやるのか、その点ちょっと確認したいので

すが。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 職員の研修にな

ります。国保職員と保険含めて、介護も含めての一

括した地区診断ということで、行政のほうの研修に

なります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは２７７ページ、町

民生活課総合窓口一般被保険者高齢者介護合算療養

費ということから下まで、四つの項目がそれぞれ３

０万、１０万、５万、３万と計上されております。 

 現実の問題として、２４年度の決算を見るとゼロ

決算なのです。何も支出していないという形になっ

ている。 

 したがって、同じ金額を２５年度も計上していま

す。したがって、２５年度も何かそういうことの療

養費の支払いを交付をされているのかどうか、それ

をちょっと含めて確認をしたいと思ったのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（末永尚之君） 中村委員の御質
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問にお答えしたいと思います。 

 まず、高額介護合算療養費につきましては、高額

療養費、月単位での支払い行為というものを行って

いるのですけれども、こちらにつきましては過去１

年間という、１年スパンでの期間を決めて高額療養

費として支払いをされた自己負担分とあわせまして

介護保険のほうで自己負担された部分をあわせて基

準額を設けて、その基準額を超えた部分をお返しす

るという内容になっていまして、実際に委員言われ

るとおり、これまで給付の実績としてはないのです

けれども、実際にちょっとここの部分については実

際にふたを開けてみないとちょっと対象者の方がい

るのか、いないのかというのはちょっとわかりかね

る部分でありますので、予算のほう、組み立てのほ

うさせていただいております。 

 同様に移送費のほうなのですけれども、こちらも

かかられた病院の先生の指示のもと、別の病院に移

送の必要があると判断されたときに、健康保険者と

してお支払いすべき費用なのですが、こちらも実際

にちょっと給付の状況ないのですが、もしあったと

きに備えての予算組ということでお金を置かせてい

ただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 国保会計が非常に厳しいと

いうことなので、ここ２年見ても４８万円がそのま

まゼロ、ゼロと来ている関係もあるもので、最低限

の何ぼかは計上してもいいけれども、これほど使わ

ないものが４８万円も２年連続してあるということ

になるとちょっと適切ではないのではないかなとい

う感じがしますので、それを意見として申し上げて

おきたいと思います。 

 それから２８５ページ、この介護給付費納付金の

関係です。そして、私ちょっと心配するのは２４年

度は予算は７,２２６万５,０００円、しかし決算は

７,２１７万８,３４０円とあります。そして２５年

はこの実態にあわせて７,２０３万円ということな

のですが、今年度、２６年度とその減額２０８万円

になっているものですから、それでこういう形で大

丈夫なのかどうかということをちょっと心配したも

ので、その点、言うなれば２４年の実績の決算から

見ると、２５年は大体同じ予算を立てていたのだけ

れども、２６年は２０８万円減額なので、その点い

かがか確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（末永尚之君） 中村委員御質問

の内容なのですけれども、介護給付費納付金につき

ましては、介護にかかる費用、こちら負担の割合決

まっておりまして６５歳がいわゆる１号被保険者に

かかる方の持ち分が２割、２号被保険者、うちの国

保でいうと４０歳から６５歳までの方、階層にかか

る方の部分の持ち分が３０％、残りの５０％が国、

道、町の三者による公費負担という割合になってい

まして、こちらも推計を見ながらちょっと金額の計

上ということになっております。 

 年度当初にこちら、負担金額が社会保険診療報酬

支払基金というところから示されるのですけれど

も、年度当初に金額決定しますと年度末までその金

額でずっといくということで、年度内の変動はない

のですが、一応、今のところの見込みとして置いて

おりまして、不足が生じたときはまたちょっと補正

対応等お願いすることになってくるとは思うのです

が、変動の要素は年度当初の１回、固まってしまえ

ばもう年度末までそのままいってしまうというよう

な内容の負担金になっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、当初予算は

６,９９４万９,０００円、そのままずっといくとい

うことの理解でいいですね。そして、その現実の問

題、出てきた段階でこれより多くなった場合は当

然、補正ということになるということなのですか。

そのまま固まっていくということの後に、そのこと

多くなれば補正もあり得るということを言ってくれ

ればいいのに、そのままずっといくということだか

らちょっと不信に思ったのですけれども、わかりま

した。 

 それでは次に２８９ページ、特定健診の関係で

す。先ほど、同僚委員が健康推進の町ということ

で、特定健診の予算額が前年度よりちょっと減って

いるよというお話がありましたけれども、この中で

私、聞きたいのは委託料の若年者・高齢者健康診査

というのがあります。２５年度の予算は３２９万、

今回は３５０万５,０００円ということでなってい

るのですけれども、たまたま２４年の予算書を見る

と３０７万円計上しているのです。２４年の決算に

は、この項目がないのです。 

 それで、どうなのかということで私なりに推理を

してみますと、特定健康診査というのは２４年度予

算は９８９万７,０００円あって、その２４年度の

決算が１,２１９万９,５２７円となっているから、

そこに合算されたのかどうなのか、それをちょっと

確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の

今、御質問のありました若年者・高齢者健康診査の

委託料でございますけれども、２４年度決算でない
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という数字が出てこない部分につきましては、委員

お話のとおり特定健康診査のほうに合算されている

部分ということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 先ほど若年層の健診者が少

ないということで、できるだけそういうあれでやっ

ていかなければならない、何でということの感じが

したもので、そんなのであれば何で３０７万円を計

上したのかなと、あれですよ若年者・高齢者健康診

査ということで２４年度計上していてないわけだか

ら、だからその点がどうかということだけれども

も、今、課長のお話でとりあえずわかったことにし

ておきます。 

 それで、もう一つは２次健康診査の関係、これが

予算が７６万４,０００円となっております。しか

し、２４年の予算では８６万のうち決算で３６万

１,８５０円、そうすると同じように２次健康診査

で２５年度は８６万円上げているのですけれども、

これは実態としてはどういう形で今、予算の執行状

況はどうなのかちょっと確認したいのですけれど

も。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 中村委員の御質

問にお答えします。 

 ２次健診は、先ほども答弁いたしましたように動

脈硬化症健診、耐糖能検診というふうに重症化予防

という視点で特定検診の１次健診以後の特定保健指

導対象者に２次健診という形でしていたのですが、

特定検診対象者の人数が実質減っています。ですの

で、３６万の執行状況になっておりますので、金額

的には随分、実態としては少ない状況です。 

 ただ、とても重症化予防を発見する、またはその

意味では重要だということで２６年度は先ほど言い

ましたように腹部エコーを導入することにいたしま

して、この予算を計上しました。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 若い人、若年層ということ

も含めて、今、僕は現実の問題として国保会計あれ

であれば、どこかで支出を、予算をある面で抑制を

していかないとだめなのかなと、それに基づいて支

出、歳出に関連して歳入の国保税が今、決められよ

うとまさにしているものですから、そういう中でど

うなのかなということで。 

 計上してやることはいいのですよ、いいのだけれ

ども、それだけ予算を不用額が残るということにな

るとあれなものだから、適切な予算計上なのかとい

うことを私、一番心配しているものですから、だか

ら今、新たにもう一つ加えた形で健診するというこ

とであれば、それに期待をして現実に２４年度は３

６万１,８５４円、８６万円予算のうち、２５年も

８６万円の予算のうち、今、３６万円が大体、執行

ということでございますけれども、若干１０万円ぐ

らい減っているけれども、そういうことでいいのか

なというような、現実に全体の予算書の項目、僕全

部チェックしてみたら、やはりある面できちんと予

算計上が適切かどうかというところが随所にあるの

です。 

 ですから、私は今回、国保税を上げるという形に

なってくると、本当に的確にされているのか、それ

からもう一つは上げた段階で基金、予備費等がどう

いう状況になっているかということになると、逆に

僕は上げる段階での予備費的なものも十分、基金も

含めてやっていかなければだめではないかという気

がするものだから、だから歳出があわせて歳入の関

係ということになってちょっとあっちこっちですの

で、バランスの悪い予算編成をしているのが事実だ

ろうと思います。 

 したがって、２６年度は今、言ったような形で

我々も執行状況を十分確認をしながら進めていきた

いと思いますので、皆さん方も予算があるから使う

のだという、本当に大変な思いで国保税を上げざる

を得ないような状況が今、出てきている現状の中

で、それぞれ皆さん方もそういう工夫をしながら、

町民の健康のために頑張っていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 

 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問、御意見等にお答えさせていただきます。 

 委員言われるとおり、支出の抑制、またそれぞれ

の項目ごとの不用額に残る部分、そういうものをよ

く鑑みながら、また予防という観点ございますの

で、そういうものを適切に使わせていただきたいと

思いますので、どうぞ御理解をお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ２７３ページの総務費の医

療費の適正化特別対策事業の中で、委託料というの

があるのですけれども、この中の医療費の通知事務

費の電算処理委託ということで、１５万円を計上し

ているわけですけれども、この内容についてお尋ね

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 
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○総合窓口班主査（末永尚之君） 岩崎委員の御質

問にお答えしたと思います。 

 国民健康保険のほうでは、おおよそ二月に一度、

医療費通知ということで皆様のお手元にも圧着式の

はがき、開くと中には当該月にかかられた医療機関

名であるとか、医療費の金額とか載せさせていただ

いているものなのですが、こちらについては年６

回、受診された被保険者の方皆さんにお送りする事

務を実際にやっておりまして、その必要額というこ

とで委託費の１５万円計上させていただいていると

ころです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 委託費ですけれども、これ

を計算するのは担当ではできなくて、どこかへ委

託、外のほうに出しているものなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（末永尚之君） 岩崎委員の質問

にお答えしたいと思います。 

 そのはがきの作成事務自体、北海道の国民健康保

険団体連合会というところにお願いをしておりま

す。年額で、単価１通当たり幾らというものが示さ

れておりますので、２６年度の発送予定通数掛ける

単価で費用のほう見てございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ２６年度は１５万円という

ことでございますけれども、２５年度の予算書を見

ますと三角でマイナスの６万円となっているのです

けれども、これはどういうことでなっているのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 岩崎委員、２４年の決

算書ですか。予算書にマイナス６とついているので

すか。 

 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） 私のほうから、

９番岩崎委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ２５年度の医療費適正化の医療費通知事務ですけ

れども、２５年度におきましても同額計上させてい

ただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前１０時１７分 休憩 

午前１０時１８分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 委員会を再開いたしま

す。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 今の件については了解しま

したので、関連でいいですか。 

 後発の医薬品差額通知電算処理委託料ということ

で、これも先ほど国というか、上部からの計算方法

でやってきた、これについてはどういう方法でやっ

ているのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（末永尚之君） 岩崎委員の御質

問にお答えします。 

 後発医薬品の差額通知なのですが、いわゆるジェ

ネリック医薬品に転換されたときの差額が幾らあり

ますというお知らせを１０月と２月の２回に昨年度

から実施のほうをしておりまして、こちらの金額に

ついても委託業務自体、北海道の国保連合会という

ところにお願いをしていまして、そちらで積算した

単価掛ける件数で金額を載せさせていただいている

ところでございます。 

 以上です。 

 済みません、補足なのですが、先ほど御質問いた

だいた医療費通知の三角の部分なのですが、当初予

算に対しまして、実際に通知をしていく中で通数が

少なくなったりとかということになった場合、年度

末にかけて予算の中で不用額を減額補正したいとい

うことがありますので、そこを申しわけありませ

ん、御理解いただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ９番岩崎委員の先

ほどの三角６万円という部分につきましては、平成

２５年度の第４回目の国保会計の補正予算書の部分

の記述を御質問いただいたところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２８９ページ、特定健診の

ところでございます。 

 健康づくりに議員も参加しなければということで

取り組みをしようと思いまして、先日、健康推進班

主幹に大変お世話になりまして、出前講座、大変お

世話になりましてありがとうございました。 

 それで、個々にデータをつくっていただいて取り

組んだわけですが、なかなかやはり知られたくない

という人もいまして、それぞれが見るような状況に

はなっていないのですけれども、やはり健康に取り

組む温度差というのですか、そういうのがありまし

て、実際やっていましてなかなかこれは本当に御苦

労されているのがよくわかりました。 

 本当に私も病気になると療養給付もかかります

し、国保もあれだということで、それでこういった

場合、やはり私、一病息災でそれを改善していけば
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いいわけで、合併症とか引き起こさなければいい

と、こういうように思うわけなのですけれども、こ

のここの健康づくりの温度差に対しまして知られた

くないというか、さっき健康診断してくださいと絶

対嫌だとおっしゃる方がおられるということなので

すけれども、実際にやらせていただいて、大変これ

は難しいものがあると思うのですけれども、健康推

進班主幹としてはどうですか、この取り組みに対し

てどのようにお考え、確固たるどういうふうにやっ

ていけば、ちょっと私悩んでいるところがあるので

すけれども、いかがですか聞かせていただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ３番村上委員の

質問にお答えします。 

 私の主観ですが予防は可能です。予防は絶対だと

いうふうに住民の方たちから教えていただいていま

すので、そのことを１人でも多くの輪につなげてい

けたらというふうに思って、日々努力しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 大分前に出てきた話で国

保の収納率の話なのですけれども、この資料を見る

と非常に１００％のところがあります。あるいは９

９％とか、逆に函館市のように８０％ぐらいのとこ

ろもある。逆に函館市のあたりは、先ほど同僚委員

が言ったように生活に非常に困っている人ことなど

も考えてこうなっているのかもしれないし、いろい

ろ理由があると思うのです。 

 まず、先進市町村の１００％近く集めていること

と、そういった逆なこととか、そういった理由など

を調べて２６年度国保税の予算の編成というのはあ

れで、過去からわかっている話ですから、どういっ

たところをそういう理由の中でどういったところを

教訓として上富良野の税の収納率に反映させている

のか、そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

国保税の徴収率についての御質問にお答えさせてい

ただきますが、私どもとしましては１００％、当然

ながらほかの納税の部分と同じように１００％目指

しているわけでございます。 

 取り扱いについては、先ほども御質問もございま

した納付されない方について督促を送ったりという

形をさせていただいております。 

 先進地の理由などを調べていくということにつき

ましては、それぞれの町にそれぞれの実情が、事情

がございます。それぞれ住んでいる方の、うちの上

富良野町は上富良野町の町の形として、そういう就

業人口などの形として、それを見て今までの徴収に

取り組まさせていただいているという部分で御理解

お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 非常に苦しい答弁ではな

かったかなと思うのです。 

 それぞれの町の事情はあるわけですよ、だから調

べたらいいのではないのと、その理由を調べて我が

町に反映するというのは非常に私は有効なことだと

思います。 

 先進地、市町村の行政調査に行ってきてもいいの

だから、そしてこういうことをやっているから１０

０％になっているのだということがわかるではない

ですか。それを調べて我が町に反映するということ

は、私はいいことだと思うのですが、我が町の特性

があるから、我が町の特性だけでやっているという

のではなくて、どうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １１番今村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 ちょっと私の御返事が適切ではなかったかと思い

ますけれども、委員が言われる収納、いわゆる納め

ていただけない方についての取り扱いについては、

それぞれの先進地のやり方で差し押さえなり、イン

ターネット公売なりというものの手法、また、納め

るためにコンビニ収納とか、そういうものについて

は導入させていただいているところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の収納率

にかかわります御質問に私のほうから補足説明をさ

せていただきたいと思います。 

 上位、特に１００％の収納率を誇っているところ

は、広域連合を組んでいるところであります。それ

ぞれの市町村、広域連合の構成市町村の中では９０

％しかないところも８０数％のところも、広域連合

組んでいる以上は立てかえて１００％、税負担をそ

れぞれの構成市町村が負担することで１００になる

ところであります。 

 また、収納率が上位に総じてお話ししますと、傾

向としてお話ししますとやはり村ですとか、人口の

少ないところ、特に行政と顔の見える関係により近

いところは１００に近くなっています。 

 また、その逆に収納率が低い傾向にあるのは、い

わゆる都市部であります。そのような傾向を見なが

ら、冒頭、所属長も言いましたように上富良野町に

おいては収納を昔から力を入れて北海道の収納率を
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だけを見ますと、北海道の上位、この上富良野町が

あることもぜひ御理解いただきたいと思います。 

 今後、収納率の高いところに学ぶことは当然のこ

とでありますので、収納率をしっかり維持するべく

努力を重ねていきたいというふうに思うところであ

ります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 国民健康保険税の１人当た

りの調定額の関係でお尋ねしたいと思います。 

 私どもところのいただいたデータでは２３年度は

６２位で９万８,６７５円、２４年度は７９位で９

万６,６０１円と、今年度の当初予算の中での国民

健康保険税が３億６,８３４万８,０００円というこ

とです。 

 そうしますと、この調定額の算出の方法と、これ

によって調定額は２６年度はどの金額になるかとい

うことを教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ７番中村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 この１人当たりの調定額ランキングですが、一般

プラス退職の医療高齢者支援金介護に相当する保険

税を平均被保険者数で割ったものでございます。 

 ２６年度の部分につきましては、当然、被保険者

数は出てはおりませんが、あらあらの金額を申し上

げたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（末永尚之君） 中村委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 ２６年度の１人当たりの調定額ということで、先

ほど担当主幹のほうから話ありましたが、粗い数字

で申しわけないのですが、１人当たり１１万３,０

００円程度の金額を見込んでいるところでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １１万３,０００円という

ことであれば、その算出はどういう計算式でやるの

かということを聞きたいのです。ですから、あらあ

らだけでも保険者数が何人でというようなことも含

めて、何が保険者数が何人、何が何人ということ含

めてちょっとお聞きしたいと思います。 

 今回、国保税が上がるということがあって、私が

広報の議会便り広報のこの号の担当なのです。そう

すると僕は、できるだけ町民にこういう根拠でこう

なのだということをわかるような形にしていかない

と、一遍にこんなに上がる、何だということを問わ

れるので、我々議会としても説明責任があるもので

すから、そういうことであらあらだけども、できる

だけ根拠に近い数字の算式を出していただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど担当のほうからも申し上げた数字につきま

しては、後ほど御報告させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それで、後で報告をいただ

いてのまた質疑ということを、一応、担保にしてお

いていただきたいのですが、委員長いかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、わかりました。 

○７番（中村有秀君） はい、お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時４５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３２分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の先

ほどの１人当たりの調定額についての御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

 先ほど１１万３,２００円と御説明させていただ

きました。算式につきましてですが、今回の保険税

の提案ということで医療分、後期支援分、また介護

分合わせまして３億７,３６３万５,６６５円の調停

額を被保険者数がまだ決まってございませんが、平

成２５年４月１日をもとにしたときとすれば、被保

険者数を３,３０２人というふうにした場合で割返

しますと１１万３,１５４円になります。 

 先ほどの１１万３,２００円という推計を立たさ

せていただけることを御説明させていただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 問題はその３億７,３００、その金額の項目別な

のでしょう。それは後で資料で出してください、口

で言われても、課長は特に早口だからメモするのに

ちょっと手間取りますので。 
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 委員長、次の質問いいですか。 

 国保の一般会計の繰入金ということで、２６年度

では１億１,９７８万４,０００円ということで、前

年度比で９９５万６,０００円増ということで、先

ほど同僚の質問であったのですが、それでこれは基

準内での一般会計の繰り入れということなのか、そ

れでデータ的に他の市町村の基準外の受け入れ、繰

入金の状況等がわかれば、今すぐはわからないと思

います、調べて、恐らく余り少ないと思うのです。 

 ただ、一般町民からいえば、こんなに上がるの一

般会計からどうなのということと、それから例の福

祉対策で人数的に非常に国保が多いのにどうなのだ

という、私も町民からある面で言われた関係もある

ので、できれば基準外でどのぐらい入っている町村

が、そして金額が幾らかと、そういうことを非常に

基準外は少ないよということを先ほど申し上げたよ

うに広報の中にはある面で書かないと、ここで言わ

ないと記事に出せないものですから、そういうこと

で教えていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員、管内ぐらい

でもよろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第２号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第３号平成２６年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があればは発言を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これより歳

入歳出を一括して、１２ページから１４ページまで

及び３０９ページから３１９ページまでの予算全判

の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３０９ページ、後期高齢者

医療制度の保険は、これは２年ごとに改正がありま

して、２０１４年と１５年は引き下げになるかと思

うのです。 

 それで、今、１人当たり道内では平均１,０５３

円ぐらい下がるということで、収入によっては下が

らない人もいると思うのですけれども、それで私ど

もの予算を見ますと１,１４１万４,０００円増に

なっておりますが、そこのところはどういうことな

のでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ３番村上委員の

御質問に対してお答えしたいと思います。 

 まず、２５年度の保険料の見積もりですけれど

も、後期高齢者の広域連合のほうから通知が来るの

が大変遅くて、私どものほうで推計をかけておりま

す。前年度の人数ですとか、それから所得ですと

か、ある程度の伸び率を見込みまして計上してござ

います。 

 今、報道では２６年、２７年度の保険料について

は下がるとされているのですけれども、上富良野町

におられる方々には低所得者の方が多いですので、

上がる形の階層にいらっしゃると思っております。 

 昨年度、算定したときにちょっと収入のほうが実

際、広域から連絡が来た金額よりも大変下回ってお

りまして、補正をさせていただいて対応したところ

なのですけれども、今年度につきましては十分見れ

たかなというふうには考えてはおります。 

 まだ、今、確定申告していらっしゃる最中ですの

で、額のほうがまた確定しましたら御報告させてい

ただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 遅いということで、まだ２

５年度を見ながら予算編成されたということでござ

いますけれども、やはりこういった後期高齢者医療

制度を知ってもらおうということで、全道各地で説

明会をやっております。だから、私どもの上富良野

町でもやはりそういった説明会なんかもやってやろ

うかと思いますけれども、その点についていかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ３番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 新聞でも報道があったかと思いますけれども、富

良野市において広域から職員が来て説明会が持たれ

ております。参加人数を見ますと、富良野市におい

ても７０数名というふうに報道されておりました。

上富良野町でもし要望があれば、その辺も検討して

いきたいというふうに考えております。よろしくお

願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３１０ページの特別徴収と

普通徴収の上富良野町で現在、何名の方がいらっ

しゃるのかということをまずうかがっておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 
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○総合窓口班主幹（水谷つね君） ４番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 大変申しわけありません、人数についてはただい

ま数値のほう持っておりませんので、後ほど報告さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 後期高齢者医療制度そのも

のが非常に当初、こういった広域になれば介護保険

料等が引き下がって大変、環境がよくなるという形

の話でありました。 

 しかし、ちょっと経年ずっと見ていますと、今回

にいたっても引き上がるという状況の中で、なかな

か広域そのものが果たしてそういった環境の中で介

護や保険料そのものが下がるという状況にないとい

うふうな部分も見受けられます。 

 また、運営そのものもなかなか見えないという状

況になっているかと思います。その中でちょっとお

伺いしたいのですが、これもわかれば、わからな

かったら後で報告していただきたいのですが、後期

高齢者、道にいたって恐らく基金の残高だとか、結

構あるというふうに聞いております。共産党の調べ

に至ってもなかなかそういう活用をしないで、この

後期高齢者の医療費を下げないという状況に見受け

られますので、もしもそういった基金残高等が現

在、どのぐらいあるのかということがわかれば、ぜ

ひお知らせしていただきたいというふうに思ってい

ます。 

 いずれにいたしましても、今回、担当の係の方が

主幹の方でしょうか言いましたが、介護制度が高齢

者医療制度が変わって、それでは軽減になるのかと

いうことになれば、９割軽減世帯でも４００円増、

８.５割軽減世帯では６００円増と、５割軽減世帯

でも約１,９００円増という形の中で、逆に軽減は

名目上なっているのだけれども、実質負担増という

形の中で発表がされているという状況になっている

かというふうに思いますが、これは現状はそういう

ふうになっているというふうに判断してよろしいで

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の広

域連合さんの基金の状況でございますけれども、平

成２４年度末現在しかちょっと手元にございません

が、臨時特例債基金につきましては今現在、５３億

８３３万３,９１４円、運営安定化基金といたしま

しては１５億３,４２２万３,６３３円、財政町政基

金１億７,９１３万５,４６８円という、２４年度末

現在ですけれども、基金残高についてはそのような

状況にあることを承知しております。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の実

質負担でございますが、先ほど担当主幹が御説明し

たとおり、それぞれの階層の中での軽減がございま

す。負担になるところもあります。下がる階層もあ

るということを御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これだけの基金残高があっ

て、その運用がなかなか部分的にはあるのかもしれ

ませんが、なかなかされていないという状況の中

で、やはり自治体もこういった社会の状況が変わる

中で負担軽減の活用の仕方も含めて提言すべきだと

いうふうに思いますが、この点、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の負

担の軽減の部分についてでございますけれども、私

どももその広域連合の事務方と都度お話し合いをさ

せていただいております。そして、その運営につい

ても町として御意見も述べさせていただいていると

ころでございますので、委員の御意見についても拝

聴させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今回の制度の中で変わった

点があるかというふうに思いますが、よく理解して

いないのでお伺いいたします。 

 従来の軽減は被保険者と世帯主の所得の合算で判

断したという状況になっておりますが、被保険者で

ない世帯主の所得も今回、対象になるという形にな

りまして、その分、割高になるという、こういう制

度の仕組みができ上がっているのかなというふうに

思います。 

 そういう中で、後期高齢者にいたっても部分的に

下がった部分があったとしても、多くの人たちがや

はりこういうものが上がったりする、消費税導入さ

れるという状況の中で、本当に生活そのものがやは

り大変な状況になってきているということは変わり

ませんが、そういうものも含めてこういう制度が変

われば逆に軽減別立てで２割、５割軽減拡大された

といっても、実質、やはり負担増になるというよう

な、そういった部分も出てくるのだろうと思います

が、その点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の今

の御負担の関係でございます。 

 委員おっしゃるとおり、今回の２６年度、２７年

度の医療保険の改定で一方でふえる部分もあると、

一方で減額になる所得階層もあるというのは十分に

理解をしている部分でございます。 
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 よって、町のほうの取り扱いについては北海道後

期高齢者医療連合さんとの事務の中で進めておりま

すので、そうしたことをこれからも進めていきたい

ということで御理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 総合窓口班主幹、先ほどの答弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） 先ほどの４番米

沢委員の御質問のありました特別徴収、普通徴収の

人数のことで御報告させていただきたいと思いま

す。 

 ２５年度におきましては、特別徴収が１,１９６

名、普通徴収につきましては３４４名、それから普

通徴収と特別徴収合わさった方がいらっしゃるので

すけれども、こちらにつきましては１８７名いらっ

しゃいました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 お諮りいたします。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第３号

の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、議案第４号平成

２６年度上富良野町介護保険特別会計予算の件を議

題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これより歳

入歳出を一括して１５ページから１７ページ及び３

２３ページから３５１ページまでの予算全般の質疑

に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３３３ページ、住宅改修費

１８５万２,０００円の予算でございますが、これ

は今、町でやっている住宅リフォームとの重複など

はないのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

 これはたしか、手数料をつけるとか、そういった

ことで２０万円ぐらい限度だったでしょうか、かと

思うのですけれども、ちょっとそこのところお尋ね

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主査、答

弁。 

○高齢者支援班主査（浦島啓司君） ３番村上委員

の御質問にお答えいたします。 

 ここで言います住宅改修費は御質問のとおり２０

万円を限度として要介護状態にある方の住宅リ

フォームに手すりですとか、段差解消ですとか、床

材の変更ですとか、そういったものを提供するサー

ビスとなっております。 

 住宅建築のほうでいう住宅改修費とかぶる部分に

ついてはないと認識しておりますが、一部、扉の変

更であったり、床材の改修ですとどうしても重複す

る部分が出てくるかもしれませんが、基本的に介護

状態を改善するためであったり、生活をらくにする

ための改修を行うということで区分しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今後において、今現在では

ないと思いますということの御答弁をいただいたの

ですけれども、調べていただきたいと思いますけれ

ども、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３３３ページなのですが、

居宅介護サービスという形でショート、あるいは通

所などの利用がなされるという状況になっているか

というふうに思いますが、今回のここら辺で大体、

サービス、大体利用される人数等、あとはどういう

ふうな今回、予算になっているのか、前年度から見

て若干、利用者数も減ったという形の中で減額の予

算もされているかというふうに思いますが、まず、

その点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 ２６年度における予算の各サービスの人数の件だ

と思いますが、申しわけありませんがちょっと人数

については、ちょっと資料を今、持ち合わせており

ません。給付費につきましては、在宅、居宅介護支

援、施設それぞれ前年対比で申し上げますと、在宅

につきましては前年対比１,３７０万円増、居宅介

護支援については１５０万円の増、施設給付費につ

いては５１３万円の増ということで、前年以降の実

績等々を見込みながらこのように予算計上させてい

ただきました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、い

わゆる今年度の目標として介護支援計画の中にもこ

れからの高齢者がふえるという状況の中で、早いう

ちに認知症の予防だとか、そういった対策をとると
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いう形の中で重点決めた中で、そのほかにもありま

すけれども、進められているかというふうに思いま

すが、昨年度踏まえた中で、やはりそういうものを

踏まえた中で今年度の目標というのでしょうか、そ

ういったものというのはどういう位置づけになって

いるのか、お伺いしておきたいと思います。認知症

の部分でいえばです。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの米

沢委員の認知症対策の今年度の実績というか、目標

についての質問だと思いますが、認知症については

御案内のとおり、国の統計でも年々、年々ふえてき

ておりまして、次期計画においても認知症対策は中

心の一つの施策になるというふうに認識しておりま

す。 

 本町におきましては、認知症対策につきましては

まず各老人会についての介護予防、あるいは認知症

の学習会の実施、あるいは認知症サポーターの養成

等々を実施していますとともに、今後においては先

ほど国保会計でも答弁あったと思いますが、糖尿病

含めた成人病が認知症に起因しているということが

わかっていますので、若年期からの特定健診及び特

定指導を中心として、あわせて介護予防なんかも実

施していきたいというような考えでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ここで、地域密着型サービ

ス費という形で、グループホーム、あるいは小規模

多機能型等の予算が計上されておりますが、今後、

こういった部分の上富良野町における認知予防にも

努めてはいるのですが、今後、平成２５年だとかの

形、これからまだ高齢化がふえるという状況にな

り、一定、自然増というふうなことも考えれば、上

富良野町にこういうグループホーム等が現状ではあ

りますけれども、一定部分ありますが、それを一定

カバーできるような小規模多機能型もありますが、

それで全てがカバーできないという状況があります

ので、上富良野町にそういった施設の必要性につい

て、今後のことを考えれば一定人数、必要だという

ふうに思うのですが、この点はどういう見解をお持

ちなのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 認知症に限らず、高齢者福祉にかかわっての施設

ということで、介護保険事業計画の中でも施設計画

も一定程度、５期計画の中で予定をしている内容は

既に委員も御承知のことと思います。 

 そのような中で、町のほうの今、計画等の中では

５期計画の中では小規模多機能事業所、それからグ

ループにつきましてもワンユニット９床の整備とい

うものが今回の計画の中にはうたっている部分であ

りますけれども、この間、高齢者を含めた施設等に

つきましては、有料老人ホーム含めて、上富良野町

においてもそういった施設がヘルパーステーション

を併設した事業所として民間でそのような整備が

あったり、富良野沿線の中でもそのほかサービス高

齢者住宅等、これまでと違うような施設の整備をさ

れてきている状況にあって、こういった施設の中で

の介護サービスの利用実態等も含めて今後の考え方

を整理していかなければならない課題だというふう

に現在、認識しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 当然、今後、十分、今の施

設では足りないという判断かなというふうに思いま

すが、仮にそういった施設が建たないとしたら在宅

という形で国のほうはそういった施設も含めてなの

ですが、指導しているかというふうに思います。 

 今後、そういう方がふえてきて、もしも在宅でそ

ういった支援体制をとるとなると、この２４時間体

制だとか含めた介護の支援のあり方そのものが問わ

れてきているかというふうに思いますが、その点、

今の改正の中で福祉協議会だとか、訪問介護だとか

ありますが、まだ国が目指す在宅介護支援という形

にとれば、不十分な点があるような気がするのです

が、この点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの米

沢委員の御質問の関係なのですけれども、国におい

ては第５期から２４時間の定期随時訪問、介護看護

というような新たなサービスが創設されたと聞いて

おります。 

 本町においてもそこら辺の必要性というのを検討

しているところなのですが、どうしても事業者さ

ん、実施する事業者さんの関係もありますし、あわ

せて上富良野町単位の２４時間体制のお客さんとい

うのですが、需要というのですか、そこら辺のバラ

ンスを考えるとなかなか本町においては、その２４

時間体制の訪問介護看護という部分のサービスにつ

いては、ちょっと事業者が参入するのは難しいのか

なというような考えで現段階では考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろ課題はあると思う

のです、そういった課題もあります。 

 次にお伺いいたしますが、来年度からいよいよ要
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支援制度が、いわゆる介護保険制度から外されよう

としております。これに向けていろいろ取り組みも

上富良野町で始まっているかと思いますが、仮にこ

の要支援が介護保険制度から外された場合、確かに

それぞれ十分、不十分あっても進められるのだろう

というふうに思いますが、介護報酬等も減額なると

いう要素も出てきているという話もありますが、実

質、その均一のサービスが財政力によって受けられ

なくなるという、そういう問題がずっと以前からも

指摘されていますが、そういう部分というのは上富

良野町でも起こり得ることだというふうに思います

が、起こり得るのかどうなのか、その点、来年の介

護保険制度の絡みも含めてちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、国のほうで議

論も進められております、その介護保険制度の改正

等にかかわる御質問かというふうに思いますけれど

も、介護保険の関係につきましては今、委員のほう

から御意見がありましたように、それぞれ改正項目

がある中で、そのうちの１点としては要介護の１、

２の方々、地域支援事業に移行するというような改

正内容があります。 

 特にその中でも要支援１、２の訪問介護と通所介

護がそのように移行されていくというようなことで

今、国のほうでは検討されているようではあります

けれども、今現在、私どものほうで理解している情

報としては、これまでの訪問介護、通所介護、既存

の通所事業所の中でいろいろと支援サービスをして

おりますけれども、これらにつきましては専門的な

サービスを必要とする方に専門サービスを提供して

いくことについては、引き続きそのような形で賄わ

れていく、財源についても１２.５％分は国のほう

は市町村の財源手当については１２.５％だよとい

うような中身で今、議論が進められているというふ

うに考えておりますし、そういったもの以外の例え

ばＮＰＯであったりボランティアのグループであっ

たりというような、そういう地域の実態に応じてご

み出しサービスであったり、いろいろな生活支援の

サービスというものを整備をしていきましょうとい

うことになっているというふうに我々のほうでは理

解しております。 

 そういったものがその地方、地方によっては多少

のばらつきといいますか、どこまでできるかという

ようなものは地域の福祉力によって一定程度の開き

が出てくるものがあるのかなというふうに理解して

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 要支援の部分について、比

較的、全国的な調査でも認知症に至る人たちが結構

多いというような統計的な調査が出ております。 

 それで、上富良野町においてはちょっと実態はど

うなのかしれませんが、そういった兆候が見られる

ような人たちというのは実際いらっしゃるのかどう

か、この点、まず伺っておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 認知症の関係につきましては、先ほど主幹のほう

からもお答えさせていただきましたけれども、本町

においても認知症の高齢者につきましては少しずつ

増加傾向にあると思いますけれども、ただ国の増加

傾向に比べますと、本町につきましては予防事業に

しっかり取り組んできたというようなこともありま

して、基本的に２２年度、２３年度ぐらいから横ば

い傾向で推移していますけれども、そういうような

方たちというのは当然、高齢化がどんどん進んでい

く実態にありますので、予測としては認知症の方は

これからもだんだんふえてくるというようなことを

予測しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう方も含めて、自然

増も当然入ってきますので、やはりこの給付を外す

ということになれば、それなりにやはり専門的な治

療だとか、やはり介護のあり方というのは求められ

てきているのだというふうに思います。 

 そういう中で、国は安上がりな方向の中で方向転

換して予算を少しでも軽減する、そのヘルパー、あ

るいはボランティアを依存しながら、その介護費用

を抑えるというような動きがあるという状況です

が、やはり上富良野町の現状を見ましたらそういう

要支援からそういう方がいるわけですから、きっち

りとした支援策をやはり整えるということが大事だ

と思います。 

 確かに、上富良野町は保健指導なんかも行き届い

てきている部分はありますが、なおかつそれでやは

り対応できない部分があるわけですから、そういう

ことを考えたら従来の制度を生かすという、そうい

う方向にこそ誰でもが安心して介護を受けられるよ

うな制度のあり方が今、問われているかというふう

に思いますが、この点、ちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、委員が御質問

の中でも述べられていたように、例えばヘルパーさ

んのサービス等は専門のサービスとしてそういった

サービスはしっかりと支えていくべきものというふ

うに理解しております。 



― 137 ― 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 担当課長、いつも僕は思っ

ている、平均的な答弁なのですけれども、求めてい

るのはそんなうわべだけの答弁でなくて、本当にど

うなのですかと、上富良野町の介護のあり方を考え

た場合、本当にそれでいいのですかということを聞

いているので、そこをなかなか課長の答弁されない

ので、ぜひ今後、考えていただきたいと思います。 

 ショートなのですけれども、十分、上富良野町に

おいてはデイサービスそれぞれありますけれども、

ショートはこの介護、５期の中でも町立病院にあっ

てもいいというような話も書いてありますし、実

際、特別養護老人ホームにもあるという状況の中

で、現状では十分足りているという状況かどうか、

その点、お伺いいたします。これからの高齢化の状

況も踏まえた中でお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君）  今現在、

ショートステイについては、特別養護老人ホームで

１０床の範囲で展開しているのですけれども、現段

階ではおおむね希望に合った入所というか、短期入

所がされているというふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 現時点では、町の

ラベンダーハイツのほうでやっているショートステ

イ、一定程度余力を持っておりますので、当面の間

については対応が可能というふうに理解していま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３２４ページの保険料の問

題でお伺いいたします。 

 今回、国保と同じように保険料の改定されて引き

上がるという状況になりますが、大体１世帯当たり

平均、１人でもいいのですが、どういった、どのぐ

らい引き上がる形になるのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 第６期に向けてと

いう御質問でしょうか。 

 第６期に向けては、これはあくまでも予測になり

ますので、これから２７年以降の給付の予測等見き

わめて保険料についても試算をしていかなければな

らないと、そういう試算を新しい年度、５期計画の

策定の中で検討していかなければならない課題だと

いうふうに理解しておりますけれども、御承知のよ

うに高齢化が進んでいるという中で、委員のほうか

らもありましたように課題を持った方たちがふえて

くるようなことを想定しますと、給付費は当然、右

肩上がりで推移していくということも、基本的な予

測をしている中で、そのような中で保険料を少しで

も抑制できるような仕組みを整えていくことが課題

だというふうに受けとめておりますけれども、先ほ

ど言いましたような前提条件からすると保険料につ

いても一定程度、条章での見直しが必要な、そうい

う予測をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３３７ページの包括支援事

業で、前回より若干ですがこの予算が上がったのか

なというふうに思いますが、この点については人員

等のそこら辺、賃金等が上がったという形でよろし

いでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 包括支援事業等に

ついて、１４０万円ほど予算を増額しておりますけ

れども、今回、地域ケア会議の向上支援事業という

ことで、新たに私どもの勉強する事業等について予

定してる、そのような事業を新たに予定をしてい

る、新規事業で新たにそういう事業を予定している

ことから、若干、予算を増額しております。 

 あわせて、６期計画に向けてのニーズ調査等をし

なければならない年度になりますので、それらの費

用についても今年度、新しい年度計上させていただ

いています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この包括支援事業の内容と

いうのは、恐らく地域の訪問介護、各施設のいろい

ろな悩み事だとか、そういった問題をどう掌握して

次期のこういう支援に生かすかということが中心に

なってきているのかなというふうに思います。 

 そういう意味では非常にこういった部分の予算と

いうのは大事になってきているのだろうというふう

に思いますが、昨年度、２５年度においてこういっ

たいろいろな地域から出された要望だとか、問題だ

とか、大まかな点、特徴的な点があれば、ひとつ今

後、そういうものを今年度、この予算の中でどうい

うふうに生かすのか、なければないでよろしいので

すが、その点をお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 差し迫って特に何

か大きな変化要因ですとか、特徴的な部分が見えて

きているというようなものは、今、私たちのほうで

は大きく感じていることについてはございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３３７ページ、通所型介護

予防事業のところですが、ここは８３９万６,００

０円、昨年とほぼ同額になっております。 

 来年の改正のことを向ければ介護予防という、非
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常に強化していかなければならないかなと思ってお

ります。 

 それで、どうなのでしょうか、ここをもう少し厚

い予算化してはどうかと思うのですけれども、どの

ように考えていらっしゃいますか。そんなことは全

くお考えではないのかどうか、ちょっとお聞きしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） 村上委員御質

問の通所介護予防事業、もう少し充実したらいいの

ではないかというような御意見です。 

 実態といたしまして閉じこもり予防支援事業とい

うことで生きがいデイサービスだと思うのですけれ

ども、生きがいデイの関係なのですけれども、ある

程度、今、ラベンダーハイツさん、あるいはデイか

みんさんということで、どうしても受け入れ体制と

いうのがありまして、おおむね両施設とも２０人前

後、それが今現在、満床になっているというような

ことで、相手側の受け入れ体制もあります関係で昨

年度と一応、同額というふうにしております。 

 一方、その前段のお元気かいというのも昨年度か

ら、かみん、あるいは泉栄防災センターでやってい

るのですけれども、そちらの部分については現在、

今、３０数名参加しておりますので、そちらについ

てはまだ若干、定員ありますので、それとあわせた

中で今後も介護予防事業については進めていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） これらの効果はどのように

押さえていらっしゃいますか、ちょっとお尋ねいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野 章君） 

３番村上委員の御質問にお答えします。 

 効果なのですけれども、きちっと数値的な効果と

いうのはなかなか出せないのですけれども、生きが

いデイサービスに関しては全く本当に何も２次予防

対象者という対象者の状態で認知とか何もある程度

ない方でしたら、平均ですけれども六、七年は要介

護の認定するまでに六、七年延ばしてすることがで

きているかなというふうに感じています。 

 その生きがいデイサービスにやはりちょっと認知

があるのだけれども、なかなか介護認定とかに結び

つかない、けれども何らかの支援が必要という方も

通っていらっしゃる方もいるのですけれども、その

方ですとやはり平均で大体一、二年で介護認定につ

ながる確率は高いですけれども、一度、生きがいデ

イサービスに来ることで、このままスムーズに介護

保険のサービスにつながるという効果もあります。 

 あと、お元気かいに関してですけれども、これも

またデイサービスとは違って２時間の通所の介護予

防の事業になるのですけれども、なかなか体力測定

だとかいろいろ数値的評価ができるのですけれど

も、その体力測定のときに頑張ってしまったりと

か、いろいろ誤差が出てくるものですから、なかな

かそういった数値であらわすことができないのです

けれども、御本人たちが通われている感想としては

すごく１週間に一度そこに来て、みんなと交流した

りとか、なかなかお家では笑うことがないので、こ

こに来てみんなと笑うことですごく脳の活性化にも

なるし、今、自分ができていることの体の維持がで

きるというふうな感想もいただいております。 

 客観的に見て、やはりお元気かいに来るときの姿

と帰るときの姿、表情を見ていますと、見てわかる

ぐらい姿勢が前傾姿勢だったものが、ちょっと姿勢

が伸びていたりだとか、歩く速度なのですけれど

も、速度がすごく最初はゆっくりゆっくり来ていた

方が、帰りはいつ帰ったのだろうと思うぐらい早

かったとかという、客観的にはそのように評価を感

じております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 効果もしっかり見ていただ

きたいと思います。 

 今、お話聞きますと介護認定とか、そういった重

度化になるのに少し時間が六、七年ぐらい伸びたり

ということを聞いておりますが、家での閉じこもり

ですとか、孤独感の解消とか、そういったことにな

ると思いますし、そういったことで今、効果をこれ

からしっかり見ていっていただきたいと思うのです

けれども、回数をふやすとか、お元気かいのほうで

したら少し考えてみる余地があるということをおっ

しゃいましたので、生きがいのほうは受け入れ人数

の関係もあってなかなか難しいものがあるとおっ

しゃいましたけれども、やはり今言ったように介護

予防につなげるということは大変、大切なことだと

思いますので、そういったこで今度は効果をしっか

り見ていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３３９ページです任意事

業、これは少しずつふえてきているかと思うので

す、６３万円ですか。これは２５年度、３月３１日
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までですと５５万円見ておりますが、全部使われる

予定なのでしょうか。きょうは１７日ですので、こ

の５５万円、予算組んでおりましたけれども、そし

てここのところはやはりこういった任意事業という

のはやはり予算化しておかないとうまくないので

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、ここ６万

３,０００円になっていますよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ３番村上委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 今、委員御発言なった５万５,０００円というの

は、２５年度の予算ということで、内容といたしま

しては２次予防対象者のショートステイの部分の予

算だと思いますが、２５年度についてはたまたま年

度途中において対象者が１名ふえたということで、

前回の３月定例会でも御議決いただいたのですが、

２５年については若干、増額補正をさせていただき

ました。２６年度につきましては、それらを含めま

して今回、６万３,０００円という形で予算計上さ

せていただいたところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 済みません、５万５,００

０円は全部使われる予定だということで、ちょっと

ふやして予算されたということですか、そのように

捉えていいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ２５年度につ

いてはそのとおりでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第４号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第５号平成２６年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の件を議題といたしま

す。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで歳入

歳出を一括して１８ページから２０ページ及び３５

５ページから３７９ページまでの予算全般の質疑に

入ります。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ラベンダーハイツ事業の３

６５ページの調理委託業務についてお伺いいたしま

す。 

 新年度から退職者等も含めて安全な給食を提供す

るという形の中で業務を委託しようという予算が出

ておりますが、全体を見ましたらそう委託しても、

現状ではわずかしか二、三十万なのでしょうか、変

わらないような業務内容になっているかというふう

に思いますが、果たして町が狙う安全で安価な安

い、効率的な委託業務ができるのかという点で疑問

なのですが、まずこの点、お伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 町におきましては、現在、３０年間ですけれど

も、開設以来、食中毒は厨房業務等について衛生管

理徹底等を図って発生しないところにあります。 

 しかしながら、特別養護老人ホーム等における食

中毒も実際のところ全国的には発生している状況で

ございまして、万が一、もし発生した場合におきま

しては、今のラベンダーハイツの現況におきまして

は代替食の提供ができないということで、これは従

来の課題でありました。 

 これにつきまして、今回、退職者のこともあるの

ですが、その機会を捉えまして三社契約を結んで、

万が一そういうことが起きた場合においては、代替

の提供ができるような形にまず整備をさせていただ

くということで今回、提案をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 給食の安全な提供という形

の話でありますが、従来の職員を抱えた中でそう

いった体制がとれないのかどうなのかという点が一

番、疑問に感じるところなのですが、こういった全

く外部に委託しなければ、そういった安全な給食提

供できないのか、そういう体制が取れれば従来の方

法でも十分可能だというふうに思いますが、この点

はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 基本的には今までも衛生管理の徹底については現

職員において徹底をしてやってきたことで対応はし

てまいりました。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように万が

一の、もしそういうことが起きた場合においての体
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制というのはあくまでも今、現在、確保されていな

い状況にあります。 

 なおかつ退職する方が正職員最後の方ということ

で、この方については退職した後、臨時職員のみの

厨房体制になるということもありまして、今後の給

食の運営を考えた場合においては、先ほどの食中毒

の対応と、それから指揮系統の関係の厨房業務の体

制を考えて、この２点によって委託をしたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 正職員を補充しながらそう

いった現状の体制維持づくりでも十分、可能だと思

うのですが、それは町側の言う分でいえばそういっ

た体制ができないということで委託という形なので

すが、私にすれば従来の体制を維持しながら補充し

て体制をきちんと強化するということができるとい

うふうに思いますが、この点、確認しておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 あくまでも今回の委託につきましては、そういう

従来と同じようにやれるかどうかということより

も、食中毒問題が発生した場合における代替策がな

いということも今回の提案ということでございま

す。 

 これによって、もし万が一発生した場合において

は利用者の方の不利益といいますか、そういうこと

がこうむらないような措置でございますので、その

点を御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いずれにいたしましても、

従来どおりの体制の中で、そういった安全が確保で

きるような体制づくりをすればできるわけで、それ

をぜひ補充しながら進めるべきだというふうに思い

ます。 

 それで、この委託の単価の問題なのですが、実

質、その委託した場合、従来の示した単価から比べ

ると、試算を見せてもらったのですが、あれはもう

少し安くなる要素というかというのがあったのかど

うか、あれ以上できないという状況なのか、委託す

るわりには実質、効果が上がっていないような部分

が見受けられるのですが、この点はどうなのでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 実際に現在、材料費ということで６万５,０００

食、これは２３年、２４年の実績に基づいた６万

５,０００食であれば確保できるかなということで

算定の基礎となっております。 

 また、単価につきましても現在、税込みで２５０

円、１食当たりの金額になっておりまして、これは

１.０５で割って１.０８掛けた金額ということで２

５０円という設定をしております。 

 現在におきましても、大体７３０円程度でできて

いる月や何かもございますので、実際、もう少し下

げることは可能かなというふうに思っております

が、予算としましてはその現在の現状を維持した中

で、その金額を確保しながらその民間のノウハウに

よって、より多彩なメニューを提供してもらうとい

う考え方に基づいて今回、予算措置をしたところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３６３ページです。デイ

サービスセンターの事業費でございますが、ここの

ところ調理員さんかが１名、昨年と比べまして今、

委託する関係であれだと思うのですけれども、

ちょっと予算が内訳見ますと看護師さんのところか

なり減額になっております。それと、どうなので

しょうか、昨年、調理員さんに１６０万２,０００

円支払いをしておりましたけれども、そういったこ

とを考えますと何か予算が２,３８１万１,０００円

がちょっと見積もりとしては２３５万円ぐらい多く

感じるのですけれどもどうなのでしょうか、ちょっ

とお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ３番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 看護師の賃金につきましては、昨年度は２名とい

うことで１年分、１２カ月２人見ていたのですけれ

ども、今年度は１名プラス、あと５カ月分を１人見

ているという形で現在、予算計上している関係で減

額となってございます。 

 調理員の給与につきましては、昨年度の給与全体

を今回、全部ゼロにしておりまして、なおかつ給食

業務全体の中での内訳の中でその賃金と給与等の部

分と、それから食材の部分との全体の予算の中に全

て網羅している状況になっておりますので、その差

というか、予算の中に出てきている状況にございま
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す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、調理員さん１名

は見込んでいないけれども、ほかの方の調理員さん

といいますか、そういったものをこの２３０万円ぐ

らいのところに含んでいるという、こういう理解で

よろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ３番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 調理員の金額につきましては、あくまでも全額ゼ

ロになっています。その部分については、現在の委

託の３,２４０万円の中に含まれているということ

です。 

 その他の賃金につきましては、今年度の予算の組

み立ての中でそれぞれの人の割り当てによって変

わっている状況がありますが、その点で数字が変化

していくということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １点、ちょっと確認、先ほ

どの同僚委員の米沢委員の質問の確認になるのです

けれども、調理業務委託３,２４０万円について

は、おおむね先ほど所長のお話にありますように

メーンは食中毒の対応ということで、その点につい

ては私も一定程度、評価をいたしますので、ちょっ

と確認なのですけれども、先ほど同僚委員への答弁

の中に１食当たり現在２４０円程度のものが、２５

０円、これは消費税の問題で問題ないのですけれど

も、中でやはり民間のノウハウによってそれをトー

タルで３食で７３０円程度で、７５０円よりも安く

なりますよということもあるのですが、それは結果

としての中であって、やはり食に関しては当然、

朝・昼・夕食、単価のばらつきはあるにしても、今

よりも質は落としてはいけないというふうに私は考

えますので、そこはやはりしっかり食材費に関して

はコンクリートというか、きっちり予算立てはする

べきであると思いますし、同僚委員が何度も言って

いますように民間活力を投入するということは、当

然、その後の公営でやっていたところよりも職員の

処遇がよくなるということもある程度、委託先の業

者にはやはり十分確認をとっておく必要があるとい

うこと、行財政効果というのも当然、図られなくて

はいけないと思いますので、今後、入札の執行に

よって若干、この予算より下がるのかもしれません

が、十分にそこをしっかりと重きを置いて、まず一

番は当然、この食中毒であり、食の安心・安全とい

うものもあるのですが、そこの残りの二つが私が

言った今ままでの調理員の処遇の改善であったりと

か、それから行財政効果が図られるようなこと、そ

れを十分、踏まえた上でこの３,２４０万円をとい

うのを積算があったかどうかをお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ５番金子

委員の御質問にお答えいたします。 

 人材の確保ということで処遇の改善につきまして

は、現況の実際、うちで皆さん賃金を支給している

金額について大まかお伝えをしております。 

 なおかつ、従業員の採用につきましても地元の雇

用ということでお願いしておりまして、現従業員を

優先にお願いしたいということをお願いしておりま

す。 

 またメニューの内容につきましては、使用する中

で給食委員会を設けまして、この中で毎月、中身に

ついては相手方の委託先の栄養士さんとうちの栄誉

医師さんとの間でメニューに応じたそういう内容に

なっているかどうかの確認を行いながら、お互いに

ですけれども調整を行って、そういうことがないよ

うに図ってまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

 行財政効果の部分につきましては、今回、長期継

続契約ということで考えておりまして、これについ

ては１年契約する方法もございます。また、３年、

５年とございます。 

 その中で、長期的なスケールメリットが働く５年

間ということで、現在、単年度よりは長期継続契約

に移行しているような社会情勢もございますので、

そのこともありますし、また、隔年を繰り返すこと

によって、実際にその年度によりも次年度において

はさらに効率化というか、メニューにおきましても

いろいろな面で改革が図られていくので、利用者に

とってもメリットが働くのかなと思っております。 

 その辺は、先ほど言いました給食委員会等で協議

しながら、今よりもさらにレベルアップというか、

内容の充実になるように努めてまいりたいと思いま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

補足という形で私のほうから答弁をさせていただき

たいと思います。 

 まず、給食センターの調理委託については、先

般、３月１０日の入札において、既に入札を執行し
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まして契約を結んだところであります。 

 なぜ、この早い時期にやるかといいますと、契約

の相手方においては大勢の人を雇って準備をしなけ

ればいけませんので、それで３月１０日の入札を

もって執行したということが１点。 

 それと、行政効果の御意見もいただきましたが、

この業界においては相手は大企業でありますから、

食材費をこちらから注文かけない限りは、極端に

言ったら冷凍食品もありますし、また二流、三流の

食材もあるでしょうから、歯どめをかけておかなけ

れば、安ければ、安かろう悪かろうでは困りますか

ら、そこは今、うちのラベンダーハイツが担ってき

たノウハウを見ながら食材費の下限をしっかり定め

ているという点。 

 それと、もう一つはハイツの所長からも答弁あり

ましたように、５年間の長期継続契約を担保するこ

とで、優秀な人材を確保してもらおうと、結局、人

件費を余りにも落とせば、その分、あそこに働く労

働者の方々が移動が激しくなりますから、結局は、

それはハイツにとってもいいことではありませんの

で、いわゆる労働条件等についても一定程度の歯ど

めをかけながら実施をしたという経過がありますこ

とから、外部に委託したことで、結果として入札は

もう既にできておりますから、結果としてこの予算

額を大きく下回るような状況ではないことも御報告

しておきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 何点かありますけれども、

まず一つは３６３ページ、それから３６５ページに

関する運転手の賃金の関係でお尋ねいたします。 

 運転手の賃金、平成２３年、２４年度を見ます

と、２３年度は３９５万８ ,７５０円、これは

ショートステイとデイサービス、それから平成２４

年度はショートステイとデイサービスで４０４万

６,０００円という金額になっております。 

 ところが、平成２５年から当然、僕はそうだと思

うのですが、ショートステイ、デイサービス、ラベ

ンダーハイツということで三つに分かれておりま

す。ところが、予算書が２４年度の決算４０４万

６,０００円が４５３万６,０００円ということで、

２５年、２６年そういう金額になっております。な

ぜ約５０万円、正確に言えば４９万１,０００円、

そういうことになったのか、これは２人でしょう、

その点も含めて答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 実際には人員としては運転手は３名おります。た

だ、予算の組み立ての中で各特養、ショート、デイ

の関係で、この割り振りを配分、実際には勤務の状

況の配分によって、それから割り振りを変えたとい

うことで数字が変わっている現状でありまして、総

体的には変わっていないという、人員的なものも変

わっていないですし……。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 変わっていないと言っても

変わっているでしょう。 

 例えば、平成２４年度の予算を見ると運転手、

ショートステイ、デイサービス、これをまたラベン

ダーハイツも入れたということはわかるよ、これは

もう当然だろうと思う。そのときの予算が３７２万

円ですよ、２４年度、決算は４０４万６,０００円

になっている、そして今度は２５年、２６年は４５

３万６,０００円なのですよ。このショートステ

イ、デイサービス、ラベンダーハイツ、三つ合わせ

たら、変わっていないわけないでしょう。４９万

１,０００円も高くなっているのだから。だから、

私はそのことを言っているの。三つに分けるのは当

然だと思う、食材や何かそうやって分けているのは

私知っていますから。なぜ５０万円近くも上がった

のかということを聞きたい。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 済みませ

ん、最後の数字につきまして、今の内訳について資

料すぐ用意できませんものですから、後ほど調べて

お答えしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩といたしま

す。 

 再開を午後１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 先ほど、７番中村委員の御質問にありましたラベ

ンダーハイツの運転手の賃金の増額の質問につきま

して、所長より根拠の答弁をいたさせます。 

 ラベンダーハイツ所長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 先ほど、

７番中村委員の御質問があった件につきまして、説

明を申し上げたいと思います。 

 委員、御指摘のとおり、平成２４年度におきまし
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ては決算といたしまして４０４万６,０００円とい

う数字であります。２５年度におきまして、現在、

予算計上している部分では４５３万６,０００円の

予算を計上しております。 

 これにつきましては、２４年度の状況等を踏まえ

て２５年度においても送迎の関係で時間外の対応と

かが協会病院に搬送だとか、ショートの増だとかの

関係で、どうしても運転手さんの時間外に活動する

時間帯がどうしてもふえてしまうということでふえ

てきている状況にあります。 

 ２５年度の実績、２月末現在ですけれども、現在

の状況で見込みとして大体４３５万円程度、見込ん

でおります。２６年度の予算につきましては、実際

には２５年度の状況を踏まえて予算計上することに

なると思われますので、実績も踏まえた中での予算

の中で現状、今までの推移を見ながら検討した結

果、同じ同額の数字が必要だというふうに認識をし

ておりまして、そういう計上となったところでござ

います。 

 先ほど、質問の趣旨をちょっと理解しないままお

答えしてしまったことに対しまして、深くおわびを

申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 それで、病院の送迎、ショートの関係ということ

で、運転手さんの時間的なあれはどういう変化があ

りますか、２４年度と２５年度を比較してみた場

合。データ的にわかれば教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 中村委員

の御質問にお答えいたします。 

 ちょっとデータ的という部分についてはあれなの

ですけれども、その回数なり時間数がふえたという

部分につきましては、まず午前中と午後のデイサー

ビスの送迎時間帯につきましては２名の運転手で対

応しております。 

 それから、デイサービスの送迎が終わった１０時

以降につきましては、運転手１名で対応しておりま

す。 

 先ほど所長が申し上げましたとおり、通院の関係

につきましては、通常であれば例えば町内の病院に

通院するということであれば運転手１名で対応でき

るのですけれども、ただその中に町外への通院が必

要だと、例えば協会病院に行かなければならないだ

とか、そういうことがあった場合、町内の病院の通

院も対応しなければならない、それからまた町外に

行くとなれば、また時間的に行って戻ってくるまで

にかなりの時間を要するということで、日中であっ

ても通常は１名で対応しているのですけれども、２

名で対応しなければならないという部分が出てきま

して、その分、時間数が多くなっているということ

と、それからもう一つはショートステイの送迎につ

きまして、夜、夕食後の送りなのですけれども、こ

ちらの部分につきましても今までに比べますと夕食

後に送ってほしいというニーズも多くなりまして、

その分の回数がふえているということです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 いずれにしましても先般、事故があったこともあ

りまして、交通安全には十分、配慮した形を含め

て、あとの人たちは賃金、交通事故の関係は正職員

というお話も聞いたけれども、いずれにしても送迎

ということで気をつけていただきたいと思います。 

 それで次に、委員長よろしいでしょうか。 

 先般、資料をいただいた関係で、ラベンダーハイ

ツ給食業務の委託ということで資料６の関係です。 

 それで、食材費の関係については２４年の実績を

見ますと１,５７４万６,５２８円ということで、２

４年の決算と合致をするのですけれども、調理員の

臨時７名９６０万８,９４３円、これはちょっと私

が試算したものと若干、違うので、賃金だけ調べる

と平成２４年度の決算が８９４万９２２円というこ

とで、６６万８,０２１円違うのです。そうする

と、これに賃金以外にもろもろも含まれて９６０万

８,９４３円になったのだろうと承知はしますけれ

ども、そのなった中身がいうなれば６６万８,０２

１円の中身をちょっと知りたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 現在、手

元に細かい資料はないのですけれども、社会保険料

とか、町で負担する雇用保険料とか、そういうもの

の合計の数字をその賃金の数字に足した数字がこの

数字でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 僕もそうだろうとは思うけ

れどれも、これら言うなれば委託する金額の大きな

根拠にそれぞれ正職員の給与、それから調理員の臨

時の関係、食材の関係、この合計が３,２４６万９,

４００円となっていて、できれば後ほど正確な数字

を出していただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 委員長、続けてよろしいですかむ。 

 ３７６ページ、給与明細書というのが出ておりま
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す。この中で、総括で職員数が本年度１４名、前年

度１５名と、１５名のうち１名減というのは、この

調理師の方の関係だろうと思います。 

 そうすると、その比較の関係の合計が給与の関係

４０１万５,０００円、共済費の関係７７万円、合

計４７８万５,０００円ということになります。 

 当然、下の（２）のところに行きますと給与の関

係、退職、三角印で３７５万４,０００円の減、そ

の下に退職ということで職員手当、１４５万８,０

００円、そうするとこれらを含めていくと、どうも

数字が７１１万３,９８９円という数字になってこ

ないものですから、この予算書の中にあるものと、

２４年度実績の調理師の関係の金額の関係、これを

ちょっと解説していただきたいと思いますけれど

も。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問ですけれども、前年度の数字、当初予

算の数字の給料、これは１５名の職員の給料、それ

から職員手当、それから共済費等の合計の数字で記

載してございます。 

 また、本年度におきましても給料、職員手当、そ

の共済費の合計ということで、数字で当初予算の算

定の数字で計上しておりまして、その差額というこ

とですので、これについては職員個々の昇給分だと

か、そういうものが含まれている中での合計とかが

要素としてございますので、それらの差としてそう

いう数字になっているという状況でございます。そ

ういうふうに理解しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の給与明

細にかかわる質問で、総務課のほうで給与のほうを

担当しておりますので、その部分につきまして、給

与費のほうで（１）の総括の中で給与費４０１万

５,０００円の減となっておりますが、この部分に

つきましては（２）のほうでそれぞれ給料、職員手

当の増減の内訳が出ているかと思いますけれども、

まず給料につきましては２７９万１,０００円の減

につきましては、昇給に伴う増加分、それから退職

異動での減額ということで、この差額が２７９万

１,０００円であります。 

 また、手当につきましても退職分の減額と異動等

に伴う差額が１２２万４,０００円ということで、

この部分を足しますと給料、職員手当の差額が４０

１万５,０００円ということで出てくるものであり

ます。 

 また、共済費につきましても、それぞれその給与

費に率を掛けてそれぞれ算定しておりまして、今年

度におきましては７７万円の減額という中身となる

ところでありますので、御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） この数字の関係について、

今、総務課長言ったことはわかるのです。ですか

ら、私はこの（２）の給与及び職員手当の増減額の

明細ということで、退職、退職ということで３７５

万４,０００円と、それから１４５万８,０００円、

これを合わせたら５２１万２,０００円になるので

す。 

 そうすると、ここでいう１年、年度あるから、２

４年度の関係で、実績ということで７１１万３,９

８９円は、どうも数字的にあわないから、この中に

また何があるのかなということを、端数で若干違う

のでればいいのですけれども、それらの関係が

ちょっと理解しがたいので、ちょっと教えていただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 １時１２分 休憩 

午後 １時１３分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の人件費に

かかわります御質問に私のほうからお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 今、担当の課長それぞれ申し上げましたとおりで

ありますが、まずこの３７６ページの給与明細の見

方ですが、これについては１名、１名を明記したも

のではありませんので、１４名、もしくは１５名の

数値の合計であるということが１点と、この先般の

厚生文教常任委員会の資料６にお出しした人件費の

調理員の人件費の総額については２４年度の実績の

数字であることをまず御理解をいただいておきたい

と思いますが、その中で、この２年間の１４名のま

ず定期昇給等の上がる分といわゆる今回、退職をす

る方のマイナスの人件費分……（発言する者あり） 

 その差額が他の職員が上がる要素の分と、お一人

が退職される分の、その差額分がいわゆるここに出

てくる部分でありまして、退職者の人件費を個別に

２４年度、２５年度まだ終わっていませんが、２４

年度の実績でいいますと今回の厚生文教常任委員会

の資料６のとおりでありますので、御理解をいただ

いておきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 
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○７番（中村有秀君） 私はこの給与明細書の一般

職の（１）総括のことを前段で申し上げましたけれ

ども、この（２）の退職分ということを書いてあり

ます。それは３７５万４,０００円と１４５万８,０

００円とこれを合わせても５２１万２,０００円し

かならないのに、実際に我々の資料のところは７１

１万３,９８９円ですから、その差の中身がわから

ないから教えていただきたいということを申し上げ

たので、わかりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員のその差

額分につきましては、（１）の表である共済費のと

ころがあると思いますけれども、要するに共済費の

いわゆる社会保険料等々の金額と、それから備考欄

にある退手福祉、公務災害の関係が町で負担する分

がございますが、この部分が約１９０万円程度、そ

の差、いわゆる厚生文教で提出いたしました７１１

万円と今回の差額でありますし、今回、２４年度の

決算でありますので、今回、この部分については２

５年度との差額でありますので、多分、その部分の

差も若干あるかと思いますけれども、大きく変わる

ものではありませんので、この部分に出ている給

与、手当のほかに共済費が含まれて７１１万円の金

額になるということで御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ７１１万３,９８０円、こ

れだけ細かくお金を出したのであれば、給与の関

係、手当の関係、共済費の関係ということで、明ら

かにすべきではないですか。私が聞いているのです

から、ですから現実の問題としてこの５２１万２,

０００円からこの７１１万３,９８９円と１９０万

１,９８９円合わないのだから、それではこの中で

共済費は幾らです、何々が幾らですということで答

弁するのが当然ではないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 細かい部分についての資料、ちょっと今現在、手

元にちょっとないものですから、算定したときの根

拠を後ほど中村委員のほうにお示ししたいと思いま

すので、御理解を賜ります。 

 （発言する者あり）わかりました、済みませんよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） きょう、この給食業務の委

託の関係等含めて議題が出てくるのだから、調理員

の給与の関係、食材費はこう、調理師の関係だとい

うことで、やはりきちんと答弁できる資料を持って

くるべきだと思うのです。そうではないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 そのとおりだと思います。以後、気をつけたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それではお聞きしますけれ

ども、調理員の給与の関係もさっき言ったような形

でやはり違うのです。９６０万８,９４３円、これ

を２４年度の決算を見ますとデイサービスが１５９

万７,５６５円、ラベンダーハイツが７３４万３,３

５６円、合計で８９４万９２１円なのです。 

 そうすると、この差も当然、何なのかなというこ

とで、それをあわせて報告してください、よろしい

ですね。 

 それから、調理業務委託ということで３,２４０

万円、委託費で計上されております。したがって、

先ほど同僚委員の質問に対して副町長のほうから答

弁がありました。 

 ３月１０日、入札執行済みということでございま

す。それで、一応、議会に承認を求めなければなら

ないという、この入札関係なら５,０００万円以上

ということでございますから、議決を経てそれから

やるという、ということでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 議会のほうの議決があって、その後、委託契約が

成立するということに、契約の中でうたうような形

にしております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私が聞いたのは、議決を要

する契約、これは先ほどちょっと例規を見たのです

けれども５,０００万円以上ということになってい

るから、これはある面で理事者のほうで入札執行し

てもいいのだけれども、今、所長のお話ではちょっ

と違うのではないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今、ラベンダーハイツの所長が申し上げたのは予

算額が議決されないと契約ができないという意味の

ことを言ったかと思いますが、ただ長期継続契約に

おいては、予算が議決される前に入札執行が可能な
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ようなルールになっております。 

 そうしないと、先ほど言ったような人を多く役務

を提供するために人を多く準備する等のものが多分

できないことがありますので、今、おっしゃるとお

り５,０００万円を超えるものについては契約自

体、議会の議決が必要になってきますが、今回のこ

の３,２００万円相当の契約においては、議会の議

決は必要がないというふうに理解されるところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、副町長が言うように私

もそういう理解をしておりますから、ある面で議決

が得なくても、議決の後、入札ということはしなく

てもいいという理解はしています。 

 ただ、私は先ほど申し上げましたように、調理師

の給与７１１万３,０００何ぼから、調理員の９６

０万何ぼというのは十分、理解をできないで、それ

が合算して３,２４０万円何がしになっているわけ

だから、本来的にはもうちょっとこれを調理師の最

高の金額でないからという感じもするので、実際に

はこれはある程度、安くできるのではないか、そう

すると場合によっては役場で見積もる金額が３,４

２０万円でなくて、３,１００万円か３,２００万円

か、何かそういうある面での最低基準の中でいくの

がいいのかなという気がしていたのですけれども、

そうならない前にも入札が執行されたりということ

で、十分、我々の意見が反映されないまま執行され

たなということで、非常に残念な気がしています。 

 したがって、私は一つ３月１０日に入札したので

あれば、入札金額は幾らなのか教えていただけます

か。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 入札自体

は３月１０日に行ったのですけれども、結果、不落

札というか、保留のような形になりました。 

 それで、その残っている一番安い業者のほうと内

容についてお話をして委託契約をするような形で進

めました。 

 金額の入札の金額については、その入札の書類自

体をちょっと今、申しわけありません、本当に手元

に持ってきていなくて、入札の……この入札したと

きの数字はわかるのですけれども、総額１億６,１

７０万８００円でございます。 

 単年度の数字でよろしいですか、３,２５９万４,

４００円です。（発言する者あり）１億６,１７０

万８００円です。 

 この入札の金額については、消費税抜きの数字で

１億６,１７０万８００円になります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私たちがちょっと食の安

全・安心ということであれしたのですけれども、

３,２４６万９,４６０円、それに近い数字で出され

たなと。落札した会社は何という会社でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問にお答えいたします。 

 西川食品でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員、よろしいで

すか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） よく納得できないのですけ

れども、予算が通らなかった場合等ありますよね。

議決上では、そのそういったことも考慮して書面に

契約の中に附則で書いてあるということなのですけ

れども、本来だったら予算が通るか通らないかわか

らないものをあらかじめ憶測で、我々からして長期

契約できるということになっているけれども、どう

だったのかと、議会を軽視したのではないかという

ふうに僕は思っているのですけれども、そこら辺は

どうなのですか。 

 ルール上はそういうことはできるとしても、予算

ですから通るか通らないかわからないという状況が

ありますので、そこら辺は道義的な問題も含めてき

ちんと、やはりそういったことを十分、説明もな

く、終わった結果、その発表されたという状況に

なっておりますが、この点、ちょっとよく理解でき

ないので答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、長期継続契約においては、地方自治法に基

づいて、法に基づいての契約行為であることを、ま

ず１点御理解をいただいておきたいと思います。そ

の効果については言いませんが、御理解のとおりだ

というふうに思います。 

 また一方、議会軽視のお話もありましたが、予算

が後でついていきますが、特にこの長期継続契約、

このラベンダーハイツのケースだけではもちろんあ

りませんが、そのために委員会をしっかり、所管の

委員会での御理解とあわせて、全員協議会等の御議

論の中を通して、これまでも実施をしてきたところ

であります。 

 法的に問題があるわけではもちろんありません

が、入札執行した後に予算が否決されるようなこと

がないように、そうなりますと相手の事業者に非常

に不利益になりますことから、その前段階で私ども
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も十分、資料も含めて御理解をいただいているとい

う御説明をさせていただいているという内容でござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） あらかじめ協議会や委員会

で説明しているから、これは十分通るものだという

前提で契約を行ったと、そんなのはどうして根拠と

して言えるのですか。それは、最終的にこの予算で

最終的にあの委員会で賛成か反対かという形に議決

されるわけですから、前もって話したからそれはも

う議決がされる前提で契約ということだったら、何

でも前もってある程度、話しておけば何でも通ると

いうような、そんな形になるのではないですか。 

 少なくても、やはり議会が最終、終わるまで、前

提として道義的な問題も含めて、そういう形で長期

契約も必要ではないかというふうに思いますけれど

も、そこら辺は全然そういう解釈には立たなかった

のですか。もう理解得ているからオーケーだと。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えいたしますが、このケースをもう一度、最初

からお話することはしませんが、まず資料にもあり

ますように、普通の契約行為ではないこと、行政が

ねらいとしている点、何か予期せぬ事故が起こった

ときに代替性のないものを改善するために、このた

びの長期継続契約があるという点、これが議論が本

当に真っ二つに分かれるような議案については、こ

の長期継続契約という方法をとらずに、一本審査で

契約をすることも可能だと思いますが、少なくても

理由にこの委託することの理由にさまざまな判断が

かかわってくるようなケースのないものというふう

に理解をして、委員会、あとは全員協議会を通じて

御理解をいただいてきた案件であります。 

 決して、議会を軽視しているとかということでは

なくて、ケースによってそのような対応を図らせて

いただいておりますこと、あと先ほど言いましたよ

うに地方自治法の規定に基づいて、法に照らして、

そのような今回の対応を図らせていただいておりま

すことをぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そのものによってだとか、

いろいろ副町長言うのだけれども、議会というのは

そうではなくて、やはりどういうふうに状況が変わ

るかわからないというふうに思います。 

 最終的に、これが圧倒的多数で賛成されて初めて

議会の承認を得た、議決されたということになるの

だから、その前にそういう形である程度、こういう

ふうに賛成してくれるだろうと、特殊な要因も重

なっているから十分大丈夫だろうというような、あ

くまでも行政側の憶測であって、契約上はそういう

ふうに十分できることは可能だと思うにしても、今

回の場合は初めての、このラベンダーハイツでいえ

ば初めてのケースであって、これが本当に議決され

るかどうか、この予算が通るかどうかわからないよ

うな状況の中で、町の一方的な憶測でこれを最終的

に委託契約を結ぶというのは、どうしても議会軽視

では僕はだというふうに思います。 

 町長、この点はどうなのですか。納得できませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問で

ありますが、私が申し上げたのはこのラベンダーハ

イツのさまざまな業務がありますが、給食業務に特

化して言いますと、この６万５,０００食余りを

しっかり利用者様に提供できる体制を整えることが

私たちの運営者側に課せられた責務だというふうに

理解をしております。 

 その中で、このたびは直営のその給食体制を維持

することが困難であることとあわせて、食の利用者

様の食の安全とあわせて安定的な食事の提供を図る

ために、このような手法をもって、結果、長期継続

契約という選択肢をとったということからすると、

決して軽視をしていることではありませんが、それ

までの間の経過を御説明すれば、ある程度の御理解

をいただけるということを前提に考えていることが

１点。 

 それと、万が一、予算が否決された場合の契約の

成立については、言うまでもありません。予算がな

ければ契約が成り立たないわけですから、そのよう

なことも含めてルールに照らすとそういうことであ

るということを御理解をいただいておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 何回聞いても僕は納得でき

ません。 

 今後の食の安全だとか、いろいろなウイルス感染

だとかという形で給食ができなくなるという、そう

いった状況が今ないわけです。引き続き、現行制度

の中でそういった感染だとか含めた衛生管理をきっ

ちりやれば十分できる可能性が環境としてあるわけ

ですから、そういうものは否定してできないという

ことには今までやってきたわけですから、できない

という保障は、もう環境はないということが言えま

せんので、そういうことを考えたら少なくても道義

的にやはりきちんとした予算の議決後といったもの

を行政として、少なくても契約を結ぶのだったら結

ぶという方向でこそ、議会との信頼関係ができるも

のだというふうに思います。 
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 それを一方的に、これはもうそういうリスク等の

高いものをなくすための委託契約だし、特殊なもの

だからあらかじめ契約しておければ、それもリスク

も負担できる、軽減できるというような、そちら側

の一方的な理屈でその契約を結ぶということ自体が

おかしいのだと思います。 

 少なくてもやはり、議決後にそういうものをきち

んとやるという、町長そう思いませんか。それがま

さにそういうことをしなかったことが議会軽視では

ないかというのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の再度の質

問に私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 大変、失礼ですが、この間、事故がなかったから

これからもないだろうというようなことは私ども考

えていません。食中毒もそうですし、赤痢もそうで

すし、ノロウイルスもそうですし、これからもあり

得ないということの前提に立つわけにはいきませ

ん。 

 それと、去年、事例としてありましたが、子ども

たちの給食体制が突然、予期せぬことで、ああいう

ことになりましたから、子どもたちには１食パンで

何とかしましょうということも対応は可能ですが、

ラベンダーハイツにおいては一般食はありますが、

流動食や刻み食、これからを瞬時に、緊急的に提供

できる体制はどこにもありませんので、そういうこ

とも含めて、そういう危険回避を含めてこのたびの

提案になっている点は、ぜひ御理解をいただいてお

きたいと思います。 

 これからも、これまでもなかったのだから、これ

からもそのような体制でいいのではないかというこ

とは私たち、全く考えておりませんことから、ぜひ

御理解をいただいておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この問題、町長、副町長い

ろいろなことを言うけれども、結局、自分たちのこ

とを擁護するだけの答弁です。こんな答弁だったら

議会も何も要らないし、自分たちの憶測で何でもで

きるのだというような答弁なのだから。 

 そうではなくて、仮にそのリスクが云々かんぬん

といっても、それではきょう起こるかあした起こる

か、それはわかりません。だけども、少なくてもそ

ういうときには体制として全部、町全体で取り組め

ばいい話だし、やれないことはないと思うのです。 

 そういう問題も含めて副町長はいろいろなことを

言うけれども、私はやはりそういう前提に立って何

でもできるというような、議決を待たないで、もう

あと何日もたたないうちで議決されるかどうかわか

らないけれども、少なくてもそういうものだったら

議決後にきっちりと速やかに履行すべきだというふ

うに思いますが、それをしないというところに問題

があると言っているのです。 

 町長、どうなのですか、町長。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の最初の御

質問でありますが、大変、繰り返しになって申しわ

けございませんが、まず、この目的については先ほ

ど申し上げたとおりであります。 

 また、契約の内容からすると、議会がこの予算は

否決された場合においては契約は成り立っていかな

いということもお話ししたかと思います。 

 そういう判断の中で最悪、された事実に基づい

て、我々は行動を起こさなければなりませんが、先

ほど言いましたように、内容からすると人を集める

ことも含めて、特殊な契約行為になることとあわせ

て、地方自治法に基づいて長期継続契約にさせてい

ただいたことも御理解をいただいておきたいという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連なのですけれども、実

はちょっと入札の話になって、ずれたら申しわけな

いですけれども、十分これまでの説明の１２月の委

員会、それから２月にあった厚生文教の委員会の中

で積算を、まずは１２月の早い段階では委託をした

いのだということで委員会で説明があって、その部

分に関しては今、副町長がおっしゃったように食中

毒の補償であったり、今まで起きていなかったけれ

ども今後、起きる可能性もあるということで、十分

それは理解して、実際に２月委員会の段階で積算の

根拠たるものが出てきた段階の説明で、我々その説

明は受けましたけれども、十分に根拠になるべき数

字の積み上げであったりとかというものをお示しい

ただきたいということで、議事録はないですけれど

も、要点筆記しかないですけれども、あのときは委

員会の中においても、委員会協議会の中において

も、その部分はもう再三再四、我々厚生文教常任委

員としても理事者側にお伝えはしてあったのです

が、その後の回答もない中で、このような形になっ

たということが我々議会としては非常に残念に感じ

るところなのですけれども、ルールからいくと副町

長がおっしゃるように地方自治法にのっとって、長

期契約を結ぶことができるということはおっしゃっ

ているのですけれども、もう少し、せめて担当の所

管の委員会には流れの部分、もう少し丁寧な積算根

拠に関する部分であったりとか、それから入札執行

に当たるにはどういう裏づけがあったのかというこ

とが説明があってもよかったのではないかと思うの
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ですけれども、この辺はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 入札執行にかかわります、いわゆる相手に予定価

格が知れる詳細において、知れるような部分につい

ては現に慎むべきだなというふうに思いますが、今

回のケースにおいては、それを超えて、いわゆる予

算の組み立ての入札執行をすることを前提にです

が、資料を整え、さらにはその根拠、いわゆる裏を

返せば予定価格になるべき金額をお示しをして御説

明してきた経過にあります。 

 これが、今、金子委員が所管委員長として説明が

足りなかったのではないかということの御意見は私

たち真摯に受けとめて、そういう御理解であれば私

たちの説明の仕方が非常にまずかったのだなという

ふうに思いますが、一方で入札執行を前提にしてい

るものについて、なかなか詳細まで全ての組み立て

の部分をなかなかお示しできないということも一方

ではあるということも御理解いただいておきたいと

思います。 

 ただ、今回のケースは先ほども言いましたように

初めてのこともありますし、いろいろな御意見もあ

ることから、このような資料をまとめて資料化させ

ていただいて、御説明もさせていただいているとい

う点もぜひ御理解をいただいておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 副町長、そのように説明不

足だったということを認めていただければ、それは

いいのですけれども、所長、あのとき十分、委員会

でも詰めましたよね、私たちの委員会協議会の中で

この金額になったということが我々どうしても理解

ができないと、それに当たっては入札執行にすると

きにもう少し積算の部分というのはちゃんと我々に

わかるようなことをやってくださいということを、

あのとき私、所管の委員長として所長に伝えたはず

なのですけれども、その回答がないままこういう結

果になったというのが、それはいかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ５番金子

委員の御質問にお答えいたします。 

 確かに今回の予算の計上につきましては、厚生文

教常任委員会の中で資料を提示して説明したところ

でございますけれども、今回の中身、賃金面につき

ましては、こちらに主導権があるとはいえ、相手側

のほうの給与体系とかを裁量した中での算定という

か、根拠になりますので、実際には、今勤めている

方々を優先的に採用してもらう、賃金的なものをあ

る程度、お示しして、できればそれを現状維持以上

はしていただきたい、そのようなお願いはしてきた

ところでございます。 

 ただ、実際の算定に当たっては、相手型の会社の

ほうの企業体系に基づいての算定になりますので、

賃金プラス手当とか、そういう関係の部分ございま

すので、うちのほうの町としての給与体系とまた別

ということがございまして、こういうふうになるよ

という部分についてはお示しできなかったことはお

わびしたいと思うのですけれども、実際には中身の

中で見積もりをもらった中の中身の中を見ますと、

通常の賃金プラス、手当等が経費として持っていた

だいておりますので、ある程度、職員の確保とかに

も、それからそのほかの管理費等の部分についても

適正だというふうにちょっと判断をいたしまして、

今回の１２４万５,０００円という数字を計上させ

ていただいたところでございますので、その辺の事

情をお酌み取りいただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） やはり、今、所長が説明し

たようなことというのは、前段でしっかりと所管、

またはもしくは全員協議会のようなものを臨時で開

いてでも、きちんとやはりこういう大きなものとい

うのは説明すべきだったと思います。 

 やはり、先ほど副町長がおっしゃっていただいた

ように、大きなことですし、大事なことですから、

十分我々がもっと理事者側と四つに組んで、ここは

もうきちんと話し合いをすべきだったというふうに

考えます。 

 結果、もうこのようなことになっておりますし、

極端な話を言うと入札がなく、契約不履行になって

しまったら、一番その直接的なダメージを受けるの

は入所者であり、給食をもらえないハイツに入って

いらっしゃる人が一番、大打撃を受けますから、い

ろいろなことが我々議会としても捉えていかなけれ

ばならないのですけれども、今後、このような手法

というのは十分、慎重に取り扱いをしていきながら

議会と理事者とがしっかり情報共有していきなが

ら、よりよい行政効果も図られて、それで最小の経

費で最大の効果が得られるような方策というのは

とっていただきたいというふうに考えますが、いか

がですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 先ほども申し上げましたように、所管の委員会の

中で十分、我々の意図とする情報提供がしっかりさ
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れていないぞという部分については、しっかり反省

もさせていただきたいというふうに思うところであ

りますが、ただ、全員協議会の個別の案件の表題に

もありますように、私たち説明側としては十分、説

明をしていこうという姿勢も１点、御理解もいただ

いておきたいと思います。 

 それと、もう一つ、私たちの使命は少ない予算で

最大限の効果を発揮するために、この案件も含めて

十分、理解をし、この２６年度予算につながってい

る点についても、ぜひ御理解をいただいておきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 １時５６分 休憩 

午後 １時５９分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ほかに質問ありましたらお受けいたします。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、副町長が委員会でもお

話ししたとか、全員協議会でも話をしたから、ある

面で理解をいただいたというような言い方をしてい

ます。 

 現実の問題、私は２月２４日の厚生文教委員会で

も申し上げました。特にこの７１１万円の中身の問

題、７１１万円の人を雇うとなんていうことは、

ちょっと考えられないかなというようなことを含め

て、先ほど所長にお願いしました７１１万３,００

０円の中身、それから調理員の９６０万８,０００

円の中身について確認をしてから私は今回の議会に

臨もうと思っていたのですけれども、全然それらが

なくて、そして全員協議会では言っても言い放し、

もう少し建設的なというのであれば、だめだからと

思って私は本会議の中でやらなければ意味がないな

という感じがしていたのです。 

 恐らく、きょう出席をされている議員の皆さん

方、それから特に厚生文教に所属をしている皆さん

方は完全にオーケーだよ、いいよというような形で

の意志表示はしていないのですよ。先ほど金子委員

長が言ったように。 

 ですから、そういう点ではもうちょっときめ細か

い配慮をしながらどうなのだということと、説明責

任のできる説明資料をきちんと出せばいいわけで

す。それが全然出てこないまま、私はまさか３月１

０日に入札執行されたなんていうことは、もうま

るっきり知りませんで、それが結局あれでしょう、

言うなれば３,２５９万４,４００円という、言うな

れば３,２４０万円よりちょっと高値の形というこ

とになってしまったので、非常に私は残念だなとい

う気がするし、それから先ほど米沢委員が言ったよ

うに議会軽視といいますか、もうちょっと配慮し

た、この第３回定例の最終日終わった後でもできな

かったのかというような気もします。 

 そういう点で、もうちょっと議会というものに対

してのやはり配慮する気持ち、それから私たちに対

する説明責任、それから私たちは今度は町民に対し

てこれはどうなのだ、こうこうしかしかということ

でまた説明責任が我々議員にも課せられています。 

 そういう点では、非常に不可解な形でこの案件が

通るということになると、やはり我々の心の中では

じゅくじゅくしたものもありますので、そういう点

も十分考えて、今後、委員の皆さん方はどういう形

でこの議案の採決、もしくは予算の意見書の中にど

う反映させていくかということはまた出てくると思

いますけれども、そういう点ではちょっと私は先ほ

どはもう言わないということにしましたけれども、

ちょっとそういうような経過を見ていて言わざるを

得なかったということで意見として聞いていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁はよろしいです

ね。 

 ほかにございませんか。 

 先ほど７番中村委員の申し上げました人件費の７

１１万円の補足説明をさせます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ７番中村委員の給与明

細書にかかわります人件費の内訳でありますが、こ

れにつきましては７１１万３,９８９円、２４年度

決算の数字ということでありまして、まず給料につ

きましては３７４万１００円、それから手当につき

ましては１２８万９,１６７円、給与、手当合わせ

まして５０２万９,２６７円と、この給与明細書に

あります給料、手当の部分については５２１万２,

０００円で、差額が１８万３,０００円ほどありま

すが、この数字については２５年度の人件費の減額

部分でありまして、２４決算につきましては５０２

万９,２６７円ということで、差があることを御承

知いただきたいと思います。 

 あわせまして、共済費の合計が１２２万１,７８

７円、退職手当の負担金でありますが８６万２２３

円、それから福祉協会の負担金でありますが、２,

７１２円で、共済関係の合計が２０８万４,７２２

円、合わせまして７１１万３,９８９円でありま

す。 

 以上です。 



― 151 ― 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

○７番（中村有秀君） 調理員の２４年実績は９６

０万８,９４３円、それで２４年度の決算の調理員

の賃金という関係で８９４万９２１円なのです。 

 だから、その中にまた今言う形のものが入ってく

るのかということで先ほどお聞きしたので、それも

ちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 手元に資料がないそう

ですので、後ほどまた。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を２時２５分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時０６分 休憩 

午後 ２時２５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 先ほど７番中村委員の御質問がありました調理員

の給与についての明細を答弁させます。 

 ラベンダーハイツ所長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ７番中村

委員の御質問の賃金の関係でございますけれども、

総額については９６０万８,９４３円ということで

ございます。内訳につきましては、賃金が８９４万

９２１円は現在、総務課のほうで調べてわかったの

ですけれども、その差額の分についての内訳につい

ては、後ほど議会で、もし開会中であれば報告した

いと思います。もし、本日だめなようなあれば、あ

すの議会中に報告したいと思いますので、御理解を

賜りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） その差額の６０万円は

社会保険料だそうです。その内訳がわからないの

で、内訳も必要ですか。 

（発言する者あり） 

○７番（中村有秀君） 所長の言う、今、賃金８９

４万９２１円、これはもう私はさっき言ったように

決算書の中で賃金の項目みんな拾ったらその金額な

のです。 

 ですから、その差額の６６万８,０２２円、これ

がどうかということなので、それはもう後で教えて

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） わかったそうですの

で、報告させます。 

 ラベンダーハイツ所長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 済みませ

ん、先ほどの総体のこの資料６の数字の調理員７名

の賃金の総額と、それからこの賃金との差額の部

分、６６万８,０２２円になるかと思いますが、こ

れにつきましては全額、社会保険料でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第５号

の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代いたしますので、少々お待ち

ください。 

 次に、議案第６号平成２６年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これより歳

入歳出を一括して、２１ページから２４ページ及び

３８３ページから３９２ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第６号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第７号平成２６年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 補足説明がありません

ので、これより歳入歳出を一括して、２５ページか

ら２８ページ及び３９５ページから４１５ページま

での予算全般の質疑に入ります。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４０３ページの不明水対策

事業という形で今回、予算が計上されているかとい

うふうに思いますが、近年、不明水という形で管が

ひび割れしているとか、いろいろな調査がされると

思いますが、今後、明らかになると思いますが、今

後、どういう手順でこういう対策が取られるのか、

ちょっと答弁をお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の不

明水対策事業について御説明申し上げます。 

 この不明水につきましては、下水道が設置されて

以来、さまざまな要因によりますけれども、多くは

施設の老朽化が主な原因と思われます。 

 この不明水の根源といたしましては雨水が下水道

の管の系統のいずれかから流入する、それからもう

１点としては地下水、上富良野町の町内におきまし

ては地下水位が比較的浅いといいますか、ちょうど

管渠が埋設されている深さ当たりに水脈がある部分

もございまして、このいずれかの系統が主なものと
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なります。 

 そのほかに、大きな懸念といたしまして下水道の

料金歳計の際に水道水以外の水、自家用水などを

使っている施設の算定におきましては、家族構成と

か、事業所によりまして事業の内容に即しまして推

定水量をもって基礎的な料金体系をつくって納入い

ただいておりますけれども、このいずれか、三つの

うちのいずれかだと思うのですけれども、急激に降

水が発生した場合、それから融雪時期、これは水位

が高くなる時期になりますけれども、融雪時期など

に下水道の処理水量、浄化センターの処理可能な水

量を超えて流入することが近年、年間５回、６回と

発生してございます。 

 これは、集中豪雨によるゲリラ的な増水とリンク

する部分もありますけれども、そのほかの要素も考

えられますので、これらを含めてこの不明水を適正

に処理して浄化センターの処理能力以内の流入量に

抑えるということが当面の課題となっております。 

 まず、当面して管渠の集中的にあちこちにポンプ

場がありまして、そこでポンプ場を経由する水の量

によって、その異常時の上限の範囲を測定できる部

分もあるのですけれども、それ以外に直結で浄化セ

ンターに流れ込む部分については改めて計測しなけ

れば、その異常の状況がわからないというところで

ございます。 

 それで、最終的には、このうちの推定によります

けれども、１,５００メートル、最終的な総延長１,

５００メートルについて、具体的に管内カメラを入

れたり、管渠の流れる水量を直接、計測して、その

異常時の原因を探るということで継続事業として考

えてございます。 

 とりあえず、この初年次といたしまして平成２６

年度より２５０メートルについて管内にカメラを入

れて、管内目視によることを重点としてその原因を

調査する計画となっております。 

 ２７年度以降についても継続的にこの全長１,５

００メートルを当面のターゲットとして調査をして

いくという内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 同じページのマンホール

の件で、冬期間どうしても雪で道路に積もってきま

すよね、上水道のマンホールも多分同じだと思うの

ですけれども、温度が高いからマンホールのところ

だけ解けますよね、非常に危ないですよね、あれ。

どかんと車が通ると。 

 いろいろテレビで見ていても車そのものが壊れた

事例も結構ありますよね、上富良野町はないかもし

れませんけれども、それを防ぐ手だてはないといっ

たらありました。断熱材をつけたら改装している町

もあります。上富良野町もやはり、そういうところ

をやっていかなければならないのではないかなとい

うふうに思っているのですけれども、ここの点につ

いては２６年度予算についてはそういうことは考え

ているかどうか、お願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １１番今村委員の

マンホール、人口、人が入る点検口のふたの件につ

いての御質問にお答えいたします。 

 上富良野町含めて、北海道、それから東北などの

各積雪寒冷地につきましては、どうしても下水道を

流れる暖気が上部の雪を溶かして段差が生じる、そ

して実際に上富良野町においても発生してございま

す。 

 この部分につきましては、できるだけ除雪の際に

路面の削りを繊細に行って、この段差解消を工夫し

ておりますけれども、これでクリアできない部分に

ついては、砂を入れた袋を入れて段差を解消するよ

うに、危険を防止してございます。 

 委員おっしゃられる抜本的な方法として断熱材を

入れて、その暖気が雪に接しない方法というのも実

際にはありますけれども、今のところ上富良野町で

は日常的な管理上で除雪等の協調管理の中で段差解

消を行っていこうということで考えております。 

 そしてまた、今回の調査の結果、そこら辺の因果

関係などもひょっとしたら出てくるかもしれませ

ん。その時点において、よりよいそういう解消方法

があれば、今後の研究課題として取り組んでまいり

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私も言うのが遅かったと

思いますので、今度の決算とか、１年後ぐらいに、

またやってもらえるようにお話をしていきたいと思

います。 

 以上で終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第７号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第８号平成２６年度上富良野町水道事

業会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 補足説明がありません

ので、これより歳入歳出を一括して２９ページ、３
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０ページ及び４１８ページから４３８ページまでの

予算全般の質疑に入ります。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 近年、利用戸数も減る傾向

にありますが、そこで平均的な利用トン数といいま

すか、どのぐらいになっているのか。 

 例えば、高齢者世帯でありますと８トン平均では

ありますが、それ以下というような状況も恐らくあ

るのではないかというふうに思いますので、そうい

う点、わかりましたらお知らせ願いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ４番米沢委員の

１戸当たりの水道の使用量についてお答えをいたし

ます。 

 人口が減ってきておりますし、節水器具、節水お

トイレの状況によりまして毎年、水道の使用量は

減ってきているところでございます。 

 ２４年度の決算の数値で町全体の水道の使用量割

る１戸当たりの平均の使用トン数が１３.３トンと

いう数字になっております。 

 １人当たりで割返しをしますと、１人当たり５.

１トン、これは１カ月の数字でございまして、委員

御質問のありました水道で実際に住んでいる人が何

歳かというのはちょっと統計的に持ち合わせがあり

ませんので、基本水量だけの世帯数を勘定しますと

１,１００で、全体で見ますと約３０％が基本料金

以内の水道の使用料ということになっておりまし

て、そこを水量で割りますと１戸当たり７.２とい

うことになります。 

 今、現在の基本料金の水量が８トンでありますの

で、そう割返しますと基本料金だけの世帯で見ます

とそういう７.２ということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） まだ調べないと状況がわか

らないということで、他の自治体では高齢者世帯に

対する政策的な展開として利用トン数に応じて減免

の措置がとられるというような状況も見受けられま

す。 

 そういう状況も踏まえて、上富良野町にも恐らく

基本トン数よりは少なく使用されている高齢者の方

も多いのではないかというふうに思います。仮に、

ひとり暮らしでもそういう可能性もありますが、政

策的な展開とすれば、そういったお年寄りの対象の

実態調査もしながら、そういうことも含めたこれか

らの対応という点でお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の高

齢者世帯、独居世帯も含めてですけれども、基準水

量内、８トン以内で使用する家庭への減免措置につ

いての御質問にお答えいたします。 

 実は水道事業会計、下水道も含めてですけれども

現在、そういう利用実態にあわせた、もしくは特例

を設けた減免措置というのは現在ございません。 

 今後の向きとしては、例えば現在８トンという基

本使用水量を設定しておりますけれども、町村によ

りましては１０トンとか６トンとかという基準の見

直しをしているところでも、基準を別に置いている

ところもございます。 

 水道事業、それから下水道事業も含めて今後、総

体的な料金の値上げ方向にはなると思うのですけれ

ども、検討すべき時期がやや迫っているかなという

感触を持っております。 

 その時点で、あわせてできるだけそういう利用の

実態、それからそれらを反映できるような料金体系

を新たに見直す契機があれば、配慮すべき内容かな

と考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第８号

の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に、議案第９号平成２６年度上富良野町病院事

業会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れより歳入歳出を一括して、３１ページ、３２ペー

ジ及び４４１ページから４６６ページまでの予算全

般の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４５１ページ、病院収益の

中の公衆衛生活動収益のところです。ここは、２,

３５０万円、昨年と比べまして２７３万８,０００

円増になっておりますけれども、この自衛隊診療、

予防接種、ラベンダーハイツ診療、それから各種健

康診断とありますけれども、各どのような状況なの

か、月に何回とか、ちょっと教えてほしいのですけ

れども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 公衆衛生活動費
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でございますが、自衛隊診療が６３万円ということ

で予定しております。 

 予防接種については３２回実施しておりまして、

１,５６０万円、あとラベンダーハイツの診療が３

７８万円、その他健康診断が３４９万円でございま

す。 

 単価契約している中での積み上げでございます。

ということで終わらせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それではあれですよね、自

衛隊診療とか予防接種とか、ラベンダーハイツの診

療なんか特別、今までと同じようなことで考えてい

らしてあれですか、２７３万８,０００円ふえてい

るものですから、予算が。それで、どこの部分があ

れかなと思ってちょっとお聞きしたのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 内容的には公衆

衛生活動費の中の予防接種の増というところをメー

ンにおいております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じく今の４５１ページの

医業収益の外来収益でございますが、今年度３７０

万円ほどの増ということでございます。今、たしか

現在、予約診療というような形をとっていらっしゃ

ると思いますが、これらの効果についてちょっとお

聞かせしてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 外来診療収益で

ございますけれども１億９,８４０万円ということ

で、３７０万円の増ということでございます。 

 内容といたしましては、あわせまして予約診療の

御質問もございましたので、予約診療につきまして

は８時半から１１時４５分までの約２００分間の間

に１日大体、半日でございますけれども４０人入れ

ております。 

 これは、院長の診療のときだけでございます。院

長の診療のときだけ約２００分の間に４０人、１人

５分という内容で予約診療を入れさせていただいて

おりまして、例といたしまして本日の予約診療は３

４名です。きょう９時までに予約診療でない方が来

られますので、その人たちが９時までで１８名です

から、合わせますと５２人で１人４分の診療でまず

動いているという内容が予約診療でございます。 

 予約診療をすることというのはどういうことかと

いいますと、長期投薬をあわせてやる、それから患

者さんの待ち時間を少なくする、いつもでしたら朝

６時の病院の去年の７月から実施しておりますけれ

ども７月までは朝６時の病院の開院のときに、そこ

でもう並んでおりまして１５人ぐらいが名前を書い

ていました。それが、まずこの予約診療ではきょう

は５名になっています。 

 例えば１１時からの診察の人が１１時だというこ

とであれば１０時半までに来て血液を抜いてくださ

い、採血をしてください、そして１１時からの診療

に間に合わせますよということなのですけれども、

予約診療でない方がきょうも１８名がいらっしゃる

ということは、全体におくれる状態は続いておりま

す。 

 予約診療を入れたことによって、患者さんの待ち

時間は当然、いつも８時半から来て１１時半ごろの

診察のことは解消されましたけれども、きょう僕ら

が来る段階の１時でも、まだ院長の診察がまだまだ

続いておりましたので、なかなか予約診療のメリッ

トが出てこないところが実際あります。 

 それはなぜかといいますと、患者さんがもう院長

についておりますので、ほかの午後からも開院して

おりますし、またいろいろな旭川医大からも先生が

来ているのですけれども、どうしても院長につかれ

るということで、そこのところは病院としては、も

うこれはいかんともしがたい、こっち側が患者さん

を振るわけにもいきませんので、どうしてもこのよ

うなことが起きるという。 

 ただ、一つきょうも午前中、２診というのを実施

していました。２診というのは、月曜日は医大の先

生１日来られていますので、もう内科をもう一つ開

けまして二方で見ていくと、特に再診の予約のして

いない方、新患の予約をしていない方を優先的にこ

ちらで見ていくということをやっておりますが、医

大の先生方が常に来ていらっしゃるわけではないの

で、そこのところにどうしても誤差があるというの

が実態でございます。 

 あと、外来診療の外来収益の関係でございますけ

れども、やはり予算を組む段階で前回の決算特別委

員会でも御説明申し上げましたようにどうしても高

い単価の患者さんが今いらっしゃいます。血液の白

血病の関係とか、それは水曜日の外来が主なのです

けれども、それから肝臓の外来も朝８時半から１８

時、１７時までびっちり肝臓の患者さんも来られ

て、それらを含めてましてあくまでも規模的な観

測、この人たち少なくても肝臓にしても、それから

血液外来につきましては美瑛町から富良野の南部に

関しまして、富良野圏域含めまして外来をやってい

るのは上富良野町しかございませんので、上富良野
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町しか先生方が来られていませんので、そういう意

味で積極的な予算を組まさせていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、全国の看護職の方が、

７割の方が慢性疲労であると、このように答えてい

らっしゃるわけですけれども、うちの町立病院で働

いていらっしゃる看護師さん、ほかの方のアンケー

トとかどうなのでしょうか、勤務改善といいましょ

うか、そういうのをおとりになったことはあるので

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

質問にお答えいたします。 

 アンケートはとったことはございません。多分、

新聞記事を見られたと思うのですが、看護師の場

合、１カ月の勤務時間の中で一番重要視されるのが

夜勤の時間でございまして、夜勤の時間が月７２時

間、７２時間を超えますと施設基準の中でオーバー

してしまいます。今現在、うちの病院では７２時間

をクリアできております。それが第１点でございま

す。 

 もう１点につきましては、臨時職員の確保、正職

員がどうしても当直することになりますので、それ

らの正職員が有給等、またはその明け等を休めるよ

うな体制ということで、院内保育所を開設しており

ます。院内保育所には今、看護師８名いらっしゃい

まして、そのうち正職員は１人でございます。あと

７名は臨時職員の看護師でございまして、この看護

師の方は当然、当直いたしません。 

 それで、日勤のほうにどんどん、どんどん回って

いただいているという体制をとっていますので、正

職員の負担を軽減するという意味では、その院内保

育所の活用もなされているというふうに御理解願え

ればと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 勤務条件の改善ということ

も頭に入れていただいて、夜勤の回数平均８回以下

というのですけれども、うちはどれぐらいになって

いるのでしょうか。 

 それと、完全週休２日制ということになりますか

どうか、ちょっとお尋ねいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 月８回というのは、準夜と深夜の３交代のときの

回数でございまして、町立病院は２交代でございま

す。夜、夜勤は５時に来たら次の朝の８時までやる

ということで、月４回、それで７２時間ということ

でクリアしております。 

 あと、休養日につきましては富良野看護学校の

我々も募集とか病院案内ということで行って周知し

てくるのですが、他の病院の正職員に限ってです

が、他の病院の休体系からは遜色しない、特に３５

過ぎてからは悪くない休養体系だというのはいろい

ろな話の中でお伺いしているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 答弁漏れござい

ました。 

 週休２日制の話ですけれども、週休２日制は守ら

れております。ただ、看護師の場合は最初に指定休

という形でとっております。不規則勤務ですから、

１日から３１日をべたで見て、自分たちが指定休を

どんどんとっていって、その中で８日間休み、９日

間休みという中で体制しておりますので、我々の勤

務みたいに土日が完全休みという状態ではありませ

んけれども、明けも含めまして休みということにつ

いては確保されております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） いずれにしても本当に大変

なことでございますので、看護職員の確保について

対策を考えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問でございますけれども、今現在の体制を維持

することと、やはり院内保育所で潜在する、これか

ら夜勤のできる看護師を今、町立病院が雇用して、

臨時という名で雇用しているというところで今、ス

トックという言葉、人に対して申しわけないのです

けれども、確保しているというところで先がまだ明

るいかなという形で進めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ４５５ページの研究研修費

のところです。 

 この間、町立病院の経営改善のためにいろいろな
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縮減策といいましょうか、切り詰めを行ってきてお

りまして、この研究研修費の学会参加旅費ですと

か、図書費等々がずっと低い経緯できていると思う

のですけれども、やはり常勤の医師の人たち、日々

の研さんとかされているのですが、この辺というの

は、この金額で十分なのでしょうか、お伺いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 常勤の先生を雇用するときに学会の回数というの

は２回ですということで雇用しております。 

 雇用契約を結んでいるのですけれども、その中で

今の御質問の学会の経費についてですけれども、先

生方、今はもうインターネットで早割りでとりま

す、旅券を。ですから、うちは実費しか払いません

ので、学会の日にちというのは前後しませんので、

その部分においては大変余るような予算規模になっ

ております。 

 国内でいいますと、今度また医師会を予定をして

おりませんけれども、十分、早割でいきますのでこ

の金額で回っております。 

 あと、内容によっては３回行きたいというような

希望の場合があるのですけれども、その場合には先

生方のほうで、その先生で精査をしてほしいと。あ

くまでも２回、どうしてかといいますと、その部分

またほかの先生の負担等がかかりますので、２回を

チョイスしていただくのは先生方にチョイスしてい

ただくということで、予算規模的には十分間に合う

ということの内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４５３ページの報酬費の中

で出張医、前年度対比、若干１,０００万円ぐらい

ふえたのかなというふうに思いますが、こういう出

張医の確保も含めて常勤医のいわゆる負担軽減がさ

れているのかなというふうに思いますが、こういっ

た出張医の予算がふえた要因と確保という点でどう

いう状況になっているのか、お伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 報酬につきましては１,０００万円程度ふえてお

ります。内容といたしましては、当直だけで２５年

度ベースで２４回の増ということで２３９回、予定

しております。 

 ちなみに本当に先生方が来られなかった２４年度

が１３６回でございましたから、今年度に限って

は、今の段階で２３９回というふうにお伺いしてお

りますし、また日勤につきましては９２回の増、２

５年度ベースで約２９９回ふえていくというような

ことでの予算の組み方でございます。 

 内容は、どういうような内容かと申しますと、旭

川医大のうちは第３内科と第１外科に週末お願いす

るのですけれども、その先生方が土曜日から本来は

土曜日の８時半に来て、日曜日の５時までなのです

が、先生によっては金曜日の６時に来てあげます

と、月曜日の朝までいいですよということをしてく

れる先生方がふえてまいりました。これは大変、あ

りがたい話でございますので、あと連休なんかでも

そのような前の日からの入り込みというのですけれ

ども、そういうような形で回数がふえています。 

 肝臓の先生におかれましても、例えば今、週に１

回なのですけれども、肝臓の先生のほうですごい患

者さんが多くて５時には全然終わらないと、びっち

り１日かかってしまうから、医局のほうにもう１日

ふやすように要請してありますというようなことも

言ってくれたりしまして、先生方のほうの動きがあ

ります、これは何でですかということで僕のほうで

何か動かなくていいのですかと言いましたところ、

ここは一生懸命やっていると、それは院長が一生懸

命やっていると、地域の中核病院としての体を成し

ているというところで、また今、肝臓で来てくれて

いる患者さんについては、医大にまで来れない人た

ちですということも含めて、誰かこっち回せられる

ような体制をとってあげたいと思っていますという

ようなこともございまして、このような予算組みを

させていただいております。 

 確かに何回か御説明しておりましたけれども２４

年度の当直からみますと驚くほど先生が来ていただ

いている、ありがたい状態でございまして、そこで

また報酬がふえていくということで、大変、申しわ

けないですけれども、このような予算組みにさせて

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次の４５５ページの委託料

でＣＴスキャンの高度医療保守点検という形で、こ

れも２００万円ちょっとぐらいふえているのかなと

いうふうに思いますが、この要因というのはどうい

う内容だったのかなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番米沢委員の

御質問でございますけれども、ＣＴスキャンにつき
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ましては、購入が２５年の１０月、今回初めて２６

年で１年間全部委託費を組むことになっております 

 去年、前回は半分の年、中間分でしたので委託料

まだ、入れたときは委託料が発生しません、１年

間。よって、高かったのですけれども、２５年度は

その半年分を組まさせていただきました。２６年

度、今年度から初めて１年になりました。入れた年

は保守点検料はかからないことになっていますの

で、２４年に入れた分は。そのときはかかっていま

せんが２５年は半年で、今年度からフルで１年間と

いうことでこの４００万円の数字ということになっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４５３ページ、この薬品費

のところでございます。 

 これは診療収益の８.９％、それから診療収益の

６.２％とありますけれども、昨年と比べまして落

ちています、マイナス幾らとなっているのですけれ

ども、去年は９.２％かと思います。 

 診療収益の下のほうは６.４％だったのですけれ

ども、これはどんどんその病院の判断によって、患

者さんの状況とかいろいろ考えられてやっておられ

るのか。それとジェネリックの関係はどうなので

しょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 薬品費の材料費

の中の薬品費、診療材料費の関係でございますけれ

ども、明確な定義は実際のところはございません。 

 ただ、例年とずっと見ていくとこの９％、６％で

推移しているというのがまず１点でございます。 

 病院としては、常にジェネリックへの移行という

ことで、処方せんにおいてもジェネリックに移行す

るということで記載させていただいております。 

 今、うちの病院でジェネリックに移行をしていな

い、例えば王子薬局でございますけれども、外の薬

局に行って薬をもらう場合、うちの病院で明らかに

ジェネリックに変更することはだめですよといって

出しているのはウルソという薬とプレタールという

薬の心臓の循環器の関係でございます。あとについ

ては先生側のほうではジェネリックがあるのであれ

ばジェネリックに変更することは可ですと、認めま

すという内容の処方せんを出しておりますので、ま

ずそこで処方せんのジェネリックというのは、院外

についてはまずは、そのような動きになっていま

す。 

 ただ、院内においてはジェネリックそのものに全

部切りかえは老健のほうは少しずつしていますけれ

ども、しておりません。それはなぜかと申します

と、まずジェネリックそのものが２０年経過して初

めてジェネリックができるわけでございます。その

間、２０年間は正規品を使っていた中で、２０年後

にジェネリックが出てくるということで、ジェネ

リックが例えば一つの薬でいうと２７種類の薬、２

７社から出てくるのです、ジェネリックそのもの

が。一つの正規品がありましたら、そのジェネリッ

クは一つや二つでなくて２７社から出てくる、今、

御説明しましたように町立病院の場合は大学からの

派遣医がかなり来られています。それから、協会病

院からも来られています。ということになります

し、土曜日、日曜日は完全に派遣の先生です。 

 うちが、一つの正規品から２７種類の中からジェ

ネリックを使ったといたしましたとき、医事コン

ピューターというのがあったら、それがすぐ検索で

きるのですけれども、それが２７種類もある中の

ジェネリックから探すということになると、薬事辞

書から調べなくてはいけません、よって院内では全

て老健を除いて正規品で実施しております。そのこ

とが、混乱を招かないということになっておりまし

て、ジェネリックが相当数出ているというところに

かなり、うちがまだ電算化が進んでいないところで

の絞り込みができていないというところでございま

す。 

 そしてもう一つがジェネリックそのものが薬局の

ほうの考え方ですけれども、価格が例えば９７円の

正規品に対しまして、もう３０円から８０円までの

幅があるような状況なのです。そんな中で、絞り込

みをするだけにまだ至っていないということで、正

規品の中での混乱を防いでるという内容でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ４６１ページの資本的支出

の部分でちょっとお伺いいたしますが、この間も先

ほどにありましたＣＴ等々の医療機器購入しており

ます。 

 今年度においても予算化されておりまして、

ちょっと聞きたいのですけれども電子カルテ化とい

うことはうちの病院では効果が出るのか、例えばや

るべきなのかということをちょっと教えてほしいの

ですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 電子カルテ化というのとオーダーリングがダブル

で来るわけでございますけれども病院の場合。オー
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ダーリングと電子カルテ化というのはほとんどペア

なものでございまして、オーダーリングというのは

検査に先生がぱぱって打ち込むと検査のほうにそれ

が電算で送られてくる、旭川医大なんかでいきます

と今度、ではＣＴとってきてくださいと言ったら先

生が打ち込む、これオーダーにするわけです。 

 今度、次の予約もその場で先生が打ち込んでいく

ということで動いておりますが、２５年の中間ぐら

いまで病院も本当に真剣につくりまして、検討委員

会をつくりまして検討いたしました。今、結論的に

申しますとオーダーリングとか医事コンが診療所と

３００床以上、すなわち協会病院ぐらいのペースの

ものしかつくられていないのです。形として。小規

模のに、小規模のにとうたってきているのですけれ

ども、なかなかそれがまだ、それは６,０００万円

ぐらいで見積もりが来ておりました。年間のメンテ

ナンスが相当高かった、大きな富士通とか、日立、

ＮＥＣとかがつくったソフトでございますので、小

さな病院向け、小さな病院向けと言っていても、ま

だまだうちの病院なんかでは入ってこれない。 

 そしてもう一つは、基本はＷｉｎｄｏｗｓで動き

ますから、６年、７年たつとまた更新、また更新と

なってきますので、そこで先生方交えてやったとき

に、うちではこれのコストをとることは無理だとい

うことで、もう一度、かなり札幌視察とか行って勉

強したのですけれども、お金、初期投資とランニン

グコスト含めていったときに、それはペイしないと

いうことで流れたといいますか、判断をやめたとい

うか、導入をやめたという経緯がございます。 

 ちょっと、この規模では無理でないかなというの

が今の考え方です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 逆に資金のというか、お金

の心配がなければ今のオーダーリングと電子カルテ

化をすることによって、例えばドクターであった

り、患者さんであったりとかというメリットという

のは大きいのですか。費用対効果とかでなくて、そ

のシステムの導入自体であったとしたらちょっと教

えてほしいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、基本的には間違いが少なくなります、手書

きがなくなりますから、まずそれがなくなります

し、それと病名と、例えばこの検査、この検査、こ

の検査とやったときに、この検査は要らないとかと

跳ねられたりするルールがあるのですけれども、そ

れをうちはニチイのほうを見ていくのですけれど

も、そういうようなもののチェック体制にはなりま

す。 

 ですから、そういう医療ミスとか、それから請求

漏れ等については、まず電子カルテ、オーダーリン

グ入れるとなくなるのが一つあります。 

 ただ、そこで今回、うちの医事の計算機を入れて

いるコンピューター会社にうちの病院の実態の調査

をしていただいたところ、院長のこの診療体制で

は、もうそれは無理ですということが言われまし

た。要するに５分、午前中に６０人を見るような中

で、そこで医大なんか、くどいようですが行って先

生と顔合わせながら何時にしますなんていうよう

な、打ち込むような時間帯はとれませんというの

で、やはりある程度、余裕のある中でやっていかな

いと、今はそれらにつきましては医事補助がおりま

して、看護師でない医事補助が先生の横におりまし

て裏で書いたりして、それを確認していくのですけ

れども、そのようなことで基本的にはあれは先生が

打ち込まないとだめだということになっております

ので、これ院長に限ってではもう無理でございまし

て、院長が外来診療の７割を１人で見ておりますの

で、それらのベースでいきますとやはり手でやって

いくのが早いだろうなと、その部分、院長の負担が

軽減されるというところでも判断したところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、議案第９号

の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の質疑を終了し、分科会による審査

意見書の作成を行いますので、一旦、散会いたしま

す。 

 今後の予定を事務局長から説明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 御説明申し上げます。 

 各分科会は、１５時２５分より開催いたします。 

 会場は、第１分科会が議席番号１番から６番まで

議長室、第２分科会は議席番号７番から１２番まで

議員控え室です。 

 分科会終了後、全体審査意見書案の作成を行いま

すので、正副予算委員長並びに各分科長は議長室に

お集まり願います。 

 これには慣例により、議長にも加わっていただき

ます。 

 あす、３月１８日は委員会の最終日で、開会は午

前９時でございます。定刻までに御参集くださいま
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すようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午後 ３時１５分 延会  
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     平成２６年３月１７日 

 

 

   予算特別委員長    長 谷 川 徳 行 
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平成２６年上富良野町予算特別委員会会議録（第４号） 

 

平成２６年３月１８日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２６年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２６年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２６年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２６年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２６年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２６年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２６年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２６年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君          

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君          

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君          

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君          

   委 員       中 村 有 秀 君            委 員       谷   忠 君          

   委 員       岩 崎 治 男 君            委 員       中 澤 良 隆 君          

   委 員       今 村 辰 義 君          

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君          

 総 務 課 長         北 川 和 宏 君     産業振興課長         辻   剛 君          

 保健福祉課長         石 田 昭 彦 君              町民生活課長         林   敬 永 君 

 建設水道課長         北 向 一 博 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第４日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程のとおり進め

てまいりますので、御了承願います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成２６年

度上富良野町各会計予算の件を一括して意見調整を

行います。 

 予算特別委員会審査意見（案）を事務局長に朗読

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 予算特別委員会審査意

見（平成２６年度予算）（案）。 

 一般会計。 

 歳入。 

 １、国有提供施設等所在市町村助成交付金につい

て。年々減額されているので、引き続き増額要望さ

れたい。 

 歳出。 

 １、渉外経費について。特別旅費については、十

分な成果が得られるよう努められたい。 

 ２、防災について。 

 ①、自主防災組織について。組織の活性化と未組

織住民会の解消、要援護者マップの更新指導と情報

の共有に努められたい。 

 ②、防災士について。取得者の研修や講習等、地

域にあった活用支援に努められたい。 

 ③、防災アドバイザーについて。計画を持って適

正な人材を配置されたい。 

 ３、定住・移住について。移住準備住宅の有効活

用を図り､ＰＲやさまざなまな施策も含め、総合計

画の目標人口達成を目指し、定住しやすい環境づく

りに努められたい。 

 ４、ブロードバンド整備について。維持管理につ

いて、収支のバランスを保ち、適正な運営が図られ

るよう準備、検討するように。 

 ５、ＡＥＤについて。整備や更新、利用について

計画性を持って維持管理するよう努められたい。 

 ６、健康づくりについて。 

 ①特定健診の受診率は高いが、各種健診の受診率

においても向上するよう努められたい。 

 ②歯周病予防対策については、適切な実施と検証

に努められたい。 

 ７、恒久的生活支援策６事業について。常に現状

把握に努め、真に困っている方に対し制度の見直し

や拡充を検討されたい。 

 ８、新規開業支援事業について。現行の要綱を実

態に沿ったものに見直しし、積極的活用が図られる

よう努められたい。 

 裏面をごらんください。 

 ９、観光について。 

 ①、町の魅力をいかし、観光客の増加に努められ

たい。 

 ②、中央コミュニティ広場テントについては、観

光客の誘客も含め、多くの町民が積極的に有効活用

できるよう努められたい。 

 １０、集落協議会交付金について。十分な事業計

画を立て、繰越金のないよう、有効な活用を図られ

たい。 

 １１、町道の除排雪について。これまでの経験を

受託業者に伝えていくとともに、技術力の向上を図

り、排雪のサイクルを早めるなど、適切な除排雪に

努められたい。 

 国民健康保険特別会計。 

 １、国保税の引き上げに際しては、歳入の確保と

歳出の抑制を図り、健全な運営に努められたい。 

 ２、医療費抑制のため、さらなる保健指導の充実

に努められたい。 

 ３、病状の重度化を防ぎ、早期発見のため、若年

者の受診率向上に努められたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 調理委託業務について、議会への説明責任を果た

し、信頼を得るよう十分な協議を進め安心・安全な

食の提供に努められたい。 

 病院事業会計。 

 大変な努力をされているが、引き続き、医師・看

護師等の確保に努められたい。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見の

調整を行います。 

 項目が多数ありますので、一般会計予算から順に

意見調整を行います。 

 １番目の歳入について何か御意見ありますか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ちょっといいか悪いかは別

なのですが、新規開業のところで今後、恐ら

く……。 
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○委員長（長谷川徳行君） ごめんなさい、今は歳

入のところで。 

 この意見でよろしいでしょうか。 

 中村委員。 

○７番（中村有秀君） 年々下がっていて、去年も

同じような要望出しているのです。 

 現実にどういう行動をうちの理事者が起こしてい

るかということが目に見えてこないものだから、こ

うやって頑張ったけれどもどうなのだということ

が、これだからまた出たのだろうと思いますけれど

も、その点どうも…… 

○委員長（長谷川徳行君） 口頭でちょっと伝えて

おきます。 

○７番（中村有秀君） そういう気がいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、歳出、渉外経費に

ついて。 

 この意見でよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、２番目の防災につ

いて。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、このままい

きます。 

 次、３番、定住・移住について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ４番、ブロードバンド

整備について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、５番、ＡＥＤにつ

いて。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 基本的にいいのですけれ

ども、文言に対しまして整備や更新はいいのですけ

れども、利用という言葉はどうかなと今ちょっと

思って、利用されないほうが本当はこれは、備えだ

けあればいいのではないかなということで、解釈い

ろいろありますけれども、これをちょっと検討した

ほうがいいのかなと、文言で。 

○委員長（長谷川徳行君） 利用について計画はで

きないですものね。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ＡＥＤの利用というのでは

なくて、前も今村委員が言っていましたけれども、

どこに何があるかということをある面で町民周知と

いうか、そして一番近いところはどこへ行ったらい

いのだかということが万が一のとき、発生した場

合、そういう点ではどこにＡＥＤが設置しているか

ということをやはり町民周知というか、何かあった

ほうが僕は望ましいなという気がするのですけれど

も。 

○委員長（長谷川徳行君） 岡本委員、何か対案

は。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ５番目のＡＥＤなのですけ

れども、利用計画性を持ってということで、どうい

うふうに捉えていいのかちょっとわからないのです

けれども、同僚委員もおっしゃったように、これは

利用されないほうがいいことで、例えば地域の啓蒙

啓発という、使い方を計画的に寄与するだとか、そ

ういうことであればここにありますよも含めて納得

できるのですが、そこら辺ちょっと訂正できる部分

があれば。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、わかりました。 

 また暫時休憩してやるのは大変と言ったら失礼で

すけれども、皆さんのいい知恵を拝借してやりたい

と思いますので発言をしてください。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） まだ文言は考えていないの

ですけれども、二つで出したらいかがでしょうか。

整備、方針についての項目を一つと、万が一使うと

き、今、中村委員が言ったように場所の配付と使え

る人の育成、住民の育成を２項目で出したらいかが

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） どうですか、皆さんそ

ういう意見がありますけれども、今の金子委員のよ

うに１、２として二つで、２本立てでいくという。

よろしいですか。 

（発言する者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 二つに分けるという意見も

出ていたみたいなのですけれども、整備や更新とい

うことは維持管理に全部入ってくると思うのです。

それで、維持管理を徹底するとともに、周知徹底を

促すというような、そういう文章にかえてもいいの

ではないかなと思うのですけれども。これに似たよ

うな文書でも、もちろん結構なのですけれども、維

持管理ということは整備や更新も入っていますよ

ね。 

○７番（中村有秀君） 保健福祉課のほうは四つも

新しくしているでしょう、これからもまた拡大して

いこうという方向だから、これはあくまで整備とい

うことと、分けたほうがいいような気がするのです

けれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 最初は２項目で行くと

いうことを皆さんに了解を得ましたので、両方で行

きたいと思います。それでよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） 谷分科長、これ２分科

会から出たのですけれども、何かいい文言。 

○８番（谷 忠君） 利用という言葉は使っていな

かったと思うので、最初は。最初だけ。 

○委員長（長谷川徳行君） 中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） １点目は整備や更新につ

いては、計画性を持って維持管理するよう努められ

たい、２点目は設置箇所については、住民と共有で

きるよう努められたいとか、そのような２点に分け

たらどうかと思います。ちょっと、まだ頭の中整理

ついていないのですが。 

○５番（金子益三君） 中澤委員の①はそのとおり

でいいと思います。②なのですけれども、今、設置

状況に当たっては住民に周知徹底を図って共有する

ということと、操作方法の普及に努められたいとい

う。操作方法の普及がいいのか、拡大がいいのかを

努められたいということを加えるべきだと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 多くの意見が出ました

のでまとめたいと思います。 

 済みません、１分科長、２分科長、暫時休憩いた

しまして、１分科長、２分科長に、すぐ終わりま

す。 

────────────────── 

午前 ９時１５分 休憩 

午前 ９時１９分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 今、審査意見案の調整がありましたが、分科長並

びに副委員長を交えまして相談しましたところ、整

備や更新について計画性を持って維持管理するよう

努められたいという、各分科会で出てきましたの

で、それを尊重して、これを一つでいくということ

に決定いたしましたので、御理解願いたいと思いま

す。これでよろしいですね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、６番目、健康づく

りについて。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、７番目、恒久的生

活支援６事業について。 

○委員長（長谷川徳行君） 続いて、新規開業支援

事業について。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 流れとしては、全体として

はいいと思うのですけれども、ただいろいろな事情

の中で統計的な開業して５年ぐらいが非常に超えら

れるかどうかというような状況があるというふうな

統計も出ていまして、積極的に活用が図られるとと

もに、経営相談等についても対応を図られたいだと

か、そういう文言を加えたらいいのかなと思ってい

ますので、見直しの中にそういうものもカウントさ

れているということであれば、それでいいとは思い

ますが、一言それだけです。 

○委員長（長谷川徳行君） 御意見として承り、ま

たお諮りしたいと思います。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） ８の新規開業支援事業なの

ですけれども、１分科会で伺っていたお話の内容と

この文書だとちょっと違いが出てくるのかなという

ふうに感じているのですが、この現行の要綱を実態

に沿ったものに見直ししということはどういうこと

を言っているのかちょっとお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 今、既存でもう動いて

いますので、それはかえることはできないと、その

要綱は。今は事業営業していますよね、いろいろな

要綱がありましてしるしなさいとか。 

○１番（佐川典子君） 見直しをかけてほしいとい

うような内容ですか、この文書だと。そういうふう

に捉え……。 

○委員長（長谷川徳行君） できないことを今、

せっかくやった事業ができなくなったら困るので、

無理な制約をかけないで、そういうことをまた新た

に要綱で考え直してほしいということです。 

○１番（佐川典子君） ということは、１分科会で

の話の内容とは違っているので、それでやはり今、

聞いてよかったと思います。内容ちょっと違ってい

ましたよね、１分科会。 

○委員長（長谷川徳行君） 全てが１分科会のでは

ないですから。二つになっていますから。そういう

ことです。 

 せっかくその新規事業したのに、がんじがらめで

要綱で縛られると次から展開が難しくなると、その

ためにちょっと保護も言葉足らずですけれども、そ

のためにまた実情に合った要綱が必要ではないかと

いうようなことです。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、委員長の言うとおりだ

と思うのですけれども、私があれしているのは、最

初に去年の予特で出された資料が飲食業であれば午

前１１時から１４時まで開きなさいよ、その後また

５時以降という関係があって、実際に今、にくまる

さんがやっている事業はどちらかというとお昼対象

ではないのだけれども、そういうことになっている

よと。 

 そうすると、この前、僕が質問したその次の日か

らシャッターは開いているのです。仕込み中、仕込
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み中の名札が日中ずっと立っているというような状

態なので、現実の問題、我々はそういう立場で営業

する場合、肉を食べるのは昼間から余り食べる人は

いない、そうするとそのもの自体が最初の要綱自体

がやはりこの町の状況に合っていないのではないか

というのが僕が指摘したかったところなのです。 

 だから僕は、そういうことで見直しの内容も今、

できればせっかく投資をして、家も借りた、１５０

万もあれした、それからまた自己資金、３００万円

以上かかれば半分ということで１５０万円なので

す、そうすると自己資金も投資しているのに何とか

成功させたいと、それから町ににぎわいを起こした

いというのがこれの事業展開の趣旨なので、できれ

ばそういう状況を踏まえて何とかサボるあれはない

のです、いかに商売をしてもうけようかということ

でやっているのだから、その目的に合うような形を

やはり考えてあげたほうがいいのではないかという

のが私の趣旨なので、そういうことで御理解いただ

きたい。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） やはり私も商店主として、

商工会として使いやすいというか、活性化されたい

と思うので、この現行の要綱に沿ったものを見直し

というのはいいのですけれども、積極的活用により

町内の商店街の活性化が図られるようにと、その町

長の商店街が活性化するようにという言葉をつけ加

えたらいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 第１分科会のほうは入り

口、審査を正確に行いということをやっていたので

すが、第２分科会の方はやはりそれをやってから大

変なのだという、それを長くやってもらわなかった

らということになりまして、それで考えましてやは

り開業してからも頑張ってやってもらわないといけ

ないし、この後のほうに町内の活性化が図られるよ

うにという文言をちょっとつけ加えていただくと、

やっていただいた方も一生懸命お店をしていただい

てやっていただくのも大事なのですけれども、やっ

ていただいたことによって町の町内商店が活性化さ

れるということはいいと思いますので、ちょっと文

言を町内の活性化という文言もちょっとつけ加えた

らどうかなと思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、わかりました。 

 ほかに何か御意見ありますか、これに対して。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ次の９番目に

進みたいと思います。 

 今の意見は承っておきます。 

 観光について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １０番目、集落協議会

交付金について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 町道の除排雪につい

て。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次、国民健康保険特別

会計について。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） どうにもならないとは思う

のですけれども、この文言でいうと引き上げは容認

するという形になるかというふうに思いますが、こ

れ文書直せとか言いませんけれども、私の立場から

これは容認できないということだけ言いたいと。 

○委員長（長谷川徳行君） 御意見は伺っておきま

す。 

 次、ラベンダーハイツ特別会計。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これは非常に委託の問題で

もありまして、確かにいろいろな議論も出ました

が、従来の私の見解としては制度で公設でやってい

けるという形の、これもこういう立場だということ

を言わさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、わかりました。 

 次、病院事業会計について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 今、いろいろな意見が出ましたので、もう一度、

文言整理をして皆さんにお諮りしたいと思います

が、分科長、委員長、副委員長に御一任願います

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間を９時４０分といたします。 

────────────────── 

午前 ９時２９分 休憩 

午前 ９時４０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開したいと思います。 

 先ほど御一任願いました審査意見案につきまし

て、各分科長、委員長、副委員長を議長を交えまし

て調整した結果を御報告いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） それでは、私のほうか

ら審査意見書の朗読をさせていただきたいと思いま

す。 

 一般会計、歳入。 
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 １、国有提供施設等所在市町村助成交付金につい

て。年々減額されているので、引き続き増額要望さ

れたい。 

 歳出。 

 １、渉外経費について。特別旅費については、十

分な成果が得られるよう努められたい。 

 ２、防災について。 

 ①自主防災組織について。組織の活性化と未組織

住民会の解消、要援護者マップの更新指導と情報の

共有に努められたい。 

 ②防災士について。取得者の研修や講習等地域に

合った活用支援に努められたい。 

 ③防災アドバイザーについて。計画をもって適正

な人材を配置されたい。 

 ３、定住・移住について。移住準備住宅の有効活

用を図り、ＰＲやさまざまな施策も含め、総合計画

の目標人口達成を目指し、定住しやすい環境づくり

に努められたい。 

 ４、ブロードバンド整備について。維持管理につ

いて収支のバランスを保ち、適正な運営が図られる

よう準備検討するように。 

 ５、ＡＥＤについて。整備や更新については計画

性を持って維持管理するよう努められたい。 

 ６、健康づくりについて。 

 ①特定健診の受診率は高いが、各種健診の受診率

においても向上するよう努められたい。 

 ②歯周病予防対策については、適切な実施と検証

に努められたい。 

 ７、恒久的生活支援策６事業について。常に現状

把握に努め、真に困っている方に対し制度の見直し

や拡充を検討されたい。 

 ８、新規開業支援事業について。現行の要綱を実

態に沿ったものに見直しし、積極的活用が図られる

よう努められたい。 

 裏面をごらんください。 

 ９、観光について。 

 ①町の魅力をいかし、観光客の増加に努められた

い。 

 ②中央コミュニティ広場テントについては、観光

客の誘客も含め、多くの町民が積極的に有効活用で

きるよう努められたい。 

 １０、集落協議会交付金について。十分な事業計

画を立て、繰越金のないよう、有効な活用を図られ

たい。 

 １１、町道の除排雪について。これまでの経験を

受託業者に伝えていくとともに、技術力の向上を図

り、排雪のサイクルを早めるなど適切な除排雪に努

められたい。 

 国民健康保険特別会計。 

 １、国保税の引き上げに際しては、歳入の確保と

歳出の抑制を図り、健全な運営に努められたい。 

 ２、医療費抑制のため、さらなる保健指導の充実

に努められたい。 

 ３、病状の重度化を防ぎ、早期発見のため、若年

者の受診率向上に努められたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 調理委託業務について。議会への説明責任を果た

し、信頼を得るよう十分な協議を進め安全・安心な

食の提供に努められたい。 

 病院事業会計。 

 大変な努力をされているが、引き続き医師、看護

師等の確保に努められたい。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ただいま朗読いたさせ

ました予算特別委員会審査意見、調整を皆さんの御

意見をいただき調整を見た結果、御一任いただけま

したので、このように平成２６年度上富良野町各会

計予算の件について、審査意見はこれで決定したい

と思いますが、御異議ございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、平成２６年度上富良野町各会計予算の件

に対する審査意見は、ただいまの調整のとおりと決

定いたしました。 

 これにて、全体での意見調整を終了いたします。 

 きのうの国保税で管内の一般会計から基準外で算

入している町村の資料に対しての説明を町民生活課

長から受けますので、町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） 今、委員長言われ

ました昨日、国民健康保険特別会計におきまして、

７番中村委員から御質問がありました国保特別会計

の一般会計からの繰り入れの内訳ということで、そ

の内訳について管内の資料の提供を求められまし

た。 

 私、その折り、了解しましたということでお話し

して申し上げたところでございますが、その後、調

査したところ法定内、法定外という項目がなく、そ

の内訳についてはそれぞれの保険者においてという

ことで、私の勘違いで混乱させてしまったことをお

わび申し上げて、御理解賜りたいと思います。申し

わけございませんでした。 

○委員長（長谷川徳行君） 以上のとおりです、御

理解願います。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私は全道規模で知りたいな

と思ってあれしたのだけれども、それでは管内では

何かわかるというような答弁だったから、それを
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ちょっと期待をしていたのです。 

 それで、議会広報の関係でこれだけ上がる基準内

容では上富良野町はこれですよ、年々、若干変動は

ありますけれども、しかしほかの市町村では基準内

と基準外でもやっているというようなことがあるの

であれば、そういうものに対してしたいなと思った

のです。それがかなわなければ、もし類似町村の何

町かでも電話で連絡してやっていただけるか。 

 というのは、町民の皆さん方、例の恒久福祉対策

の６事業の関係、あれは町からお金を出す、しか

し、３,０００何人いる国保の対象者のところには

基準法定内しか出さないということの理屈がちょっ

と合わないような感じもするものですから、そうい

うことでその数値を知りたいということでお話をし

たので、できれば類似町村に電話でもかけて、でき

れば確認できる範囲で資料提供をお願いしたいと思

うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） ７番中村委員の御

質問、類似市町村ということで、私ども今、言われ

ました議会広報に掲載するということで、保険者の

類似町村、ほかの自治体、その旨、聞いて回答を得

れる分については回答させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） もしその場合、その資

料ができたら、これ広報のためにやっている委員会

でないですので皆さんにあれしてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほど申し上げました

ように、暫時休憩いたしたいと思います。 

 再開時間を１０時１５分といたします。 

────────────────── 

午前 ９時４８分 休憩 

午前１０時１５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 理事者より、所信表明の申し出がございましたの

で、発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 皆さんおはようございま

す。委員長のお許しをいただきまして、所信を述べ

させていただきたいと思います。 

 先ほど予算特別委員長さん並びに副委員長さんお

越しいただきまして、本予算特別委員会におきます

審査経過におきます意見書を賜ったところでござい

ます。 

 本委員会から賜りました審査意見につきまして、

私といたしましてその一字一句をしっかりと見させ

ていただきました。いずれの御意見も、非常に的を

射て、しっかりとその事業に取り組むようにという

ような御教授をいただいたというふうに受けとめて

いるところでございます。 

 いずれにいたしましても、全ての項目におきまし

て本当に気を引き締め直して、しっかりと中身を詰

めて、さらに皆さん方の御意見がしっかりと反映で

きるような、肉づけをできるような取り組みに改め

て心がけていかなければならないということを再認

識したところでございます。 

 今回の審査意見をしっかりと心にとめ、私のみな

らず、全職員が一丸となって住民の皆さん方の付託

に応えていくことが皆さん方に対するその気持ちの

お返しをすることになるのかなということで思って

おります。 

 重ねて申し上げますけれども、本意見をしっかり

と心に全職員が心に刻みまして、皆さん方の期待に

応えるような執行に努めてまいりますことを申し上

げまして、意見の表明とさせていただきたいと思い

ます。 

 本当に長時間にわたりましての慎重な御審議賜り

ましたこと、ありがとうございました。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、議案ごとに

討論を行い、採決をします。これに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案ごとに討論を行い、起立により採決

を行います。 

 これより、議案第１号平成２６年度上富良野町一

般会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 私は、本予算案に対して反

対の立場から討論いたします。 

 町長は常日ごろから町民に安心な暮らしを提供で

きるような、そういう予算編成にことしも取り組ん

だということを打ち出しました。 

 しかしながら、一方で恒久的な支援事業という形

で打ち出した中身を見ますと、決して安心して暮ら

せるような充実した内容でないということは明らか

になります。 

 例えば、今回の６事業の政策の中ではリスクを抱

えた人たちが安心して暮らせる、恒久的な支援事業

だと言っております。 

 そういう状況の中で、重度障がい者のタクシー利

用券の助成の増など、６事業を実施するという状況

になりました。 

 例えば、具体的に見てみますと保育料の第４階
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層、これを２分割にしましたけれども、この階層だ

けが重税感や負担感があるのかと言えば、決してそ

うでないという状況にあります。 

 また同時に、非課税世帯、あるいは課税世帯に対

する補助制度も実施されるという状況の中で、他の

除雪などの補助政策の中には課税世帯は補助から対

象外にするという条項も盛り込まれるなど、そう

いった趣旨からしても非課税世帯だけを本来であれ

ば支援、充実しなければならないのにもかかわら

ず、課税世帯もその対象にするということは納得で

きるものでありません。 

 また、この恒久的な支援事業が打ち出された背景

には燃油が高騰するという状況の中で、福祉灯油の

実施を求めてきましたが、しかしそれにかかわる恒

久的な支援策という形で打ち出された内容でありま

すが、余りにもその対象が限定的であり、また内容

そのものが不十分と言わざるを得ません。 

 そういう意味では、全体的なこの６事業の見直し

を求めるものであります。 

 確かに、本予算の中には学校教育、防災や観光な

ど、充実されつつあるものもたくさん見受けられま

すが、しかし一方で、こういった納得できないよう

な予算が組むということであれば、当然、町民にも

理解できないでしょう。また同時に、今、多くの町

民が生活必需品等が値上がりする、電気料の引き上

げ、またこの４月からは消費税率等が５％から８％

になるなど、住民の暮らしはますます大変な状況に

陥ることは明らかであります。 

 また、可処分所得が減るという状況の中で、ます

ます私たちの暮らしが大変になることは明らかで、

そういう状況の中でまた国民健康保険税を引き上げ

ようとしています。 

 私は、こういう問題に対しては行政がきっちりと

一般会計からの繰り入れなどを行い、国民健康保険

税の軽減策をとるなど、住民の暮らしを守る立場に

立った行政の予算編成を行うべきだと思いますが、

それに十分、応えられないような予算編成であると

いうことは、非常に納得できないと言わざるを得ま

せん。 

 以上のことを述べまして、私は今回の一般会計に

対して反対の討論といたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 私は一般会計予算案に対

して、賛成の立場から討論をいたします。 

 本年度の予算は、引き続き厳しい経済状況が続

き、町税収入は、国家公務員給与の特例措置の影響

や、農業所得において比較的に作柄も良好で増加し

たものの、主要な一般財源である地方交付税は昨年

度の当初予算より減額するなど、歳入一般財源が減

収する中、経常経費の見直しを図るとともに、基金

からも繰り入れし、厳しい財政状況の中、地域経済

の活性化や町民ニーズなど喫緊の課題に対応するた

め、昨年より１１.７％増額の約７０億８,０００万

円の予算編成内容となっております。 

 特に住みなれたこの町で安心して暮らせるよう、

真に支援が必要な方々への恒久支援策やさまざまな

地域課題や経済対策、建物、施設などの公共施設な

どにも対応したものとなっております。 

 特徴的なものとして、情報通信環境で町内地域格

差解消のため超高速ブロードバンド環境整備や教育

環境の整備で上富良野町中学校耐震老朽化改修事

業、住環境の整備に扇町団地水洗化事業や防災など

に対応できる防災資機材倉庫整備事業など、防災体

制の充実にも振り分けています。 

 また、子育て支援として従来の支援策に加え、乳

幼児検診から発達相談の過程に親子グループ指導や

保育料の負担区分の見直しを第４階層を２分割し、

低所得者の負担軽減を新たに盛り込み、子育て家庭

への要望に応えています。 

 産業においては、国や道の制度活用による農地の

基盤整備事業に積極的に取り組むほか、新たに街中

にぎわいづくりの拠点施設整備として、大型テント

の設置など、商店街やイベント等への商工業の活性

化も図っております。 

 また、本町の地域づくりのリーダーとなる若者の

育成を進めるための人材育成アカデミー事業の継続

が図られるなど、人材の育成にも対応しておりま

す。 

 以上のことから、限られた財源の中で基金からの

繰り入れなど、健全財政の確立に向けた課題もあり

ますが、必要性や緊急性を見きわめた本予算は第５

次総合計画に掲げられている五つの暮らしの実現、

自治基本条例の精神である町民との協働の姿勢に

立った展望あるまちづくりに向けた予算であり、さ

まざまな諸課題がある中で、不断に取り組むことを

期待し、賛成討論といたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号平成２６年度上富良野町一

般会計予算の件を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成２６年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 私は､国民健康保険に対す

る反対の討論をさせていただきます。 

 新年度から国民健康保険税率の改定案が示されま

した。 

 その理由として、高齢者割合の増、高額医療費や

後期高齢者分の拠出金の増額などが予想されるとい

うことでした。 

 しかし、今、町の町民の暮らしは決してよいとは

言えない状況にあります。それは、景気がよくなら

ない中で、電気料金の引き上げや灯油、食料品など

の生活必需品が値上がりし、さらに年金が下がる、

給与は上がらない、この４月からは消費税率が８％

になるなど、暮らしを取り巻く環境は悪化するばか

りではないでしょうか。 

 この時期に、国保税の引き上げや後期高齢者分な

どの税率が上がれば、ますます加入者にとっては税

の負担が大きくなるということは言うまでもありま

せん。 

 今、町には基金などを取り崩せば十分、国民健康

保険税の引き下げをする財源はある、これを使わな

いというところに大きな問題があるのではないで

しょうか。 

 例えば、この国保税の引き上げによって、加入者

にとってはどのような影響が出るでしょうか。それ

は所得の少ない人ほど重税感が増す、逆に所得のあ

る人ほど重税感が下がるという逆進性が進むという

状況にあります。 

 例えば、町が示した３人世帯の家族構成では、５

０万円では１２.３％、２４％の収入に対する負

担、前年度は改正前は２１％ですから３ポイント引

き上がるという状況になっております。 

 また４００万円でも６３万３,０００円、１５％

という形の中で所得が上がるほど、このことを見て

も逆進性がふえるという状況になります。 

 逆にひどいのは、５０万円の軽減世帯でも改正前

から見て３ポイント引き上がっているわけですか

ら、実質５割軽減世帯という形の制度になっていて

も、実質負担増になっているということは明らかで

あります。 

 私は、このようなことを考えれば加入者の負担軽

減するために、一般会計からの繰り入れ、基金の積

立、取り崩して、そして軽減策をとるということは

行政に求められている課題だと考えます。 

 町は、この間の質疑のやりとりの中で国保会計だ

けにお金を投入するのは公平に反するということを

言っています。 

 しかし一方で、６事業に見られるように、その対

象者は恩恵にあずかるけれども、それ以外の人に対

しては、人はその恩恵にあずからないという、こう

いう問題を抱えている、こういう矛盾をどう説明す

るでありましょうか。 

 国はその運営の主体は国であるということで、国

民健康保険法で定められております。今、そのこと

を控えれば国民健康保険税が高いという状況の中で

負担を軽減してほしい、これが多くの加入者の声で

あると、そのことを考えれば行政が責任を持って負

担の軽減に努めるということは何も公平が、一律負

担が不公平になるという状況ではありません。 

 多くの町民も認めてくれることは間違いないで

しょう。私は、そういうことを申し上げて、今回の

国民健康保険税の引き上げ、その連動する後期拠出

分など、介護保険も含めた立場から、こういったも

のの値上げに対して、引き上げに対して反対の討論

といたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 私は､上富良野町国民健康

保険特別会計に対しまして、賛成の立場から討論を

させていただきます。 

 初めに、現在の医療制度においては、全ての人は

いつでも必要な医療を受けることができる国民皆保

険制度を採用しており、その中において国民健康保

険事業は、他の健康保険に加入をしていない人は必

ず加入する医療保険とされ、国民皆保険制度の根底

を支えているところであります。 

 また、国民健康保険事業が加入者の保険税をもと

に相互扶助を基本として運営されていることを全て

の町民の皆さんが御承知をいただいていると考えて

おります。 

 こうした中、現在の国民健康保険事業を取り巻く

環境においては、急速な少子高齢化の進展ととも

に、医療の高度化が進み、年々保険給付費が増嵩の

傾向となっており、多くの保険者においては厳しい

財政状況になっているとも聞いております。 

 そのことによって、今回の平成２６年度国民健康

保険税の増額分に関しまして、国民健康保険の安定

的で恒久的に運営がなされ、さらに被保険者の適切

な医療サービスが受け続けるためにふえている予算

編成がされていることでございます。 

 このことによって、歳入においては約６,０００

万円近く国保税が増嵩していることは、さきに述べ
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たとおり、少子高齢化の社会の背景はもとより、医

療の高度化や保険者の多様化するニーズへの対応な

どによって、保険給付費が大きくふえていることが

起因すると考えます。 

 現在、上富良野町の国民健康保険の被保険者の現

状は１,７８３世帯のうち、低所得者層の年収２０

０万円以下の世帯が１,３３３世帯と全体の７割以

上を占め、国民健康保険者の被保険者の多くが低所

得者の大層にあるのが実情である中、所得割、資産

割の応能割りと均等割、平等割の応益割を５０対５

０にするように４分割方式を取り入れ、それらによ

り７割、５割、２割の軽減が行われ、その部分に対

して補填を初め、国民健康保険事業にかかわる費用

や保険給付にかかわる基準内繰り入れや町独自の給

付にかかわる基準外の繰り入れが、この合計が一般

会計から１億１,９７８万４,０００円、繰り入れを

している状況にあります。 

 また、国保税の徴収状況なども平成２４年度の速

報において、９７.３３％と道内に１５７ある広域

連合を含めた自治体の中においても５２番目と比較

的徴収状況もよく、大きな滞納も起きていない状況

にあわせまして、２９６万１,５３５円の不納欠損

金額がある中において、未収金においても前年度か

ら５７４万３２５円も減少しているまど、職員によ

る努力と被保険者の理解などが得られている状況に

あります。 

 国民健康保険会計は介護保険会計に比べ保険給付

費など歳出の予測が難しく、高額医療費の拠出やイ

ンフルエンザなど流感が大発生するような不測の事

態なども、予防も大切ではあるが限界があり、発生

をなくすということは、その範疇を超えていかるか

ら、中長期的に対応についても基金の積立なども同

時に見据えていき、予算編成をしなくてはいけない

のが現状であります。 

 このような中において、平成２３年度にも国保税

の改定がなされ、その安定的な国民健康保険会計運

営に向けて行われましたが、その後の社会情勢の背

景によって、当初の予定していた年度まで基金の繰

り入れを含めた運営ができなくなったことの反省や

今後、近い将来、保険者が都道府県へ移管されるこ

とを見据えた歳入編成が十分に反映されているもの

であります。 

 消費税の増税や物価の上昇や景気の回復がおくれ

ているなどの現状の中、一般会計や財政調整基金な

どからの繰り入れも歳入に対しての不足に重点して

国保税の改定幅を縮減することなども視野に入れる

ことも必要ではあるが、その一方において国民健康

保険者への加入率を町全体で見ますと２６.５％で

あり、他の健康保険などの多くの町民が利用してい

ることから鑑みますと、公平公正の観点から、その

ことは難しいと考えます。 

 さらに、前記述べました基準内、基準外の法定繰

り入れに加えまして、町の施策として医療費の削減

に向けた健康づくりとして、特定健診の受診率の向

上やその後の健康指導も非常にすぐれており、それ

らにかかわる職員配置など、間接的な支援を大きく

行っているところでございます。 

 冒頭述べましたとおり、少子高齢社会、医療の高

度化に加え、当町のように小規模自治体においては

近年、国民健康保険会計の脆弱な歳入基盤では、予

防などにより歳出の抑制も大きく図っているところ

であります。 

 特に保険者である町としては、長年にわたり医療

費の抑制に努めるべく、特定健康診査などに力を注

ぎ、国民健康保険加入者の特定健診受診率において

は、平成２２年度全道１位になるなど、病気の予防

に積極的に取り組んでいる姿勢も高く評価をすると

ころであります。 

 しかしながら、現在の高度医療の高度医療費が頻

繁に発生することにより、例年と比べて特に給付水

準が高くなっており、加えて後期高齢者医療に対す

る１人当たりの支援金額などが年々着実に増加を続

けており、国民健康保険特別会計の事業運営が圧迫

され、過去に例を見ない危機的な状況を迎えること

が推察されております。 

 軽減の恩恵を受けられない働き盛りの所得の多く

ない世帯には大きな税の負担となっているところで

はありますが、７割を超える低所得者層に対して町

から軽減分の繰り入れも含めて繰り入れもされてお

り、今後、被保険者のＱＯＬを高めながら医療、保

険、福祉、介護のさらなる連携を図り、広域に引き

継ぐまで安定的な国民健康保険会計の運営に向けた

職員のさらなる努力と町民の健康を願い、賛成の討

論とさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号平成２６年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算の件を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であり、よっ

て、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成２６年度上富良野町後期高
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齢者医療特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。ござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第３号平成２６年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計予算の件を起立により採決し

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成２６年度上富良野町介護保

険特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第４号平成２６年度上富良野町介

護保険特別会計予算の件を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成２６年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の件の討論に入りま

す。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。ござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第５号平成２６年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計予算の件を起立により

採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成２６年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第６号平成２６年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算の件を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成２６年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第７号平成２６年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算の件を起立により採決し

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成２６年度上富良野町水道事

業会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第８号平成２６年度上富良野町水

道事業会計予算の件を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成２６年度上富良野町病院事

業会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第９号平成２６年度上富良野町病

院事業会計予算の件を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 
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 本委員会の予算審査報告書の内容については、委

員長及び副委員長に御一任願いたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了しました。 

 予算特別委員会の終わりに当たりまして、一言ご

あいさつ申し上げます。 

 平成２６年度上富良野町第１回定例会におきまし

て、本委員会に付託されました予算認定の９案件に

ついて、慎重かつ活発な御審議をいただき、ただい

ま、その全てを認定すべきものと決定いただいたと

ころでございます。ありがとうございます。 

 この予算特別委員会を通じまして、議会議員の立

場で数多くの御意見、御質問がありました。当委員

会としても１５項目の意見を提出させていただきま

した。 

 理事者におかれましては、これらを真摯に受けと

めていただき、また議会といたしましても、理事者

側と両輪となって行政執行に協力したいと思いま

す。 

 引き続き厳しい財政状況における自治体運営では

ありますが、町の福祉の発展、また、安心・安全、

そして町全体の発展に反映していただけるようお願

い申し上げまして、４日間にわたる委員会でござい

ましたが委員各位、また理事者、説明員の皆さんの

御協力を得まして無事終了いたしましたことに感謝

を申し上げ、終わらさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 今後の日程について、事務局長より報告させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 御報告申し上げます。 

あす３月１９日は、本定例会の４日目でございま

す。開会は、午前９時でございます。定刻までに御

参集くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、この後、議会運営委員会及び議会広報特別

委員会を開催いたしますので、御参集くださいます

ようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午前１０時４７分 閉会 
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